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第1章 問題の設定  
 

 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により学校運営協議会

制度が導入されたのは 2004 年のことであった。その後、学校運営協議会の設置

校は数的に増加の一途を辿り、その数は 2012 年度に 1,000 校を、 2013 年度に

1,500 校を超えた（図表 1-1）1。文部科学省の研究協力者会議が、公立小中学校

のおよそ 10 分の 1 にあたる約 3,000 校を学校運営協議会の設置される地域運営

学校（コミュニティ・スクール）とすることを目標として示したこともあり（学

校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議 ,  2011）、学校運営協議会

は今後の学校運営の在り方を考える上での焦点といえる。しかし、この制度に

ついては、学校や行政による必要性認識から導入が進められてはいるものの、

実証的な機能評価はまだ充分に行われていない。  

 本論文は、学校運営協議会について、その機能状況の実証的な分析をもとに、

制度理解を深めようとするものである。  

 

 

1.1.学校運営協議会制度に関する法的規定  

 

 具体的な実証上の課題を論じる前に、本節では、まず学校運営協議会につい

て、その法制度上の規定と特徴について概観しておく。  

 学校運営協議会とは、保護者や地域住民などから構成される学校に設置され

た協議機関で、学校運営の基本方針を承認したり、教育活動などについての意

見や教職員の任用に関する意見を述べたりするなど、保護者・地域住民が一定

の権限と責任を持って学校運営に参加することのできる合議制の機関である。

2004 年の地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正によって制度化され、

同法の 47 条の 5 に規定されている。学校運営協議会の設置を教育委員会から指

定された学校は、同法 47 条の 5 の用語では「指定学校」と呼ばれるが、実践的

には「コミュニティ・スクール」と称されることも多い。  

 以下、条文に沿って、より詳細に述べる。  

                                                        
1 文部科学省ホームページ「コミュニティ・スクールの指定状況（平成 25 年 4

月 1 日）」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/shool/detail/1335832.

htm（ 2013 年 7 月 6 日訪問）  
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図 表  1-1 学 校 運 営 協 議 会 設 置 校 の推 移 （2013 年 4 月 現 在 ）  

 

（筆者作成。いずれもデータは文部科学省 HP より）  

 

1.1.1.学校運営協議会の設置指定と運営責任  

 

 第 1 項では、学校運営協議会の設置指定の主体が学校を所管する教育委員会

であることが明記されている。指定に際しては、教育委員会規則の定めが必要

であるが、この規則においては、指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指

定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議

事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項を定めることとなって

いる（第 8 項、文部科学事務次官通知「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律の施行について（通知）」 2004 年、 16 文科初第 429

号 2）。  

 教育委員会が指定の責任を担うことは、指定の取消について定めた第 8 項に

も示されている。これによれば、取り消しの要件は、「学校運営協議会の運営が

著しく適正を欠く」ことにより「当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、

又は生ずるおそれがあると認められる場合」とされ、より具体的には委員同士

の対立により意思形成が行えない状態や、校長と学校運営協議会の方針対立に

                                                        
2 以下、「 16 文科初第 429 号」とする。  
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より円滑な運営に支障が生じている状態等が考えられている 3。  

 以上の規定から、指定学校も、学校を設置する教育委員会が 終的な責任を

持って管理運営すると解される。すなわち、指定学校もまた地方教育行政によ

る管理と校長による日常的な運営の枠内に存するのである。  

 なお、本条新設時は、学校運営協議会設置指定に関する都道府県教委との事

前協議を定める項 4があった。しかし、地方自治体の自主性や自由度の拡大・強

化を図る「地域主権改革第一次一括法」 5が 2011 年に制定されたことに伴い、

同項は削除された。これは学校を所管する基礎自治体の教育委員会が、一層自

律的に指定の判断をできるようにする趣旨と解される。  

 

 

1.1.2.学校運営協議会委員の選出区分･任命･身分  

 

 第 2 項では学校運営協議会委員の選出区分と任命に係る事項が示されている。

まず、選出区分としては、「地域の住民」並びに児童・生徒・幼児の「保護者」

が明記されている。この他、「教育委員会が必要と認める者」との記述もあり、

16 文科初第 429 号では、より具体的に、校長・教職員・学識経験者・関係機関

の職員等が想定されている。この通知では「委員については、公立学校として

の運営の公正性、公平性、中立性の確保に留意しつつ、適切な人材を幅広く求

めて任命」するとされ、「公募制」も含め、選考方法の工夫が求められている。 

 なお、委員は、教育委員会が任命するが、その際の身分は特別職の地方公務

員となる。生徒等や教職員の個人的な情報を職務上知り得ることになることか

ら、守秘義務を定めるなどの対応が求められている。  

 

 

 

                                                        
3 文部科学省 HP の例示。http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/school

/detail/1311353.htm （ 2013 年 1 月 17 日訪問）。  
4 具体的な条文は以下である。「第 9 項  市町村教育委員会は、その所管に属す

る学校（その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る）につ

いて第 1 項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協

議しなければならない。」  
5 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律」（平成 23 年法律第 37 号）を示す。  
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1.1.3.学校運営協議会の権限  

 

 学校運営協議会の権限については、第 3 項から第 5 項で定められている。  

 第 3 項は、基本方針の承認権についての規定である。すなわち、指定学校長

は、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について学校運営の基

本方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならない。これは、義務

規定であり、別言すれば、承認を得なければ学校運営をスタートできないとい

うことになる。基本的な方針に盛り込むべき他の項目としては、施設管理、組

織編成、施設・設備等の整備、予算執行等に関する事項が例示されている（ 16

文科初第 429 号）。  

 第 4 項は、校長または教育委員会に対する意見申し出の権限を定めている。

これは任意規定であるが、校長による基本的な方針を承認するのみならず、積

極的な意見反映を実質化する趣旨と言えよう。  

 第 5 項は、教職員の任用に関する意見申し出の権限を定めており、この権限

は学校運営協議会制度の 大の特徴となっている。これも任意規定であるが、

意見が提出された場合、任命権者である教育委員会においてそれを尊重する努

力義務があるとされる（第 6 項）。  

 

 

1.2.学校運営協議会に関連する先行研究からの示唆  

 

 

 以上説明したような学校運営協議会制度、そしてそれを含む学校運営への保

護者・地域住民の参加制度をめぐって、先行研究はいかなる議論を展開してき

たのか。本節では、日本における先行研究のレビューを通して論点を明らかに

する。具体的には、学校参加制度の必要性と外国事例からの示唆を論じる研究

（ 1.2.1）と学校参加制度に対する批判的諸論（ 1.2.2）を見たうえで、学校運営

協議会に関する既存の実証研究の到達点と課題（ 1.2.3）を確認していく。  

 

 

1.2.1.学校参加制度の必要性と外国事例からの示唆を論じる研究  

 

 学校運営協議会制度に関連する議論としてまずあげられるのは、学校参加論

の議論である。  

 学校参加論は、1980 年代ころから日本の教育学・教育行政学の中に現れてき
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たとされる。当時、体罰や管理教育などの学校教育の硬直化や肥大化が進行す

る一方、子どもの教育や学校の運営に対する保護者の無権利状態が指摘され、

学校参加論が隆盛した（小川 ,  2008）。  

 とりわけ重要なのは、国民の教育権論を批判的に吟味する中で高まった親の

教育権の議論である。すなわち、国民の教育権論において親の教育権が論じら

れながらも、実質的には教師の教育の自由に吸収され、親の教育権が事実上名

目化しているという批判である（今橋 ,  1983・ 1998；黒崎 ,  1992： 38）。学校教

育における親の教育権は自覚的議論の対象となっていき、知る権利、学校や教

育内容の選択権、学校教育に対する要求権、学校教育への参加権などの親の教

育権の内容も整理されてきた（結城 ,  1994）。こうした親の教育権に関する基盤

的追究を、岩永は「正当性の追求」を行う「権利論」的学校参加論と呼んでい

る（岩永 ,  2000： 245-246）。  

 1980 年代後半から 1990 年代に入ると、参加を媒介する外国の制度が様々に

紹介されるようになる。フランスにおける教育審議機関（小野田 ,  1996）、アメ

リカにおける学校協議会・学校委員会（黒崎 ,  1994、坪井 ,  1996）、イギリスに

おける学校理事会（小松 ,  1988；窪田 ,  1993・ 1996）、ドイツにおける合議制学

校経営（柳澤 ,  1996a・ b）など、欧米諸国で制度化されている学校ガバナンス

への保護者参加制度が紹介された。また、これらとともに、日本国内でも親の

教 育 権 の 実 質 化 を 期 し て 行 わ れ る 草 の 根 の 取 り 組 み が 紹 介 さ れ た （ 岩 永 ,  

2000：246-247）。岩永は、この頃の参加論研究を、「理念モデルの追求」を行う

「制度論」的学校参加論であったとしている（同前）。  

 学校批判や教育運動的なきらいのあった学校参加が政策の課題として認識さ

れ、国の制度としてにわかに現実味を帯びるのは、1990 年代後半のことである。

「生きる力」学習指導要領による学校週 5 日制や「総合的な学習の時間」が全

面実施されるのを前に、学校だけでは十分な教育課程の実施ができないことが

認識されるとともに、生徒指導等の問題も多様化・複雑化を見せる中で、学校

は必然的に外部との連携協力が求められるようになっていった（小川 ,  2008：

90-91）。1996 年の中教審答申では、子どもの「ゆとり」や「生きる力」を育て

るため、「地域や学校、子供
マ マ

たちの実態に応じて、創意工夫を生かした特色ある

教育活動を展開する」ことや、「家庭や地域社会との連携を進め、家庭や地域社

会とともに子供
マ マ

たちを育成する開かれた学校となる」ことを提唱した（中央教

育審議会 ,  1996：第 1 章（ 1））。 2000 年に学校評議員 6が制度化されたことは、

                                                        
6 地域住民や保護者を学校評議員に委嘱し、校長の求めに応じ、個人として意

見を述べることができるようにした制度。学校教育法施行規則 49 条に規定
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こうした流れの中で理解されよう。同制度は、これまでも行われてきた「学校･

家庭･地域社会が連携協力し､相互補完しつつ一体となって子どもの健やかな成

長を図る」ための取り組みを発展させ、一層の「地域に開かれた学校づくりを

推進するため」、「学校が保護者や地域住民の意向を把握し､反映するとともに､

その協力を得て学校運営が行われるような仕組み」として導入された（中央教

育審議会 ,  1998）。すでに全国的に広がりを見せ、2011 年においては 9 割近くの

学校に設置されるに至っている 7。学校評議員制度は、理念的には専門的意志・

行政意志に加えて私的意志を学校運営に取り入れる点で「我が国の学校経営の

歴史にあって大きなエポックを画する」（小島 ,  2000：32）と評価されるもので

ある。  

 これに加える形で学校運営協議会制度が導入された背景の一つは、学校評議

員制度についての形骸化批判があった。学校評議員は、校長に対して個人的に

意見を述べることができるにとどまり、充分に意見が反映される保証がないも

のとしてかねてから批判があった。中央教育審議会もこれを認め、「学校評議員

制度については、その意見を踏まえて教育内容の改善を行うなど、大きな成果

を上げる学校があるものの、運用上の課題を抱え、必ずしも所期の成果を上げ

得ない学校もある。また、学校評議員制度の、校長の求めに応じて意見を述べ

るという役割を超えて、より積極的に学校運営にかかわることができるような

新たな仕組みを検討すべきとの指摘もある」（中央教育審議会 ,  2004：第 2 章 1）

とした。  

 加えて、地方分権の進展もある。学校への権限移譲・校長の裁量権拡大が進

むほど、その権限のモニタリングが必要であるという発想である。学校評議員

導入を提言した「今後の地方教育行政の在り方について」（答申）は、学校管理

規則に関し、許可・承認・届出・報告事項について、例えば、承認を届出に改

めることや学校予算の裁量拡大を同時に唱えていた。その後 2004 年には、文部

科学省が「学校の裁量拡大についての取組状況」を調査し、学校裁量権の拡大

が一定程度進捗している旨を明らかにした。こうした動向を踏まえ、佐藤

（ 2010：45）は、「教育委員会の学校に対する関与が弱まり、学校の裁量権の拡

                                                                                                                                                                       

されている。  
7 文部科学省の資料によれば、 2010 年 3 月現在 86.5%が設置済み、 5.9%が設置

検討中であるとされる。文部科学省「学校運営への地域力導入の取組」（学

校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議（第 1 回； 2010 年 10

月 18 日）配付資料） http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/078/s

hiryo/__icsFiles/afieldfile/2010/11/22/1298557_01.pdf（ 2013 年 4 月 19 日訪問）。  
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大化傾向が強まるほど、学校が独走しないよう保護者や地域住民等の利害関係

者がモニタリングし、学校の基本方針等を承認するような仕組が必要になって

くる。その仕組として学校運営協議会が位置づく」とし、これを「学校のガバ

ナンスの具現化」としている。  

 しかし、学校運営協議会導入の背景としてより重要なのは、総合規制改革会

議や教育改革国民会議などの文部（科学）省外の会議で、より抜本的な学校改

革の方向性が議論されるという当時の状況であろう。総合規制改革会議では、

競争と選択を原理とする行政改革が標榜され、学校選択を推進する競争状態の

創出のための「新しいタイプの公立学校」創設が唱えられた。教育改革国民会

議では、保護者や住民の発意により公立学校の設置を認めるチャータースクー

ルが「コミュニティ・スクール」の名で取り上げられ、その導入が議論された。

これは、自由化を唱える総合規制改革会議等の議論とも重複する部分を持つも

のだったため、推進の論調は強まっていった（黒崎 ,  2004、高野 ,  2010）。  

 しかし、公費補助を受ける反面、学習指導要領の制約を受ける私立学校との

バランスもあり、文部科学省による政策具体化の中で、基本コンセプトの変容

があった。すなわち、従来の教育行政の枠を超え、有志による学校設置と独自

の教員任用を許容するチャータースクールではなく、学校と教育委員会との間

の権限バランスを改革する「学校の自律化」と、地域・保護者の経営参加を拡

大する制度設計となったのである（黒崎前掲、高野前掲）。  

 結果として、学校運営協議会は、学校評議員と同一線上の趣旨に立ちつつ、

その「発展形」（堀内 ,  2004： 16）的なものに落ち着いた。すなわち、学校評議

員は、校長の求めに応じ、個人の責任において学校運営に関し意見を述べるに

留まる。これに対し、学校運営協議会は合議制の機関として意思決定に関与す

る。言い換えれば、学校運営に関して何らかの拘束力や制約のある決定などを

行わない学校評議員と異なり、 1.1.で概説したように、一定の権限と責任を持

って学校運営に関わる点に学校運営協議会の「発展」性が見出せるとされる。  

 このような制度改革の進展と相まって、学校参加に係る海外の制度を対象と

する研究はさらに発展した。たとえば山下（ 2002）は、シカゴの学校協議会

（School Councils）について、そこでの討議の質が、学校を取り囲む多様な関

係者間の公共的討議となり、その学校の存立意義自体を再構築していくダイナ

ミズムを描き出した。日本の学校評議員や学校運営協議会制度の制度論議にお

いて参照されることの多かった学校理事会（School Governing Bodies）について

も、佐貫（ 2000、 2002）が現地滞在時の経験を踏まえて功罪半ばする実態を描

いているほか、小松（ 1999、 2001）によっても英国で進められている他の制度

改革と関連付けられながら紹介されてきた。また、学校ガバナンス機関に生徒
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が参加する事例が、大人中心の学校ガバナンスへのオルタナティヴとして取り

上げられてもいる（浦野 ,  2003）。同じ研究の系譜において生徒参加を通した各

主体のエンパワーメントを「教育効果」として分析した研究も現れている（平

田 ,  2008）。  

 ただし、学校運営協議会は、学校運営への権限を持つだけではない。2008 年

に出された「コミュニティ・スクール事例集」では、学校運営協議会について、

「これらの方々〔保護者や地域住民；引用者〕が一定の権限と責任を持ち、『当

事者』として学校運営に関わっていくことで、学校運営や教育活動に、家庭・

地域の意向をより一層的確に反映させることができます。」（文部科学省 ,  2008）

という法文を基にした説明のほかに、以下のようなより踏み込んだ説明を行っ

ている。  

 

学校を地域に開き、保護者や地域住民等の協力を得ながら、三者が連携し

てより良い学校づくりを目指す取組は、すでに各地で行われていることと

思います。こうした取組を制度的にバックアップし、三者の関係をより深

化させる仕組みが、「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」で

す。  

（文部科学省 ,  2008：はじめに；丸括弧ママ）  

 

2006 年に改訂された教育基本法は、「学校、家庭及び地域住民その他の関係者

は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び

協力に努めるものとする」とした（第 13 条）。学習指導要領にも「学校がその

目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力を

得るなど家庭や地域社会との連携を深めること」（中学校・総則）と規定されて

いる。こうした政策の流れと相関しながら、学校運営協議会は、学校に対する

「協力」機能も期待されていることに注意したい。  

 

 

1.2.2.学校参加制度に対する批判的諸論  

 

 1990 年代後半から 2000 年代にかけて、日本でも学校運営への参加制度が法

制化されてきたわけだが、制度の具体化は、学校参加の意義だけでなく、課題

についての研究も促した。教育行政学や教育社会学からは、制度設計の課題や、

学校参加そのものが孕む問題点について指摘がなされている。  

 制度設計の課題に関する指摘として、まず、委員の選出区分の問題がある。
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『季刊教育法』誌が学校運営協議会導入に際して特集を組んでいるが、この中

で窪田は、選出区分に教職員が明記されていないこと、児童・生徒を委員とし

て参画させることを想定していないこと、各選出区分の定数規定がないことに

ついて批判を向けている（窪田 ,  2004）。法律は、保護者と地域住民を明示しつ

つも、教職員や生徒の参加について規定していない。窪田の批判は、教育課程

や教員人事について権限を持つ以上、教員が明確に位置づけられるべきである

というものであるが、敷衍すれば、本来必須とされる選出区分の過少代表や、

当事者性の薄い選出区分の過剰代表を生起させ、制度の意義を損ねかねない設

計となっているという批判と言えよう。また、同特集における堀内（ 2004）も、

校長の作成する学校運営の基本的な方針が承認の対象となるにもかかわらず、

校長が委員選出区分に想定されている点については、制度趣旨を「大きくスポ

イル」（堀内 ,  2004： 17）するものと批判している。  

 意見の代表性をいかに確保するかという問題もある。古賀（ 2006）は、学校

運営協議会について、「『同協議会の委員が、地域や保護者を代表する立場にあ

る者として、学校に対する保護者の要望や地域ニーズを公正・公平、かつ幅広

く把握・集約していること』をあくまで大前提にしたものであり、かかる前提

を欠いた学校運営協議会が設置された場合、学校が一部地域ボスによる支配下

におかれる危険性を内包していると言えなくもない。いかなる人物が同協議会

メンバーとして任命されるかが重要なポイントであり、任命権を有する当該教

育委員会の見識がまさに強く求められることになろう」として、委員の代表性

確保の課題性について注意喚起している（古賀 ,  2006： 201-202）。また、葉養

（ 2005： 44）が指摘するように、制度に乗れない「弱い家族」も存在するだろ

う。たとえば可処分時間の不足で思うように参加できない保護者、文化的ギャ

ップやコミュニケーションの問題で困難を抱えるニューカマーの家族など、学

校の中で周縁化されている子どもやその家族の声はいかに反映されるのだろう

か。保護者の意思は多様である。岩永（ 2011）でも、こうした中で、参加者と

非参加者の間の齟齬にいかに対処するかが重要な運用課題だとしている。  

 学校参加そのものが持つ問題点については、学校レベルでの当事者間の教育

意志をいかに調整するかという課題が指摘されている。たとえば大桃は、関係

者間の葛藤、とりわけ専門性と民衆統制との葛藤を指摘している（大桃 ,  2006・

2009）。大桃（ 2009）によれば、これまで専門性と民衆統制との調整は、国・行

政レベルでなされてきた。すなわち、国レベルでの政策形成においては多様な

アクターが影響力を行使し、地方レベルでも首長の影響力が指摘される中で、

ともあれ専門性と民衆統制との調整は政治や行政レベルでなされ、その結果が

学校に降ろされてきた。しかし、「学校の自律性の確立と参加システムの構築に
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おいては、教師の勤務する学校が民主性と専門性の調整の場、両者の葛藤の処

理の場となる」（大桃 ,  2009： 115）。学校参加の場が、学校を取り巻く当事者間

の赤裸々な闘争の場となりかねないのである。  

 学校レベルでの葛藤という点に関して、主に専門性と民衆統制との間の葛藤

について指摘する大桃に対し、教育社会学者である広田は社会属性的な断層と

その葛藤について懸念を表明している。広田（ 2004）は、関係者の教育意思の

日常的な相互調整機能として学校参加の仕組みに一定の意義を認めつつ、その

機能に疑問を投げかける。  

 広田が危惧することの一つは、保護者の多様性、とりわけ階層やエスニシテ

ィなどの社会属性的多様性による参加度の格差である。彼の指摘によれば、学

校運営に進んで参加するのは、多くの場合階層上位で文化的マジョリティの保

護者であり、参加を通して必ずしも適切に保護者全体の多様性が反映されるか

わからない。しかも、学校の意に沿いやすい一部の保護者によってなされた決

定が「親がみんなで合意したことだから」という新たな正当性を帯びたものと

して、マイノリティや社会的弱者に位置する親の考えや要求を封じ込めること

も考えられる。すなわち、強者が弱者に専制を振るう道具として学校参加制度

が機能しかねないというのである（広田 ,  2004： 69）。  

 もちろん広田の指摘には留保も必要だろう。それは、参加者／非参加者の差

に焦点を当てるあまり、ガバナンス機関への参加者の斉一性を暗黙的な前提と

してしまっているきらいがあることである。しかし、学校ガバナンス機関の内

部に様々な差異がありうることに注意しなければならない。このことを早くに

指摘したのは、大桃（ 2000）である。大桃（ 2000）は、ガバナンス機関への参

加による熟議空間の生成に期待を込めながらも、「少数の『物言う』人たちと圧

倒的多数の『沈黙する』人たちの乖離」の可能性を指摘し、参加の実質につい

て危惧を示している（大桃 ,  2000： 299）。また、後述するが、英米における学

校ガバナンス機関の実証研究の知見によれば、学校ガバナンス機関内部での多

様性や、一部委員の周縁化が重要な知見とされていた。すなわち、そもそも会

議体の場内部における委員間の関係性自体が、実証的にも研究課題になってく

るのである。  

 ただ、こうした限界はありつつも、学校を取り巻く人々の社会関係の中にお

ける社会的な格差をめぐって議論してきた広田や大桃の批判は重要である。こ

れは格差社会化が言われる昨今において一層重要性が増していよう。社会属性

的差異が学校ガバナンス機関の動態にいかなる影響を与えているのか。それが

学校を取り巻く当事者の葛藤とどうつながっていくのだろうか。広田や大桃は、

外国の研究をもとに、理論的に問題提起をしているわけだが、日本の文脈の中
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でこれらの問題が具体的にいかなる現れ方をするのだろうか。こうした観点で

の研究が求められている。  

 

 

1.2.3.学校運営協議会に関する既存の実証研究の到達点と課題  

 

 先述したように、岩永（ 2000）は、学校参加論の展開を「権利論」から「制

度論」へという展開で把握した上で、当時における全体的な傾向性として、実

証的学校参加研究の遅れを指摘していた。  

 もちろん、岩永自身が行った研究も含め、基盤的実証研究が全くないわけで

はなかった。その時点においても、コミュニケーション・チャンネルの実態（小

島・久保田 ,  1983･1984）、保護者と学校との連携を阻害する要因の認識（岩永

ら ,  1992）、親の参加意識（同前）等を検討する論文などが著されている。たと

えば、保護者の参加を受け止める教員の意識実態を検討した岩永ら（ 1992）は、

地域と学校との連携の阻害要因について質問紙調査を行い、尺度を因子分析に

よって統合し、「意見反映ルートの不備」・「協力する機会の欠如」・「学校・教師

の閉鎖性」・「親の利己的態度」・「専門職への依存」という因子を導き出してい

る。そして、「教師は学校の教育目標、校内人事、学校の予算、教育内容関係な

ど学校運営の鍵的領域への親の参加を敬遠する傾向にあることである。〔…中略

…〕教師は修学旅行や校外生徒指導など自らの負担軽減につながるような領域

の親の関与を望んでいる…」として、学校参加を受け止める教員の積極的とは

いえない意識実態を描いている（岩永ら ,  1992： 203）。  

 とはいえ、学校参加制度が日本において法制化されていなかったためもあり、

「（学校参加への；筆者註）教育経営学における（実証的な；筆者註）接近はき

わめて少なく、全体として停滞しているといわざるを得ない」と評されていた

のが、 2000 年段階の状況であった（岩永 ,  2000： 252）。制度導入を見据えたモ

デルの追求に軸足があったのである。  

 しかしながら、その後の学校参加制度の導入と一定の普及や、それにともな

う地域連携の学校経営課題化に伴って、2000 年代の後半以降、教育経営研究か

ら実証的な研究が出されはじめた。たとえば、岩永ら（ 2002）は、学校教育へ

の父母・住民参加が内実を持つためには、それを受け入れる側である教職員の

意識が重要な要因となるとの問題意識から、学校参加に対する教員の捉え方を

アンケート結果をもとに分類した。  

 こうした中で、以下では、学校運営協議会に関連する研究、特に実証的な研

究についてレビューを行う。具体的には、佐藤［編著］（ 2008； 2010）、こども
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未来財団（ 2009）、大林（ 2011）、橋本・岩永ら（ 2010）・岩永（ 2011）である。 

 

佐 藤 ［編 著 ］（2008）（2010） 

 

 佐藤［編著］（ 2008； 2010）は、 2007 年当時の指定学校（全 197 校）の校長

を対象としたアンケートと、先進校のケース・スタディ結果をまとめた共同研

究の成果である。なお、佐藤［編著］（ 2008）は報告書段階のものであるため、

以下は著書の形で公刊されている佐藤［編著］（ 2010）に基づいて記述する。学

校運営協議会の実態についてその概要を示す意味でも、やや詳細にレビューす

る。  

 アンケートからは様々なことが明らかになっている。まず、学校運営協議会

の指定について、教育委員会の意向で指定される場合が 46%程度となっており、

自治体教育政策の中で、いわば「外から」指定されていることを見出している

（ p.39）。  

 とはいえ、指定学校の校長は、当該学校の運営責任者として学校運営協議会

を様々に活用しようと期待している。佐藤は、制度への期待を問い、「当てはま

る」・「ある程度当てはまる」に対する回答（肯定的回答）率を算出している

（ pp.41-42）。これによると、「地域が学校に協力的になる」と「保護者・地域

の学校理解が高まる」が も高く、 96.8%となっている。次いで「教職員の意

識改革が進む」・「学校が活性化する」・「地域の教育力が上がる」・「特色ある学

校づくりが進む」の順で、いずれも 9 割を超えている。そのうえで、「当てはま

る」のみに注目すると、「地域が協力的になる」が「保護者が協力的になる」よ

り 23.2%多いことに注目し、「コミュニティ・スクール制度には保護者との関係

性よりも地域との関係性の強まりが期待される傾向にある」との指摘がなされ

ている（ p.42）。逆に、肯定的な回答割合の低い項目は、「適切な教員人事がな

される」が 48.1%、「児童生徒の学力が向上する」が 64.4%、「生徒指導上の課

題が解決する」が 64.8%となっている。「教員人事」など、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律に規定された権限事項に関しての期待が比較的低いこと

も分かる。  

 次に、学校運営協議会の組織自体についても、いくつかの知見が出されてい

る。まず学校運営協議会の委員数は、「 11～ 15 人」が 63.2%と も多く、次い

で「 10 人以下」が 17.3%である反面、「 21 人以上」も 11.9%あったという（ p.56）。  

 学校運営協議会委員の属性について佐藤［編著］（ 2010）では、「教職員の委

員の割合」という形で、この点を明らかにしている。その結果、「 1～ 2 割程度」

が 34.6%で 頻となり、過半数が校長を含む教職員であるという学校も 8.1%あ
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るという結果が明らかになっている（ p.57）。  

 会議は、月 1 回か隔月程度の頻度で行われている学校が過半数になっており

（ p.61）、同じく学校ガバナンスのための参加制度である学校評議員が年に 2～

3 回程度の頻度で会議を行なっていることを踏まえれば（文部科学省初等中等

教育企画課 ,  2004）、学校運営協議会制度になって、校長と委員が会する機会が

より多くなっていることが分かる。  

 その会議では、次の事項が「よく取り上げられる」という（ pp.67-68；屋敷

担当）。 も回答割合の高い項目は、「地域人材の活用」・「学校評価」・「学校行

事」・「地域等との協力」である（ 5～ 6 割の回答）。他方、法に示された権限に

関する項目については、先述した「期待」における値の低さに呼応して、回答

割合が低い。たとえば「教育課程」は 3 割程度、「学校予算」は 1 割強、「教員

任用」は 1 割にも満たないという結果になっている（ p.69 の図 4-8）。  

 このことは、学校運営協議会が、次のように組織として学校に関する具体的

な支援活動を多数行っていることと呼応している。佐藤［編］（ 2010）が行った

ケース・スタディの中には、学校支援の取り組みが多数紹介されている。たと

えばある小学校では、4 つの部会を設け、組織活動を行っている。4 つの部会と

は次のようなものである。「安全安心部会」では、地域防犯活動、登下校危険箇

所改善予防書の提出、学校保健委員会の開催、避難所運営会議等を行っている。

「生涯学習部会」では、夏休みの教室や祭りの開催を行い、「学校評価部会」で

は学校評価アンケート内容の検討、実施、結果の考察分析を行い、「子ども部会」

では子どもから意見を聞く活動を行っているという（ p.170；望月担当）。他の

学校運営協議会でも同様に、「広報部会」（コミュニティ・カレンダーの作成、

広報誌発行を担当）、「サポート部会」（グリーンサポーター、あいさつ運動を担

当）、「コーディネート部会」（地域ボランティア、キャリア教育を担当）、「学校

評価部会」（学校関係者評価を担当）を設置しているという。このように下位に

部会を設ける形をとって学校の支援を組織的に行うとともに、近年各学校で課

題とされている学校評価（学校関係者評価）を行う形になっている。  

 以上のような活動の結果であろう、コミュニティ・スクールには次のような

「成果」が確認されている（ pp.46-49）。「成果」についての設問で特に肯定的

回答が多い項目を見てみると、「学校が地域に情報提供するようになる」が

96.2%、「地域が協力的になる」が 87.0%、「教職員の意識改革が進んだ」が 83.8%、

「学校が活性化した」が 82.1%、「特色ある学校づくり」が 81.7%であり、いず

れも「当てはまる」と「ある程度当てはまる」が 8 割を超えている。  

 以上を踏まえ、佐藤は、学校運営協議会の「成果」を次の 4 つに分類して示

している（ pp.45-52）。第 1 に「学校経営（校内経営）」であり、「特色ある学校
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づくり」・「学校が活性化」・「教員の意識改革」・「教員人事」などの質問項目が

これに該当する 8。第 2 に「学校経営（対外経営）」であり、「地域が学校に協力

的」・「保護者が学校に協力的」・「保護者・地域の学校理解」が含まれる。第 3

に「教育指導」であり、「教育課程の改善」・「児童生徒の学習意欲向上」・「児童

生徒の学力向上」・「生徒指導課題の解決」が含まれる。第 4 に「校外環境」で

あり、「地域が活性化」・「地域教育力向上」・「家庭教育力向上」が含まれる。  

 これらのうち、校長の認識する「期待」・「成果」いずれにおいても高水準な

のは、「学校経営（対外経営）」（以下、「対外経営」とする）である。「対外経営」

とは、「学校が保護者や地域などと外部連携を図り、その協力を得るなどの渉外

を中心にした対外的な経営行為」（ p.45）であり、93.7%の校長がこれに「期待」

を抱いている（ p.45、表 3-2）。しかも、「成果」の認識においても、「対外経営」

は 83.8%がこれを認識しており、「期待」と「成果」の差が他の 3 つの成果領域

よりも小さくなっている（ p.52、表 3-4）。つまり、コミュニティ・スクールの

校長から高い期待が掛けられるとともに、実際に一定の成果が上がっているの

が、「対外経営」領域なのである。  

 以上の知見から、学校運営協議会は、法に定められた権限を行使し、学校側

に対立したり学校を監視する組織というよりは
、、、、、、

、学校側の方針を汲みながら学

校を支援する組織、中でも学校外部である保護者や地域住民への渉外・広報・

啓発に係る「対外経営」を重視する組織であると言えよう。  

 佐藤［編著］（ 2008；2010）は、学校運営協議会の学校レベルでの実態につい

て、全国的な動向を掴んだ研究が皆無だった中で、いち早くこの課題に着手し

た先駆的な業績と言える。ただ、あくまで、学校運営協議会の「成果」に重き

が置かれており、教育社会学や教育行政学から提起されていた批判的論点、と

りわけ社会属性的な観点からの検討がなされていないところに限界がある。  

 

 

こども未 来 財 団 （2009） 

 

 こども未来財団（ 2009）は、学校運営協議会が「対外経営」に偏った活動を

行っているという佐藤［編著］（ 2008）の知見を踏まえ、筆者らが行った調査研

究の結果である。  

 この研究では、佐藤［編著］（ 2008）が明らかにした学校運営協議会による「対

                                                        
8 質問項目の振り分けは、佐藤［編著］（ 2010： 45）の表 3-2 を参照した。「学

校経営（対外経営）」・「教育指導」・「校外環境」についても同様である。  
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外経営」の広がりを踏まえるとともに、「モンスター・ペアレント」言説が流行

したり、「親教育」が教育再生会議で取り沙汰されるなど、保護者批判が社会的

に高まった世論傾向を背景としながら、学校が地域と連携して行う「親教育」

の実態を検討している。  

 調査票は 2008 年 12 月に、当時の全学校運営協議会設置校（ 343 校）に対し

て配布された。回答者は、管理職や教職員を除く学校運営協議会委員である（学

校運営協議会の「会長」が例示されている）。  

 アンケートでは保護者の家庭教育や学校支援について、現状の満足度を問う

とともに、それらを改善するためにどのような活動を行っているか問うている。

その結果明らかになったことは、学校運営協議会による保護者啓発の広がりで

あった。  

 その一例を以下に示す。アンケートでは、学校運営協議会として「家庭教育

の状況に関する調査」・「家庭教育に関する講座や講演会」・「望ましい家庭教育

の在り方の提示」・「家庭教育のあり方を改善するための義務付け」という 4 項

目について、どの程度取り組んでいるかを尋ねている。回答者には、「熱心に取

り組んでいる」・「少し取り組んでいる」・「今後取り組む予定がある」・「取り組

んでいない」の 4 つから択一回答を求めた。その結果、 も多くなされていた

のは「家庭教育の状況に関する調査」と「家庭教育に関する講座や講演会」で

あった。しかし望ましい家庭教育のあり方を具体的に提示する取り組みや、さ

らには然るべき在り方を義務付けるという取り組みも少数ながら行われている

ことが興味深い（図表 1-2）。  

 

図 表  1-2  家 庭 教 育 に関 する保 護 者 の意 識 啓 発 の取 り組 み度 合 い（こども未 来 財 団 調 査

研 究 結 果 を掲 載 ）  

 
家庭教育の

状況に関する

調査  

家庭教育に

関する講座

や講演会  

望ましい  
家庭教育の在

り方の提示  

家庭教育の在

り方を改善す

るための義務

付け  

実数 % 実数 % 実数 % 実数  % 

熱心に取り組んでいる  27 29.3 19 20.2 31 33.3 4 4.4

少し取り組んでいる  40 43.5 49 52.1 42 45.2 12 13.3

今後取り組む予定がある  10 10.9 9 9.6 9 9.7 5 5.6

取り組んでいない  15 16.3 17 18.1 11 11.8 69 76.7

（こども未来財団（ 2009： 37-38）の図表 3-6-(1)を無回答を除き再計算）



- 28 - 
 

 

 こども未来財団（ 2009）について、保護者に対する批判の高まる社会背景を

踏まえ、「親教育」に着目した意義はあると言える。他方、後述のように、保護

者の子育ての在り方は多分に論争的であり、特定の在り方を啓発することに対

しては批判がありうる。学校レベルで行われる啓発においても、学校レベルで

啓発内容に対する批判や議論が生じる可能性もあろうが、これらについては論

じていない点に限界がある。  

 

 

大林（2011）  

 

 大林（ 2011）は、「学校教育の改善」という観点から学校運営協議会の機能を

捉え、ネットワークの構築やソーシャル・キャピタルの理論に基づく分析を行

っている。  

 大林（ 2011）は、まず、平井（ 2007）に依拠しながら、学校運営協議会の可

能性を、市民参加による意思決定や問題解決の改善機能と、コミュニティの基

盤となる信頼関係やネットワークを強化するというソーシャル・キャピタル形

成機能に分けて提示する。これらの中で大林が注目するのは後者である。すな

わち、学校運営協議会設置によるソーシャル・キャピタル形成やそれを通じた

学校改善のプロセスこそが重要であると主張するのである。こうした主張の背

景には、おそらく、佐藤［編著］（ 2010）が明らかにした権限事項に関する議事

の空洞化が背景にあったものと考えられる。  

 その上で、大林は、自身が地域運営学校の教員に対して行ったアンケート調

査をもとに、他の学校運営協議会設置校と比較して「学習活動の質が改善され

ている」学校を抽出する。具体的には、「体験的な教育活動」・「教育課程」・「児

童の学習意欲」・「『知識』分野の学力」・「児童が他の児童を大切にする」・「新し

い授業実践を多くする」・「地域住民が学校に協力的」・「保護者が学校に協力的」

の状況に対する教員認識が、いずれも他の学校よりも肯定的な小学校を抽出し

ている（ p.71）。  

 これをもとに大林は、その学校のケース・スタディを「スクール・ヒストリ

ー」を描くという方法で記述している。それは、これまでの研究では、学校が

改善する「過程」が不明であるという問題意識による。事例校では、当初、学

校運営協議会と学校との間で学校運営協議会の意味付けをめぐりコンフリクト

があったが、校長が主体的に介入し学校側がイニシアティヴを取るとともに、

教員が委員と共同の活動を行い、地域を巻き込んだ教育課程が作成された。こ
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うした中で地域住民委員と教員の間にネットワークが形成され、ソーシャル・

キャピタルとして活動の中で紐帯が強化されるという過程を明らかにしている。 

 大林（ 2011）は、一事例ではあるが、質的・量的方法を組み合わせながら、

事例校の特性を記述する優れた研究であると考えられる。佐藤［編著］（ 2008・

2010）と同様に、学校経営上の有効性に照射し、成果の所在を明らかにするだ

けでなく、時間的な変化を追ったという新規性も認められる。ただ、学校運営

協議会をめぐって表出される関係者の葛藤を描いているが、学校改善のために

解決されるべきものとして捉えられており、また、属性的観点からの検討はな

されていない点に限界がある。  

 

 

岩永（2011）、橋本・岩永ら（2010）  

 

 学校と保護者・地域住民の連携を長らく研究してきた岩永は、学校運営協議

会の法制化及びその後の実証研究の展開を踏まえ、学校運営協議会の機能をい

かに捉えることができるか、その制度理解を整理している。  

 岩永は、まず、学校運営協議会法制化における議論を総括する。その結果、

学校運営協議会は、学校選択を標榜し、学校選択の前提としての学校の説明責

任を強化する論調の影響を受けた「説明責任型」の制度構想を持っていたとい

う。  

 しかし、実際に制度運用が開始されると、説明責任を強化し、学校を監視す

るような実例はほとんどなく、法に定められた権限も実際には行使されていな

い。たとえば、橋本・岩永ら（ 2010：137-138）は、学校運営協議会に対する質

問紙調査の単純集計結果をもとにしながら、設置経緯と活動実態や、学校改善

のための制度として機能する可能性とその条件を検討している。この中で、法

律上の権限事項を学校運営協議会の規定から外すという自治体独自の工夫を行

う教育委員会の存在を見出している。そして、現在の学校運営協議会は、学校

支援地域本部とほとんど変わらない「学校支援型」のそれとなっているとした。

学校支援型に落ち着く背景には、保護者や地域住民の準備性の不足や学校の防

御的な意識があると述べている。  

 岩永は、学校運営協議会の本来的機能は、学校優位を脱し、保護者・地域住

民と対等な意見交換と決定を行う「共同決定型」であるべきとする（岩永 ,  

2011： 51-52）。こうした理想に近づくために、学校支援型の運用は、問題を孕

みながらも、日本の現状に合った過渡的な型であり、学校支援を続ける中で保

護者や地域住民が学校の理解を進め、共同決定に進むための準備性を高めるの
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だとしている。  

 学校参加の意義を早くから説きつつ、他方で日本における現実に対するリア

ルな目線を忘れない岩永の分析は説得的である。「学校支援型」に制度趣旨上の

不十分さと可能性の両面を読み込むことで今後の展望が得られるという点は重

要であろう。  

 しかし、岩永の立論が「共同決定」を「学校支援」と対比している点には疑

問が残る。確かに、「共同決定」といえば、たとえば「校長の学校経営案に対し

て修正を求める」であるとか、「人事に関する意見書を任命権者に提出し、希望

の教員を獲得する」などといった法律上の権限に関わるプロセスが典型的であ

ろう。しかし、学校支援においても何らかの意思形成や意思決定がなされる可

能性もある。どのような支援が必要か、どのように支援を推進するか、そのた

めに新たに何を実施するか、といったプロセス一つひとつが、不可視的ながら

存在しているはずである。学校運営協議会の会議で議決をとらずとも、議場の

論調や発想が、校長の学校運営に影響を与えるという間接的プロセスもあろう。

「学校支援」は「共同決定」と重なりあうものであり、それゆえにこそ分析の

対象となるのである。  

 

 

1.2.4.小括  

 

 以上、日本における学校参加研究と、学校運営協議会制度に対する研究をレ

ビューしてきた。これを通じて確認されるのは次の点である。  

 第 1 に、学校参加制度の一つとして学校運営協議会制度に注目が集まり、そ

の実態についての研究が進展しつつあるということである。先述したように、

岩永（ 2000）は、学校参加研究について、権利論・制度論的研究に比して、実

態的研究の遅れを指摘していたが、制度の普及と実践の進展に後押しされて、

実証研究が一定程度は進展したということだろう。学校運営制度が大きく変化

する中で、教育経営研究の一対象として学校運営協議会が実践的にも学術的に

も重要性を増してきていると見ることができる。  

 第 2 に、学校運営協議会を権限事項に関する協議や意思決定を行うものとし

て捉えるだけでなく、学校に対して支援的な活動を行う組織である事実を受け

止め、協議・意思決定と学校支援の関係を捉える必要があるということである。

関連する指摘は、他の論者からもなされている。たとえば、清原（ 2006： 46）

は、「開かれた学校」は「狭義には学校運営における意思決定に、親、地域住民

あるいは児童･生徒が参画することを指すが、広義には学校運営及び教育活動に
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親、地域住民が加わり、協働することを指す」として、広義と狭義の両面から

事象を捉える必要性を提起している。これに関連して、岩永（ 2008）も、専門

職や行政による教育の一元管理からの転換という意味だけでなく、素人を含む

多様な関係者によって具体的な運営が進められる事象をも含むものとして「学

校ガバナンス」を捉えている 9。  

 ただし、いくら権限事項が取り上げられにくいという傾向があるにせよ、法

的には権限が認められている以上、今後その行使の可能性はある。また、岩永

（ 2011）を検討した際にも述べたように、「共同決定」と「学校支援」の間に、

若干の重複した領域があるはずで、学校支援の在り方をめぐる意思というもの

が存在するはずである。そのため本論文は、学校運営協議会が「学校支援型」

であることを前提としながら、それが一定程度学校運営協議会という組織の意

思と無関係でないものとする。すなわち、具体的な学校支援活動と、議事の在

り方の両面を考慮することが重要という立場に立つ。  

 学校運営協議会の実証研究レビューを通して第 3 に指摘できること―そして

も本論文が重要視すること―は、教育行政学や教育社会学から提起されてき

た理論的課題点が充分に扱われていないということである。  

 第 3 の点は、さらに 2 つに細分化される。 1 つは、学校運営協議会の成果に

注目するあまり、組織内部における葛藤が軽視されているということである。

佐藤［編著］（ 2010）や大林（ 2011）は、いかなる成果が現れているのか、いか

にして学校改善が実現したのか、という効果論に関心を集中させており、学校

ガバナンスにおける社会背景の多様性がもたらす格差や葛藤の問題に関しては

考察していない。実際、佐藤［編著］（ 2010）は、研究課題に「成果」と「課題」

という語を用いているが、ここでいう「課題」とは、あくまで政策を推進して

いく上での障害や未達項目を示している。つまり、「課題」と言っても、政策の

想定する文脈の範囲内のものであって、制度そのものが内包する問題や、理論

的な課題を検討したものではない。また「成果」についても、所期の効果の達

成度という意味合いで用いている。いわば、政策内在的な視点に立った課題解

決的研究なのである。大林（ 2011）でも、事例校で生起した地域住民と学校の

間のコンフリクトと、校長のイニシアティヴによってそれが解消されていった

過程が記述されているが、「学校改善」という所与の目的のために解消されるべ

きものとしてコンフリクトを捉える暗黙の前提があるように思われる。  

                                                        
9 岩永は学校ガバナンスを「学校教育に関する政策の立案・決定から個別学校

での経営実践までの諸過程における、意思決定をめぐる諸アクター間の政治

的影響関係の総体」（岩永 ,  2008： 239）としている。  
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 しかし、学校運営におけるコンフリクトは軽視されるべきものではない。こ

こで参考にしたいのは、マイクロ・ポリティカルな学校組織把握の方向性であ

る。近年、校長を中心に関係者が合目的的行動を取ることを規範とし、それに

合致しない現実を逸脱として捉えるような合理的・調和的な教育組織観に対し

様々な異論が提出されているが 10、その代表的な潮流が、マイクロ・ポリティ

カルな視点に立った教育組織研究の動向である。これは、学校の諸アクターが

組織目的から演繹された役割を担い、合目的的にシステムとしての 適性を獲

得していくという協調的な学校組織観を批判し、「教育の場におけるインフォー

マルなパワー、目標と価値の多様性、コンフリクトの重要性」（石田 ,  1992：432）

を指摘するものである（Ball, 1987、Ball & Bowe, 1991）。マイクロ・ポリティ

カルな視点に立つ教育組織研究では、特に、学校に裁量を与え自律的な経営を

推進するという、1980 年代後半以降推進された教育システム改革を舞台に、そ

こにおける学校内ポリティクスが描かれる。強化された校長のリーダーシップ

を背景に、教員に対して特定の組織行動が求められているにもかかわらず、そ

こでは、情報のコントロールや、非公式な人間関係に基づく交渉などが展開さ

れ、改革が当初の想定と異なる形で運用・改変されている（Ball, 1987）。指導

的役割を担うことが政策的に推奨されている校長が教員との間で繰り広げる葛

藤はその代表である（Ball, 1987）。学校内での協働促進という政策の中で作為

的に作られた同僚関係のよそよそしさを指摘する「作られた同僚性」（ contrived 

collegiality）の指摘が近年注目を集めているが（勝野 ,  2003・ 2006）、この概念

もマイクロ・ポリティカルな研究の中で現れたものである（Hargreaves, 1991）。  

 マイクロ・ポリティカルな視点に立った教育組織研究の意義や必要性は、近

年の日本でも指摘されている（水本 ,  2009、勝野 ,  2008、小川 ,  2009、鈴木 ,  2010）。

現代日本では、分権と選択を基調とする教育システム改革の下、学校の自律性

が求められ、校長を中心とした教職員の協調・統合が、業績評価や「組織マネ

ジメント」によって図られている。水本（ 2009）は、こうした中で活用される

官製の組織マネジメントや評価という組織経営技術が、一見して中立性を装い

つつ、本来教育組織に内在する対立・葛藤を隠蔽することを指摘する。そのう

えで、学校運営の過程を力動的に捉えるためには、学校運営における多様なア

クターの間の葛藤（「ミクロ・ポリティクス」）や、それを統御しようとする「ミ

                                                        
10 ワイク（K. Weick）の提示したルースカップリング論（構造的弛緩性や脱連

結、統合性の欠如を重視し、それを教育組織の機能的特徴であるともいう）

や、いわゆる現象学的アプローチが、学説史的に検討されてきたことは周知

のとおりである（曽余田 ,  1991）。  
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クロ・ポリティクスのミクロ・ポリティクス」を分析する必要があるとし、そ

の対象として学校運営協議会を例示している（水本 ,  2009：73）。このように考

えると、「成果」のため保護者・地域住民に協力行動を求める学校の磁場の中で

いかなる葛藤が存在し、それがどのように表出したり、表出を遮られているの

かを考える必要があろう。  

 その中で、こども未来財団（ 2009）が親教育に注目したことの意義はある。

周知の通り、家庭教育の責任を強化し、あるべき保護者像を掲げる政策動向の

中で、子育てをめぐる格差や葛藤が高まっている（本田 ,  2005・2008）。本田（ 2008）

が示すように、良き親・良き子育てという概念は多分に規範的かつ論争的であ

る。また、子育ての規範は歴史的・地域的な長期的変動を伴う相対的なもので

あるにもかかわらず／あるがゆえ（広井・小玉 ,  2010）、行政や政治などの中で

その在り方をめぐるせめぎあいが起こるものである。従って、学校レベルで親

教育がなされることは、特定の親像を構築する政治的作業の存在や、親教育の

実施における葛藤を想起させるものである。しかし、こども未来財団（ 2009）

では、いかに親教育が始められ、いかなる帰結をもたらしているかは検討され

ていない点で不十分さが残っている。  

 第 3 の点の 2 つ目は、これも教育社会学や教育行政学で指摘されていた課題

が充分に扱われていないということであるが、社会属性的な要因が一切検討に

入っていないという問題がある。佐藤［編著］（ 2010）では、属性について、教

員委員の割合を測定しているだけであり、大林（ 2011）でも、社会階層・選出

区分・ジェンダー等について言及はない。前段落までの記述で、学校運営協議

会の中の葛藤に注目を促したが、広田（ 2004）に代表される教育社会学の指摘

は、ただの葛藤ではなく、社会属性間に影響された葛藤という問題であったが、

教育経営研究の先行研究を概観すると、理論と実証についていまだ乖離状態に

あると言わざるをえない。  

 

 

1.3.英米の研究からの示唆：保護者と学校との関係性を社会学的に捉える諸研究  

 

 本節では、英米における保護者－学校関係論をレビューする。先述のように、

学校運営への素人参加（清原の言う狭義の「開かれた学校づくり」）に関しても、

保護者による学校支援の推進（広義の「開かれた学校づくり」）に関しても、優

れた先行研究が存在する。具体的には、社会属性的な差異を意識した社会学的

研究が蓄積されている。社会属性を考慮した学校・家庭・地域の連携の研究を

模索する際、有効な蓄積であると判断し、英米の研究をレビューする。  
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1.3.1.｢パートナーシップ論｣～ J.Epstein の諸論  

 

 まず、日常的な学校と保護者との協働関係を進める有力な実践として、「パー

トナーシップ」論を紹介する。これは、ジョンズ・ホプキンス大学（アメリカ）

の社会学者であるジョイス・エプシュタイン（ Joyce Epstein）によって推進さ

れている保護者 -学校の関係形成のための実践プログラムである。学校運営の意

思決定に保護者を呼びこむだけでなく、保護者を学校教育に巻き込み、支援的

な関係を形成しようとする点で、広義の「開かれた学校づくり」と関連性を有

するものである。  

 この内容を説明する前に、保護者と学校との間の関係形成をプログラム化し

ようとする背景に触れておきたい。背景の第 1 は、保護者の文化的ギャップへ

の問題意識があった。周知のように、アメリカには、人種的・文化的・階層的

なマイノリティの学力問題や適応行動の問題があるが、その背景に、マイノリ

ティ・貧困層における学校文化とのズレ（古田 ,  2005；岩井 ,  1998）が存在する

とされている。そのため、保護者が子どもにいかに関わるか、学校とどのよう

な関係を構築するかということは学校経営上の問題となり、学校が中心となっ

て家庭での子育てを含めた親の（学校）教育への関与を改善し、保護者間のギ

ャップを埋める必要が出てきた。「パートナーシップ」とは、「目的を分有した

協力関係」（Epstein, 1992：1140）のこととされるが、保護者と学校が子どもを

中心に合目的的な協力関係を形成することが「パートナーシップ」論の眼目と

されている。  

 第 2 に、学校改善の具体的プログラムの必要性であった。1980 年代のアメリ

カでは、SBM（School-Based Management）や学校選択など、学校教育の枠組の

変革が進んだにもかかわらず、すでに存在している学校制度の巨大で断片化さ

れた制度的障壁により教育改革が教育の質と連動しないという問題意識があっ

たという。そのため、「枠組みの改革が重要であることは論を待たないが、それ

にも増して重要なことは、構造の改革を教育の質の改革に連動させるようなプ

ログラムの開発・実践・評価にあ」るとされた（岩永 ,  1999： 44）。とりわけ、

OERI〔教育研究改善局；Office of Educational Research and Improvement〕が指

摘したように、「政策の断片性をいかに克服し、教育に関係する各主体（機関）

の連携をどのように取り結んでいくのか、いかにして systemic school reform を

実現していくのか」が改革の焦点となっていったのである（岩永 ,  1999： 44）。 

 では、「パートナーシップ」を実現するため、具体的にはどのような取り組み
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が推奨されているのだろうか。エプシュタインは、図表 1-3 に示した 6 つの「タ

イプ」を提案している。  

 タイプ 1 は「子育て」（Parenting）、タイプ 2 は「学校とのコミュニケーショ

ン」（Communicating）、タイプ 3 は「学校ボランティア」（Volunteering）、タイ

プ 4 は「家庭学習の監督」（ Learning at Home）、タイプ 5 は「意思決定」

（ Decision-Making）、そしてタイプ 6 は「地域社会とのコラボレーション」

（Collaborating with Community）という並びになっている。これらは、プロト

タイプとして示されており、各学校はこの 6 タイプをもとに親の協力を増進さ

せるため自校の取り組みを構築する。極めて広範であり、コミュニケーション   

 

図 表  1-3 Epstein によるパートナーシップ実 践 の 6 タイプ  

〔タイプ 1：Parenting〕 
１）  すべての家 庭 が子 どもの学 習 を支 えるような家

庭 環 境 を 作 り 出 せ る よ う に 家 庭 を 援 助 す る こ

と。  
２）  ① 子 ど も の 成 長 ・ 発 達 に つ い て の 講 演 会 な ど

の開 催 、② 学 習 意 欲 の向 上 につながる家 庭 環

境 に 関 す る 情 報 の 提 供 、③ 家 庭 訪 問 や 地 域

での懇 談 会 の開 催 など。  
３）  学 校 でのワークショップや講 演 会 に参 加 してい

ないすべての保 護 者 に、情 報 を明 確 で利 用 可

能 な内 容 として提 供 すること。  

〔タイプ 2：Communicating〕 
１）  子 どもの学 習 や生 活 の様 子 、親 の要 望 などが

学 校 と 家 庭 で 共 有 で きるよう な効 果 的 な 双 方

向 のコミュニケーションの形 態 を工 夫 すること。

２） ①子 どもの学 習 についての懇 談 会 の開 催 、②

学 校 での学 習 状 況 を知 らせるためのフォルダー

の点 検 とコメ ント、③学 校 の教 育 方 針 ・ 提 供 さ

れるプ ログラ ム ・ 改 善 案 ・ 輸 送 など に 関 する 明

確 な情 報 の提 供 など。 

３） 英 語 をうまく話 せないまたは読 めない親 に対 し

て配 慮 すること、および通 信 の質 と双 方 向 性 に

注 意 すること。 

〔タイプ 3：Volunteering〕 
１）  学 校 の教 育 活 動 や行 事 など を援 助 できるよう

ボランティアを組 織 すること。  
２）  ① parentroom の設 置 、② 教 材 準 備 ・昼 休 み

指 導 ・図 書 室 運 営 ・特 定 授 業 への援 助 、③登

下 校 時 を含 む安 全 確 保 への援 助 など。 

３） 学 校 は、すべての親 の時 間 と能 力 を必 要 として

いることを広 く伝 え、組 織 すること。働 いている

親 が参 加 できるような活 動 内 容 とスケジュール

を考 えること。 

〔タイプ 4：Learning at Home〕 
１）  家 庭 において子 どもの学 習 を援 助 すること、また親

が援 助 するために必 要 な 情 報 やアイ デアを 提 供 し

たり、学 校 の授 業 進 度 やカリキュラムなどに関 する

情 報 を提 供 すること。  
２）  ①家庭学習のチェックとサイン、②親と子ども

の読書プログラムの設定、③家庭学習の進め方

に関する情報の提供など 。 

３） 子 どもの学 校 での学 習 内 容 に親 が気 づき、重 要 な

ことは子 どもと相 互 に討 論 する意 欲 と責 任 を引 き出

すような魅 力 的 な宿 題 を企 画 し提 供 すること。 

〔タイプ 5：Decision-Making〕 
１）  学 校 の運 営 や意 思 決 定 に関 して、親 の意 見 を述 べ

る代 表 を組 織 すること、また意 見 の反 映 が可 能 とな

るように既 存 の組 織 を活 用 すること。  
２）  ① 親・住民の代表が参加する組織（学校改善委

員会・PTA／ PTO など）の設置、②代表選出の

手続きや選挙などに関する情報の提供、③代表

とすべての保護者を結ぶネットワークの形成

と活用。  
３）  すべての人 種 ・民 族 ・社 会 的 地 位 を代 表 するような

親 の リ ーダ ーを 組 織 す る こと 及 び リ ーダ ー と して 活

動 できるように十 分 な研 修 を提 供 すること。  

〔タイプ 6：Collaborating with Community〕

１）  学 校 の教 育 活 動 ・親 の活 動 及 び子 どもの学 習 を充

実 さ せるた めに 、 地 域 社 会 の 資 源 やサービ スを活

用 すること。  
２）  ①地域社会の健康・文化・レクリエーション・

社会的支援その他のプログラムやサービスに

関する情報の提供、②子ども・家庭・地域によ

る地域社会へのサービスの提供、③学校教育へ

の地域人材の活用など。  
３）  連 携 活 動 の責 任 ・財 源 ・人 員 ・場 所 等 に関 する「縄

張 り」の問 題 を解 決 すること。子 どもや家 庭 に公 平

な機 会 を提 供 すること。  

岩永（ 1999： 46-47）をもとに作成。
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（Communicating）やボランティア（Volunteering）などのように対学校の関係

構築に関わることはもとより、子育て（Parenting）や家庭学習の監督（Learning 

at Home）などを含んでいるという点で、保護者に対する介入的・啓蒙的な要素

を持つことに注意したい。そのため、教育への保護者の「参加」（ parent[al] 

participation）という言葉だけでなく、「巻き込み」（ parent[al] involvement）と

いう単語が充てられることも多い。  

 エプシュタインらは、この実践モデルを効率的に進めることができるよう、

学校・学区・州に助言を行っている。その中心には、ジョンズ・ホプキンス大

学に付置される「学校・家庭・地域パートナーシップ研究所」（Center for School,  

Family, Community Partnerships）があり、これがネットワークを主宰している。

学校や学区は幾らかの加盟料を支払いながらネットワークに参加する。参加し

た学校や学区は、年に 1 回の総会に参加したり、コースワークを受講したりし

て研究所の指導を受ける。エプシュタインらは、実践上で役に立つツールキッ

ト 11を作成・販売しているほか、エプシュタイン方式で実践した学校は、研究

所に対して実践のデータ提供を行い、実践的知見を他の学校・学区や、大学と

交流することになっている。その意味で、大学と学校の連携、研究と実践の統

合などの理念にも叶うものであるという（岩永 ,  1999、Epstein, 1995、Epstein et 

al . ,  2009、Epstein & Sheldon, 2002）。  

 ところで、このように、親の学校教育への関わり方、そしてその変革に焦点

が当てられる論拠には、量的研究の知見がある。多くの量的研究では、親の学

校教育への関与と、児童生徒の成績との関係を捉えようとしてきた。これらか

ら明らかになったのは、学校教育への親関与のあり方の説明力である。すなわ

ち、親の学校教育への関与の多寡や質と、子どもの成績や適応度とは相関して

いるだけでなく、親の階層やエスニシティをコントロールしてもなおその説明

力が有意だというのである。多くの研究は、英国の NCDS12や、米国の NELS13等

といった大規模データセットを用いて、保護者の教育行動が児童生徒の成績に

与える影響を量的に検討しており、その数は枚挙に暇がない（たとえば Sacker 

et al. ,  2002、Ho Sui-Chu & Willms, 1996、Henderson, 1981・1987、Henderson & Berla, 

1994、Henderson & Mapp, 2002）。  

                                                        
11 Handbook とされるこの本は、2009 年において第 3 版を重ねている（Epstein et 

al.  2009）。  
12 National Child Development Study のこと。  
13 National Education Longitudinal Study のこと。  
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 しかし、親の学校教育への関与をインプットとし、子どもの学力等をアウト

プットとするインプット・アウトプット分析は、それだけではインプットに応

じたアウトプットの差があることを示しているに過ぎない。インプットがエス

ニシティや社会階層によって違っている以上、問題はいかに保護者を変えるか

にあるとされる。すなわち、岩永（ 1994： 156）が指摘するように、「危機にあ

る子どもの家庭に学校が手を伸ばし、だれでも実践できるような形態で、その

親を学校や子どもの学習にかかわらせることが不可欠」と捉えられるようにな

る。その結果重視されるのは、マイノリティの保護者における向学校的でない

家庭教育や対学校行動を変えるための、養育技術の習得に重きをおいた学校主

導的実践である。エプシュタインは、保護者による家庭教育や対学校行動は、

政策によって「確実に操作可能」（ absolutely doable） 14であると述べ、Can Do 

Theory とも言うべき保護者の変革可能性への信頼を主張する。エプシュタイン

は、「全ての子どもたちは自分がなりたいと思っている全てのものになりうる可

能性を持っている。全ての子どもには、社会の構成員が潜在的に保持している

知性、好奇心、才能、創造性がある。愛情を持った親、健康な環境、そして良

い学校が与えられれば、全ての子どもたちは有能で自信に満ちた若き大人にな

ることができるし、高等教育に進むことや仕事の世界において成功できるし、

社会や家庭、そして自分自身に貢献することができる」（Center on School, Family, 

Community Partnerships cited in 岩永 ,  1999： 51）として、教育による可能性を

高らかに謳い上げるとともに、  

 

・ 学校と教員がそれぞれの学年における適切なパートナーシップ実践を開

発し、実施しない限り、パートナーシップは学年を追うごとに減衰する。  

・ 学校と教員が経済的に不利なコミュニティにおいて有効なパートナーシ

ップを築くことをしない限り、豊かな家庭の子どもほど教育上有利になる。 

・ 学校が、ポジティヴな成果を出していない子どもの家庭とのコンタクトも

含む、バランスの取れたパートナーシップを構築しない限り、経済的に不

利な地域の学校のほうが、その子弟の教育上の問題や困難にかかわるコン

タクトを取りにくい。  

・ 学校や子どもをサポートするためのボランティアや時間の設定を行い、家

                                                        
14 Education Week（ 2006） におけるインタビュー発言より。Education Week（ 2006）

は、パートナーシップを強化しようとする政策動向を解説するとともに、エ

プシュタインとラロー（後述する A. Lareau）を対比的に取り上げ、保護者の

対学校行動を論じる学問的視点の分岐を紹介している。  
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庭を組織化しない限り、シングルの親や、労働している親や、学校から離

れて居住する家庭や父親は、概して参加が低調なままである。  

（Epstein et al.,  2009： 12-3）  

 

として、学校から家庭への働きかけの効果に対する信頼を表明している。  

 「パートナーシップ」論が啓発的性格を持つゆえ、エプシュタインの理論に

は、シンプルさという特徴もある。まず、彼女の論は「重なりあう影響の領域」

（Overlapping spheres of influence）というシンプルな理論的背景に基づいてい

る 15。これは素朴に言えば、学校・家庭・地域の間の重層が子どもをよく育て

るというシンプルな発想に立つ理論である。エプシュタインは、「このモデル

〔Overlapping spheres of influence〕は、視覚的には、それぞれの領域（ environment）

における 人間の力 と実践が 、近づい たり離れ たりする ようなも のである 」

（Epstein, 1992： 1140）として、それぞれの領域がその時々の関係によって付

いたり離れたりするベン図のような視覚的認識を提起している。  

 また、彼女らが行うコンサルティングもシンプルである。たとえば、先述し

た 6 つの「タイプ」とは、もともとは因子分析によって導出された因子である。

しかし、因子と呼ばずあえてタイプと呼んでいると言い、これは、少々の厳密

さを犠牲にしても実践におけるわかりやすさを重視しているからだという（渥

美 ,  2006： 20-21）。  

 こうしたシンプルさもあり、保護者の家庭教育や対学校行動を変えるという

「パートナーシップ」論やエプシュタインらのコンサルティングによる実践形

式は、個人及び大学付属の研究所の活動にとどまらない影響力を持っている。

No Child Left Behind Act では、補助金を受けるには、各学区や各学校に「パー

トナーシップ」構築のためのプランを整備するよう求めるに至っており（古田 ,  

2005）、保護者の参加を奨励できることが校長の役割の重要な一部とされるので

ある（浜田 ,  2007： 301-302）。  

 

 

1.3.2.「パートナーシップ」の非中立性と保護者間格差～A.Lareau の批判  

 

 「パートナーシップ」論に対しては、しかし批判もある。  

                                                        
15 この背景には、ブロンフェンブレンナー（Bronfenbrenner）の「エコロジカ

ルモデル」や、シーリー（Seeley）の「責任の分有論」があるという（渥美 ,  

2006）。  



- 39 - 
 

 その一つは、こうした研究・実践が、まだ途に付いたばかりであり、必ずし

もその効果は明確に論証されるまでには至っていないというものである。 2002

年に、親 -学校間関係推進プログラムのレポートをメタ評価したマティングリー

（Mattingly）らは、プログラムが子どもの学習を改善したり、親・教員・子ど

もの行動の変化をもたらしたりするという、広く流布した主張が、必ずしも実

証的に支持されるものではないと主張した（Mattingly et al . ,  2002）。この論文

では親関与プログラムに関する 41 の研究を分析しているが、多くの研究はリサ

ーチデザイン、データ、分析の技法などにおいて多くの欠陥（ flaws）を内包し

ていた。質的に行われたレポートは、多くは主観的である。量的な分析を試み

たものを見てみても、統計的に洗練された方法が採用されていない、データセ

ットが不十分である、などの問題を有していた。たとえば、多くの研究は質問

紙調査の結果をもとに検討しているが、 41 のうち 10 はポストテストのみであ

る。同一コホートにおけるプリテストとポストテストの結果を比較する研究は

17 しかなく、条件を厳しくすればするほど、親関与の効果はネガティヴになっ

ていくというものであった。さらに、実験的研究は 14 あったが、実験的であれ

ばあるほど、実践的でなくなるという問題もある。マティングリーらによるこ

の批判は、エプシュタインの掲げる理想や方法を共有しつつ、その実際には未

達点があるとするものであろう。  

 これに対し、エプシュタインが掲げる理念や方法への根底的批判も存在する。

広田照幸は、家庭と学校との関係を論ずる上で、「機能主義的視点」と「葛藤論

的視点」との 2 つの視点がありうると述べている。前者は、「家族と学校と言う

二つの集団は、全体社会の中のサブ・システムとしてそれぞれ独立した位置を

占めている。両者は相互に影響したり、別々の役割を担いながら、 終的には

全体社会の目標達成や統合や再生産に対して相補的・あるいは相乗的に機能す

る。そこではサブ・システムの間に対立があったとしても、それは相互間の調

整によって解決可能な問題であるとみなされる、というものである」（広田 ,  

1999： 25）。他方、後者は、「別々の論理とイデオロギーをもつ複数の集団間の

駆け引きの歴史として、家族 -学校関係の歴史を見直す」視点である（広田  同

前）。この枠組に則ったとき、後者に立つ研究が存在しているのである。  

 その一つが、社会学者アネット・ラロー（Annette Lareau）による研究である。

ラローは、保護者の対学校行動に関する精緻なフィールドワークに基づき、パ

ートナーシップを強調する政策に疑問を投げかけている。  

 ラローは、保護者の対学校における行動や意識が階層間で大きく異なってい

ることを指摘する。たとえば、白人で階層上位の保護者は、ボランティアに盛

んに参加して教員を助けるとともに、我が子の学習状況を把握したり、我が子
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の担当教員と情報交換したりしている。教育において自らを教員のパートナー

と捉え、教員と「カクテル抜きのカクテルパーティ」（ cocktail party without 

cocktails；Lareau, 1987：78）とも言うべき賑々しい交流を学校の一室で楽しん

だりする。学校行事への参加も頻繁であり、保護者同士のネットワークも広い。

それに対して人種的・階層的マイノリティの保護者は、自らの学校教育経験の

制約によって教員と接することに心理的に構えてしまったり、病気の治療を医

者に委ねるように教育を学校に任せる発想を持っていたりする。加えて時間的

制約が大きく、そもそも学校に行くことが少ない。ボランティアも低調で、ど

ちらかといえば没交渉である（Lareau, 1987・ 2000・ 2003）。  

 このような量的・質的差異は、エプシュタインが前提としていたインプット -

アウトプット分析の知見と重なりを持っている。しかし、「だから保護者を変え

るのだ」と進まないのがラローの特徴である。ラローにとって保護者間のこう

した差異は、階層に規定されたものであり、そう簡単に乗り越えられないばか

りか、保護者の対学校行動こそが家庭の階層とその再生産とを媒介するものと

捉えるべきだからである。  

 ラローは、ブルデューの資本概念を批判的に発展させ、次のように議論して

い る 。 有 効 に 再 生 産 を 行 う に は 、 文 化 資 本 ・ 社 会 関 係 資 本 の 単 な る 保 有

（ possession）でなく、その活用（ activation）が必要である。保護者は、自らの

文化資本・社会関係資本を前提に、学校との関係の中でそれを広げたり、活性

化させたりしている。階層上位の保護者は、学校に関わる中で教育に関する知

識を得たり、他の保護者とのネットワークを広げたり、教員との相互交渉の中

で学校教育をカスタマイズ（ customization）したりしている（Lareau & Horvat,  

1999：39）。保護者は学校に参加する中で自らの保有資本を活性化するのであり、

学校 -家庭関係は資本活性化の駆け引きを行う「ゲームの場」として位置づけら

れるのである。その意味で、ラローの研究は、学校が階層格差を再生産するプ

ロセスを、資本概念を用いて明らかにしようとするブルデュー以降の系譜を更

に精緻化したものと位置づけられる。  

 本論文にとって重要なのは、このような「ゲームの場」が、価値中立的な場

ではないということである。資本の活性化が可能になるのは、多くの場合、社

会階層的に上位に位置する親や、白人の親である（Lareau, 1987・2000・2003）。

この差は、もともとの資本保有量の違いにまずは由来する。しかし、彼女が重

視するのは、学校側の価値の偏りである。一つの例として Lareau（ 1987）が論

じるのは、教員は児童のトラッキングや原級留置を判断するにあたって、児童

の能力だけでなく、親の子育て等に対する在り方を評価材料に用いているとい

うことである。その際前提になるのは、ミドルクラスの親の在り方である。教
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員は、自らがミドルクラスに属することから、暗黙的にミドルクラスの価値を

前提に、保護者と子どもを評価してしまっている。こうしたまなざしの中で低

い評価しか得られないのがローアークラスの子育てなのである。  

 他方、ローアークラスにおいては、学校に関わろうにも難しい状況がある。

たとえば自分では全く労働時間を管理できず朝や夜に仕事をしているパートの

母子家庭、子どもの治療のために遠方の病院に通わねばならないにも関わらず

車を持っていない家庭、10 時間の労働をするために往復 4 時間を徒歩で通う母

親などが例に挙げられている（Lareau & Shumar, 1996）が、そうした保護者か

らすると「パートナー」としての振る舞いをいくら求められても、困難な要求

と映ろう。リスクを抱える家族（ family at risk）においては、生活を改善する

にも、貧困でない家族とは比較にならないほどの困難を伴い、逆に小さな生活

上の変動も大きな悪影響となって現れる脆弱さを持つのである（山野 ,  2008）。 

 こうした分析を踏まえてラローが主張するのは、保護者をパートナーとして

取り込む政策はミドルクラスの子育て観に偏ったものであり、実のところ一部

の人において達成が容易な特定の行動目標を押し付けているということである

16。パートナーシップを推進する政策が階層低位の層としての制約を無視する

ならば、それは個人の努力にのみ結果を依存する「個人主義」（ individualism）

の政策といえよう（Lareau & Shumar, 1996）。保護者の学校参加を増進させ、平

等を達成しようとする介入プログラムの観点からは、リスクを抱える家族や学

校がそうでない家族や学校よりも特に多く参加し、なおかつそこから利益を得

て、はじめて階層間の平等が達成される。しかし、そうでない限り、不平等は

改善されぬままになるだろう（Lichter, 1996： 268-269）。  

 

                                                        
16 なお、日本において同様の観点で行った先駆的業績に久冨ら（ 1993）が挙げ

られる。この研究では、低階層者の生活実態について、その困難が実証的に

描かれた上で、学校の教員たちがいかにその困難を見過ごしているかが明ら

かにされている。教員たちは困難層の親の教育態度について、一種のステレ

オタイプで見ている。ステレオタイプの対極には「よき家族」像が存在し、

「よき家族」像の「下方押し付け（=『見下し』）」をうけた、特定の「欠陥

家族像」を押し付けている。しかし、そうした「ステレオタイプ」が、貧困

層の「生活の本当の姿、そこにおける苦労と苦悩、願い」を不可視化する「ヴ

ェール一重」となっているのである（久冨ら ,  1993： 170-171）。久冨らの指

摘は、教員と親との判断基準に明確な差異が存在することを実証した点で、

先駆的であると考えられる。  
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1.3.3.対学校における保護者の無権力性の問題～C.Vincent の批判  

 

 ロンドン大学の教育社会学者であるキャロル・ヴィンセント（Carol Vincent）

は、その博士研究において日常的な保護者 -学校間関係を分析している。エスノ

グラフィー調査に基づいて明らかになったことは、保護者の無権力状態である。 

 Vincent（ 1996）は、保護者が学校を含む教育機関と取り結ぶ関係について、

図表 1-4 に示すような 4 つの理念型を示している。この中には、没交渉の「独

立者」関係（ Independent）、学校選択を行う「消費者」（Consumer）や、学校理

事会の機能強化にともなう「参加者」（Participant）という位置づけも考えられ

ていた。  

 しかし、フィールドワークの結果見出されたのは、多くの保護者が意図的・

非意図的によらず「支援者／学習者」（Supporter/Learner）という立場に置かれ

ていたということである。「支援者／学習者」としての保護者像は、教師が既に

行っていることを支援（ support）したり、それについて学んだり（ learn）する

ものとして保護者を捉えるものである。保護者は、学校での活動の一部を担う  

 

図 表  1-4 教 育 機 関 に対 して保 護 者 が取 りうる役 割 の理 念 型  

保 護 者

の役 割  
支 援 者 ／学 習 者  

（Supporter /Learner） 
消 費 者  

（Consumer） 
独 立 者  

（Independent）
参 加 者  

（Participant） 

機 能  

専門職を支援し、専

門 職 の 関 心 事 や ア

プ ロ ー チ を 理 解 す

る  

学 校 の ア カ ウ ン タ

ビ リ テ ィ と 高 い 学

力水準を追求する  

学 校 と 低 限 の 接

触しか持たない  
自 ら の 子 ど も の 教

育 だ け で な く 学 校

全 体 の ガ バ ナ ン ス

に関わる  

メカ 

ニズム 

・ 専 門 家 が 用 い る

枠 組 に 従 っ た カ

リ キ ュ ラ ム の サ

ポート  

・ 学 校 の 教 育 関 係

の イ ベ ン ト へ の

参加  

・ 学 校 が 行 う 社 交

や 資 金 集 め の た

め の イ ベ ン ト の

支援と運営  

・ 「 リ ー グ テ ー ブ

ル」を用いて行う

学 校 の 選 択 に 向

けた備え  

・ 政 府 の ガ イ ド ラ

イ ン に 沿 っ て 詳

細 な 情 報 を 受 け

取ること  

・ 学 校 と 家 庭 と の

コ ミ ュ ニ ケ ー シ

ョ ン や イ ン タ ラ

ク シ ョ ン は ほ ぼ

なく、保護者は補

習 授 業 の よ う な

オ ル タ ナ テ ィ ヴ

な 型 式 の 教 育 を

施す  

・ 学 校 理 事 会 の 保

護者理事  

・ 法 令 の 定 め に 従

った保護者団体  

・ 地 方 や 中 央 で の

教 育 関 係 の 集 団

や 組 織 の メ ン バ

ー  

焦 点  

・ 教 育 上 の 事 項 に

関 し て は 個 々 の

子ども  

・ カ リ キ ュ ラ ム 外

の 活 動 や 資 金 集

めに関しては、全

学校・全クラス  

・ 教 育 上 の 事 項 に

関 し て は 個 々 の

子ども  

・ 学 校 管 理 に 関 す

る 関 心 は 限 定 的

（例：GMS s ta tus
を 求 め て 投 票 を

する）  

・ 個々の子ども  ・ 様 々 な レ ベ ル に

わ た っ て あ ら ゆ

る 教 育 上 の 側 面

に フ ォ ー カ ス が

当たりうる（個々

の子ども、学校全

体、地域や国家で

の 教 育 政 策 問 題

など）  

Vincent（ 2000： 3）より。
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ことによって教員をバックアップしたり、子どもの養育を改善することを期待

されているにすぎず、教師が自らを保護者から何かを学ぶ地位に置くことは少

ないのである。もちろん、保護者による学校への支援がすべて学校からの指示

によるものではなく、学校からの指示が無いのに要求を先回りするかのように

様々な支援がなされていることも、「支援者／学習者」という言葉の含意である

（Vincent, 2000： 5）。  

 ヴィンセントは、エプシュタインに直接言及していないものの、「パートナー

シップ」という概念については次のようなカウバーンの指摘を引きながら批判

している（Vincent & Tomlinson, 1997： 366）。  

 

保護者は、以前は専門職の統制を妨害しないように学校から排除されてい

た。その保護者が、今は教育に関与し学校に来るよう促されている。それ

は、専門職が教育を統制するやり方をそのままに理解することができるよ

うにである。〔専門職が優勢であるという＝筆者註〕基本線はそのままであ

るが、その基本線を守るための方法は今と昔で対照的である。（ Cowburn, 

1986： 18）  

 

すなわち、これまでは学校から排除されていた保護者の参加が奨励されるよう

になったが、それは専門職の判断に外部の意見を反映させるのではなく、専門

職の意図を学ぶため学校に招かれているに過ぎない。こうしてヴィンセントは、

「パートナーシップ」という概念が保護者による一層の支援を求めることで、

学校が保護者を統制する新たな装置に過ぎないと主張するのである。  

 恒吉は、「親に求められる行動に関するイデオロギー自体、社会的な産物であ

り、権力や格差の問題と不可分」（恒吉 ,  2008：102）であるとしている。また、

本田（ 2008）も、良き子育てが規範化されて提示される一方、それを遂行でき

るかどうかに格差が関わり、様々な葛藤を生起させるともいう。こうしてみる

と、「パートナーシップ」というイデオロギーに対して、格差の観点から批判を

加えたのがラローであり、権力や葛藤の観点から論じたのがヴィンセントだと

言えるのではないか。ラローは、「パートナー」として定められた特定の保護者

像による対学校行動が、実はそれを遂行できるかできないかの差となり、子ど

もの格差につながるとした。これに対し、ヴィンセントは、学校と保護者との

間にある非対称な権力関係に着目した。そのいずれもが、特定の親の在り方を
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押し付ける発想に対しての、批判的な考察となっているのだと言えよう 17。  

 

 

1.3.4.学校ガバナンス機関における保護者委員の劣位性～R.Deem の批判  

 

 前節までは、平素の保護者 -学校関係を分析的に捉える研究であった。これに

対して、学校運営の意思決定についても、様々な批判的研究が存在している。

本節では、学校運営に保護者や地域住民を参加させる仕組みである学校ガバナ

ンス機関について、その実証研究の結果をレビューする。  

 米国のファイン（M. Fine）は、シカゴやフィラデルフィア等の学校協議会の

分析を踏まえて、近年の教育改革のディスコースは、「保護者と、教員・行政・

企業代表とが社会的に平等であるかのように
．．．．．

語っている。しかし、例外はある

が、歴史的にも今日の学校改革においても、保護者は明確に排除されてきた。

保護者、特に低所得者層の保護者は、専門家より「劣った」存在であると扱わ

れ、自らもそうみなしている」（Fine, 1993： 684 強調原著）として、ガバナン

ス機関における保護者委員の周縁化を指摘し、保護者参加の在り方を「上辺だ

けの保護者参加」＝ [ap]parent involvement と評している。  

 このような中で、参考になるのは、日本の学校運営協議会導入時にも参考事

例とされていた英国の学校理事会（School Governing Bodies）についての実証研

究である。英国の学校理事会は、長らく象徴的な意味合いの強いものであった

が、生徒の学力や規律の低下など教育問題が取り沙汰されるとともに、参加民

主主義の流れを受け、 1970 年代後半から 1980 年代に入り保護者などの参加を

強化する改革を進めていた（前田 ,  1984；小松 ,  1988；君和田 ,  1982）18。その改

革の流れを受けつつ、さらにドラスティックに進めたのがサッチャー政権下で

の理事会改革である。学校選択を進め、競争の中での自律的学校運営を促進す

るものとして知られる 1986 年・ 1988 年の大規模な法改正の中で、学校理事会

                                                        
17 本稿では、ヴィンセントを葛藤・権力の側面で、ラローは格差の側面で、そ

れぞれ紹介したが、特定の保護者像の規範化を問題にする点で両者はよく近

似している。実際、ヴィンセントの近年の研究は、不安定化する社会の中で、

各階層がいかに子育てに注力し、再生産を行っているかを検討し、格差の機

制を明らかにしており、ラローの研究と近似する内容を含んでいる（Vincent 

& Ball, 2006・ 2007）。  
18 この時代の改革動向とその現実を、実証的方法を用いながら追ったものとし

て Bacon（ 1978）や Kogan（ 1984）がある。  
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にも大きな役割が与えられた。すなわち保護者理事の増員が図られただけでな

く、予算・人事・教育課程などへの権限増強が図られた。また、産業界などか

ら理事を選任することも奨励され、学校経営にビジネスのエートスを持ち込む

ことも図られていった（小松 ,  1988 を参照）。そうした経緯を受け、新たにスタ

ートした全国の学校理事会が実際にどのように運営されているのかを検証する

実証研究が、法改正の直後、様々に行われた 19。  

 たとえば全国教育研究財団（National Foundation for Educational Research；

NFER）によるいくつかの研究では、学校理事会がどのような人物を理事に選び、

にわかに増強された権限にいかにして対処しているのかを検討している。  

 Keys & Fernandes（ 1990）が明らかにしたところによれば、学校理事のうち

多くが、教育的・専門的に高い資格を有している。これに対して、マニュアル

労働者や人種的マイノリティの理事は割合的にとても低い。また、全体的にジ

ェンダーのバランスはとれているものの、中等教育段階の学校では男性優位で

あるという。  

 Baginsky, Baker & Cleave（ 1991）は、 40 の学校理事会に対する質的な調査を

行った。その結果、学校における意思決定の大部分は校長によって担われ続け、

それらが理事に委ねられていくことに対して校長の抵抗があること、多くの理

事はカリキュラムに関する検討が自らの役割の中心であると考えているが、専

門職に疑義を提起することには躊躇していることなどが示された。  

 Earley（ 1994）でも、理事の 3 分の 1、校長の 3 分の 2 は、とりわけ人事や予

算面における学校理事会の権限を過大と評価していたと明らかにしている。  

 NFER の調査研究と並んで重要なのは、ディーム（Rosemary Deem）らが行っ

た質的研究である（Deem, 1989・ 1991・ 1996；Deem et al. ,  1995）。ディームら

は、2 つの LEA（Local Education Authority）から 10 の学校を事例として選択し、

それらの学校理事会に継続的に訪問しながら、インタビュー・文書資料分析・

実際の議事場面の観察に基づいてインテンシヴな検討を行った（ The Open 

University 'Reform of School Governing Bodies' Project（ 1991-95））。この研究は、

学校理事会に関わる法制の影響がどのようなものであるか、理事らが新たな役

割にどのようなストラテジーで対応しているのか、について情報を収集するも

のであり、意思決定のプロセスや理事会内部の権力関係について分析している。 

 ディームらは、学校のガバナンスを「政治的な」（ political）活動であると捉

                                                        
19 以下に紹介したもの以外に Golby（ ed.）（ 1990・1991）、Golby & Appleby（ 1991）、

Golby & Brigley（ 1989）、Golby & Lane（ 1989）などがある。なお本項は、Earley 

& Creese（ 1998）の記述に基づいてまとめたものである。  
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えた上で、意思決定（議決）は理事が行いうる多数の事柄のうちの一つに過ぎ

ず、重要な事柄は理事が理解しないうちに処理されているとしている。まず、

Earley（ 1994）の知見と同様、理事たちは与えられた権限を過大と認識してい

ることが示される。一例として、理事会で教員の解雇（ redundancy）が扱われ

た事例が取り上げられている。ある学校では、見習い期間が終わっても必要な

資格取得ができない教員を解雇する必要があるが、その決定は理事会で扱われ

ず、事後報告されるだけであったという。また、財政的制約による整理解雇が

あった学校では、退職者募集をし、教員組合の意見聴取を経て、 終的に理事

会全体で決定した。ビジネス出身の理事はそのようなプロセスを歓迎したが、

他の素人理事、特に母親は、そのプロセス・結果いずれもがトラウマティック

であったとしている（Deem et al. ,  1995：119-120）。また、予算に関して、毎日

の管理は校長に委任されざるをえないし、細かな予算計画の承認についても、

大体は下位委員会（ sub committees）における少数の委員で実質的に承認される

に過ぎないという（ ibid.  120）。こうした中で、理論的には理事会の監視と統制

の下にあるとされる校長も、そうしようと思えば、時に理事たちを出し抜く

（ out-manoeuvre）ことができる。その大きな理由は、理事たちの大部分は学校

と教育についての知識が限られているのに対して、専門職の有する知識は、素

人理事にしてほしくない行動を取らせずにおくのに十分だという知識の差であ

る。もちろん理事の間でも差があり、知識の有る理事は知識を持たない理事よ

りも大きな力を持ち、知識を持つものが支配的になっているというのである。  

 さらに、素人理事の間にも様々な差異があることもディームらの重要な知見

である。理事会は、中心的に参加する中心的活動家（ core activist）と、周辺

（ periphery）に位置し影響力をもたない者に二分され、前者は理事長（ chair）

を中心として地域の政治家や民間出身理事という選挙で選ばれていない理事で

構成される一方、保護者理事は保護者から選挙で選ばれたという正統性を持つ

にもかかわらず、不均衡なまでにほぼ全て周辺的位置にあることを明らかにし

て い る 。 と り わ け 女 性 保 護 者 理 事 は 、 財 務 ・ 人 事 な ど の 下 位 委 員 会 （ sub 

committees）への所属は少なく、カリキュラム・生徒の生活・学校訪問など定

義が曖昧で、専門職に任せるか、承認するとしても形だけの承認（ラバースタ

ンプ）を与えるだけに留まりがちな部会に多いという。また、エスニシティ・

ジェンダーなどの点でも議事での積極性に差があり、マイノリティや女性の劣

位性が観察されている。これは、先述した知識の差異だけでなく、経験や時間

的余裕など動員できる資源が異なっているからだという。こうして、学校理事

会は効率的でも民主的でもなく、活動的市民が理事になっていたとしてもその

学校の生徒や保護者から選挙で選ばれたわけではない場合が多いとしているの
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である（Deem, 1996： 65-66）。  

 このほかに、先述のヴィンセントも、保護者代表であるはずの保護者理事は、

保護者全体からみて極僅かな人数しか代表として参加しておらず 20、しかも学

校理事会の一部分（ integral part）とみなされ、学校理事会と異なる保護者の意

見を代弁するよりは、学校理事会の方針に沿って発言することが求められてい

るとする（Vincent, 1996）。Pascal（ 1988）においても、保護者理事は、教員側

に立つようなメンタリティを持つ人を中心に選ばれていることが明らかにされ

ている。  

 

 

1.3.5.英米の先行研究からの示唆  

 

 以上、エプシュタインの「パートナーシップ」論を紹介したうえで、ヴィン

セント、ラロー、ディームを中心にして、「パートナーシップ」論への批判を含

めた社会学的研究の動向を見てきた。これらのレビューを通して得られる示唆

は、次のようにまとめられよう。  

 第 1 に、保護者の無権力状態と、保護者の社会属性に応じた格差が、重要な

論点となっていることが指摘される。  

 まず、日常的な保護者 -学校間関係（広義の「開かれた学校づくり」）の中に、

権力や格差の問題が見られた。ラローやヴィンセントの指摘から示唆されるの

は、パートナーシップという一見平等主義的な装いのもとにあっても、教員は

常に優位なパートナーであるということである。そもそも教員は自らの教育活

動について理解し支援することしか保護者に求めておらず、自らを保護者から

何がしかを学ぶ立場に置こうとはしない。その態度が「パートナーシップ」の

美名のもとに隠されており、然るべく定められた対学校行動を一方的に保護者

に求める結果になっている。保護者は学校が然るべく定めた方法によって子ど

もの教育に協力し、学校に支援的に関わることが一方的に要請されている。ま

た、社会属性的な格差についていえば、パートナーとして学校が保護者に対し

て行う要請に応えうるかどうかは、保護者の社会的属性によって規定されてい

る。  

 また、学校運営への保護者参加場面（狭義の「開かれた学校づくり」）を見て

みても、ガバナンス機関の内部関係に社会属性が影響しており、その中で選出

                                                        
20 たとえば、 Jefferies & Streatfield（ 1989）、Keys & Fernandes（ 1990）、Deem et 

al.（ 1995）。  
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区分 21が重要視され、保護者委員が劣位に置かれていることが指摘されている。

学校ガバナンス機関内部の関係は、ジェンダーやエスニシティ等にも規定され

ているなど、社会属性的格差と密接に結びついた現象となっているのである。

このように英米の先行研究は、教員と保護者の差異を見出すだけでなく、保護

者の中にも社会階層やジェンダーなどの多元性を認める。そして、多元的なア

クターの関係性の中で特定の社会的属性が周縁化されている事実とその機制を

描くという志向から生まれている。  

 第 2 に、権力や格差という第 1 の点と関わってくることだが、保護者を含め

た人間関係を葛藤論的に捉える方法論が有効に活用されている点が指摘される。 

 ヴィンセントは、学校とレイマンの関係を論じる文脈において「パートナー

シップ」・「コミュニティ」・「エンパワー」（Vincent, 1996： 6-9）といった、「合

意的な用語（ consensual language）」が用いられることが多いと述べつつ、その

非現実性を率直に指摘し、保護者 -学校間関係を構築しようとする営みの中に葛

藤論的な視点を導入することを推奨している（Vincent, 1996：73）。実際、Vincent

（ 1996）は、行政によって学校 -保護者のパートナーシップを強化するため担当

コーディネータを配置する政策が導入された際の学校内の人間関係をボールら

のマイクロ・ポリティクスを援用して分析している。日本の教育経営論でマイ

クロ・ポリティカルな組織把握への注目が高まっていることを論じたが、英米

でも葛藤を軽視しない実態把握がなされているのである。  

 ただし、英米の諸論を参考にするにしても、以下 3 点の留意点を挙げておき

たい。  

 第 1 点は、日本の学校運営協議会の選出区分における「地域住民」の重要性

である。英米の研究は、どちらかというと保護者内部の多様性か、保護者 -学校

間の二者関係を議論の対象としてきた。これに対して、日本の学校運営協議会

では、選出区分として「保護者・地域住民」が法律に明記され、存在感を発揮

している。つまり、学校・地域住民・保護者の三者関係なのである。しかも「地

域住民」といった場合、学識経験者から、地域の土着的有力者、民生児童委員

等の行政委嘱委員、退職したビジネスパーソンまで、多様なアクターを包含し

うるため、数的に保護者を圧倒する可能性もある。  

 「地域住民」の存在を考えるうえで示唆的なのが、西原（ 2009）である。西

原（ 2009）は、親・教師・地域住民の教育権について論じる 22際に、「地域住民

                                                        
21 学校理事会研究では、しばしば「カテゴリ」（ categories）と言われる。  
22 ここで西原は、PTA や地域住民の権能を証拠に教師の教育権の独占を否定す

る議論を批判している（西原 ,  2009： 148）。  
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の参加は当事者外の利害関係で教育を縛ろうとするものであ」るとし、特に教

育内容に関する意思決定においては「当事者自治の妨害要素でしかない」と断

じている（西原 ,  2009： 148）。こうした指摘を踏まえると、保護者 -学校という

二者関係における保護者の無権力状態が、地域住民というアクター群が加わり

三者関係となったことで何らかの影響を受けることもありえよう。地域住民と

いうアクター群の存在がどのような意味を持つのかということに留意しなけれ

ばならない。  

 第 2 点は、先述したように、日本の学校運営協議会がガバナンス機関である

とともに、協働の実務を担うという二重性を有していること、言い換えれば意

思決定を担う機関であるとともに、平素の学校支援も活動の一環としているこ

とである。ヴィンセントが「支援者／学習者」としての保護者という時に想定

される学校支援活動は、学校理事会によってなされるものでは必ずしもなく、

むしろ PTO（ parent teacher organisations）や、その他有志の団体・個人による

活動を意味していた。他方、日本では PTA 等の活動や、地域連携活動と学校運

営協議会の活動が不分明に連接されているところに特徴がある。そのような活

動上の差異を踏まえた分析が求められよう。  

 第 3 に、葛藤を重視し、マイクロ・ポリティカルな観点を参照するとはいえ、

「葛藤」が表面化するとは限らないということである。ボールらのマイクロ・

ポリティカルな視点に立った学校組織研究は、学校内で繰り広げられる明確な

対立や政治的行動を対象としていた。このように対立が顕在化したのは、“教員

同士”という、大きく見れば同一の社会階層内だからだともいえる。しかし、

ディームらによる学校理事会の研究が示しているように、特定の属性の人間が

周縁化される場面などにおいては、問題は潜在化するだろう。葛藤の表面的不

在ということがあったとしても、そのこと自体が重要な検討課題になることに

留意しなければならない。  

 

 

1.4.研究課題の設定と本論文の位置づけ  

 

1.4.1.研究課題の設定  

 

（１）学校運営協議会における社会属性による活動特性の差異、とりわけ保護

者委員の劣位性の解明 

 

 以上論じてきたことを踏まえ、日本における学校運営協議会の動態を実証的
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に解明しようとするとき、本論文が特に重視するのは、学校ガバナンス機関内

部での社会的属性による不均衡という分析概念である。これは、学校ガバナン

ス機関では階層低位、エスニックマイノリティ、女性の理事や、保護者理事に

おいて意見表明の度合いが低く、非活性なアクターにとどまっているというも

ので、学校における民主主義を掘り崩す社会的格差の一断面とされてきた

（Deem et al. ,  1995；Deem, 1996）。また、日本でも、教育社会学や教育行政学

の論者によって、委員の属性の偏りや、委員間での活動特性の差の問題が指摘

されてきた（広田 ,  2004；大桃 ,  2000）。  

 本論文は、様々な社会的属性の中でも、「選出区分」（教員・地域住民・保護

者等の別）に着目し、とりわけ「保護者委員の劣位性」を検討する。これは、

英米の先行研究の主要な論点の一つが保護者の無権力性であったことを踏まえ

ている。また、先述のように、日本では保護者が学校に対して支援的であるこ

とが求められ、その無権利状態が指摘されてきた（柳澤 ,  1991）。こうした中、

近年の改革で保護者の学校運営への参加に道が開かれたわけだが、学校ガバナ

ンス機関への保護者参加を先行的に実施してきた英米でも保護者が劣位にあっ

たことを踏まえれば、日本でも同様の状況が観察されると考える。なお、結論

を先んじるが、保護者、なかんずく女性保護者の劣位性が、全国的な傾向とし

て観察されることになる。  

 「保護者委員の劣位性」に関しては、それが生じる背景も重要となる。英米

の研究では、社会的属性に応じて、知識・経験・費やせる時間などの資源が不

均衡である結果、学校ガバナンス機関での積極性に差があるとされている。し

かし、特定属性が社会的に周縁化されていることを所有資源の多寡のみで説明

する場合、その属性が固有に持つ「欠点」が直接的な要因であるかのような言

明となり、属性決定論ないしは本質主義に陥りかねない（Hall, 1996）。  

 そこで本論文が重視したいのは次の 2 つである。  

 ひとつは学校運営協議会の組織特性である。ある組織で、特定属性が周縁化

されているとき、しばしば指摘されるのは、特定属性の資源が組織の要求基準

に満たないというよりもむしろ、万人に開かれ中立的に見える組織の要求基準

そのものが、多くの場合当該組織のマジョリティによって構築された何らかの

バイアスを孕んだものであり、その結果として特定属性が周縁化されていると

いうことである。こうした考え方については、河上婦志子（ 1990＝ 2009）の「シ

ステム内在的差別」という概念から着想を得た。河上は、部活指導や生活指導

が重視される中等教育では、教員＝男性という前提に立った運営が様々な局面

に埋め込まれており、その基準で能力評価がなされるため、女性は周辺化され

やすい。その結果、明示的な女性排除がないにもかかわらず、学校のシステム
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全体に埋め込まれた差別が、中等教育での男性教諭の数的優位を生み出してい

るとしている。  

 本論文でも同様に、学校運営協議会の組織特性が、保護者委員の劣位性を生

みやすくする磁場を帯びているのではないかという観点で、学校運営協議会の

理解を深めたい。特に、組織特性という時、学校運営協議会が学校支援に特化

していることを重視する。先述のように、日本の学校運営協議会が「学校支援

型」であることであるが、それならば、PTA を中心とした学校支援活動を日常

的に行い、経験や知見をより豊富に持つ女性や保護者の劣位性は生じにくいと

考るのがまずは自然であろう。その中で女性・保護者の劣位があるということ

はそれ自体がパズルであるため、学校支援型コミュニティ・スクールと保護者

の劣位性との関係性を読み解く。  

 もう一つは、保護者の劣位性が、保護者以外の他のアクターとの関係性の中

で生じていくプロセスを見ていきたい。岩永（ 2008）は、「学校ガバナンスと保

護者の位置」と題した論文の中で、保護者の学校参加を促す制度はできたが、

保護者の参加に対する準備性は不十分であるとし、保護者の位置づけの脆弱性

を指摘しているが、これも保護者というアクターそれ自身に脆弱性の根拠を見

出している。しかし、日本においては、学校と保護者の二者関係だけでなく「地

域住民」というアクター群も存在する。「地域住民」というアクター群は、日本

の学校ガバナンス機関を捉えるとき、重要である。学校 -保護者の二者関係でな

く、学校 -保護者 -地域住民の三者関係は、属性間の関係性をより複雑にするだ

ろう。本論文では、他の選出区分との相互関係の中で、保護者の位置が決まっ

ていく可能性を考慮する。  

 

 

（２）学校運営協議会による学校支援の社会的帰結と保護者委員の劣位性 

 

 第 2 に、学校支援を重視する学校運営協議会の活動がどのような社会的帰結

をもたらすのかを検討する。その際には、学校支援活動の中でも、「対外経営」、

より詳細には学校に対する支援的な活動を保護者に求めるべく、保護者を啓発

する活動がなされている学校を対象に、保護者啓発をめぐる対立や格差の諸側

面を検討する。さらに、そうした社会的帰結を見通す上で、学校運営協議会に

おける「保護者委員の劣位性」が、どのような意味を持っているのかも検討し

たい。  

 社会的帰結に注目するのは、浜田（ 2012）による次の指摘を踏まえている。

浜田（ 2012）は、学校ガバナンスの動態は「会議自体の活動内容やそこでの委
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員の発言のありようだけでは捉えきれ」（浜田 ,  2012： 28）ないとし、学校内や

学校外の諸アクターにおける関係の編み直しや、その影響がどのようなものか

までを検討の範疇に含めることを提示している 23。  

 本論文では、特に学校運営協議会が保護者に対して行う「対外経営」の展開

とその帰結に着目する。1.2.3.で述べたように、学校運営協議会の活動に関して

は、保護者や地域住民への対応・渉外を行う｢対外経営｣に活動の力点があるこ

とが明らかになっており（佐藤［編］ ,  2010）、学校運営協議会の代表的な営み

である。さらに、外部すなわち保護者全体の経験に学校運営協議会が関わって

くる接面を提供し、社会的帰結を見る上でも重要であるからである。  

 とりわけ、こども未来財団（ 2009）が明らかにしたように、保護者の家庭教

育や対学校行動のあり方を改善するための啓発が行われていることは重要であ

る。「現代は、複数の〈理想の家族〉像が鋭く対立している時代である」（広田 ,  

2002：9）。また、特定の理想が定立されても、「理念やイメージの一面性に比し

て、現実の家族は、多様で複雑なもの」である（広田  同前： 11）。それゆえに

特定の保護者像の規範化は、それをめぐって格差や葛藤を引き起こすものと批

判されてきた（本田 ,  2008）。ラローやヴィンセントが明らかにしたのは、学校

が然るべく定めた支援的保護者像をめぐる格差や葛藤であった。学校運営協議

会における学校支援の重視が、その反面に「対外経営」―保護者啓発を用意し

ているとすれば、特定の保護者像の形成とその規範化をめぐる葛藤や格差の発

生が、社会的帰結として想起されるのである。  

 先取り的議論になるが、本論文で扱う「対外経営」の内容は、保護者に家庭

教育を改善させたり、学校への支援を強化させたりする啓発である。そうした

啓発を通して保護者委員だけでなく保護者全体が学校ガバナンスの中でどのよ

うな影響を被るかを考察する。そうした保護者啓発の展開に、保護者委員の劣

位性がいかに関わるかも検討する。  

 以上のように、本論文は、｢保護者委員の劣位性｣の現れを実証するとともに、

｢保護者委員の劣位性｣が生じる背景要因を学校支援に特化した学校運営協議会

の方向性との関係で把握する。他方、学校支援型の学校運営協議会が特定の保

護者像を定位し、規範化するとの見立てのうえで、どのような保護者像が定位

                                                        
23 浜田は、「教育の事実」を媒介としたアクターの関係の編み直しを促し、教

育の改善を進める「教師の専門性」が学校ガバナンスの正統性を担保すると

主張し、その文脈で会議場面のみの分析では不十分と述べている（浜田 ,  

2012）。本論文は、｢学校改善｣よりも社会的帰結の意味を重視する点に違い

がある。  
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され、それをめぐっていかなる葛藤や格差が現れるかを、学校運営協議会によ

る学校改革の帰結として検討する。  

 これらの課題を総合して本論文が明らかにするのは、「学校運営協議会におけ

る保護者の位置」である。すなわち、学校ガバナンス機関に関する英米の研究

では、二者関係の中で劣位におかれていた保護者が、地域住民というアクター

も含まれる三者関係の中でいかなる位置取りをするのか。学校ガバナンス機関

内部における保護者委員の位置取りを踏まえつつ、学校運営協議会による学校

改革の中で保護者全体がどのように位置づけられるのか。これは、岩永（ 2008）

が、学校ガバナンスにおける「保護者の位置」という研究課題を提起し、「諸ア

クター間の関係性を分析的に捉える研究」（岩永 ,  2008： 239）の必要性を論じ

ていたことのひそみに倣うものである。  

 

 

1.4.2.本論文の位置づけ  

 

 本研究の位置づけ（先行研究への貢献）としては、さしあたり次の 4 点が挙

げられる。  

 第 1 に、学校参加論における位置づけである。岩永は、権利論・制度論から

実態論というように研究の潮流を示している（岩永 ,  2000）。これは学校運営協

議会が制度化される前の著述での指摘であったが、学校運営協議会導入から 10

年が経過しようとする現在、実態に基づく制度理解が求められる度合いは一層

高まっている。  

 第 2 に、教育行政学・教育社会学などから提起される学校参加への批判的視

角を摂取しながら、学校運営協議会制度の機能評価を行っているという意味が

ある。教育行政学・教育社会学・教育経営研究の積集合領域に位置づきながら、

それぞれへの貢献をしている。先述したように、教育行政学・教育社会学によ

る批判的・理論的指摘が教育経営研究における実証研究と充分に連接していな

かったことを踏まえ、そのギャップを埋める。そのことで得られる学校運営協

議会の制度理解に迫るものである。  

 第 3 に、英米の保護者 -学校関係論に対する示唆を考慮したい。既にいくつか

の批判を指摘したが、英米では保護者内の社会属性的な差異を踏まえた対学校

関係を論じていたが、日本の学校ガバナンス機関での関係構造が三者関係であ

ることを踏まえた示唆を与えたい。また、1.4.1.で述べたように、属性による差

異を属性還元論によって説明するのではなく、組織の特性と個人との相互作用

の中で説明したい。  
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 第 4 に、教育行政・教育経営における政策実施過程研究としての意味を持つ。

分権や自律的学校運営を促進するさまざまな政策的オプションが導入され一定

の年月が経った現在、実施過程の把握や機能のモデル化が教育経営研究の重要

課題となってきた（雪丸・青木 ,  2010；青木栄一 ,  2011）。その際には、「実施過

程で当初の政策は変容する（骨抜き、歪曲、拡大解釈、棚上げ等）」（青木栄一 ,  

2011：149）という可能性も含め、その動態を明らかにすることが実施過程研究

の醍醐味となる。また、広田がマートン（R. K. Merton）を引きながら述べるよ

うに、およそ政策には、明確に期待される「順機能」だけでなく、必ずしも予

め想定されない「潜在的逆機能」がありうる（広田 ,  2005：103-106）。それらを

総合的に考察しない限り政策の機能評価としての有用性は低い。本研究では、

なるべく多様なアクターへのインタビューや質問紙に基づき、教育行政・教育

経営における政策実施過程研究の一環として学校運営協議会制度を取り扱うも

のである。  

 

 なお、必要に応じて各章において更に詳細な問題意識や課題設定について論

じる。  

 

 

1.5.本研究の方法  

 

 本論文では、 2 つの方法によって実態解明を試みる。  

 

1.5.1.全国質問紙調査  

 

 第 1 に、全国の学校運営協議会の委員及び校長を対象に行なった質問紙調査

「学校運営協議会委員の属性・意識・行動に関する調査」（以降、「全国質問紙

調査」とする）である。これは、学校運営協議会委員（会長や校長を含む）が、

学校運営協議会に参加するにあたってどのような意識を持ち、どのように行動

しているのかを尋ねたもので、日本学術振興会からファンド 24を得て、筆者と

                                                        
24 科学研究費補助金「学校における成果主義の受容と変容：新しい学校経営管

理様式に関する日英共同研究」（基盤研究（B） 10285512）（研究代表者：勝

野正章）、及び、科学研究費補助金「『開かれた学校づくり』におけるアクタ

ー間ポリティクスに関する研究」（特別研究員奨励費 09J0970）（研究代表者：

仲田康一）。  
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共同研究者 25とで企画・実施した 26。  

 調査票は、 2010 年 1 月に、当時の全学校運営協議会設置校（ 468 校）に対し

て配布された。  

 調査票は、校長票と委員票の 2 つに分かれる。  

 校長票は、学校に関する基礎的データを記述するとともに、校長が学校運営

協議会委員であった場合にはそこでの自らの意識・行動を記載してもらった。  

 委員票は、校長に依頼し、会議の場などで委員に配布をしてもらったもので、

自らの属性・意識・行動を記載してもらった。委員票はそれぞれ個別に厳封の

上、筆者の所属する研究室に郵送してもらった。  

 質問紙は、校長票と委員票でオーバーラップするように設計されている。内

容の概要と回収状況は図表 1-5 の通りである。  

 

図 表  1-5 全 国 質 問 紙 調 査 の内 容 及 び回 収 率  

 校長票  委員票  

全国  

質問紙  

調査  

有効回答数 116 有効回答数 631 

○学校運営協議会委員の人数  

○議事における態度  

○携わっている教育活動  

○成果認識  

○学校への組織コミットメント

と、学校運営協議会の職務満足

○属性（年齢・学歴・職業・世帯

年収・ジェンダー）  

○引き受けた理由  

○議事における態度  

○携わっている教育活動  

○成果認識  

○ 学 校 へ の 組 織 コ ミ ッ ト メ ン ト

と、学校運営協議会の職務満足
※  校長票・委員票ではいずれも学校名の記入を求めたが、そこから把握される限りで回収

された学校の数は 246／ 468 校（ 52.6％）であった。このことは、一部の学校について

は委員票だけしか回収されていないことを意味している。当該学校における全学校運営

協議会委員数は校長票において把握したため、校長の返送がなされなかった一部の学校

については全委員数が不明である。それゆえ回収率も厳密には把握できていない。補足

的な情報として、校長票が回収された 116 校分については全委員数 1620 人となってお

り、そのうち 333 人（ 26.4％）の回収がなされている。   

                                                        
25 勝野正章（東京大学大学院教育学研究科准教授）・大林正史（筑波大学大学

院人間科学研究科院生）・武井哲郎（東京大学大学院教育学研究科院生）と

筆者（東京大学大学院教育学研究科院生）の共同研究である。いずれも肩書

きは当時。  
26 調査の概要については、仲田・大林・武井（ 2011）も参照されたい。  
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1.5.2.ケース・スタディ  

 

 筆者は、2 つの自治体の 4 つの学校でケース・スタディ 27を行った。いずれも、

筆者が個人として実施したケース・スタディである。その実施に係る経費の一

部において、日本学術振興会からのファンドを活用した 28。  

 ケース・スタディは、 2 つの自治体にまたがってなされたため、以下、自治

体ごとに概要を説明する。  

 

A 自治体におけるケース・スタディ 

 

 まず、「A」を仮名とする東京都内の自治体で実施した。この自治体の人口は

約 18 万人、世帯数は 8 万 7 千世帯（ 2010 年 4 月 1 日現在）である。高齢化率

は約 19%と、全国平均や東京都平均を下回っている。2005 年国勢調査によれば、

第 1 次産業就業者の割合が約 1%、第 2 次産業が約 17%、第 3 次産業が約 83%

と、全国平均に比して第 3 次産業が突出している。財政状況については、 2008

年度決算で見ると、財政力指数 1.25、経常収支比率 88.8％となっている。就学

援助率は自治体全体で 14～ 16%程度である 29。  

 この自治体は、全国に先駆けてコミュニティ政策に着手し、「コミュニティ活

動の展開、市民参加、市民との協働によるまちづくり」を実践してきた 30。そ

                                                        
27 Creswell は、その定義として、「境界を持つシステム」、すなわちケース（ま

たは複数ケース）について、そこにおける多様なソースからのデータの収集

によって行われる、言語分析に基づいた詳細な分析と記述によって成り立つ

ものとしている（Creswell, 2006： 36-38）。その特性について、Yin（ 1984）

は、以下のような定義をもって特徴づける。  

ケース・スタディというのは、次のような特徴を持つ経験的探求である； 

・現象と脈絡との境界が明確に分かっていないときに、  

・複数のデータ源を活用して、  

・ありのままの現実の脈絡の中で現在生じている現象を調べる  

という探求の営為である。  

Yin（ 1984： 23）  cited in 金井（ 1990： 49）  
28 科学研究費補助金「『開かれた学校づくり』におけるアクター間ポリティク

スに関する研究」（特別研究員奨励費 09J0970）（研究代表者：仲田康一）  
29 自治体議会議事録より。  
30 自治体学校支援地域本部報告書、 p.3 より。  
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の延長上に学校・家庭・地域の連携によるコミュニティ・スクールづくりが進

められ、所管する全ての公立小・中学校を地域運営学校に指定している。また、

特徴的なことに、小学校 2 校（または 3 校）と中学校 1 校を基本単位とした小・

中連携を推進し 31、小・中並びに地域連携の教育実践を通して「人間力」・「社

会力」を育てようとしている。2011 年度に策定した「教育ビジョン 2022」及び

「教育支援プラン 2022」では、「魅力ある教育の推進」を謳い、学校運営協議

会と小中一貫を連結させた学校コミュニティの創生や新指導要領の効果的な実

現を掲げている。  

 こうしたことを実現するため、A 自治体では、2006 年度から「学校運営連絡

会」を学校に置き、学校運営に保護者や地域住民の声を反映させるよう試みて

きた。各校では、学校運営協議会の中に学校運営状況について、点検及び評価

を行うための「評価部会」や、学校と地域との連携を推進するための「コーデ

ィネート部会」などの部会を設置している。このような「実働部隊」を配備す

ることは、全国的にも珍しくないことである（佐藤［編著］ ,  2010）。  

 A 自治体所管の学校のうち、筆者は、事例西・事例南・事例北においてイン

タビューや参与観察を行った。事例西はその「先進的」とされる事例であり、

事例北と事例南は、比較的後発に学校運営協議会を設置した学校である。  

 なお、西小学校と、後述する東小学校は、筆者の修士研究の対象としてフィ

ールドとし、その後も 2011 年度まで継続して観察を続けてきた学校である。学

校運営協議会を比較的早くから置いている「先進校」である両学校は、それぞ

れ好対照を成している。筆者の訪問回数がこの 2 校について特に多いのはその

ためである。  

 フィールド・エントリーは、まず修士研究の対象である西小学校・東小学校

から始まった。いずれも「開かれた学校づくり」に関する学校調査として学校

を指定せず依頼状を教育委員会に対して送り、その結果紹介されたことによる。

学校を紹介された後は、管理職やその他のキーパーソンとやり取りをしながら、

授業ボランティアとして教員と関係を築き、学校での行事に参加したり、授業

を見学するなどした。この間、インフォーマルな会話を行い、ノーツをとって

きた。  

 次に、北・南については、西小学校の関係者からの紹介でエントリーした。

                                                        
31 およそ中学校区でまとめられた中学校 1 校、小学校 2 または 3 校のまとまり

を、A 自治体は「学園」と称している。教員には、学園内他校に兼務発令を

行い、授業の相互乗り入れなどを可能としている。2006 年度に 1 学園、2008

年度に 5 学園、 2009 年度に 2 学園が開園している。  
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その時期は、2009 年度であったが、この時期において北や南において学校運営

協議会が設置されたことに伴い、フィールドを広げる目的があった。また、同

時に、東や西で観察された事柄（特に当時はジェンダーや学校運営協議会内部

の権力関係に関心を持っていた）がどの程度観察されるのかを知り、東や西の

事例を位置づけるために、フィールドの拡大が必要であると考えていた。  

 なお、フィールドのアクターには、筆者が学校運営協議会に関心を持ち、研

究上の目的で来校していることはおよそ知られていたと思われる。  

 その後、2012 年度になってからは、就職に伴う筆者の転居のため訪問できて

いない。  

 事例西では、校長、学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地域委員 2 名、

女性保護者委員 2 名に対してインタビューを行い、 2007 年度から 21 回学校に

訪問した。事例北においては、学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地域委

員 2 名に対してインタビューを行い、2009 年度から 5 回訪問した。事例南にお

いては、校長、学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地域委員 2 名、女性保

護者委員 2 名、女性保護者 1 名のインタビューを行い、2009 年度から 5 回訪問

した。これらをまとめたものが図表 1-6 である。  

 

図表  1-6 A 自治体における調査の概要  

学校運営協

議会の男女

比（女 :男）  

学校運営協議会インタビュー対象  訪問回数  

西  9:10 
校長、学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地

域委員 2 名、女性保護者委員 2 名  

2007 年 度

から 21 回  

北  13:13 
学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地域委員

2 名  

2009 年 度

から 5 回  

南  13:14 

校長、学校運営協議会男性地域委員 1 名、女性地

域委員 2 名、女性保護者委員 2 名、女性保護者 1

名  

2010 年 度

から 5 回  

 

 

B 自治体におけるケース・スタディ 

 

 もう一つ、東京都内の「B」自治体に所在する事例東でもケース・スタディ

を行った。B 自治体は、人口が約 66 万人、世帯数は 30.0 万世帯、高齢化率は

22.2％（ 2010 年 4 月 1 日現在）である。2005 年度国勢調査によれば、第 1 次産
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業が 0.2％、第 2 次産業が 24.8％、第 3 次産業が 71.8％となっている。就学援

助率は自治体全体で 38～ 40％程度である。  

 この自治体も同様に開かれた学校づくりを推進してきた。事例東は、その推

進モデルとして、早くから地域による「学校支援委員会」（仮名）を設置し、「各

学校・地域で、子どもたちを取り巻くさまざまな課題について議論し、解決に

向け取り組」むとしている。具体的には、「学校単位での学校支援のしくみづく

りや土曜事業の実施、地域と一体となっての安全パトロールの活動など、それ

ぞれの場面でそれぞれの地域が、学校・家庭・地域との連携のもとに活動」（B

自治体教育委員会 ,  2004）することとなっている。  

 事例東はこの「学校支援委員会」を早くから立ち上げ、2002 年度にはその成

果を受けて学校運営協議会法制化前の研究指定を受けることになる。当時から、

後に述べるような学校運営協議会を「 高責任者」とする学校運営の方式を推

進し、法制化以後もそれを継続している。  

 また、同自治体は、教育改革の先進自治体として知られる。教育長は、「B 自

治体は、考えられる改革には、ほとんど取組んでまいりました」（B 自治体教育

委員会 ,  2004）とあるように、さまざまな学校改革を取り入れてきた。代表的

には、 2002 年度には学校選択制、 2003 年度には二期制、 2004 年には自治体独

自の学力テストを導入した。また、学校選択の条件ともなる各学校の学力状況

について、都・B 自治体の学力テスト結果を学校ごとに教育委員会の web ペー

ジに公開し、予算の傾斜配分につなげるという案が浮上していた時期もあるな

ど、成果管理型の学校管理を行っていることでも知られる。  

 筆者は、事例東において、ケース・スタディを行った。より詳細に述べると、

①インタビュー・参与観察、②学校運営協議会の議事録分析、③保護者に対す

る質問紙調査という 3 種類の研究を行った（図表 1-7）。  

 以下、それぞれの概要を示す。  

 

①インタビュー・参与観察  

 

 筆者は、この学校に、2007 年度から 5 年間、フィールドワークを行ってきた。

契機は、A においてそうだったのと同じく、修士学位請求論文の執筆のための

調査であった。  

 2007 年度は主に教員の学校運営協議会に対する見解を中心に、教員への聞き

取りを行った。その前提として、授業支援の学生ボランティアとして教室に入

ったり、運動会の手伝いを行ったりした。また、研究授業の後の懇親会などに

も参加し、関係を築くことを試みた。また併せて学校だよりや報告書などの文
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書資料の収集も行った。その中で、録音等を伴わない立ち話程度の簡易なやり

取りも行い、それらの結果は必要に応じてフィールドノーツにまとめてある。  

 こうした中、関係者へのインタビューを進めた。対象としては、まず、学校

運営協議会の動態について知るために、校長、学校運営協議会男性地域委員 3

名、男性保護者委員 1 名、女性保護者委員 2 名へのインタビューを行った。  

 2008 年度からは、保護者に対する調査に注力した。この 2008 年、第 6 章で

後述するように、「確認書」という名での学校運営協議会による保護者啓発が開

始される。このことに関心を持った筆者は、前年度までの教員への関心を保護

者や地域住民にも広げ、「確認書」実施の経緯と、その実施状況を聞き取ること

にした。具体的には、保護者に学級担任を通じて手紙を配布し、インタビュー

依頼を行った。協力してくださる保護者はその手紙を担任を通じて筆者に返送

するということになり、 9 人からの返信があった。その 9 人からさらに紹介を

得たり、学校行事で知り合いになった保護者に話を聞くなどして、計 18 人の保

護者にインタビューを行った。なお、この 18 人のうち 3 人は、学校運営協議会

関係で行ったインタビュー協力者と同一である。  

 この保護者インタビューの協力者については更に第 6 章で詳述する。  

 

図表  1-7 B 自治体における調査の概要  

学 校 運 営 協

議 会 の 男 女

比（女 :男）  

インタビュー対象  訪問回数  

東  1:10 

学校運営協

議会インタ

ビュー  

校長、学校運営協議会男性地域委員 3

名、男性保護者委員 1 名、女性保護

者委員 2 名、教員 3 人  2007 年 度

から 30 回
保護者イン

タビュー  

保護者 18 人（内 3 人は学校運営協議

会インタビューでの協力者と重複）  

※その他、保護者質問紙調査  

 

 

②学校運営協議会の議事録分析  

 

 また、2009 年度には、学校運営協議会を中心に、PTA 運営委員会や「学校支

援委員会」など各種会議の観察を進めた。特に、学校運営協議会の議事の傾向

にも関心が移っていったため、学校運営協議会議事録の作成と入手をこころが

けた。また 2003 年度から 2009 年度までの議事録が既に作成されていたため、
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それを収集し、整理・電算化した。事例東の学校運営協議会では、毎回「開催

年月日」、「会議に付した議題」などとともに、各委員の発言が、実際に近い形

で記録された議事録が作成されている。入手できたのは筆者が参観する以前の

2003 年度から 2009 年度にかけての議事録 56 回分と配布資料の一部である。  

 なお、議事録については第 4 章で詳述する。  

 

 

③保護者質問紙調査  

 

 さらに 2009 年には、保護者へのインタビューをさらに補強するために、全保

護者対象の質問紙調査を企画、2010 年度に実施することにした。これは、保護

者の家庭的背景・児童の宿題や学習状況・学校改革に対する評価や見解を記入

してもらうもので、個別的に話を聞くことのできた十数人の見解だけではわか

らない全体的な傾向を知ることを期した。  

 アンケートの手続きとしては以下のようなものである。まず、校長に打診の

後、学校運営協議会長に打診し、内諾が得られた段階で、草案を PTA 会長・校

長・学校運営協議会長に送付した。その上で訂正を受け、学校運営協議会で実

施依頼・承諾の後、PTA 運営委員会で説明・承諾・改訂を繰り返し、図表 1-8

に示した構成のアンケートを実施した。  

 新型インフルエンザの流行による学級閉鎖もあり時期が不確定ではあったが、 

 

図 表  1-8 事 例 東 保 護 者 質 問 紙 調 査 の内 容 及 び回 収 率  

 保護者質問紙調査 

有効回答率 199/398＝50.0% 

方法 

●学校の担任を通して家庭数配布。 

●保護者に回答を依頼。 

●自記式。 

●複数のお子さんが通われている場合は、小学生の内で一番

上のお子さんについての回答を要求 

●厳封の後、郵送にて東京大学大学院 教育学研究科 学校開

発政策コースに返信を求める 

実施時期 2010 年 1 月 

内容 

◯家庭の背景 

◯宿題の実施度 

◯学校支援の実施度 

◯宿題に対する認識 

◯学校支援に対する認識 
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終的に学級担任を通じて配布をしたのは 2010 年 1 月であった。配布後、回答

を終えた保護者には、厳封の上、筆者が所属していた大学院研究室宛で郵送し

てもらった。回収数は 199 通であり、有効回答率は当時の家庭数の 50.0%に相

当する。  

 なお、マルチ・サイト／シングル・サイトいずれのケース・スタディにおい

てもインタビューが行われてきたが、これは、許可の上録音を行い、トランス

クライブして分析に用いた。この際、文意を変えない 低限の範囲で、語順を

入れ替えたり、語句の加除を行っている。インタビューは、基本的に、学校運

営協議会による学校改革に関する見解について、自己の経験に即して問うこと

を中心とした半構造化インタビューである。話の流れに即して脱線を大いに許

容した。短いものでは 30 分程度で終わったものもあるが、長いものでは 3 時間

を超えるなど、濃淡がある。その中で、より豊かなナラティヴが生産されたイ

ンタビューが、実態把握を導く特に重要なものとして位置づき、インタビュー

の引用を、それへの解釈を含んだコメントとともに活用する 32。  

 

 以上述べたことを「研究の方法の見取図」として図表 1-9 にまとめた。  

 

図 表  1-9 研 究 の方 法 の見 取 図  

方 法  全 国 質 問 紙 調 査  

ケース・スタディ  A 自 治 体  （事 例 北 ・西 ・南 ）  

B 自 治 体  

（事 例 東 ）  

①インタビューと参 与 観 察  

②学 校 運 営 協 議 会 の議 事 録 分 析  

③保 護 者 質 問 紙 調 査  

 

 

1.6.本研究の構成  

 

 本研究は、先行研究検討・課題設定・方法を論じる本章（第 1 章）に続けて、

第 1 部と第 2 部を配置する。第 1 部では、全国質問紙調査、こども未来財団質

問紙調査、東・西・南・北それぞれの事例を含んだケース・スタディ・データ

                                                        
32 Merriam によれば、質的社会学のレビュアの間には、報告書の 60～ 70%が原

データ、 30～ 40%が分析的説明に充てられるといった経験則が述べられてい

るという（Merriam, 1998 訳書： 342-343）。  
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を用いて、1.4.1.で提示した（１）の課題を追究する。第 2 部ではインタビュー・

観察・資料分析・アンケート調査を含んだ 1 つの学校の総合的ケース・スタデ

ィを通して、（１）・（２）の課題を追究する。  

 第 2 部では、第 1 部で一度分析した（１）を再度検討することになるが、そ

れは学校運営協議会の動態をその社会的帰結まで含めて把握するためには分析

の総合性が必要と考えたからである。このことに関連して、青木栄一は、分権

改革による学校経営へのインパクトを分析する必要があると主張した上で次の

ように述べている。「分権改革が直接学校経営にインパクトを与えるものであっ

ても、その他の学校経営のあり方を変化させる改革や社会状況の動向を除外す

ることはできない。こう考えると、むしろ重要な分析課題として浮上するのは

学校経営を変化させた改革（分権改革を含む）・変化の相互関係の特定だという

ことになる」（青木栄一 ,  2011： 150；丸括弧原文ママ）。この引用が伝えている

のは、学校運営協議会という法制度単独でその社会的帰結を把握することの困

難性である。政策実施段階である学校にやってくる様々な政策は、その出処が、

担当官庁においても、中央 -地方の段階においても同じとは限らず、混在状態に

ある。さらに社会的要因や学校管理職の経営行動、当該学校での人間関係など

の要因も複輳的に存在する。これら要因群は文脈依存的で、学校独自の組み合

わせを取る。学校分権が進むにつれ、国レベルの法制度だけで学校レベルの運

営動態を説明することは困難になっており、学校ごとの特性に応じた記述をす

る必要性が一層高まっているのである。  

 以上を踏まえて、本論文の構成は以下のようになる（ 2 部構成）。  

 

 

第 1 部：学校運営協議会における保護者委員の劣位性の構造  

 

 第 1 部は、「学校運営協議会における保護者委員の劣位性の構造」をテーマと

し、学校運営協議会における社会属性による活動特性の差異、とりわけ保護者

委員の劣位性の解明を行うとともに、保護者委員の劣位性が生じる背景要因と

しての学校運営協議会の組織特性を、学校支援活動との関わりで把握するもの

である。第 1 部は、第 2 章と第 3 章の 2 章から構成される。  

 第 2 章では、全国質問紙調査の結果を用いて、第 1 に、学校運営協議会の活

動について概要をまとめたうえで、第 2 に学校運営協議会の議事の取り扱いが

どのようなものか、第 3 に協議事項協議事項に対する意見の反映度はどの程度

かを検討する。また、第 4 に委員の属性にいかなる特徴があるかを把握する。

以上を前提として、第 5 に、属性の中で、議事における影響力が大きいと考え
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られる社会階層要因・ジェンダー・選出区分に着目し、それらの説明力がいか

なるものかを分析する。先に広田（ 2004）を検討する中で、保護者や地域住民

の多様性をとらえる上で委員／非委員の対比性が際立つあまり、委員内部の多

様性問題が埋没しかねないことを指摘した。これに対し、英米では学校ガバナ

ンス機関の委員の中での活性に差があることが確認されている。これを踏まえ

ると、同様の傾向が日本でも存在するのかを実証することには一定の意味があ

ると考えられる。この中で、保護者委員の非活性状態、とりわけ女性保護者の

非活性状態が明らかになる。本章は、以後の分析の前提として、全国的傾向を

捉えるものである。  

 第 3 章では、第 2 章で明らかになった保護者、特に女性保護者の非活性状況

が、いかなる組織特性によって生じているのかを複数ケースのケース・スタデ

ィで確認する。とりわけ、学校運営協議会が学校支援活動を重視しているなら

ば、学校支援の平素の活動を中心的に担ってきたであろう女性・保護者の方が、

学校運営協議会の議事でも活性が高くなるのではないか、にもかかわらずそう

なっていないのはなぜか。学校ガバナンス機関の中での保護者の劣位性につい

て論じた英国での先行研究も踏まえながら、特定属性が周縁化されるプロセス

を、組織が有する価値や規範との関わりで把握する。  

 以上の分析を通して、複数のケースに共通して見られる状況として、学校運

営協議会における保護者委員の劣位性問題とその背景となる学校運営協議会の

組織特性を明らかにする。  

 

 

第 2 部：学校運営協議会における保護者委員の劣位性とその社会的帰結  

 

 第 2 部は、「学校運営協議会における保護者委員の劣位性とその社会的帰結」

と題し、学校運営協議会における保護者委員の劣位性の現れを確認するととも

に、学校運営協議会の社会的帰結を検討する。すなわち、学校支援活動の中で

も、「対外経営」、より具体的に言うと学校に対する支援的な活動を保護者に求

めるべく、保護者を啓発する活動がなされている学校のケース・スタディを行

い、保護者啓発をめぐる対立や格差の諸側面を検討する。さらに、そうした社

会的帰結を見通す上で、学校運営協議会における「保護者委員の劣位性」が、

どのような意味を持っているのかも検討したい。第 2 部は、第 4 章・第 5 章・

第 6 章の 3 章によって構成される。  

 第 4 章では、事例東の学校運営協議会の議事における保護者委員の劣位性を

確認するため、学校運営協議会の議事録分析を行う。これを通して、女性・保
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護者委員が人数的にも発言数的にも少ないことを明らかにする。  

 合わせて、インタビューによって保護者の劣位性が生じる背景を解明する。

地域における社会関係が学校運営協議会に流入している様を描く。  

 第 5 章では、インタビュー結果や学校運営協議会の議論内容を素材として用

いながら、ケース校の活動内容を跡づける。その中で、事例東の学校運営協議

会が保護者の家庭教育に対して啓発を行う「確認書」が導入されるまでの展開

と論理を分析する。「確認書」は、学校運営協議会が一般の保護者に対して具体

的な行動要請を行う「対外経営」（佐藤［編著］ ,  2010）の現れであり、学校運

営協議会の議事が生み出す社会的帰結を検討する前提として、その導入の展開

と論理を分析する。  

 第 6 章では、「確認書」によって導入された家庭教育への義務性の高い啓発が

学校外部の社会にどのような影響を与えているかを検討する。具体的には保護

者インタビューや保護者質問紙調査の結果を用い、保護者がどのように対応し、

保護者相互にどのような関係が生じているのかを分析する。  

 終章では、以上の分析結果を再度まとめるとともに、研究上の含意を提示し、

今後の課題を示す。  
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第 1 部 学校運営協議会における保護者委員の劣位性の構造  
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第2章 学校運営協議会の諸活動と委員の意識･活動特性  
 

 

 

2.1.はじめに  

 

 本章では、学校運営協議会における保護者の位置を、委員の意識・活動特性

に着目して論じる。より具体的には、第 1 に、学校運営協議会の活動について

概要をまとめたうえで、第 2 に学校運営協議会の議事の取り扱いがどのような

ものか、第 3 に協議事項に対する意見の反映度はどの程度かを検討する。以上

を前提として、第 4 に委員の属性にいかなる特徴があるかを把握し、本題とし

て第 5 に、属性の中で、議事における影響力が大きいと考えられる社会階層要

因・ジェンダー・選出区分に着目し、それらの説明力がいかなるものかを分析

する。  

 このように、属性に着目して分析を行う背景には、学校ガバナンス機関に集

まる委員属性の偏りや、ガバナンス機関における意見反映度の属性格差を明ら

かにした英国の学校理事会の先行研究がある。  

 英国における研究の多くで共通している視点は、ジェンダー・エスニシティ・

階層（学歴や職業威信）である。図表 2-1 は、いくつかの調査研究の知見を筆

者がまとめたものである。前章で述べたように、英国では、1986 年教育法、1988

年教育改革法において学校理事会の権限増強や人数の規定が改められたが（小

松 ,  1988）、その直後に、大学の研究グループや全国教育研究財団（ National 

Foundation for Educational Research）などがアンケート調査を実施し、理事の社

会的構成（ social composition）の把握に努めている。図表 2-1 からは、学校理

事として選ばれる人には類似した属性的傾向があるという偏りが見て取れる。

すなわち、概して男性・白人・高学歴・教職を含む専門的・管理的な職が多い

ということ、理事長のジェンダーやエスニシティに特に偏りがあること、ジェ

ンダーについては初等教育段階より中等教育段階の方が女性劣位であること、

等が明らかにされてきている。  

 また、属性に応じて、意見を積極的に述べるなどの活動特性が異なることも、

英国における先行研究の焦点であったことは、前章で述べたとおりである

（Deem et al. ,  1995）。  

 このような傾向性は日本でも看取されるのであろうか。  

 本章の方法として用いるのは量的方法である。データとしては全国質問紙調

査の結果を中心に扱う。そのため、本章の記述においては、特段の断りがない  
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図 表  2-1 イギリスにおける学 校 理 事 会 の社 会 的 構 成
s o c i a l  c o m p o s i t i o n

（実 証 研 究 の知 見 のまとめ）  

 
Golby & Lane 

（1989）  
Streatfield &  

Jefferies （1989）
Keys & Fernandes 

（1990）  
Earley（1994） 

Deem et al. 
（1995）  

McKeown et al .
（1996）  

調 査 の 

概 要  

Exeter において、新 た

に学 校 理 事 会 を設 置

した 23 の学 校 の理 事

属 性 の調 査 。162 人

の新 理 事 についての

調 査 結 果 で、校 長 が

回 答 している。  

1988 年 春 実 施 。層 化

二 段 抽 出 。まず、都 市

や地 方 のバランスを取 る

だけでなく、1988 年 の

理 事 のリクルートの困 難

度 について事 前 に LEA
を対 象 としたサーベイを

行 い、そこで得 られた困

難 度 を参 考 に 10 の

LEA を選 び出 す。さら

に 500 の学 校 を選 んだ

が、そこでも中 等 教 育

学 校 に重 みをつけてサ

ンプリングをし、配 布 し

た。  

1989 年 実 施 。層 化 二

段 階 無 作 為 抽 出 。

1134 件 の調 査 票 回

収 。  

イングランドとウェール

ズから質 問 紙 調 査 に

よって 500 の学 校 の情

報 を収 集 。  

15 の学 校 における

（途 中 から 10 に絞 る）

マルチ・サイト・ケース・

スタディ、理 事 は約

230 人  

ウェールズにおける学

校 理 事 会 の調 査 。校

長 を介 して理 事 個 人

に配 布 後 、直 接 郵 送

による回 収 。  

校 長 のメン

バーシップ
-  

77.2%の校 長 が理 事 に

なることを選 択  
およそ 3/4 の校 長 が理

事 になることを選 択  
8 割 弱 の校 長 が理 事

になることを選 択  
-  -  

女 性 理 事

の割 合  

57%（保 護 者 理 事 の

内 ）  
34%（共 同 選 出 理 事

の内 ）  

41% 
回 答 した理 事 の 53%
理 事 長 （Chair）の内

女 性 は 30% 

回 答 した理 事 の 52%
理 事 長 （Chair）の内

女 性 は 29% 

1/3。  
15 の学 校 のうち女 性

が理 事 長 なのは 3 校

29% 

エスニックマ

イノリティの

割 合  

-  3%以 下  
回 答 した理 事 の 1%強

理 事 長 の 3% 
2%以 下  7% - 

労 働 者 階

級 の割 合

非熟練労働者 4 人、

失業者 2 人。専門

的・管理的・教育関

係の職を合わせる

と 1/2 程度になる。  

3.1%（マニュアルレ

イバー）  

非常に低い（理事の

44%は専門職か大学

の学位を持ってい

る。 39%の理事は教

育関係の職につい

ている。）  

専門職は 21%、管理

職は 50%、ノンマニ

ュアルは 11%であ

ったのに対し、マニ

ュアル労働者は

5%。  

-  -  
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限り、全国質問紙調査の結果を示すものとする。  

 本章の記述は、量的な分析であるため具体性は低いが、全国的な傾向を捉え、

次章以降の事例分析を位置づけるための基礎的な作業としてここに配置されて

いる。  

 

 

2.2.学校運営協議会の活動概要  

 

 全国質問紙調査で校長票が返信されたのは 116 校であったが、その内訳は、

小学校が 78 校、中学校が 34 校、幼稚園 22 園、特別支援学校 2 校であった（無

回答は 9 票）。本題に入る前に、これらの学校の学校運営協議会とその委員がど

のような活動を行っているか、概要を述べておく。  

 以下、①通学区域の特性、②学校運営協議会の開催回数、③学校運営協議会

の開始時間、④学校運営協議会の会議時間、⑤委員の活動について確認してい

く。  

 まず、回答校の通学区域の特性について、回答があった校長によれば、 も

多かったのは、「居住年数の長い世帯と短い世帯が混合している」で 55.1%、次

いで「居住年数の長い世帯が多い」で 39.3%を占めた（図表 2-2）。「居住年数の

短い世帯が多い」の少なさが際立っている。「コミュニティ・スクール」の名が

示唆する通り、旧来からの人間関係を比較的色濃く残す地域の学校が指定され

ているようである。  

 

図 表  2-2 回 答 校 の通 学 区 域 の特 性  

校長票における  

実数 ％  

居住年数の長い世帯が多い 42 39.3 

居住年数の長い世帯と短い

世帯が混合している
59 55.1 

居住年数の短い世帯が多い 6 5.6 

（無回答を除く）  

 

 調査年度（ 2009 年度）における学校運営協議会の開催回数は、図表 2-3 にま

とめた通りである。 も多かったのは、 3 回（ 20.5%）であり、次いで 5 回

（ 17.0%）・4 回（ 15.2%）と続く。しかし、隔月以上の頻度で行なっている学校

（ 6 回以上の学校）の割合を合計してみると 42.9%となり、半数近くが月 1 回

か隔月程度で行なっている。佐藤［編著］（ 2010：61）では、月 1 回か隔月程度
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の頻度で行われている学校が過半数になっており、それより今回のサンプルの

方が若干頻度が低いとはいえ、ほぼ毎月会議を行なっている学校があることも

見逃せない。  

 

図 表  2-3 回 答 校 における 2009 年 度 の学 校 運 営 協 議 会 開 催 回 数  

校長票における  

回数 実数  ％ 回数 実数 ％  

1 回 1 0.9 7 回 8 7.1 

2 回 4 3.6 8 回 4 3.6 

3 回 23 20.5 9 回 4 3.6 

4 回 17 15.2 10 回 6 5.4 

5 回 19 17.0 11 回 10 8.9 

6 回 6 5.4 12 回～ 10 8.9 

（無回答を除く）  

 

 学校運営協議会の会議は、夕方に集中している。会議の開始時間を午前中と

午後（ 2 時間刻み）で分布を見たのが図表 2-4 である。ここからは、昼間に就

労している委員への配慮であろうが、一番多いのは「 19 時台～」の 36.7%で、

「 17～ 18 時台」に開始する学校が 26.6%と続いていることが分かる。  

 

図 表  2-4 回 答 校 における 2009 年 度 の学 校 運 営 協 議 会 開 始 時 間  

校長票における  

実数 ％

午前中（ 9～ 12 時台） 11 10.1

13～ 14 時台  14 12.8

15～ 16 時台  15 13.8

17～ 18 時台  29 26.6

19 時台～  40 36.7

（無回答を除く）  

 

 会議が実際に行われている時間（会議の長さ）については、図表 2-5 にまと

めたとおりである。30 分刻みでまとめた分布を見ると、 頻は 2 時間で 66.7%、

次が 1 時間の 15.7%となっており、 3 分の 2 が 1 回につき 2 時間という時間設

定をしているものと考えられる。以上より、会議は夕方に開始し、1 時間から 2

時間程度続くというのが大方の動向といえる。  
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図 表  2-5 回 答 校 における 2009 年 度 の学 校 運 営 協 議 会 時 間  

校長票における  

実数 ％

30 分  4 3.7

1 時間  17 15.7

1 時間 30 分  9 8.3

2 時間  72 66.7

2 時間 30 分  2 1.9

3 時間  4 3.7

（無回答を除く）  

 

 学校運営協議会委員の活動の中で、学校運営協議会によるボランティア活動

への参加状況を問うた。これは、先行研究において、学校運営について協議す

るだけでなく、実働（学校支援ボランティア活動）を行っている場合が多いこ

とが明らかだったため、その動向を捉える目的による設問である。  

 この設問については、ボランティアは学校を支援するものであるという考え

から、保護者・地域住民の回答を分析対象としている。ボランティア活動に関

わっているかどうかを、ボランティアの種類に沿ってそれぞれ問い、「あてはま

る」に 4 点、「ややあてはまる」に 3 点、「あまりあてはまらない」に 2 点、「全

くあてはまらない」に 1 点を与えたときの平均点を算出した。  

 その結果を示した図表 2-6 を見ると、論理的平均値 2.5 を超えるものは、環

境整備と安全確保、行事運営支援の 3 つに限られるが、多くの項目で偏りなく  

 

図 表  2-6 学 校 運 営 協 議 会 委 員 のボランティア活 動  

保護者・地域住民委員における  あてはまる (4)-やや (3)- 
あまり (2)-全くあてはまらない (1) の平均得点（N）  

協議会が行うボランティア活動に関わっている    

―環境整備  2.64 (422) 

―安全確保  2.79 (431) 

―授業支援  2.26 (411) 

―放課後の居場所作り  2.06 (414) 

―行事運営支援  2.74 (427) 

―教職員の事務の補助  1.48 (405) 

協議会が行うボランティアの統括に関わっている  2.42 (425) 

（無回答を除く）  
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2 点を超えるなど、ボランティアを盛んに行っていることがわかる。  

 

 

2.3.学校運営協議会における協議事項の扱いと活動特性  

 

 本節では、学校運営協議会における協議事項の取り扱いについて検討する。

具体的には、様々な協議事項が、校長によって取り上げられている程度と、そ

れに対して学校運営協議会委員からどの程度意見がなされているかを検討する。

これらは、人事に対する意見や学校運営方針の承認など、法定された権限事項

も含むもので、学校運営協議会の第一義的役割に関するものであると考えられ

たため、前節と分けて論じる。  

 学校運営協議会での協議事項について、全国質問紙調査では次のように扱っ

ている。すなわち、校長に対して、各協議事項について、「取り上げている」か

どうかを「取り上げている」・「ある程度取り上げている」・「あまり取り上げて

いない」・「取り上げていない」から択一回答するよう求めた。また、委員に対

して、各協議事項について、「意見反映している」かどうかを、「当てはまる」・

「ある程度当てはまる」・「あまり当てはまらない」・「当てはまらない」から択

一回答するよう求めた。  

 協議事項として例示したのは、次の 15 項目である。すなわち「学校運営方

針」・「学校行事」・「学校評価」・「地域人材の活用」・「家庭教育に関する保護者

の意識啓発」・「地域・保護者の巻き込み方」・「授業改善」・「教育課程」・「いじ

め・暴力等への対応」・「学校への苦情・注文への対応」・「学校予算」・「教員の

資質改善」・「校内人事」・「教員評価」・「教員の任用」である。  

 図表 2-7 は、協議事項ごとに、それを「取り上げている」かどうか、それに

「意見を反映している」かどうかを、それぞれ示したものである。左側の欄は、

校長に対して「取り上げている」かどうかを問うたとき、「取り上げている」・「あ

る程度取り上げている」・「あまり取り上げていない」・「取り上げていない」に

対する回答に 4･3･2･1 点を与えた得点の平均値を示したものである。右側の欄

は、校長を含む全委員に対して、「意見を反映している」かどうかを尋ねたとき、

「当てはまる」・「ある程度当てはまる」・「あまり当てはまらない」・「当てはま

らない」のそれぞれに 4･3･2･1 点を与えた得点の平均値を示したものである。

（なお、学校運営方針は、法律上承認を得なければならないものとされている

ため、校長に取り上げているかどうかを聞く設問は設けていない）。  

 このなかで、校長が「取り上げている」項目として、論理的中間値である 2.5

を超えているのは、「学校行事」（ 3.58）、「学校評価」（ 3.52）、「地域人材の活用」  
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図 表  2-7 協 議 事 項 ごとの取 り上 げられる頻 度 と意 見 反 映 の程 度  

 （校長票による）  （全委員票による）

「取 り上 げている」（4）-

「ある程 度 取 り上 げてい

る」（3）-「あまり取 り上 げ

ていない」（2）-「取 り上 げ

ていない」（1）の平 均 点

（N）

「意 見 を反 映 している」

に対 して、「当 てはま

る」（4）-「ある程 度 当 て

はまる」（3）-「あまり当

てはまらない」（2）-「当

てはまらない」（1）の平

均 点  （N）  

学校運営方針  - 2.62（ 683）

学校行事  3.58（ 113） 2.11（ 692）

学校評価  3.52（ 112） 2.87（ 688）

地域人材の活用  3.42（ 113） 2.83（ 682）

家庭教育に関する保護者の意識啓発 3.21（ 110） 2.68（ 679）

地域・保護者の巻き込み方  3.19（ 111） 2.85（ 687）

授業改善  3.12（ 112） 2.27（ 668）

教育課程  3.09（ 110） 2.11（ 672）

いじめ・暴力等への対応  2.71（ 110） 2.45（ 671）

学校への苦情・注文への対応  2.48（ 110） 2.42（ 663）

学校予算  2.32（ 111） 1.94（ 673）

教員の資質改善  2.23（ 110） 2.37（ 672）

校内人事  1.81（ 110） 1.68（ 668）

教員評価  1.71（ 110） 1.83（ 668）

教員の任用  1.74（ 108） 1.59（ 657）

（無回答を除く）  

 

（ 3.42）、「家庭教育に関する保護者の意識啓発」（ 3.21）、「地域・保護者の巻き

込み方」（ 3.19）、「授業改善」（ 3.12）、「教育課程」（ 3.09）、「いじめ・暴力への

対応」（ 2.71）の 8 項目であった。他方、「学校への苦情・注文への対応」（ 2.48）、

「学校予算」（ 2.32）、「教員の資質改善」（ 2.23）、「校内人事」（ 1.81）、「教員評

価」（ 1.71）、「教員の任用」（ 1.74）の 6 項目は、いずれも論理的中間値を超え

ておらず、概して取り上げていない傾向にあることがわかる。論理的中間値を

上回っているものは、地域人材の活用、家庭教育に関する保護者の意識啓発、

地域・保護者の巻き込み方などであり、概して学校が学校外の協力を仰ぐこと

に関わっての内容が多く取り上げられているようである。  

 また、委員によって「意見を反映している」とされた項目で論理的中間値 2.5

を超えたのは、「学校運営方針」（ 2.62）、「学校評価」（ 2.87）、「地域人材の活用」

（ 2.83）、「家庭教育に関する保護者の意識啓発」（ 2.68）、「地域・保護者の巻き
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込み方」（ 2.85）の 5 項目にとどまり、その値も大部分低くなっている。  

 これらの結果で注目すべきことは 2 つある。  

 第 1 に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律において学校運営協議会

の権限として示された事項である「教育課程編成」・「学校予算」・「教員の任用」

についての権限行使が空洞化しつつあることである。1990 年代前半に、岩永は

「教師は学校の教育目標、校内人事、学校の予算、教育内容関係など学校運営

の鍵的領域への親の参加を敬遠する傾向にある」（岩永ら ,  1992： 203）と述べ

ていたが、おそらくはその結果として学校側・素人委員側双方に蓄積された「鍵

的領域」への非侵入意識がこの結果をもたらしていると思われる。また、岩永

（ 2011： 51）は、学校運営協議会の機能の可能性として、学校優越を脱し、地

域・保護者と学校が「対等の関係で意見交換をし、合意形成していく」という

「参加・共同型コミュニティ・スクール」の理想を提示しつつも、現在はまだ

「学校の応援団」的な色合いの濃い「学校支援型コミュニティ・スクール」（岩

永 ,  2011： 48-49）であると主張していた。全国調査の結果は、この岩永の主張

とも合致する。  

 第 2 に、「対外経営」に重点が置かれていることである。先述のように、佐藤

［編著］（ 2010）では、「対外経営」という用語を用いて学校外部への渉外機能

を捉え、それが学校運営協議会において多くなされている活動であるとしてい

たが、同様の傾向をこの結果からも見て取ることができた。「学校行事」・「地域

人材の活用」・「家庭教育に関する保護者の意識啓発」・「地域・保護者の巻き込

み方」が高い数値を示していることから、学校が外部に協力を仰ぐ上で、媒介

的な位置にあるのが学校運営協議会であるといえよう。  

 全国質問紙調査では、委員の「議事における態度」も尋ねている。先行研究

では、社会属性間で、議事における積極性や消極性に違いがあることが明らか

にされていた。本論文でも後にこの点を明らかにすることを試みるが、まず本

節では、委員属性を分けず、「議事における態度」の全体的傾向を確認する。  

 「議事における態度」を尋ねる際には、消極性・積極性両面から検討した。

消極性に関しては、具体的には、「意見を言うのを遠慮してしまう」・「何を発言

して良いかわからないことがある」・「自由に意見を言えないと感じることがあ

る」といった消極性を示す設問がある。この教示文に対し「あてはまる」・「あ

る程度あてはまる」・「あまりあてはまらない」・「あてはまらない」から択一回

答を求めた。また、各質問項目に対する回答をそれぞれ 4･3･2･1 点として得点

化した。  

 次に、積極性を示す項目も測定した。具体的には、「議題の設定に関わってい

る」・「他人の意見と対立することがある」・「保護者・地域住民から受けた相談

を取り上げる」・「自らの発言が周りの委員の判断に影響を与える」といった設
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問を提示した。これらについても「あてはまる」・「ある程度あてはまる」・「あ

まりあてはまらない」・「あてはまらない」から択一回答を求めた。また、各質

問項目に対する回答をそれぞれ 4･3･2･1 点として得点化した。  

 さらに、これらを総合して捉えるため、積極性・消極性それぞれに係る項目

の平均得点も求め、「消極性得点」・「積極性得点」とした。ただし、積極性に係

る項目においては「学校の提案や施策に反対する」という項目について、校長、

副校長・教頭、教員の回答を含めることがふさわしくないため、これを省いて

「積極性得点」を計算した。  

 以上の結果は、図表 2-8 に示したとおりである。  

 まず、消極性に関わる項目においては、いずれも論理的中間値を下回ってお

り、 1.5 から 1.7 の値をとっている。 も高いのは、「意見を言うのを遠慮して

しまう」であった。  

 積極性に関わる項目が低い得点にとどまることも確認された。論理的中間値

を上回ったのは「保護者・地域住民から受けた相談を取り上げる」のみで、そ

れ以外の議事における態度は論理的中間値を下回り、これら項目全体の平均で

ある「積極性得点」も 2.26 にとどまっている。  

 以上のことから、議事においては、遠慮や不自由さなどが際立つわけではな

いが、かといってあまり学校運営の意思決定に大きな影響を与える積極性もな

いという傾向が見える。  

 

図 表  2-8 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の議 事 における態 度  

全委員における  あてはまる (4)-やや (3)-あまり (2)- 
全くあてはまらない (1) の平均得点（N）  

消極性得点  1.67（ 672）  

 意見を言うのを遠慮してしまう  1.71（ 659）  

 何を発言して良いかわからないことがある  1.71（ 660）  

 自由に意見を言えないと感じることがある  1.52（ 663）  

積極性得点※  2.26（ 672）  

 議題の設定に関わっている  2.23（ 651）  

 他人の意見と対立することがある  1.92（ 660）  

 保護者・地域住民から受けた相談を取り上げる  2.76（ 657）  

 自らの発言が周りの委員の判断に影響を与える  2.27（ 655）  

 学校の提案や施策に反対する※※  1.60（ 492）  

※「学校の提案や施策に反対する」を省いた上で全委員の得点を平均した。  

※※この項目については校長、副校長・教頭、教員の票を省いて計算してある。  

（無回答を除く）  
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2.4.学校運営協議会委員の属性的傾向  

 

 本節より、本題である学校運営協議会の委員にどのような人がなっているの

かという学校運営協議会委員の属性的傾向の把握を始める。  

 

2.4.1.選出区分の検討  

 

 まず、委員の選出区分について把握するため、校長票において、自らの学校

における学校運営協議会委員の選出区分ごとの人数を尋ねた。選択肢として示

したのは、「校長」、「副校長・教頭」、「教員」、「保護者」、「地域住民」、「その他」

という 6 つの選出区分である。ここで、児童・生徒の「保護者」は、通学区域

に居住するなど、学校周辺地域の住民という意味で「地域住民」とも解せるが、

その場合は「保護者」として回答するよう求めた。  

 結果をまとめたものが、図表 2-9 である。  

 

図 表  2-9 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の選 出 区 分 ①  

校長票における  

実数 ％

校長  117 6.2

副校長・教頭  78 4.1

教員  310 16.4

保護者  391 20.7

地域住民  841 44.4

その他  156 8.2

（無回答を除く）  

 

 ここからは、委員の選出区分として学校側から校長、副校長・教頭、教員と、

合わせて 2 割強が委員になっていることが分かる。これに対し、素人（レイマ

ン）とされる委員は、保護者が 2 割前後、保護者を除く地域住民が 4 割超とな

っている。このように、「地域住民」とカテゴライズされる人々が学校運営協議

会の大部分を占めているのである。  

 なお、以上は校長が自校の学校運営協議会において、各選出区分が何人ずつ

いるかを回答した結果から算出した数値であるが、委員票においても自らの選

出区分に関する質問を設けてある。すなわち、委員には自ら選出区分を次の 5
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つから選ぶよう求めた。例示したのは、「副校長・教頭」、「教員」、「保護者」、

「地域住民」、「学識経験者」である。その結果は図表 2-10 に示した。  

 これを見ると、教員委員からの回収率が良くなかったことがわかる。これは、

サンプルの偏りを示していよう。しかしながら、保護者委員の位置について検

討する本論文の趣旨に即して、大きな問題は無いと考えられる。そのため以下

では、分析に応じて適宜回答者を絞りながら考察を進めていくことにする。  

 

図 表  2-10 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の選 出 区 分 ②  

 委員票における  

実数  ％

副校長・教頭  46 7.28

教員  25 3.96

保護者  131 22.31

地域住民  333 52.70

その他  学識経験者  60

 無回答  27

9.49
4.27

（無回答を除く）  

 

 次に、学校運営協議会長の選出区分についても確認しておく。校長票で学校

運営協議会長の選出区分についても、記述式で尋ねてある。その回答結果を分

類して示したのが図表 2-11 である。  

 

図 表  2-11 学 校 運 営 協 議 会 長 の選 出 区 分  

校長票における  

実数 ％  

保護者（PTA 会長の記述を含む）  6 5.8 

地域住民（町内会長・自治会長の記述を含む） 92 89.3 

学識経験者（有識者・大学教授の記述を含む） 5 4.9 

（無回答を除く）  

 

 ここから分かるのは、あくまで回収された学校においてではあれ、保護者や

学識経験者が学校運営協議会長を担うのはごく僅かである一方、地域住民が組

織の長を務めている学校の割合が 9 割に近いということである。  

 以上、選出区分の観点からは、委員全体においても、会長においても、「地域

住民」が数的に優勢であるということが結論づけられる。  
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2.4.2.社会属性の検討  

 

 次に、社会属性に関して考察を進める。その際、①年齢と②ジェンダーの他、

③学歴と④世帯年収を検討項目とする。  

 

①年齢 

 

 まず、学校運営協議会委員の年齢について確認する。学校運営協議会委員に

対し、その年齢を尋ねた。回答された具体的な年齢を、年代ごとに再コーディ

ングし、集計した結果を図表 2-12 に示してある。  

 ここからは、保護者と地域住民における年齢の差が大きいことが分かる。保

護者はほぼ 40 代に集中しており、 50 代が 1 割いる程度である。対して地域住

民は、 60 代が 41.0%、 70 代以上が 29.2%と、合わせて 7 割程度が 60 代以上に

属している。合計は、 40 代と 60 代という 2 つのピークを持つふたこぶ型とな

っているが、これは保護者・地域住民それぞれの年齢分布によるものと言えよ

う。  

 

図 表  2-12 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の年 齢  

 保護者  地域住民  合計  

 度数  ％ 度数 ％ 度数 ％  

30 代  14 10.5 6 1.9 20 4.5 

40 代  102 76.7 33 10.5 135 30.1 

50 代  15 11.3 55 17.5 70 15.6 

60 代  2 1.5 129 41.0 131 29.2 

70 代以上  0 0.0 92 29.2 92 20.5 

（無回答を除く）  

 

②ジェンダー 

 

 次に、学校運営協議会委員のジェンダーを分析する。  

 ジェンダーについては、校長票の中で、自校の学校運営協議会委員のジェン

ダー構成を尋ねた設問がある。また、委員票でも自らのジェンダーについて回

答を求めている。その結果を図表 2-13 に示した。  

 まず、より客観的な校長票の合計を見ると、委員の 6 割以上が男性であり、

女性が過少代表状況にあることが分かる。  

 ただ、委員票において、保護者・地域住民という選出区分とジェンダーをク



- 79 - 
 

ロスしてみると、選出区分ごとにその比率は異なる。すなわち、保護者におい

ては、女性の方がやや多く、地域住民においては、男性の優勢の度合いが高ま

る。英国の学校理事会の研究において、「保護者理事は女性の役目、地域の理事

は男性の役目｣（Golby & Lane, 1989：5）という表現があるが、女性委員と保護

者、男性委員と地域住民というように、ジェンダーと選出区分が重なっている

点では、日本でも同様の傾向が看取されるのである。  

 

図 表  2-13 学 校 運 営 協 議 会 委 員 のジェンダー  

 （委員票における）  （校長票における）

保護者  地域住民  合計  

 度数  ％ 度数 ％ 度数 ％  

女性  71 53.8 88 28.0 689 35.3 

男性  61 46.2 226 72.0 1265 64.7 

（無回答を除く）  

 

 また学校運営協議会長についても、校長票においてジェンダー構成を尋ねて

ある。その結果、更に不均衡傾向は強まる。すなわち、 88.9％と 9 割近くが男

性ということになっている（図表 2-14）。  

 

図 表  2-14 学 校 運 営 協 議 会 長 のジェンダー  

校長票における

実数 ％

女性  12 11.1

男性  96 88.9

（無回答を除く）  

 

③学歴 

 

 次に、委員の学歴 33について見るため、委員票で、自身が 後に通った学校

                                                        
33 学歴については「 後に通った学校」と教示し、選択式で回答を求めた。な

お、旧制学校は、 1946 年に国民学校卒（当時学齢 14 歳）の人までに適用さ

れるので、 2009 年度において 76 歳以上の人は旧制扱いとなるが、今回の回

答者のうち 70-80 歳代は少ないため無理な比較ではないと考えられる。また、

仮に回答者の一部が旧制での学歴を記載したとしても、サンプルの学歴が過

少に見積もられるだけで、それでもなお学校運営協議会委員の学歴が高いこ
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段階を問うた結果を示す。その際、管理職を含む教員や学識経験者は、学歴が

四年制大学以上に集中するため分析から省き、「素人委員」として保護者・地域

住民の回答を示すことにする（無回答を除く）。  

 その結果を示した図表 2-15 を見ると、学歴が四年制大学以上である委員の割

合は、30%代後半となっている。逆に、中学校卒は 2.3%とごくわずかで、高等

学校卒においても 4 割程度である。  

 この数値を日本社会全体と比較して理解するため、同時期のより大規模な社

会調査の結果を参照したい。たとえば、 2009 年の日本版総合社会調査（ JGSS）

の結果によると、前期中等は 14.0%、後期中等は 47.8%、短期高等は 14.2%、四

年制大学以上 24.0%となっている（大阪商業大学比較地域研究所・東京大学社

会科学研究所 ,  2008）。学校運営協議会に選任されている素人委員の相対的高学

歴が明らかになるだろう。  

 

図 表  2-15 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の学 歴  

 保護者  地域住民  合計  

 度数 ％ 度数 ％ 度数  ％  

中学校  1 0.8 9 2.9 10 2.3 

高等学校  37 28.9 136 44.2 173 40.1 

専修学校・各種学校  6 4.7 13 4.2 14 3.3 

高等専門学校・短期大学  31 24.2 43 14.0 74 17.2 

四年制大学  48 37.5 101 32.8 149 34.6 

大学院  5 3.9 6 2.0 11 2.6 

（無回答除く）  

 

 これらの結果を保護者・地域住民という選出区分で比べてみると、保護者の

方がいっそう高学歴層に偏っていることが分かる。たとえば高等学校卒は保護

者においては 28.9%、地域住民においては 44.2%である。これに対して四年制

大学卒は、保護者においては 37.5%、地域住民においては 32.8%となっている。  

 このような保護者と地域住民の 終学歴の差は、年齢階級別の 終学歴の差

と対応していると考えられる。ほぼ同年代の全国的傾向（平成 22 年国勢調査）

によると、保護者の大部分を占める 40 代では大卒以上が 21.9%だったのに対し、

地域住民の大部分を占める 60 代では 12.0%、 70 代以上だと 6.0%にとどまって

いる 34。  

                                                                                                                                                                       

とは、高学歴層が集まっているという結果を覆すものではない。  
34 平成 22 年国勢調査産業等基本集計（総務省統計局）をもとに筆者算出。 htt



- 81 - 
 

 

④世帯年収 

 

 後に、世帯年収について見てみるために、委員票の中で、自らの世帯年収

について回答を求めた結果を示してみよう。  

 その結果を示した図表 2-16 を見ると、 頻は 200 万円以上 400 万円未満で

25%強、次いで 400 万円以上 600 万円未満となっている。  

 学歴と同様に同時期の全国平均を比較するため、平成 20 年国民生活基礎調査

（厚生労働省）の結果を参照する。それによると、「 200 万円未満」が 15.9%、

「 200 万円以上 400 万円未満」が 25.6%、「 400 万円以上 600 万円未満」が 19.2%、

「 600 万円以上 800 万円未満」が 14.0%、「 800 万円以上 1,000 万円未満」が 10.6%、

「 1,000 万円以上 1,500 万円未満」が 10.7%、「 1,500 万円以上 2,000 万円未満」

が 2.4%、「 2,000 万円以上」が 1.6%であった。なお、以上は学校運営協議会委

員のほとんどが 40 代～ 70 代であることに鑑み、比較対象の全国平均も世帯主

の年齢が 40 代～ 70 代の世帯に限った数値である 35。ここから見ても、学校運営

協議会委員の階層的特徴として、高所得者層が多いということが分かる。  

 

図 表  2-16 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の世 帯 年 収  

 保護者  地域住民  合計  

 度数 ％ 度数 ％ 度数  ％

200 万円未満  1 0.9 6 2.1 7 1.8

200 万円以上 400 万円未満  12 10.5 88 31.1 100 25.2

400 万円以上 600 万円未満  32 28.1 61 21.6 93 23.4

600 万円以上 800 万円未満  31 27.2 49 17.3 80 20.2

800 万円以上 1,000 万円未満  13 11.4 31 11.0 44 11.1

1,000 万円以上 1,500 万円未満 14 12.3 25 8.8 39 9.8

1,500 万円以上 2,000 万円未満 5 4.4 12 4.2 17 4.3

2,000 万円以上  6 5.3 11 3.9 17 4.3

（無回答除く）  

 

                                                                                                                                                                       

p://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001039448 （ 2013 年 9 月 29

日訪問）  
35 平成 20 年国民生活基礎調査（厚生労働省）をもとに筆者算出。  http://www.

e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_csvDownload_&fileId=000003236449&r

eleaseCount=1 （ 2011 年 1 月 14 日訪問）  
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 世帯年収を保護者・地域住民の間で比較すると、学歴同様こちらも保護者の

方が高いことがわかる。保護者の 頻は 400 万円以上 600 万円未満、次いで 600

万円以上 800 万円未満となっているのに対し、地域住民の 頻は 200 万円以上

400 万円未満、次いで 400 万円以上 600 万円未満となっている。  

 これも、年齢によるものと考えられる。すなわち、比較的高齢の地域住民委

員の場合は、退職しており、年収が低めに出ているのに対し、保護者委員は現

在 40 代～ 50 代が中心で、働き盛りの年代となっている（自らが就労していな

い女性保護者においても配偶者が同年代である可能性が高い）。そのため、世帯

年収単位で、選出区分の間の差が生じたと考えられよう。  

 

 

2.5.学校運営協議会内部の社会関係：属性と活動傾向の差  

 

 以下では、学校運営協議会委員の間における社会属性の差異が、委員の活動

傾向とどのように関連しているかを検討していく。  

 

 

2.5.1.選出区分の差  

 

 その第 1 に取り上げるのは、選出区分の差である。「校長」・「副校長」・「教頭」・

「教員」・「保護者」・「学識経験者」・「地域住民」という 7 種類の選出区分ごと

に、協議事項ごとの意見反映度と議事における態度を比較したのが図表 2-17 と

図表 2-18 である。  

 協議事項ごとの意見反映度（図表 2-17）を見てみると、校長が全体的に突出

していることが見て取れる。そのほとんどの項目において論理的中間値 2.5 を

超えているばかりでなく、 3 を超える項目も多い。また、すべての項目におい

て、他のどの選出区分よりも得点が高くなっていることがわかる。また、N は

大きくないが、副校長・教頭や教員も一定の高さを示している。学識経験者は、

おおよそ副校長・教頭と教員の間の数値となっている。  

 これに対して、素人委員である保護者・地域住民は、概して低調で、論理的

中間値を超えているものは「学校行事」・「学校評価」・「地域人材の活用」・「家

庭教育に関する保護者の意識啓発」であった。すなわち、大部分は学校を支援

したり、学校への支援体制を強化するための外部への働きかけの部分である。  

 そして、保護者・地域住民という 2 者の間にも差異がある。すなわち、一部

の項目を除いては、保護者の方が意見反映度が低い。  

 また、議事での態度をまとめた図表 2-18 を見てみると、前段落までに述べた
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ことと相同的ながら、若干異なる様が見える。消極性に関わる諸項目について

は、やはり も校長の得点が低い。しかし、これに次ぐのは学識経験者である。

副校長・教頭や教員の遠慮や迷い、不自由感が見て取れる。また、同様に保護

者も消極性に関わる諸項目の得点が高く、全ての選出区分の中でも突出してい

る。これに対し、地域住民は校長や学識経験者並に消極性が低く、あまり遠慮

や迷いや不自由感を認識していない。  

 積極性に関わる諸項目については、校長の値が高い。特に議題の設定は、校

長の値が 3.53 に達しており、また副校長・教頭は 2.50、教員においても 2.30

と学校側が高く出ている。しかし、「他人の意見と対立することがある」という

項目においては地域住民が も高く、学校側の諸選出区分においては、逆に低

い。本論文の焦点である保護者委員は、いずれの項目においても全委員平均を

下回り、概して低調である。  
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図 表  2-17 協 議 事 項 ごとの意 見 反 映 度 （選 出 区 分 ごと）  

「意見を反映している」に対して  あてはまる (4)-やや (3)-あまり (2)-全くあてはまらない (1) の平均得点（N）

 
全委員  校長  

副校長･  

教頭  
教員  保護者  学識経験者 地域住民  

学校運営方針  2.62（ 683） 3.79(101) 2.95(43) 2.57(21) 2.08(121) 2.73(55) 2.42(304) 

学校行事  2.11（ 692） 3.53(100) 2.93(43) 2.95(22) 2.62(127) 2.61(57) 2.61(310) 

学校評価  2.87（ 688） 3.57(101) 3.20(44) 2.59(22) 2.58(126) 3.02(56) 2.71(306) 

地域人材の活用  2.83（ 682） 3.58(101) 2.95(41) 2.48(23) 2.42(127) 3.04(57) 2.77(302) 

家庭教育に関する保護者の意識啓発  2.68（ 679） 3.22(101) 2.91(43) 2.57(23) 2.54(127) 2.79(57) 2.51(297) 

地域・保護者の巻き込み方  2.85（ 687） 3.31(100) 2.93(42) 2.50(22) 2.70(130) 2.96(56) 2.77(305) 

授業改善  2.27（ 668） 2.94(100) 2.60(43) 2.57(21) 1.97(126) 2.47(57) 2.08(289) 

教育課程  2.11（ 672） 3.21(101) 2.66(41) 2.64(22) 1.75(129) 2.05(56) 1.83(293) 

いじめ・暴力等への対応  2.45（ 671） 2.93(100) 2.62(42) 2.33(21) 2.15(127) 2.39(54) 2.14(294) 

学校への苦情・注文への対応  2.42（ 663） 2.85(100) 2.55(40) 2.14(22) 2.08(126) 2.39(54) 2.44(291) 

学校予算  1.94（ 673） 2.80(101) 2.12(42) 1.67(21) 2.08(128) 1.78(55) 1.85(296) 

教員の資質改善  2.37（ 672） 2.96(99) 2.74(42) 2.43(21) 2.10(126) 2.46(56) 2.24(297) 

校内人事  1.68（ 668） 2.27(99) 1.90(42) 1.86(21) 1.48(128) 1.54(56) 1.56(291) 

教員評価  1.83（ 668） 2.28(98) 2.18(40) 1.81(21) 1.65(128) 1.58(56) 1.75(293) 

教員の任用  1.59（ 657） 2.02(98) 1.85(41) 1.43(21) 1.45(126) 1.42(53) 1.52(287) 
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図 表  2-18 学 校 運 営 協 議 会 委 員 の議 事 における態 度 （選 出 区 分 ごと）  

 あてはまる (4)-やや (3)-あまり (2)-全くあてはまらない (1) の平均得点（N）  

全委員  校長  
副校長･

教頭  
教員  保護者  

学識  

経験者  
地域住民  

消極性得点（以下 3 項目の平均）  1.67(672) 1.37(99) 1.72(45) 2.10(23) 1.86(130) 1.45(57) 1.67(310) 

 意見を言うのを遠慮してしまう  1.71(659) 1.43(98) 1.96(45) 2.09(23) 1.96(129) 1.59(56) 1.66(308) 

 何を発言して良いかわからないことがある  1.71(660) 1.35(99) 1.57(44) 1.91(22) 1.99(130) 1.52(54) 1.75(311) 

 自由に意見を言えないと感じることがある  1.52(663) 1.34(99) 1.62(45) 2.14(22) 1.65(130) 1.28(57) 1.52(310) 

積極性得点（以下 4 項目の平均）  2.26(672) 2.74(100) 2.23(45) 2.16(23) 1.99(131) 2.36(56) 2.21(317) 

 議題の設定に関わっている  2.23(651) 3.53(100) 2.50(44) 2.30(23) 1.66(128) 2.34(56) 1.98(300) 

 他人の意見と対立することがある  1.92(660) 1.87(100) 1.82(45) 1.70(23) 1.83(128) 1.96(56) 1.99(388) 

 保護者･地域住民から受けた相談を取り上げる  2.76(657) 2.72(100) 2.43(44) 2.45(22) 2.52(131) 2.54(54) 2.58(306) 

 自らの発言が周りの委員の判断に影響を与える 2.27(655) 2.85(99) 2.16(44) 2.05(22) 1.97(130) 2.63(54) 2.19(306) 

 学校の提案や施策に反対する※  1.60(492) - - - 1.57(130) 1.49(305) 1.63(305) 

※この項目については校長、副校長・教頭、教員の票を省いて計算してある  
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2.5.2.社会属性の差  

 

 続いて、社会属性要因が「議事における態度」に与える影響力を検討する。

第 1 章で述べたように、学校運営参加においては、「社会的な属性の違い（マイ

ノリティの親、下層の親は参加の度合いが低い）が大きく作用している」（広田 ,  

2004： 65）とされている。委員になるかならないかという段階において社会的

属性の偏りが観察されたのは先述の通りであるが（委員 -非委員間の社会属性的

偏差）、では、委員になってからは、社会属性の説明力はいかなるものであろう

か。  

 ここでは、委員票を用いることで、委員間の社会属性的偏差を検討する。学

校ガバナンス機関内部における社会的要因の影響力については、第 1 章で紹介

した英国のディームが論じるように、ジェンダー、学歴、所得などの諸変数が

議事での振る舞いを規定しているという。具体的に Deem et al.（ 1995）は議事

の中での発言回数（ contributions）を足し算して検討しているが、本論文では、

議事における「消極性得点」と「積極性得点」を、属性ごとに比較する。なお、

それぞれの協議項目への意見反映度の比較をしなかったのは、消極性・積極性

得点を検討することで代替できると考えたからである。図表は省略するが、「積

極性得点」と各協議項目への意見反映度とは正の相関を持ち、「消極性得点」と

各協議項目への意見反映度とは負の相関を持っている。そのため、「消極性得

点」・「積極性得点」の分析を行うことで代替し、煩雑さを避けたいと考えた。  

 社会階層としてここで取り扱うのは、①ジェンダー、②学歴、③所得という

変数である。  

 なお、年齢については、ここでは直接分析しない。それは、先の図表 2-12 に

も示した通り、地域住民と保護者の間に年齢帯の住み分けがあるためである。

従って、地域住民と保護者の間の差は、年齢の差であるとも言えることを付言

しておきたい。  

 

①ジェンダー 

 

 まずジェンダーについて示したのが図表 2-19 である。  

 これを見ると、積極性得点は男性の方が高く、女性の方が低い。対して消極

性得点は男性の方が低く、女性の方が高い。これらについて t 検定を行ったと

ころ、その差は有意なものであり、総じて女性委員の非活性状態が確認された。

すなわち、積極性得点は、女性が 1.99、男性が 2.24 と、男性のほうが高い。他
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方、消極性得点は、女性 1.80、男性 1.67 と、女性の方が高いという結果になっ

ている。  

 

図 表  2-19 議 事 における態 度 のジェンダー間 差  

 保護者・地域住民  

女性  男性  

積極性得点（N）（ p<.000） 1.99(161) 2.24(278) 

消極性得点（N）（ p<.05） 1.80(161) 1.67(287) 

（無回答除く）  

 

②学歴 

 

 次に、学歴について示したのが図表 2-20 である。この分析では、管理職や教

員は、分布が上方に偏っている可能性がある。そのため以下では社会的要因の

影響力を特に取り出すため保護者・地域住民にケースを絞った分析をする。ま

た、便宜的に学歴を 3 値に分割した。  

 これを見る限り、学歴の上昇が直ちに積極性得点や消極性得点と結びついて

おらず、委員の学歴に応じた傾向性は特段見出せない 36。すなわち、学歴が上

昇することが、必ずしも積極性得点の上昇につながらないし、同様に消極性得

点の下降につながらない。一貫した傾向が見出せないのである。  

 

図 表  2-20 議 事 における態 度 の学 歴 間 差  

 保護者・地域住民（N）  

中学校・  
高等学校  

専修学校･各種  
学校･高等専門  
学校･短期大学  

四年制大学  
・大学院  

積極性得点  2.13(169) 2.10(88) 2.25(155) 

消極性得点  1.73(171) 1.79(89) 1.67(152) 

（無回答除く）  

 

③世帯年収 

 

 次に、所得について示したのが図表 2-21 である。この分析でも、地域住民及

び保護者にケースを絞り、また便宜的に世帯年収を 3 値に分割した。  

                                                        
36 一元配置の分散分析を行った結果でも、統計的な有意差は観察されていない。 
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 ここにおいても、世帯年収に応じて特段の傾向は見出せなかった 37。積極性

得点・消極性得点いずれも、一貫した増加／減少傾向はなく、統計的にも有意

な差ではなかった。  

 

図 表  2-21 議 事 における態 度 の世 帯 年 収 間 差  

 保護者・地域住民（N）  

600 万円未満  
600 万円以上  

1000 万円未満  
1000 万円以上  

積極性得点  2.22(187) 2.12(117) 2.18(71) 

消極性得点  1.73(192) 1.74(114) 1.64(69) 

（無回答除く）  

 

 すでに図表 2-17 と 2-18 に示したように、保護者委員の議事における意見反

映度や積極性得点が低く、また消極性得点が高い。地域住民と保護者を比べる

と保護者委員の方が概して世帯年収・学歴が高いにもかかわらず、そのような

傾向が現れることについては、学歴・所得は一貫した説明力を持たず、ジェン

ダーと選出区分が大きな影響を持っているからだと言えよう。この点に、日本

の学校ガバナンス機関内部の社会関係の特徴があると言えるのである。  

 なお、英国における先行研究では、社会階層が学校ガバナンス機関（学校理

事会）の中での積極性等に影響を与えているという結果があった。日本での結

果は、先行研究の知見と異なっているため興味深い。念のため、保護者のみ・

地域住民のみに絞り、学歴・世帯年収の差異を確認してみる。その結果を示し

たのが、図表 2-22 である。これを見ると、やはり、学歴・世帯年収いずれにお

いても、それが上昇することが積極性得点の向上につながらず、また消極性得

点の下降につながらない（ｎ．ｓ．）。このように、学歴・世帯年収は、議事に

おける活動特性に、一貫した説明力を持っていないことが日本の学校ガバナン

ス機関に見出される特徴と言えよう。  

 

 

 

 

 

  

                                                        
37 一元配置の分散分析を行った結果でも、統計的な有意差は観察されていない。 
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図 表  2-22 保 護 者 ・地 域 住 民 のみにおける議 事 における態 度 の学 歴 間 差 ・世 帯 年 収 間 差  

 

学歴間差  

保護者（N）  地域住民（N）  

中学校・  
高等学校  

専修学校･各

種学校･高等

専門学校･短

期大学  

四年制大

学・大学院

中学校・

高等学校

専修学校･各

種学校･高等

専門学校･短

期大学  

四年制大

学・大学院

積極性得点  1.98 2.09 1.98 2.22 2.25 2.23

消極性得点  2.09 1.89 1.82 1.61 1.69 1.64

 

世帯年収  

間差  

保護者（N）  地域住民（N）  

600 万円  
未満  

600 万円以上

1000 万円

未満  

1000 万円

以上  
600 万円  

未満  

600 万円以上

1000 万円  
未満  

1000 万円

以上  

積極性得点  2.05(41) 2.05(38) 2.00(25) 2.27(146) 2.15(79) 2.28(46)

消極性得点  1.91(41) 1.97(38) 1.72(25) 1.68(151) 1.63(76) 1.60(44)

（無回答除く）  

 

 以上を踏まえ、 後に、ジェンダーと選出区分の組み合わせによってどのよ

うな違いがあるのかを分析してみよう。  

 女性保護者・男性保護者・女性地域住民・男性地域住民に分けて、積極性得

点と消極性得点の比較をしたのが、図表 2-23 である。これを見ると、ジェンダ

ーと選出区分の複雑な組み合わせが分かる。  

 

図 表  2-23 議 事 における態 度 のジェンダー・選 出 区 分 間 差  

 保護者・地域住民（N）  

 女性  男性  女性  男性  
 保護者  保護者  地域住民  地域住民  

積極性得点   1.88(72) 2.13(59) 2.10(98) 2.27(219) 

消極性得点   1.92(72) 1.80(59) 1.75(100) 1.64(218) 

（無回答除く）  

 

 も活性が低いのは女性保護者で、積極性得点が 低、消極性得点が 高と

なっている。逆に も活性が高いのが男性地域住民で、積極性得点が 高、消

極性得点が 低となっている。選出区分とジェンダーのいずれにおいても劣位

な女性保護者において非活性状態が集約的に現れている。これに対して、選出

区分かジェンダーのどちらか一方が優位な男性保護者と女性地域住民は、中間

的である。結果として、積極性得点では女性保護者、女性地域住民、男性保護



- 90 - 
 

者、男性地域住民の順で高くなり、消極性得点では女性保護者、男性保護者、

女性地域住民、男性地域住民の順で低くなるのである。なお、女性保護者と男

性保護者の間の差は、消極性得点においては p<.000、積極性得点においては

p<.05 で有意となった（検定（Turkey 法）による）。  

 ここで、選出区分の差が年代と対応していたことを改めて想起したい。年齢

とジェンダーにより男性優位な権力と役割が不均衡に配分される社会秩序を家

父長制という概念で呼ぶならば（上野 ,  1990、瀬地山 ,  1996）、保護者／地域住

民という選出区分とジェンダーの組み合わせによる活動特性の差異を、家父長

制的な秩序の一端として解釈することもできよう（ただし、単なる年齢の差と

だけ言い切ることはできない。保護者だからこそ消極的にならざるを得ないよ

うな機制があることを、次章以降見ていきたい）。  

 いずれにせよ、以上のように、比較的年配で子育て世代ではない男性地域住

民の突出した活性と、女性・保護者という子育てに も関与するところの多い

だろう層における突出した非活性が存在するのである。  

 

 

2.6.おわりに  

 

 本章では、筆者らが実施した「全国質問紙調査」の結果をもとに、学校運営

協議会の基本的な情報をまとめたうえで、委員の属性、学校運営協議会の活動

特性、議事における態度の委員の属性による差異を検討し、それらを通して保

護者の位置を明らかにすることを、量的分析を通して試みてきた。  

 その結果、第 1 に明らかになったのは、学校運営協議会が、法に想定された

権限行使（教員の任用・学校運営方針に対する意見等）はあまり行っておらず、

むしろ学校支援活動、特に佐藤［編著］（ 2010：45）が「学校が保護者や地域な

どと外部連携を図り、その協力を得るなどの渉外を中心にした対外的な経営行

為」とする「対外経営」に集中しているという事実であり、学校支援型コミュ

ニティ・スクールという先行研究と同様の観察がなされた。  

 第 2 に、委員の属性に一定の偏りがあることも確認された。言い換えれば選

出区分は地域住民の優勢が、ジェンダーにおいては男性の優勢が見て取れた。

また社会階層としては高学歴層・高所得層が多く、保護者においてはとりわけ

その傾向が顕著であった。これは、実社会と比べて多様性が小さく、特定の社

会属性がより多く委員となっているという点で、委員の代表性の問題とされる

ものであり、選出区分の問題を除いては、英国の学校理事会研究の知見とも相

同性を持っている。  
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 第 3 に、委員の議事における積極性・消極性の差異を見てみると、保護者・

地域住民という素人委員は、学校側の委員、とりわけ校長や副校長・教頭と比

べて、積極性においては得点が低く、また消極性において得点が高い。すなわ

ち、素人委員の方が、学校側委員より活性が低いのである。専門職／素人とい

う断線は厳然として存在していることがわかった。この結果を先に記した第 1

の点と併せて見ると、学校運営協議会における専門職優位が示された言えよう。 

 しかし、より重要なのは、委員の間の社会属性要因による差異という第 4 の

点である。すなわち、社会属性が、議事における積極性・消極性と関連を持っ

ていたことである。具体的には、選出区分とジェンダーの組み合わせが一貫し

て説明力を持っており、女性・保護者において消極性の高さ、積極性の低さが

突出していることが明らかになった。他方、高学歴・高所得であることが、必

ずしも議事における積極性・消極性の差に一貫した説明力を有していなかった。

ここに日本における学校運営協議会の特質が見て取れる。  

 もちろん、消極性得点を見てみると論理的中間値を下回っており、抑圧的な

状況である等と述べるものではない。ただ、そうした数値の中にも存在する微

細な差異は、一定の傾向性を持っていた。すなわち、議事における態度に関し

て女性保護者と男性地域住民を両極とする差異が大規模な質問紙調査の中で現

れてきたと考えられる。  
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第3章 学校運営協議会における女性・保護者の位置と学校運

営協議会の組織特性  
 

 

 

3.1.はじめに  

 

 前章では、全国質問紙調査の結果を用いて、社会属性要因が議事での態度に

対して有する説明力を検討した。その結果、学歴や世帯年収等は必ずしも一貫

した影響を与えていないことが明らかとなった。むしろ重要なのは選出区分・

ジェンダーと、それらの組み合わせが議事での態度に説明力を持っているとい

うのが、全国的に見られる量的傾向性だった。  

 その中でも本論文の問題意識にとって特に重要なのは、「女性保護者」の非活

性状態である。  

 本章では、その傾向がどのように生じているかを、マルチ・サイト・ケース・

スタディによって質的に検討することにする。ここでは、ケース・スタディの

強みを生かし、学校における具体的な文脈に論及する。  

 量的研究では、少しの変数しか扱うことができない。たとえば相関分析は二

変数間の関係を扱うものである。また、多変量解析を用いたとしても、たとえ

ば重回帰分析の場合、ある特定の変数が一単位上昇すると被説明変数が何標準

偏差変化するかを示すが、これは、他の説明変数が一定であることを条件とし

た説明の係数である。すなわち、ある特定の一変数ごとの影響力を示すに過ぎ

ない。  

 しかし、学校で起こる事象は極めて複雑で、諸要因が同時的に併存している。

こうした複数要因の同時的影響を量的に把握する方法はないわけではく、一つ

には交互作用項を投入するなどが考えられるが、学校における文脈を表す全て

の変数を投入することは計量分析的に困難であり、現実を必ずしも的確に反映

するとは限らない。むしろ、ケースに即した文脈的知識を盛り込むことで、理

解や解釈の妥当性を高めることにつながるだろう。本章がケース・スタディの

方法を用いるのはそのためである。  

 本章では、まずジェンダーに着目し、女性委員と男性委員の意識や行動の特

性を描く。その中で、前章で対比的な結果が見られた女性保護者と男性地域住

民においてとりわけ観察される事項を付加的に論じることにする。  

 インタビューや観察などで明らかになった女性保護者の位置を示す挿話を分

析的に論じることで、場合によっては他の属性との比較の中で女性保護者の非
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活性状態の背景を探る。  

 なお、本章において、調査協力者のインタビューをしばしば引用する。協力

者については、その属性について次のような規則で表示してある。まず保護者

か地域住民かの別は P／C として示した。またジェンダーについては女性を f、

男性を m とした。インタビューの引用においては、これらの組み合わせで示し

た。たとえば女性保護者なら Pf、男性地域住民なら Cm といった具合である。 

 

 

3.2.事例の概要  

 

 まず、各事例の学校運営協議会の状況について簡潔に紹介する。  

 西は、1999 年に着任した当時の校長の発案で、学校と地域との連携を開始し

た先進的な学校である。もともと、PTA や、PTA の OG を中心に構成されてい

る地域の諸団体が青少年健全育成や交通安全のために活動してきた。校長が発

意したのは、それらに加えて、保護者や地域住民による授業支援・放課後の居

場所づくりを進める構想である。比較的保護者の階層構成が高いこともあって、

校長の呼びかけに応え、ボランティアは増え、その人数は年間 2,000 名を超え

るまでに至った。人数が増えた分、学校との日程調整も重要となるが、それを

担う NPO 法人を発足させ、ボランティア登録を呼びかけ、 2010 年には 150 人

程度が登録している。その他にも、校長と PTA 会長との発意による「夏祭り」

が 2003 年に創設され、商工会や町内会との連携によって大々的に開催されてい

る。こうした地域連携の延長において学校運営協議会を設置したのは 2006 年の

ことであった。  

 事例北は、中学校区におかれた学校運営協議会である。A 自治体の方針によ

り、中学校区に 1 つの学校運営協議会を置き、小中連携での教育を行っている。

そのため、事例西を含む学校群（ 4 校）で教員の兼務発令を行い、合同授業な

どを行っている。また、各学校でそれぞれ行われてきた交通安全教室、餅つき、

あいさつ運動などは、今も個々の学校で行われているが、中学校区全体の取り

組みとして集約していこうという動きもある。 4 校独自に培ってきた地域との

関係は、事例北の強みである一方、個々の学校に対する支援を積極的に行って

きた人たちであるため、中学校区というより、それを構成するいずれかの小学

校により強い帰属意識を持っている委員もいる（M さん、Y さん、N さん）。小

学校と中学校との文化の差による温度差も含めて、こうした複数校連携に苦心

があると北の学校運営協議会長は語っていた。学校運営協議会のうち、保護者

4 人、教職員 8 人、地域住民 14 人である。男女はともに 13 人ずつである（ 2009
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年度）。  

 事例南の学校運営協議会も、中学校区に設置されたものである。この校区に

は、比較的自然が豊かに残り、地域自治の伝統もある地域である。主要な取り

組みは土曜講座で、地域住民が講師となり、保護者や子ども、教員を対象とし

た様々な講座を行っている。また、人通りの少ない農業地域に通学路があるこ

とから、見回りも行われている。学校運営協議会委員の構成は、教職員 9 人、

保護者 3 人、地域住民 15 人で、男女比は 14： 13 である（ 2009 年度）。  

 以上、A 自治体における 3 事例の概要から分かるように、それぞれの学校運

営協議会は、学校に対する支援の具体的な活動を行う実働部隊的な要素を強く

持っていることが分かる。実際、A 自治体の中で も先進的に学校運営への地

域参加を進めている学校の一つである事例西においてさえも、実質的な議論と

それを踏まえた決定がなされているとは言いがたいようである。  

 その一例として次のようなことがあった。筆者は事例西にしばしば出入りし

ていたが、その取り次ぎを担ってくれたのが N さん（Pf）であった。あるとき、

筆者は、近く開催される学校運営協議会の傍聴の取り次ぎを求めた。その際、

彼女は次回の議事次第をメールで筆者に教示してくれたのだが、取り上げられ

る話題は次のように多岐にわたるものであった。というのも、年度当初の回で

あるため、当該年度の正副会長選出、教育目標・学校経営方針、教育課程の編

制、組織編成、予算編成・執行、施設・設備の管理・整備・前年度の経営計画

評価について議論するとされていたのである。しかし、会議は 2 時間あまりで

ある。そのため、N さんは、「当日あの場で資料が配られるのにこれだけの内容

を話し合うのは無理」ではないかとメールで述べ、そこでの議事・決定がラバ

ースタンプを押すだけのものではないかと懸念していたのである（ 2010 年 4 月

27 日のやりとり）。  

 とはいえ、校長による方針がその場で示され、権限を持って参加することの

重みは多くの委員に意識され、それだけに、手続きやメンバーの人選などにつ

いて様々な意見があった。  

 一方、事例東では、実質的な学校運営への参画を期した学校運営協議会の活

用がなされている。事例東については、第 4 章以降で詳述するが、学校経営の

「 高意思決定機関」として学校運営協議会を位置づけている点に特徴がある。

学校運営協議会の要求を委託された教員集団が、校長を「執行責任者」と戴き

ながら、委託に従って教育活動を実施するものとされており、その委員構成は、

保護者 3 人、地域住民 3 人、管理職・教員 4 人（さらに行政から担当者が 1 人

加わる）としている。しかしながら、ジェンダーバランスで言うと、例えば 2008

年度には女性が 1 人となっている。  
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 このように、学校経営参加を重視した事例東ではあるが、学校への支援も様々

に行われている。自治体の呼びかけに応じて 2000 年度から「学校支援委員会」

が組織され、その組織の長が学校運営協議会に充て職的に入っている。土曜授

業、夏祭り、河川清掃、あいさつ運動があり、PTA にも積極的な協力が求めら

れている。  

 

 

3.3.女性委員にとっての活動の制約  

 

 前章では、ジェンダーと選出区分という 2 要因の組み合わせが問題となって

いたが、事例における質的調査の中で顕著に見られたのはジェンダーについて

の顕著な差異であった。  

 その一つに男女の委員の選ばれ方の差がある。学校運営協議会委員の選出に

ついて、全事例において教育委員会の学校運営協議会規則では、「当該指定学校

の校長が教育委員会に推薦できる」とあり、基本的に学校長の判断によるもの

とされていた。こうした中で、女性委員は、概して学校を取り巻く学校関係組

織からの充て職として選出されていた。学校関係組織の も代表的なものは

PTA である。PTA で経験を積み、その後子どもの卒業に伴って「地域住民」と

なりながらも、青少年健全育成組織や交通安全対策組織等の学校関係組織に属

したり、民生・児童委員などの行政委嘱委員になっている人たちも委員に任命

されやすい。  

 女性がこれまで運営の多くを担ってきたこれら地域の諸組織の特徴について、

ある委員は「PTA の OG 会」のようだ（事例北；Y さん；Cf）と説明している。

この意味するところは、第 1 に、青少年健全育成組織や交通安全対策組織等と

いった組織も、学校教育の補完的・支援的活動を行うために昼間に活動し、そ

れゆえ女性が実働の中心になっているという点で PTA と相同的である。そして

第 2 に、PTA を母体として運営役員が輩出されているということがある。すな

わち PTA 役員等として頭角を現した女性保護者が子どもの卒業後に加入した

り、PTA の委員として現役時代から当該組織に関わりを持つという経緯の中で、

人が集まっている。  

 こうした PTA や「PTA の OG 会」のような組織は、古くから存在している。

長い人では「何十年も」（Y さん）活動しており、PTA 経験を共通基盤とした文

化も共有している。しかも、組織間で、それぞれが持つ行事の趣旨や活動時期

が住み分けをされており、伝統的な均衡をなしているというのも特徴である。  

 一方、男性の委員は、主に次の 2 つの選ばれ方がある。一つは、「地の人」（西；
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N さん；Pf）と呼ばれる町会長や自営業者・地主層である。彼らはこの地域で

の自治活動を広く行ってきた経緯を持ち、必ずしも教育に関心を持っていると

は限らないため、具体的な労務を担うことは少ないが、種々の委員に名を連ね、

隠然とした影響力を有している。もう一つは、商工会・地域の NPO・会社の役

員など、教育に限らない組織での活動を既に行ってきており、その活動実績ゆ

えに新規組織に特命的に加入している人である。こちらのタイプは、当該学校

との地縁的つながりが薄い場合もあるが、教育に関わる見識や行動力、市民ボ

ランティアの組織運営などの経験により関わっている。  

 この後者について、M さんは、次のように述べている。  

 

〔委員として〕38引っ張って来られてきた人は、子どもが小学校にいない人

がかなりいますよね。だからそれもやっぱり何て言うんだろう。私から見る

と、PTA として、そういう立場の体験なくして、いきなり「子どもの ため

に何か〔してくれ〕」って〔言われて入ってきている人たちです〕。それは行

政が音頭を取って、それに乗っかって入ってきた人がいっぱいいて…特技が

あるからやってるんでしょうけど。 

（事例北；M さん；Cf）  

 

この発言は、近年学校に関わり出した男性委員は、何らかの「特技」ゆえ、特

命的に学校運営協議会等に加入しているという見立てを示している。彼らは、

学校運営協議会に伴う学校改革を耳にして集まってきたり、校長などに請われ

て参加している。充て職ではなく、より任意性が高い参加なのである。  

 学校に関わりの薄かった人々が学校運営協議会に伴う改革によって俄に存在

感を増してきた事態について快く思わない向きもある。たとえば、数十年にわ

たり学校への支援を行ってきた団体の長である M さんは、これまで自らが行っ

てきた学校への貢献を顧みつつ、次のように述べている。  

 

学校があり、市から委嘱された青少年健全育成協議会とか、交通安全 協 議

会とかは、「三位一体」と言っていたんです。それなのにそういう組織があ

ることを全く知らない人が来て、学校運営協議会とかコミュニティ・ ス ク

ールとか、そういうのがポンと来るので、三位一体というのはあっと い う

間に崩れましたよね。その方たちは知らないわけですから。学校の応 援 団

として地域で地道な活動をやってきた組織があり、もちろん PTA もあって、

                                                        
38 〔〕内は、筆者による補足を示す。以後の引用においても同様とする。  
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そういうところの地道さみたいなところを知らない様な人たちがって い う

ことですよね。 

（事例北；M さん；Cf）  

 

このように、様々な経歴を持つ委員を新たに加える背景には、コミュニティ・

スクールになって「変化した」ことをアピールする意味があるという。「みんな

で協力してこの事業を成し遂げたよ。〔まさに〕コミュニティ・スクールとして

〔の成果です〕」（事例北；M さん；Cf）と言わんばかりに、多くの団体を連ね、

その多さによって組織構成の充実性を主張する場合が多いということである。

以上のような男女の委員の対照的な経歴を確認しておきたい。  

 

 

時 間 的 制 約  

 

 さて、女性委員が学校関連組織から充て職的に選出されることの意味はどこ

にあるだろうか。  

 その一つの現れは、時間的制約である。たとえば、学校運営協議会は、男性

委員を新規に加入させた結果、日中に仕事をしている男性委員の参加を可能と

するべく、概して夕方か夜に行われている。第 2 章で示したとおり、学校運営

協議会の開催時間帯については、 頻が 19 時台で 35.8%、次いで 18 時台 22.0%、

15 時台 11.9%となっている。また、会議時間は、再頻が 2 時間で 66.7%、次い

で 1 時間が 15.7%、1.5 時間が 8.3%となっている。この 4 つの事例においても、

会議は 18： 30 ないし 19： 00 に始まり 1 時間～ 1 時間半ほど続くことが大半で

あった。  

 こうした時間の設定と長さは、女性委員にとっていくつかの意味で負担とな

っている。まず、家事実施を担っている多くの女性が家で料理や子どもの世話

をする時間と重なっているという（事例南；H さん；Pf／事例西；N さん；Pf）。

また、昼間行われる PTA 等の労務に加えて、夜に外出するという点も負担とさ

れている。こうしたことは、子育てを行っている女性保護者にとっては特に障

壁となる。  

 次の引用は、これらの点を集約的に示している。  

 

女なんですよ、大変なの。その女性を、いかに使えるかで、学校の運 営 っ

ていうかが違ってくると思いますよ。〔…中略…〕うちの夫は、個人タクシ

ーやってるんだけど、家で夕食を食べる人。でも、その時間に、私は 学 校
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の用事で家に帰れないことがある。だから、夫のために夕食の準備を 完 璧

にこなしていって、それに気を遣いながら、学校のことをやってる自分が、

ときどき“女って何なんだろう”って思うときがあって。でもそうで あ っ

てもそれ〔＝学校支援活動の下働き〕をしなきゃいけないのが女性な ん で

すよね、学校のことで。 

（事例東；T さん；Pf） 

 

 この発言が示しているのは、昼間学校での業務をこなせるのは概して女性で

あり、しかも家事も負担しなければならないという二重負担問題である。二重

というのは、「昼間＋夜」という意味と、「夜の家事＋夜の学校運営協議会」と

いう意味を含んだ表現である。  

 他方、女性男性問わず、女性が夜に会議等で外出することに対する否定的な

見解もある。事例西のある委員は、「子どもがいるからと言って女性を夜引き止

めておく」規範は段々と和らいで来ているとはいえ、夜の会議に出るとき「『迷

惑かけてごめんね』って〔夫に〕謝って出て行く人が多いんじゃないかな。」と

いう（事例西；E さん；Cf）。この規範は、女性にも内面化されており、子ども

がいるからには夜間に外出したくないという意見もある。こうした女性間の差

異もあり意見は一本化しがたく、PTA の在り方等についての抜本的見直しはな

されぬまま、学校運営協議会を夕～夜の時間帯に付加するという形式に落ち着

いている。  

 

 

飲み会文化 

 

 時間帯に付随して女性委員を周縁化するのは、「飲み会文化」の存在である。

夜の会議が行われると、その後に飲み会が行われることは非常に多い。おやじ

の会を研究した京須らの研究でも、「父親たちは、イベントの打ち合わせ時やイ

ベントの開催後に必ずお酒を飲む。お酒は父親たちにとってコミュニケーショ

ンの手段となっている」（京須・橋本 ,  2006： 163）とされているが、それと相

同的である。  

 しかし、酒を伴う夜の懇親会が必ず行われれば、家事・育児・介護等がある

（時間的都合）、何らかの都合でお酒を飲めない（嗜好や身体的都合）、会費に

金銭的負担を感じる（経済的都合）などの要因により、毎回酒席に参加できる

人と、足が遠のく人が出てくるものである。そうした中で排除されがちなのが

女性である。  
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 次の発言は、女性地域住民が、自らが PTA 役員を引き受ける際、地域で盛ん

に行われる飲み会に出なくてはいけないことに対する不安感があったことを回

想するものである。  

 

〔PTA 役員を引き受けた時〕私は対地域が不安だったんです。うちの地域

は、とっても飲みの大好きな地域で、飲み会が多いんです。私はお酒がぜん

ぜんダメで、飲めないしなぁって思って、心配だったんです。でも、ぜんぜ

んそんなことはなかった。飲みの輪に入れてくれて、昔話をしてくれたりし

て、暖かい地域なんだなって思ったりしました。 

（事例南；R さん；Cf）  

 

ここから分かるように、結果的に「心配」は「ぜんぜんそんなことはなかった」

ということだが、それは彼女が「飲みの輪に」入り、地域もそれを受け入れた

からである。しかし、誰もが必ずしも毎回参加できるわけではない。  

 にもかかわらず、飲み会では、学校運営を巡る諸事が話題に上り、しばしば

極めて真剣な議論が交わされていた。それは校長や副校長などの管理職が参加

する場合特に顕著である。その飲み会において、意思決定に準ずる判断、ある

いはアジェンダセッティングが行われることがある。たとえば事例西の E さん

は、学校で行われる地域夏祭りの方向性が飲み会の席で決まっていたことを例

示し、  

 

〔正式の〕会議で決まったことがその後の飲み会で変わっちゃう〔…中略…〕

一般的に女性は、そういう場にいない分、すごく割を食う。飲み会で大切な

ことが伝達されて、決まる。だから『何で知らなかったの？』ってことにな

る。」  

（事例西；E さん；Cf）  

 

と述べている 39。  

 

 

                                                        
39 議題設定について、事例西・南・北では学校運営協議会規則に特段の定めは

なく、事例 A については「協議会は、会長が開催日の 7 日前までに、議案を

示して招集する」と会長が提示することが示され、正規の場以外での人間関

係の影響を受ける余地が残る規定となっている。  
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3.4 二重負担が生み出す消極性  

 

 このような二重負担状況は、女性委員の発想にある傾向を生み出している。

それは、新しい事業に対する消極性である。  

 繰り返しになるが、PTA など既存組織を背景に持つ女性委員の立場から見る

と、新規の行事が学校運営協議会によって増えたとしても、平常の学校への手

伝いが消えることはない。特に PTA は、単位 PTA の平常業務だけでなく、自

治体の中で組織されている PTA の連合体や、行政が開催するイベントへの「動

員」要求を受けることもあり、役員たちはより多忙となる。PTA などの組織は、

どこもえてして役員の確保に困難を抱えているが、仕事の増加は一層「役員の

なり手を遠ざける」（事例西；R さん；Pf）効果を持つのである。下記は、学校

運営協議会によって進められている学校支援組織の役員を PTA 会長が兼ねて

しまうと、「負担の先入観が大きくなってしま」うため、今後の PTA 役員を減

らしかねないとした発言である。  

 

で、PTA にとっても、会長になったらただでさえあれもこれもあって忙し

いのに、 学 校支援の 役 まで付い て くると思 わ れると、 後 になる人 が 更に負

担の先入観が大きくなってしまいます。 

（事例西；R さん；Pf）  

 

 学校支援ボランティアは、学校運営協議会が進める改革の中でも重要視され

る新規事業であるが、上の引用に示した背景から、事例西の R さんはあえてそ

ちらの運営からは身を引いているのだという 40。  

 次の発言も、二重負担問題により PTA の運営に支障が及びつつあることを示

している。  

 

もれなく付いてくるみたいな流れをなくさないとなり手がないという の が

現実です。〔…中略…〕学校運営協議会とか、なんとか委員会とか、準備会

とか、圧倒的に増えているんですよね。で、必然的に、地域の方が多 い の

                                                        
40 ただし、PTA の女性の発想が守旧的と述べたいわけではない。インフォーマ

ルな会話では、彼女ら自身も現状の PTA の在り方については批判的な発想を

しばしば語っていた。既存の PTA 活動が女性中心でなされてきたことそれ自

体を問い直すことが無いまま、既存組織を媒介として社会のジェンダーが流

入していることを指摘したい。  
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でどうしても夜の会議になるんです。そうすると、小さいお子さんが い た

りすると、夜の会議があるというそれだけで、「〔PTA〕会長〔になるの〕

は無理です」とか、「役員〔になるの〕は無理です」という形になってしま

う。そういう意味では、夜の会議が増えるということはデメリットと い う

かね。 

（事例南；R さん；Cf）  

 

 ここでも、叢生している種々の事業や会議が PTA 役員とセットで「もれなく

ついてくる」ことが大きな負担であることが語られている。しかも、そうした

会議もまた夜に行われるため、負担感は増し、「役員は無理です」という反応を

生んでいるのである。  

 

 PTA をはじめ、女性によって担われる学校関連組織がこれまで行ってきた事

業に配慮するがゆえ、女性委員が新規事業に躊躇するという場面も見られた。

先述したとおり、長らく学校に関連する支援活動を行ってきた既存組織の間で

は、その役割や事業の開催予定が相互に住み分けをし、一定の均衡が形成され

ていた。たとえば、事例南では、地域運営学校であるためか「地域に力がある」

（事例南； I さん；Cf）とされ、通学区域の中に複数ある自治会が、それぞれ

盆踊りを企画しているため、「夏休みは毎週盆踊りがある」（同）というくらい、

地域行事も豊富であった。しかし、このことは、言い換えれば類似の行事が主

体と時期を住み分ける形で並存しているということであり、新たな事業を追加

することが諸事業の均衡を破りかねないことをも意味していた。 I さんは、女

性委員として既存事業の均衡を熟知しており、学校運営協議会企画で「新しい

ことは基本的に入れない」ようにするべきだと述べていた。このように、既存

組織の活動を経験した女性委員が「消極的」になる様子が見て取れるのである。  

 これに対して事例西で起こったある「問題」は、男性委員と女性委員との間

にある発想の対照性を示している。事例西では、毎年 1 月、PTA･OG を中心と

した組織が餅つきを行っていたが、新規組織のある部会は、餅つきを含む盛大

な相撲大会を冬休み中に新たに企画した。このイベントは、参加を抽選制にす

るなど人数が少なく、にもかかわらず 10 数万という大きな予算を伴い、十分な

議論がないまま告知が先になされたものだった 41。そのため学校運営協議会の

                                                        
41 充分に議論して組織としての承認を得たわけではないにもかかわらず、学校

運営協議会名で児童生徒に告知文を発してしまっており、その点を含めて大

きな問題となった。  
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場で反発を招いたが、ある女性地域住民委員は予算規模や意思決定の進め方と

ともに、  

 

このタイミングでやられたら、その後にやる例年の餅つきが全然盛り上がら

ないんです。そういうことをお考えいただいているんでしょうか？ 

（女性委員の発言（発言者は特定できず）  

2009.12.15FLN42）  

 

として事業均衡の観点から批判を加えていた。この餅つき大会の企画を行った

のは、男性の元 PTA 会長らで構成される部会であり、彼らは問題を感じていな

かったようである。このように、女性委員は PTA を中心とした既存組織を背負

う立場という「組織の狭間での葛藤」から、学校運営協議会での主体的な活動

を躊躇したり、そこから距離を置いているものと解釈できる。  

 

 

3.5.新規性・拡張性を重視する学校運営協議会の組織特性  

 

 このように女性委員は、PTA 等の既存組織を担うという立場によってその発

想が方向付けられており、新たな学校支援事業が企画されることに対して違和

感を持つことがある。しかし、こうした違和感は、表出されたとしても、必ず

しも意思決定に十全に反映されるとは限らない。その例が先述の餅つき大会で

ある。これについては、会議の場において既存の組織行事との均衡や、企画の

意思決定の在り方の問題が盛んに提起されたが、すでに児童に告知をしたこと

をもって、「いったん子どもたちに与えてしまった夢を奪うことにもなってしま

いますので、今回だけはぜひ前向きにお願いできないでしょうか？」として「子

どもの夢」という反論しがたいロジックを用いながら、男性学校運営協議会長

が引き取った。結果的に、若干の修正の後に実施に至ったが、物議を醸した企

画であったにもかかわらず、当日の写真は学校で取りまとめている研究報告書

や年度末の報告にも掲載され、意義ある成果の一つとして位置づけられたので

ある。  

 こうしたことの背景としてあるのは、学校運営協議会は、学校改革への熱意

や、目に見える成果を行政から求められているということである。教育委員会

の肝煎りで学校運営協議会の実践研究が進められ、年度末に報告書が発行され

                                                        
42 フィールドノートの略。以下同じ。  
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る場合も多い（全事例）。それゆえ、形に残る成果を重視する文化が広がってい

る。これをより丁寧に言えば、次の 2 つのようになる。  

 1 つは、新たな事業の導入を重視する考え方であり、「新規性への志向」とで

も言いうるものである。「常に何か新しいことをやっていないと不安」（事例北；

M さん；Cf）との発言がなされるように、既存組織が行わなかったような新し

い取り組みを志向するものである。  

 もう 1 つは、そのイベントの参加人数や規模を拡大していくことを重んじる

考え方であり、「拡張性への志向」とでも言いうるものである。たとえば事例東

では、学校運営協議会地域委員は会議の場で夏祭りの参加人数の経年上昇を誇

らしげに語り、一層の増加を呼びかけていた（ 2009.7.16 FLN） 43。また、自治

体の教育ビジョンとして地域連携を掲げている A 自治体では、行政評価を行う

際、その成果指標として「学校支援ボランティアの参加者数」が取り上げられ、

「自治体経営白書」に掲載されている。各学校はボランティア数の集計を求め

られており、そのためその増減に注意が向いてしまうのであろう。  

 こうした新規性・拡張性への志向に親和的なメンタリティを持つのが男性・

地域住民委員である 44。たとえば、NPO 等での活動経験があったり、コミュニ

ティ・スクール構想に共感して近年学校への関わりを持ち始めた男性委員は、

学校運営協議会という進取的な取り組みに賛同し、それを盛り立てる新しい事

                                                        
43 その祭りは 1000 円または 2000 円のチケットを販売し、多額の売上金を上げ、

数年で数十万の積立てになった。当日手伝いをしながらインフォーマルイン

タビューを行った保護者からは、そのような積立てを行うのではなく、チケ

ット代を下げて、子どもでも購入できる額にする方が子どものためになると

いう意見も出ていた。  

なお、事例東では、コミュニティ・カレンダーという事業も行っている。地

域や学校の行事をカレンダーにまとめ、行事等を一元的に把握できるように

することが第一義的な趣旨であるが、地域の企業等から協賛金を集めるとと

もに、 1 部 200 円で頒布することで活動資金を集めるという意味も持ってい

た。このコミュニティ・カレンダーは、学校納入金に含められ、各家庭は必

ず 200 円で購入する形になっていたという。上記の保護者は、強制的な家庭

への負担についても批判をしていた。  
44 もちろん先述のように、男性委員のうち、「地の人」は、教育に関心がない

場合もある。その人達は、新規・拡張的事業と必ずしも関係を持たなくて済

む。その意味で、何らかの形で関わらざるをえない女性、とりわけ女性保護

者との差は大きい。  
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業の考案にも積極的となる。たとえばある地域住民は（事例北；R さん；Cm）、

インタビューで、「次々に新しいことを提案していきたい」と発言をしている。 

 学校運営協議会の「新しさ」を強調する心性は、学校運営協議会に、PTA な

どの既存組織以外からメンバーを入れようとする発想にもつながっている。今

までならば考えられないような人が入っているということで、新しさが感じら

れるからである。しかし、その結果として女性の位置がますます周縁化される

学校もある。事例北では、これまで学校に関わりの薄かったメンバー（すなわ

ち地域委員）を充当した結果、保護者が 30 人中「 4 人しかいない」状態になっ

た。以下の発言は、そうしたメンバー構成を批判的に述べているものである。  

 

今のコミュニティ・スクールで、PTA から出ているのは 4 人だけなんです。

そういう中で子どもたちのことを話し合うのはおかしいってずっと声 を 上

げているんです。声を上げているんですけど、上限も決まっているの で 、

これ以上は保護者を増やせないし、地域の方々を入れないと、地域も 交 え

た 子 ど も た ち を 育 て る 体 制 に な ら な い の で っ て 言 う ん で す 。 で も 地 域 の

方々は、子どもたちの活動はされていますけど、もう子育ても終わっ た 年

配の方々が入ってらして、そういう方々ばっかりが入って、PTA の役員が

ぽつんと入って。約 30 人いるうちの実際の保護者は 4 人しかいないんで

すよ。 

（事例北；M さん；Pf）  

 

これは、前章で示した女性保護者の非活性状態と密接に関わっていよう。現役

の保護者は過少となり、PTA は「ぽつん」という状態になっている。  

 

 

3.6.女性保護者の下働きの当然視と非難  

 

 さて、学校運営協議会では、既存組織を背負った女性委員の意見が必ずしも

十全に反映されないまま新規性・拡張性を帯びた事業実施に大筋の合意が取り

付けられるが、実働においては、次のように時に唐突に女性が動員されること

がある。  

 

実際、今、じゃあ、学校運営協議会にがっつり出て、働いてよ、パトロール

してよ、何々してよ、サポート隊入ってよって言われたら、できない。時間

的に余裕がない。なのに、地域パトロールをこの時間帯にやってください〔と
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勝手に決められて〕バーンとやられちゃう〔打ちだされてしまう〕。 

（事例南；H さん；Pf）  

 

 H さんは学校運営協議会委員ではないが、この発言からは、学校運営協議会

委員でないにもかかわらず唐突に労力提供が求められる様が見て取れる。この

背景の一つとしては、既存組織、特に PTA の女性が、学校支援を続けて来た経

緯から、物品調達の知識や関連する人的ネットワークを保有しているため、新

規組織が行う事業においても協力が求められることがあるだろう。  

 しかし、先の H さんの引用からも見て取れることだが、知識やネットワーク

を買われて女性保護者に依頼が来るというよりは、女性保護者ならば当然協力

するものだとして上から動員される、という方がニュアンスとして近い。そし

て、そのような下働きの当然視は、かなり広範に観察されていた。たとえば次

のやり取りを見てみよう。  

 

R：地域で の子どもの 居場所づく りを進めて いて、その 実行委員会 があって 、

全部で 10 人くらいいて。まあ、言ってみれば事務局みたいなものなんで

す。各クラスからお一人が委員さんとして出てもらって、全部で 12 人い

ます。その取りまとめや企画を実行委員会でやるわけです。その委員の経

験 を し た 人 が 残 っ て く れ る と い う よ う な 形 で 実 行 委 員 と し て や る ん で す

ね。3 年 4 年続けてやってもらうことになります。楽しいわというような

方ですよね。そこには私を入れて、地域がまだ 3 人ですね。これから卒

業して実行委員として残ってってくれれば、その全員が全員地域の方にな

ると思うんですけどね。 

筆者：ちなみに、その 3 人はどういう方なんですか？ 

R：皆さん そのまま〔 子どもが〕 卒業してと いう方です 。去年卒業 した方、 お

ととし卒業した方（笑）。いわゆる〔中略〕「地の人」ではありません。と

いうのは、新たにそこに入ってもらうというようなことにはならないので。 

（事例南；R さん；Cf）  

 

 この引用では、子どもの居場所づくりという事業が学校に降ろされてきた時、

「地域」の居場所づくりという表題とは裏腹に、その運営実務の大部分を保護

者が担ったことが語られている。そして当時から中心的に関わっている女性た

ちは、数年前子どもの卒業に伴って肩書きを「保護者」から「地域住民」へと

変えた。しかし、子どもが卒業しても子育ては継続している。その意味で実質

的に彼女らは「保護者」であり、保護者によって「地域」の居場所づくりが運
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営されているのである。  

 日常の実務がとりわけ保護者に担われるという事実を正統化するロジックと

して もよく聞かれたのは、「子どもがお世話になっているのだからできるかぎ

りお手伝いしなきゃ｣（事例南；R さん；Cf）という役割意識である。また、そ

れに加えてあったのは、保護者の年齢が若いため、「年配の方々にお手伝いをし

てくださいとは言えない」（事例北；M さん；Pf）という、年長者への遠慮であ

った 45。さらに、先に引用した R さんの発言には、「『地の人』ではありません。

というのは、新たにそこに入ってもらうというようなことにはならないので」

とあるがこれは「地の人」は自営業や農業を営んでいるので、昼間の仕事は無

理とのことであった。すなわち、昼間職業があることによって実働ができない

ことが男性ならば許容されるということでもある。  

 こう述べてくると保護者自身が自発的役割意識を持ち、配慮や責任感から自

ら負担を買って出ているという印象を受ける。それは全く間違っているわけで

はない。  

 しかし、保護者が労務提供を行うことを当然視する考え方は、保護者自身に

よって語られるだけでなく、地域住民や教員などによっても共有されている。

そして、その発想が時に保護者を周縁化する効果を持つことに注意が必要であ

ろう。  

 一例としては、事例東の夏祭りがある。学校運営協議会の改革と前後して地

域主体で導入されたこの夏祭りは、「地域の力」を証明するものとして、毎年大々

的になされている。しかし、そこには、PTA が下働き的に労力提供を行ってい

た。ある PTA 役員の語りによれば、「地域の力〔で成功したもの〕だって言っ

ても、保護者の力も半分くらいは入ってるはず」（事例東； I さん；Pf）という

ほど女性保護者の労力が提供されていた 46。その上で、保護者の支援に感謝さ

れることはなく、万一不首尾があれば非難されることに、次のような不満が語

られていた。  

 

買い物も 全 部保護者 に 割り振っ て やってる わ けです。 保 護者にし て みれば

地域住民 が 企画した ん だから地 域 の人が全 部 やってお い て、当日 お 手伝い

                                                        
45 全国調査の結果によれば、各選出区分の平均年齢は女性保護者 44.3 歳、女性

地域住民 58.1、男性保護者 45.2、男性地域住民 64.8 歳となっている。  
46 この時筆者は参与観察を行ったが、出店で売る焼きそば等の野菜を家庭科室

で調理するのは保護者中心であったし、企画委員会に PTA からの人出しもあ

った。  
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で参加す る っていう ん だったら 全 然構わな い ですよね 。 だけど、 保 護者に

当たり前のように「はいこれね！」って〔買い物リストの〕紙を渡されて、

私たちが 全 部調達し て きて、そ れ でやり方 が 悪ければ 後 で叩かれ ち ゃうん

ですよ。…それで「地域の力〔で成功したもの〕」だって言っても、結局は

保護者の力も半分くらい入ってるはずなんですから。 

（事例東； I さん；Pf）  

 

 ここからは、平素の学校支援を行うだけでなく、地域住民中心の活動に対し

ての手伝いも当然視されている保護者の位置が見えてこよう。これまで PTA の

位置について、学校の下働きを行う「学校の嫁」との比喩で論じられることが

あったが、さらに地域住民の下働きを行う「地域の嫁」（川端 ,  2008:218）にも

なりつつあるとも言えよう。  

 さらに女性保護者の支援が低調である場合には「自分の子どもが通っている

のに協力的でない」という保護者に対する非難にも転化する。事例西でも、地

域企画の夏祭りが大々的になされているが、この運営に保護者が少ないことが

次のように問題視されているという。  

 

ここ 2・3 年夏祭りの実行委員会で批判が出ているのは、これだけ子ども

たちのた め にやって き たのに、 数 としては 町 会や商工 会 よりも一 番 大きい

はずの PTA の親が一番手伝いに出てこない、という批判は出てきてる。 

（事例西；N さん；Pf）  

 

ここで「これだけ子どもたちのためにやってき」たというのは、夏祭りを主催

する男性地域住民主体の実行委員会の男性自らが述べていることである。自分

たちがやっているのだから協力するべきという論理が透けて見えてくるのであ

る。  

 

 

3.7.既存事業の価値剥奪  

 

 これまで学校に関わりのなかった男性がイベントで参加することは、男女共

同参画という観点から見ればそれ自体として好ましいものである。しかし、こ

のように、二重負担や、下働きの当然視があることから、女性委員からは男性

の参加が「いいとこ取り」に見えることもある。学校と地域の連携が進展する

中で、「おやじの会」が広がりを見せているが（京須・橋本 ,  2006）、本論文の
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事例校も例外ではない。このおやじの会についての次の発言を見てみよう。  

 

PTA やってる人たちは、おやじの会のようなたまのイベントで遊んでない

で、PTA の役割ちゃんと担ってくれよって思ってる。いいとこ取りして、

子どもたちと楽しく遊んで、名前を上げて、ずるいじゃん。 

（事例西；O さん；Cf）  

 

「たまのイベント」の「いいとこ取り」で「名前を上げて」いるという表現が

端的に示しているのは、日常的に行ってきた継続的な事業が「いいとこ」とは

捉えられないということである。「たまのイベント」であれ、これまで学校に関

わらなかった人が参加するだけで、そのことが「名前を上げ」ることにさえな

る。しかし平素の学校支援を行っている女性からすれば「PTA の役割ちゃんと

担ってくれよ」ということになる。この発言者は、自らの「名前を上げ」たい

わけではない。確認したいのは、PTA 等の平素の支援が、当然視されるあまり、

その価値を低く見られてしまう、いわば既存事業の価値剥奪が見られることで

ある。逆に言えば、これまで学校に関わって来なかった男性の参加が過剰に価

値づけられているということでもある。  

 PTA だけでなく、他の既存組織も同様に、学校運営協議会をはじめとした新

たな組織の台頭の中で、これまで行ってきた事業が相対的価値を低落している

ことを感じている。次の発言は、数十年活動を行っている既存組織の女性委員

が、例年当該組織の主催で行っている事業が、あたかも学校運営協議会の事業

に見えるような形で学校運営協議会の広報紙に載ったことを問題視して語って

いるものである。  

 

私たちの組織が早起き会を毎年やっているのに、あるとき学校運営協議会の

広報誌に「早起き会をやってます」と書いてあった。だから役所の人間にそ

れを見せて「うちの組織の名前どこに書いてあります？これうちの行事です

よ！」と苦情を言いました。 

（事例北；Y さん；Cf）  

 

 別の女性委員と、こうした状況について話していた際、筆者は、「横取り」さ

れているという気持ちがするのかと訊ねた。これに対して M さんは、「横取り」

という言葉は使いたくないと否定しつつ、次のように語った。  

 

私は「横取り」という言葉は、うちの組織としては使いたくないです。使い
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たくない。でも既存のものはとりあえずほっといて、新しくできた組織の名

前で実績を積んでいきましょうっていうのはどうかと思います 47。 

（事例北；M さん；Cf）  

 

 「既存のものはとりあえずほっといて、新しくできた組織の名前で実績を積

んでいきましょう」という言葉から、「とりあえずほっとかれる」立場に置かれ

る既存組織、そしてそこに労力提供する女性からの価値剥奪への問題意識を見

て取ることも不可能ではない。  

 価値剥奪を感じるという事態は、PTA においても妥当する。以下の引用は、

コミュニティ・スクールになってから PTA 室が縮小されたとのエピソードを引

きながら、 PTA が学校から重要視されていないという懸念を語るものである。 

 

M さん：〔近頃の PTA の役員は、メールでできる部分は PTA 会室に集ま

らないで打ち合わせを進めるようになった、という話題の中で〕 

今やっているお母さんたちは、お考えがあって、効率化するために

そのように やってるん です。〔… 中略…〕た だ、そうす ると、学 校

側は、部屋が要らないんだ、って思って PTA の部屋を半分にされ

たんです。 コミュニテ ィ・スクー ルが始まっ た時点で、 だんだん 、

                                                        
47 M さんは、学校運営協議会への自らの参加について、それが既存組織からの

「充て職」ではあるが、「代表」ではないという微妙な立場であることにも

疑問を感じている。  

 

選ぶ基準では「既存組織の人」ということにはしてるけど、入った時点で

はもう背中にしょってるものはないですよね。背中にしょってるわけでは

ないという形で、新しい行事をたくさんしていかなければならないという

ことですよね。 

 

これは、すなわち、既存組織の考えを「代表」して、それを持ち寄り、民主

的に吸い上げて、新たな組織の方向性を決めるという運用がなされていない

ことを示している。学校運営協議会の発足に際して、便宜的に近隣の諸組織

からの「充て職」を取っているだけで、組織間の関係をいかに整序するかは

未解決の問題なのである。にもかかわらず既存組織の事業が学校運営協議会

の広報誌に載せられ、他のアクターに埋没する形で自組織が取り上げられて

いることに対する不信があったのである。  
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存在感が薄くなっていっているような気がするんですね。 

筆者： その存在感の話ですが、今みたいに PTA に加えて、いろんな組織

ができてくると、別に PTA じゃなくてもいいじゃないって言われ

るようなことがあると思うんです。そういうこと、思うようなこと

があるかと思うんですが。 

M さん：お部屋が削られたこと自体は、仕方ないと思うんです。でも、〔裏

を返せば〕学校側自体が〔PTA を〕重要視していないから〔その

ようなことが〕できちゃうんじゃないのかなぁと思いますね。 

（事例北；M さん；Pf） 

 

上の引用は、直接には PTA を「今やっているお母さんたち」のやり方が以前と

変わってきたということを述べているのであるが、そうした変化に際してすぐ

さま部屋が縮小されることを問題視するものである。もちろん、直接的には校

内の部屋割りの変更や、PTA 活動方法の変化を受けてのことであろうが、M さ

んはそこに PTA 軽視を読み取っている。彼女は続けて、以下のように述べてい

る。  

 

〔30 人の委員の内保護者が 4 人であるという〕その中で子どもたちのこ

とが決まっていって、カリキュラムも決まっていって、年間通して何 を し

よう、これをしようということが決まっていって、流れていく訳じゃ な い

ですか。それって怖いですよね。で、いざ働くのは P〔＝PTA〕ですから。

もうちょっと、母親は言いたいことがあるんじゃないか。たとえば代 表 で

私が出ていて、何かを言ったとしてもですね、母親をもっと出さない と 、

実際の子どもを持っている、育てている保護者の方々を出さないと、 意 見

は分からないです。そういうことを見てみても、PTA の存在が軽視されて

いるんではないかと。 

（事例北；M さん；Pf） 

 

こうしたことも、既存の組織からの充て職女性委員の非活性状態に結びついて

いるものと思われる。  

 

 

3.8.地域の階層構成に応じた非斉一性  

 

 さて、以上述べたような下働きの当然視・価値剥奪・非難の現れ方は、学校
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が置かれた地域性や階層構成によって違いがある。女性の位置が も劣位にあ

ったのは事例東である。その一例を挙げておこう。  

 事例東では、学校運営協議会の活動報告会や講演会が毎年行われている。し

かし、共働きが多く、学校に対する関心も他ケースと比較して高くないため、

そうした報告会・講演会への出席・支援は、低調になりがちである。PTA 役員

でもある学校運営協議会委員の女性委員も、学校運営協議会の報告会を「変わ

り映えのしない話」（事例東；T さん；Pf）として関心を持っていなかった。こ

れに対して、事例西は階層構成が比較的高く、学校運営協議会による改革動向

に対しても関心が高い。そのため、報告会には非常に多くの保護者が参加して

いた。事例東の存在する自治体の教育行政職員と筆者は、事例西の存在する自

治体の公開研究発表会に同席したが、その際女性保護者層が多いことに驚愕し

たということが話題となったほどである（ 2010.1.30 インフォーマルな会話）。  

 だが、校長や学校運営協議会長をはじめとした男性地域委員からすると、背

景がどうあれ学校運営協議会の報告会や講演会に保護者が集まらないことは問

題に映る。ある会議の場では、他校の学校公開で道沿いに案内の保護者が立っ

て案内し、講演会にも多数の保護者が駆けつけていたことを引き合いに出しな

がら、年配の男性学校運営協議会前会長が強い語調で「要するに動員してくだ

さいということです」（ 2009.11.26 FLN）として PTA 役員を非難していた。こ

うしたことを受け、PTA 役員は授業参観後すぐに帰ろうとする保護者を、その

後の報告会に留まるよう大声で叫びながら走り回らざるをえなかったという

（事例南；T さん；Pf へのインフォーマルインタビュー） 48。  

 さらに女性保護者の一層の協力を求める動きの中で、2010 年度、事例東では

PTA の各委員のうち数人を、地域夏祭りを主催する団体への人出し担当とした。

このように担当を付けることが、労力提供の効率化に資することは確かである。

しかし新たな分掌を設定することで、労力提供を後々減らすことは困難になり、

前述したような役員のなり手を減らすなどの弊害を生むだろう。次の発言は、

男性 PTA 会長からさえ出た事業増加による「疲弊」に関する不満である。  

 

疲弊している感じなんですよね。結局何かやるんだったら、何かを捨ててい

かないと、同じ人がどんどん、仕事が増えて行っちゃう。 

（事例東；A さん；Pm）  

 

このように、事例東では非難がより突出した形で現れ、「動員」を迫られるまで

                                                        
48 なお、この問題は、第 5 章でも扱っている（ pp.176-178 の囲み）。  



- 112 - 
 

になっていた。  

 なお、この事例については、次章以降でより詳細に検討される。  

 

 

3.9.おわりに  

 

 本章では、 4 つの学校運営協議会のケース・スタディを通じて、女性・保護

者の学校運営協議会における位置づけを質的に探求し、女性・保護者委員の周

縁化が生じる理由について考察した。この分析を通して、学校運営協議会にお

ける女性・保護者の位置が若干ではあれ見えてきた。  

 まず確認されたのは、既存組織を担うがゆえに生じる二重負担という点にお

いてジェンダーの差異があることであった。そのため、既存学校関連組織から

充て職で学校運営協議会に出ている女性委員は、既存組織と学校運営協議会等

により開始された新規事業の二重負担を課せられるという制約の中にあり、他

方、既存の PTA 活動等に対しては価値剥奪が起こるということであった。また、

「子どもがお世話になっている」等の理由から女性保護者の学校支援は当然視

され、不首尾があれば批判されるという状況にあった。こうした制約により、

女性委員、なかんずく女性保護者委員が活動や議事に積極的になれないという

様相が見て取れた。  

 もちろん、このように述べたからといって、女性が全て同様であるというわ

けではなく、「飲み会」や夜の会議に対する女性間の見解の違いや、学校の置か

れた地域性・階層構成による差は既に述べたとおりである。  

 むしろ本章を通して主張したいのは、学校運営協議会（とその設置に付随し

て進められる諸改革）が求める新規性・拡張性の規範であり、これによって、

女性委員、なかんずく女性保護者委員の位置が定まっているということである。

平素の学校支援業務負担が女性・保護者を中心に担われてきたことへは、ジェ

ンダー不平等の観点から問い直しがなされてよいものであるが、特段の顧慮な

く、新たな事業が企画されているため、PTA 等の既存の組織を担うという立場

が軛となり、女性（保護者）委員が周縁化されるのである。  

 先述のように、河上婦志子は、「システム内在的差別」という用語で、明示的

な排除がないところにも差別が成り立つとしていた。河上は、中等教育の教員

においては、部活指導や生活指導が重視されるという組織規範があるため、教

員＝男性という前提に立った運営が様々な局面に埋め込まれやすく、その基準

で能力評価がなされることで女性が周辺化されるとした。このように、明示的

な女性排除がないにもかかわらず、システム全体に埋め込まれ、「隠された、一
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見中立的な差別」（河上 ,  1990＝ 2009： 99）が、「システム内在的差別」として

中等教育での男性教諭の数的優位を生み出しているとしている。  

 本章で見出されたのも、学校運営協議会における「システム内在的差別」と

いうべきものであろう。すなわち、女性や保護者をあからさまに低く扱い、排

除するというような直接的かつ赤裸々な差別要因という形で見出されたわけで

はなかった。しかし、拡張性・新規性を帯びた活動を重視する学校運営協議会

の組織規範がシステムに内在している。これは一見中立的ではあるが、PTA 等

の既存組織にジェンダー規範が埋め込まれているという従来的在り方を問い直

さず、むしろ前提とする限り、女性保護者の位置を周縁化しうる「システム内

在的差別」だったのである。  
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第 2 部 学校運営協議会における保護者委員の劣位性と 

その社会的帰結 
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 第 1 部では、学校運営協議会内の社会関係を説明し、女性保護者の消極性を

学校支援活動との関連で論述してきた。具体的には、学校運営協議会内部の対

立的基盤について属性的な観点から把握した結果明らかになったのは、男性・

地域住民の優位性と、女性・保護者の劣位性であった。そしてその背景として、

女性をあからさまに排除する前近代的な規範があったというよりは、拡張的・

新規的な事業を「成果」としてみなし、それに対する積極性が重視されている

ため、既存組織との二重負担を背負わざるをえない女性、特に女性保護者の消

極性を生んでいることを主張した。いわば、既存の規範が、成果重視の組織原

理の中で温存され、ややもすれば再強化されかねないという状況が明らかにな

った。  

 第 2 部では、このような女性保護者の劣位性を踏まえ、学校運営協議会内部

の社会関係がどのような社会的帰結をもたらすのかを明らかにする。とりわけ、

非委員の保護者に対して与える影響を社会的帰結として位置づけ、ケース・ス

タディに基づいて論じる。  

 取り上げるケースは、第 3 章で扱ったケースのうちの 1 校である事例東であ

る。第 1 部では、複数の学校に見られる共通的特性を抽出するような論述を行

ってきたわけだが、これに対して、第 2 部はミクロな特性記述的研究になる。  

 さて、ここで、「ミクロ」・「特殊」であるとは述べたが、そのことが第 2 部の

価値を直ちに下げるものではないことを主張しておきたい。その理由は 2 つあ

る。  

 第 1 は次のようなものである。観察された事態は 1 ケースのものであっても、

それをもたらす諸要因のレベルにおいてはある程度一般的なものがあるだろう。

事象を一段階抽象化した諸要因の組み合わせの中で、ある帰結が生まれやすく

なる何らかの必然性があることを示すことによって、他校の実践を考察する際

にも示唆を得られるような主張を行うことが第 2 部の目的であり、理論的一般

化と言うべきものである（Yin, 1984）。同じ一般化であっても、統計的一般化

は、当該事象がどの程度どこでも観察されうるかを明らかにしたり、その事象

の分布を捉えることに目的がある。それとは異なり、分析的概念のレベルで他

事例でも適用可能になるような立論を行うのである。  

 第 2 の理由は、活動が特徴的であることがある。次章以降具体的に見るよう

に、第 2 部のケースでは保護者委員の劣位性と、男性地域住民委員の積極性の

程度がそれぞれ特に高く、その意味では統計的に典型的な例である。他方、第

5 章で論じるように、学校運営協議会によって保護者に対して宿題の丸付けを

求めるという、踏み込んだ「対外経営」が行われている。参考までに、第 1 章

でも引用したこども未来財団（ 2009： 37-38）では、「家庭教育のあり方を改善
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するための義務付け」を行っている学校運営協議会の割合について、「熱心に取

り組んでいる」が 4.4%、「少し取り組んでいる」が 13.3%としている。その意

味で、事例東は少数派に属し、特徴的な例であるとも評価されうる。こうした

特徴ゆえ、事例それ自体に検討する価値がある。後述するように、事例東は、

毎日の宿題の丸付けを保護者に義務付けるという取り組みを行っている。これ

は、家庭に対する介入的取り組みであり、第 1 章で分析したエプシュタインの

パートナーシップ実践のように、家庭背景の多様性と緊張関係を持ちうる。そ

の意味で学校運営協議会における意思決定の構造が、社会的帰結をもたらすプ

ロセスの中でどのような意味を持つのかを抽出しやすいということも重要であ

る。  

 概念や概念間関係が鮮明に取り出せることは、確かにそこで見られる事象が

特殊であっても、ケース・スタディのサンプリングとしては「典型的」とも言

える。  

 以上 2 点をまとめて言えば、現象としては特殊でも、特殊性自体に研究価値

があり、そこから新しい理論的貢献が期待されるがゆえ重要だということであ

る。  

 さて、第 2 部で対象とする事例東は、先述したように東京都にある公立小学

校で、学校規模として、教員数は 28 名、児童数は 461 名の中規模校である（ 2011

年度）。駅前の商店街の雑踏を抜け、道を左に折れると少々静かな住宅街の中に

学校は位置し、「く」の字を描くように曲がり目のある校舎が校庭を包むように

立地している。  

 この学校は、比較的古い地域にある。周囲は、戦後の開発で広まってきたマ

ンション等が立地してはいるが、戦前からのコミュニティや自治会活動が堅固

で、同校の研究報告書にも「中小零細企業の多い、いわゆる下町の街」という

認識が語られている。同時に、外国人居住者もあり、また就学援助率は 4 割弱

であり、多様な家庭背景を持つ構成であることにも特徴がある。  

 同校は、自治体発信による「開かれた学校づくり」の実践を 2000 年度（平成

12 年度）から行ってきた。その意味で、学校と地域の連携を推進してきた「先

進校」としての経緯を持つ。地域と学校との結び付きが強い学校として教育委

員会からも認識される学校であり、コミュニティ・スクールの指定を受けたの

も、そのことに由来していると思われる。  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、学校運営協議会が法

制化されたのは 2004 年のことだったが、同事例の学校運営協議会は、それより

以前の 2003 年度から実践を行っている。その発端は、文部科学省の研究指定を

受けて実践研究を開始したことにある。実践研究では、学校運営に関わる権限
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を与えられた地域住民・保護者参加による協議体を設置し、それを学校の 高

意思決定機関と位置づける改革が進められた。すなわち、学校経営の「 高意

思決定機関」として学校運営協議会を位置づけ、その要求を委託された教員集

団が、校長を「執行責任者」と戴きながら、委託に従って教育活動を実施する

というものであった。その委員は、保護者 3 人、地域住民 3 人、管理職・教員

4 人（さらに行政から担当者が 1 人加わる）としている。この中で、保護者委

員は PTA 代表の 30～ 40 代で、PTA 会長として男性 1 名、残り 2 名は女性であ

った。他方、地域委員は 60～ 70 代の男性で、地域の指導的「名士」（保護者イ

ンタビューより）であり影響力が強い。  

 上記の構成比を見ると分かるように、事例東の学校運営協議会では、地域住

民と保護者が過半数を占めている。これは、管理職・教員に行政担当者委員を

加えても数的に勝ることができないような選出区分の割り振りがなされている

ことを示している。  

 「 高意思決定機関」という言葉から分かるように、着目すべきはその権限

範囲である。学校運営協議会は、校長が作成する教育計画・予算計画などを承

認する。承認されなかった場合は、校長は再度計画を検討し直し、承認される

ように修正しなければならない。また、教職員人事について都教育委員会に意

見を述べることができ、それを都教育委員会は尊重することとされている。こ

れらはその後、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」における規定とし

てほぼ踏襲される格好となるが、そうした全国化以前の段階から「民意を取り

入れた学校経営」（事例東 ,  2004b：2）、「保護者・地域のニーズを生かす学校改

革」（事例東 ,  2004a：表紙）と定義される学校運営改革が進められてきた。  

 この事例東の学校運営協議会については、前章までの分析でもその特徴が断

片的に明らかになっていると思われる。たとえば、ジェンダー不平等がより強

く現れていることなどである。第 2 部第 4 章では、そうした特徴も踏まえて、

事例東の学校運営協議会における保護者委員の劣位性を確認する。この中で、

前章までに明らかにした傾向性、すなわち男性・年長者の委員を優位にするジ

ェンダー規範とともに、「拡張性」「新規性」を重視する成果志向が学校運営協

議会の組織特性として存在し、既存組織の制約によって十分に応答できない女

性委員（とりわけ女性保護者委員）が周縁化されていくというプロセスが同様

に見られるのかを確認するとともに、この学校固有の事情についても把握した

い。  

 次いで、第 5 章では、学校運営協議会が行う対外経営の具体例として保護者

に対する啓発を取り上げ、保護者委員の劣位性と関わらせながら、対外経営活

動の展開と論理を追う。事例東学校運営協議会における保護者委員の劣位性を
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あえて第 4 章で取り上げたのは、第 5 章の分析の前提となるからである。  

 第 6 章では、第 5 章で分析した保護者啓発という対外経営活動が保護者全体

に対していかなる影響を与えているかを、学校運営協議会の社会的帰結として

捉え、分析する。  

 第 2 部の 3 章を通じて、（１）を含んだ全課題を分析することの意義は第 1

章で論じたが、簡単に繰り返せば、分析の総合性を確保するためである。この

学校のケース・スタディを通して、学校運営協議会の活動がどのような社会的

帰結をもたらし、そのプロセスにおいて保護者委員の劣位性がどのような意味

を持っているのかを明らかにするためには、その前提として保護者委員の劣位

性について把握されなければならない。先に青木栄一（ 2011）を引いて論じた

ように、学校レベルには様々な改革が合流し、社会的要因が輻輳的に存在する。

これらの諸要因は、学校それぞれに独特の組み合わせをとっている。従って、

ケース・スタディもなるべく総合的な記述を取ることが望ましいと考えたから

である。  
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第4章 事例東の学校運営協議会における「無言委員」の所在  
 

 

 

4.1.はじめに  

 

 本章では、事例東の学校運営協議会における保護者委員の位置を明確にし、

その劣位性を確認する。方法としては、学校運営協議会の議事録を分析する。  

 議事における各アクターの行動については、いくつかの先行研究からその特

徴を捉えることができる。たとえば、橋本・岩永ら（ 2010）は、学校運営協議

会の議事の様子を、学校運営協議会設置校の校園長を対象とした質問紙調査に

よって把握している。結果として、議事の様子を「活発な意見交換」・「熱心」・

「和やか」・「学校教育を理解しようと努める雰囲気」との回答は、「思う」・「や

や思う」を合わせると 9 割を超え、「議論がまとまりにくい」・「反対意見が出に

くい雰囲気」・「一部の人の意見に引きずられる」が 1 割を切っているとされて

いる。他方、「発言する委員が固定」という項目に対しては肯定的回答が 8 割を

超えている。これは、学校運営協議会の議事についての動向を知る上で重要な

研究であるが、あくまで回答者である校園長の主観的観測であり、実際の議事

を分析したものではない。また、活発に意見交換し、熱心かつ和やかに学校教

育を学んでいる積極的委員は誰で、消極的な委員は誰なのかが明らかでなく、

これらの点を乗り越える必要があると思われる。  

 これに対し文部科学省（ 2012a）では、校長への質問紙調査において、「地域

選出委員」・「保護者選出委員」・「学識者選出委員」・「教職員選出委員」のそれ

ぞれについて、議事で「よく発言している」か否かを訊ね、「はい」・「どちらと

も言えない」・「いいえ」の 3 肢から選ばせている。その結果として、「はい」と

の回答は地域選出委員が 9 割近くで も多く、次いで「学識者選出委員」・「教

職員選出委員」・「保護者選出委員」の順となっていることが明らかになってい

る。しかし、これも校園長に対する質問紙調査によるものであり、そこに現れ

た数値も校園長の主観に基づく部分があるという方法的な限界を有していた。  

 こうした限界を乗り越える意味で、本論文では、学校運営協議会委員本人に

対する質問紙調査を用い、どのような意識や行動を以って議事に臨んでいるか

を分析した（第 2 章）。本章では、事例東学校運営協議会における保護者の位置

を、学校運営協議会の実際の議事録を分析することを通して把握する。実際に

どのようなやり取りが交わされたのかが分かる議事録をもとに分析することで、

より客観的に実態に迫ることができると思われる。  
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 なお、事例東の学校運営協議会の構成は、以上の課題を追究する上で、適切

なものである。事例東の学校運営協議会の構成を保護者の観点から見てみると、

必ずしも劣位となるとは限らないような構成をしている。先述の通り、事例東

の学校運営協議会は、地域住民委員 3 名、保護者委員 3 名、教員委員 4 名、行

政委員 1 名と、各選出区分の数が規定されている（なお、学識経験者は含まれ

ていない）。これまで、日本の学校運営協議会は地域・教職員・保護者など選出

区分の構成比に配慮が乏しく、保護者委員は地域委員より構成比が小さいこと

が明らかにされてきた（こども未来財団 ,  2009：21）。第 2 章でも保護者委員の

割合が少なく、地域住民の選出区分が半数を占めていたことを指摘した（図表

2-9・ 2-10）。  

 保護者委員がそもそも少ない学校では積極性は抑制されると考えられる。そ

のような中、事例東の学校運営協議会は選出区分ごとの人数を明示し、保護者

に一定の人数を割り当てている。もし事例東の学校運営協議会で保護者委員の

劣位性があるとすれば、「人数的に少数である」ということ以外の要因を、より

客観的に取り出すことにつながるだろう。事例研究の考え方の中には、「 も不

利な例を分析してそこでも仮説が成立していることを示して仮説の確からしさ

を確認する（ least likely case）｣ことで仮説検証ができるという考え方がある（久

米 ,  2008： 163）。この考え方からすれば、選出区分比において保護者の位置が

良好であると考えられる事例でも保護者の劣位性が確認されることで、他校で

も一定程度援用可能な知見を導き出せるだろうと考えられる。  

 分析の対象とするのは、事例東における学校運営協議会の 2003 年度から 2008

年度までの議事録である。筆者は、これを収集し、整理・電算化した。  

 事例東の学校運営協議会では、毎回「開催年月日」、「会議に付した議題」な

どとともに、各委員の発言が、実際に近い形で記録された議事録が作成されて

いる。入手できたのは筆者が参観する以前の 2003 年度から 2008 年度にかけて

の議事録 56 回分と、配布資料の一部である。この時期に限定して取り扱う理由

は 2 つある。第 1 は、直近のものに近付くほど、現在も動いている話題を含み

取り扱いに注意を要するからである。第 2 は、筆者の研究において、継続的に

観察に赴くことができ、データを完全に収集できたのがこの時期だったからで

ある。時期は限定されているが、発言者が明記されている議事録が、設置から

一定期間にわたって継続して作成されているという事例は稀であり、議事録分

析をすることの意義は大きい。  

 

 なお、この議事録が研究のために作成されたものではないという点には留意

が必要である。  
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 そこで、分析を始める前に、次のような確認を行った。それは、実際の発言

状況と議事録との対比である。筆者は 2009 年度の学校運営協議会に、4 回、傍

聴参加をした。その 4 回分について観察記録と照合すると次のことが指摘でき

る。まず、司会である協議会長の発言については、議題 初の「次に～に移り

ます」や議題 後の「以上で承認してよろしいですか」等が含まれることがあ

ったが、それを除いては議事進行に関係する発言（たとえば「他に意見のある

委員はいませんか」・「～委員いかがですか」等）は議事録に記載されておらず、

それ以外の発言回数は観察記録とほぼ一致した。以上から、議長の立場として

の発言によって議長の発言回数が特段に増加しているということはないと考え

られ、基本的に各人が一委員として発言していることの記録として判断できる

と考えた。  

 議事録には、文法上の間違いや、誤字脱字等があった。明らかに間違いと判

断できたものについては文意を損なわない範囲で修正してある。また、文脈上

間違いと考えられるもの（たとえば、議事録において否定文となっているが、

当該箇所は肯定文でないと文脈に反するなどの場合）は、修正記録を註釈に残

してある。補足が必要なものについては〔〕を挿入して記してある。  

 以上より、発言回数を分析するが、先行研究では、Deem et al.（ 1995）が、

観察記録をもとに各選出区分の総発言回数（ contributions）を人数で除した平均

発言回数を分析しており、発言回数を分析することは、先行研究とも平仄が合

う（Deem et al. ,  1995： 147-148）。  

 本章では、議事録分析に加えて、観察記録やインタビューデータも、分析に

組み入れる。インタビューについては、筆者は、図表 4-1 における P4 委員と

P9 委員に対して、協議会の取り組みや議事についての見解を尋ねた（ 2007.11.1 

FLN と 2009.8.25 FLN）。それぞれ 2 時間程度で、会話の流れによっては話題の

拡散も許容する形式を採った。調査意図の説明の上、許可を得た上で録音し、

文字化したものを分析する。電算化においては、文意を損ねない範囲で語順を

入れ替えたり、加除を施した。  

 

 

4.2.学校運営協議会における「無言委員」とその偏在  

 

 手元にある全回次の議事における委員名と、各委員の発言回数をまとめたの

が図表 4-1 である。  

 これは、次の方法によってまとめてある。  
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①  横軸には、学校運営協議会の委員 ID が配置されている。学校運営協議会委

員は各人にアルファベットと数字を組み合わせた ID を付してある。年度ご

とに委員の入れ替わりがあるため、横軸は年度ごとに作成されている。  

②  各委員 ID の冒頭の大文字で記されたアルファベットは、選出区分を示す。

これには４種類あり、C は地域住民（Community）、T は管理職・教員（Teachers）、

P は保護者（Parents）、A は行政から派遣された委員（Administration）とい

う区分である。  

③  各委員 ID の 2 番目に付されている数字は、各選出区分の中での個人識別の

ために付与された番号であり、議事録に名前が登場した順に付してある。年

度をまたいで継続している場合があるが、これはその委員が複数年度、委員

として関わっている場合、同一人物であることを示している。  

以上の 2 つの記号を組み合わせることによって、委員を識別できるようにな

っている。  

③  各委員 ID の後に付された小文字のアルファベットは、ジェンダーを示して

いる。 f は女性、m は男性である。  

また、丸括弧内は当該委員が何年目かを示している。  

④  縦軸には、各年度の回次が記されてある。各セルにある数字は、当該委員の

各回次の審議事項における発言回数である。議事録には、発言ごとに発言者

が書かれている。別の発言者に代わるまで、その発言の長短にかかわらず、

ひと続きの発言を 1 回と数え、回数の和を示している。なお、この学校では、

議事次第において「審議事項」という項目を設け、合議によって決定される

べき重要な事項を話し合うこととしている。その重要度に鑑み、審議事項を

分析の対象とした。  

⑤  各選出区分の 左列に位置しているゴシック体の部分は、各選出区分の筆頭

を示している。各選出区分の長として位置づけられ、保護者の場合は PTA 会

長、管理職・教員の場合は校長が充て職的に位置づく。 2007 年度から 2008

年度に変わる際、副校長であった T10m が校長に昇任した。  

⑤  「 -」は、その回において欠席であったことを示している。  
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図 表  4-1 各 委 員 の発 言 量 49  

 

2003 年 度 C1m(1) C2m(1) C3m(1) T1f(1) T2m(1) T3m(1) T4f(1) P1m(1) P2f(1) P3f(1) A50 

第 1 回  16 2 2 10 0 0 0 0 2 0 6

第 2 回  8 5 7 30 1 1 3 1 - 3 1

第 3 回  23 4 3 21 3 0 0 1 2 5 8

第 4 回  12 1 4 6 2 3 3 1 1 2 3

第 5 回  20 6 2 19 2 4 1 1 3 2 4

第 6 回  10 2 2 - 0 1 2 - 1 0 6

第 7 回  4 0 1 1 - - 0 - 0 - 4

第 8 回  10 2 4 8 0 0 0 - 0 1 10

第 9 回  13 2 1 9 2 1 1 1 1 0 4

2004 年 度 C1m(2) C2m(2) C4f(1) T5m(1) T6m(1) T4f(2) T7m(1) P2f(2) P3f(2) P4f(1) A 

第 1 回  17 3 3 11 1 1 1 1 1 1 5

第 2 回  18 4 1 15 1 1 1 2 3 3 3

第 3 回  40 4 1 21 2 2 5 4 4 2 9

第 4 回  11 5 - 12 3 2 3 1 4 2 4

                                                        
49 ここで 2005 年度第 1 回及び 3 回が収められていないのは、発言者が記録されていなかったからである。同様に 2007 年度

は、第 8 回のデータは所在せず、第 9 回については、審議事項がなかったため省略してある。また、2009 年度は進行中の

事象であるため省略した。また、議事の中には報告事項と呼ばれ、協議も承認もなされない事項があるが、中心的内容と

は考えられないため分析からは除外した。  
50 行政委員（A）については、回によって異なる委員が出席することもあるため、ジェンダー・経験年数を記載していない。  
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第 5 回  19 1 3 15 4 1 1 0 2 0 6

第 6 回  22 2 1 4 2 1 1 2 6 1 6

第 7 回  26 3 1 9 0 0 0 0 1 7 13

第 8 回  18 3 0 9 4 0 - 3 2 0 1

第 9 回  17 1 - 5 3 - 1 2 4 1 9

第 10 回  10 5 1 5 1 0 1 1 0 1 0

第 11 回  21 3 2 17 2 0 7 3 5 1 2

第 12 回  20 3 3 7 12 1 1 1 - 6 4

2005 年 度 C1m(3) C3m(2) C4f(2) T5m(2) T8m(1) T7m(2) T9m(1) P2f(3) P4f(2) P5f(1) A 

第 2 回  10 5 0 9 1 0 3 2 1 0 2

第 4 回  15 6 0 7 9 5 9 1 3 0 6

第 5 回  23 6 10 18 2 1 8 2 3 0 4

第 6 回  16 8 2 14 7 4 12 1 0 0 8

第 7 回  19 9 0 17 8 1 3 3 4 0 4

第 8 回  9 2 0 7 2 1 4 1 1 0 5

2006 年 度 C2m(3) C3m(3) C4f(3) T5m(3) T10m(1) T9m(1) T11m(1) P6m(1) P4f(3) P5f(2) A 

第 1 回  10 2 2 4 3 2 3 2 0 0 4

第 2 回  5 1 0 3 3 3 0 4 2 - 1

第 3 回  8 3 3 7 4 2 1 3 1 0 1

第 4 回  8 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3

第 5 回  6 3 1 4 3 0 0 0 - 0 4

第 6 回  7 4 1 2 2 2 4 3 2 1 3
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第 7 回  4 2 0 4 1 2 0 3 3 - 1

第 8 回  8 4 0 2 7 - 1 0 1 0 1

第 9 回  8 2 2 6 1 0 1 2 2 1 1

第 10 回  12 1 1 6 3 1 2 2 3 0 1

2007 年 度 C2m(4) C4f(4) C3m(3) T5m(4) T10m(2) T11m(2) T9m(2) P7m(1) P4f(4) P8f(1) A 

第 1 回  10 0 4 1 1 1 1 1 2 0 5

第 2 回  3 0 2 3 2 0 0 2 2 0 - 

第 3 回  5 0 3 6 3 - 0 2 2 0 1

第 4 回  7 1 3 4 4 0 1 1 1 0 1

第 5 回  7 1 1 4 2 1 0 1 1 0 - 

第 6 回  2 1 0 1 1 0 - 2 0 0 1

第 7 回  4 0 1 0 3 0 1 2 0 0 0

2008 年 度 C2m(5) C5m(1) C3m(4) T10m(3) T12m(1) T9m(3) T13m(1) P9m(1) P10m(1) P11f(1) A 

第 1 回  7 1 1 5 0 1 0 0 0 0 2

第 2 回  9 2 3 4 0 0 2 1 2 1 0

第 3 回  3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0

第 4 回  9 2 8 8 3 - 0 0 4 0 10

第 5 回  6 4 4 6 2 0 2 0 1 0 4

第 6 回  8 2 2 3 4 1 0 0 1 0 2

第 7 回  8 2 1 4 1 5 0 0 1 1 -

第 8 回  5 2 1 - 4 0 0 0 1 0 -
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 極めて素朴なまとめであるが、ここから事例東の学校運営協議会における「保

護者の位置」に関していくつか見出せることがある。  

 第 1 に、保護者委員の入れ替わりの激しさが指摘される。 2003 から 2008 年

度までで見た時、地域委員が 5 名入れ替わっているのに対し、保護者委員は 11

名入れ替わっている。教員委員も同様に入れ替わりがあるが、平均年数は 1.85

年であり、経験年数が 長 4 年の委員もいる（T5）いる。他方、保護者は P4

委員が 長 4 年であるのみで、2008 年度は保護者委員全員が入れ替わっている。

このように、入れ替わりの多さにその特徴がある。  

 このことをよりはっきり確認するため、図表 4-1 をもとに図表 4-2 を作成し

た。これは、各年度における各委員が何年目であるかを選出区分ごとに平均し

たものである。その結果、地域住民委員は、2006 年度以降 3 年以上の平均年数

となっているのに対し、保護者委員・教員委員は継続的な入れ替わりのため平

均年数が 2 年程度にとどまっている。  

 

図 表  4-2 事 例 東 における学 校 運 営 協 議 会 の各 選 出 区 分 の平 均 勤 続 年 数 （年 度 ごと）  

年度  地域住民委員 教員委員  保護者委員  

2003 1.00 1.00 1.00 

2004 1.67 1.25 1.67 

2005 2.33 1.50 2.00 

2006 3.00 1.75 2.00 

2007 3.00 2.50 2.00 

2008 3.33 2.00 1.00 

（単位：年）  

 

 第 2 に、選出区分間のジェンダーの不均衡性、特に保護者委員における女性

の多さがある。そもそも事例東の学校運営協議会では、全体の中でも女性委員

の数は少なく、一番多かった時でも 5 名（ 2004 年度）と過半数に及んでいない。

特に 2008 年度には 1 名にとどまっている。その上で選出区分毎に見てみると、

各年度の選出区分毎の女性委員の割合は、一貫して保護者委員において多い（図

表 4-3）。この結果は、全国質問紙調査結果の傾向と相同的でありつつも、一層

顕著にジェンダー不平等が見出されると解釈できよう。  

 

 

 

 

 



- 128 - 
 

図 表  4-3 事 例 東 における学 校 運 営 協 議 会 の各 選 出 区 分 の女 性 委 員 割 合 （年 度 ごと）  

年度  地域住民委員 教員委員  保護者委員  

2003 0.0 50.0 66.7 

2004 33.3 25.0 100.0  

2005 33.3 0.0 100.0  

2006 33.3 0.0 66.7  

2007 0.0 0.0 66.7  

2008 0.0 0.0 33.3  

（各年度における各選出区分の女性委員数を、  

各選出区分の人数で除したもの）  

 

 第 3 に、会議に出席していても発言しない委員が存在しており、それが保護

者に偏在していることも分かる。ある委員が無言である回数の平均を年度と地

域住民・教員・保護者の各選出区分でまとめたのが図表 4-4 である。ここから

は、2003 年度を除く各年度で も無言である場合の多い選出区分が保護者であ

ることが分かる。  

 具体的には、保護者委員のうち、P5 委員は 2005・ 2006 年度で 2 回しか発言

した回がなく、P8 委員もすべて無言、P9 委員も 1 回、P11 委員も 2 回しか発言

が記録されていない。  

 ディームらは、学校理事会で殆ど発言しない理事を「無言理事（ silent gov-

ernors）」と呼んでいる（Deem et al.. 1995: 148）。この表現を借りれば、いわば

「無言委員（ silent members）」がこの小学校の学校運営協議会には存在し、そ

れが保護者委員に偏在しているのである。  

 

図表  4-4 年度・選出区分ごとの無言回平均  

年度  地域住民委員  教員委員  保護者委員  

2003 1/18=0.06 9/33=0.27 5/22=0.23 

2004 1/34=0.03 4/46=0.13 5/35=0.14 

2005 4/18=0.22 1/24=0.04 7/18=0.39 

2006 4/30=0.13 7/39=0.18 11/30=0.37 

2007 5/21=0.23 8/26=0.31 9/21=0.43 

2008 1/29=0.03 12/30=0.40 15/24=0.63 

（分母は各年度における各選出区分の総出席回数。  

分子は各年度における各選出区分の総無言回数）  
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 第 4 に地域委員と教員委員は発言回数が多いことも分かる。図表 4-5 は、各

年度において、各選出区分の発言回数の占有率を示している。ここからは、過

半数が地域委員の発言によって占められ、保護者委員の発言は 2 割以下にすぎ

ない状態になっていることがわかる。このことからは、事例東の学校運営協議

会において、やり取りは地域住民 -教員間で交わされていることが推測される。 

 

 

図 表  4-5 地 域 住 民 委 員 ・教 員 委 員 ・保 護 者 委 員 の発 言 回 数 と発 言 占 有 率 （%）  

 発 言 回 数  発 言 占 有 率 （%）  

年 度  地 域 委 員 教 員 委 員 保 護 者 委 員 地 域 委 員 教 員 委 員  保 護 者 委 員

2003 166 134 28 50.6 40.9 8.5 

2004 292 196 77 51.7 34.7 13.6 

2005 140 152 22 44.6 48.4 7.0 

2006 110 92 35 46.4 38.8 14.8 

2007 55 40 19 48.2 35.1 16.7 

2008 91 58 13 56.2 35.8 8.0 

（発言占有率は、年度ごとに、各選出区分の  

総発言回数を、 3 選出区分の総発言回数で除したもの）  

 

 第 5 に、 2005 年度頃から保護者の無言回平均が増加していることもわかる。

特に保護者委員全員が入れ替わった 2008 年度は無言回が多く、また図表 4-5 に

示したように、 2008 年度は 2005 年度と同様に発言占有率も低くなっている。  

 以上をまとめると、男性を中心とした地域住民委員が安定的に委員として参

加し続け、発言を多くしているのに対し、女性・保護者委員の入れ替わりの激

しさと、発言量の少なさが目に付く。  

 

 

4.3.保護者委員の発言の具体例  

 

 保護者委員の発言量が他選出区分のそれと比べて少ないことは、それだけで

も保護者委員の劣位性を示唆するが、それとともに保護者委員の発言内容から

も劣位性が見て取れる。以下では、発言の具体例を見てみよう。その際、イン

タビューが可能となった P4 と P9 についてその発言を抜き書くことを考えたが、

P9 はほとんど発言がないため、P4 に絞って抜き出すこととした。そして、次

のようにまとめた。  
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①  発言にナンバーを振り、「年度」・「回」（その年度の何回目か）順に並べた。 

②  「発言内容」は、発言の中身と、必要に応じてその発言がなされた文脈をま

とめてある。  

③  「発言形式」としては、議題が提示された直後の第一声であれば「新規」、

誰かの発言の後に出されているものであれば「継続」と分類した。  

 

 その結果が図表 4-6 である。  
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図 表  4-6 保 護 者 委 員 の発 言 例  

No. 年度  回  発言内容  
発言

形式

1 2006 2 
区が行った学力調査の結果を見ながら、感想を出し合う中で

「各校毎の都段階でどのくらいの位置にいるかの資料があ

るともっとがんばれるのではないか。」  

継続

2 2006 2 
学校運営協議会制度に対する行政の支援打ち切りを話題に、

意見を出し合う中で、「行政の支援は当初からの約束だ。」 
継続

3 2006 3 

夏祭りにおける参加者のチケット代に関して、「会費の件で

すが、500 円程度ならという声もある。会場設営や模擬店な

ど協力は惜しまないが、2000 円はやはり高い。去年はお付

き合いしたが、今年は、という声もある。」  

新規

4 2006 6 

学校運営協議会主催の発表会に関して、その運営上の工夫へ

の意見を出し合う中で、「学校から発信するだけではなく、

参加者からの発言を聞くということも重要ではないか。保護

者の方々に来ていただくことは大変だが、実際に来てくれる

といっぱい話してくれる。」  

継続

5 2006 6 
学校選択制に関して、「保育園に通園している保護者から、

この学校には入れてもらえないのかという心配も耳にす

る。」  

継続

6 2006 7 

学校運営協議会主催の発表会に関して、その運営上の工夫へ

の意見を出し合う中で、「時間的制約もある中で、各委員会

の活動報告ができるかどうか。プレゼンの時間配分を示して

いただきたい。」  

継続

7 2006 7 
学校運営協議会主催の発表会に関して、その運営上の工夫へ

の意見を出し合う中で、「自由な雰囲気のなかで、希望者だ

けが参加する懇談会形式を考えている。」  

継続

8 2006 7 
2 学期の予定に関して、「学校公開の公開時間については変

更があるのですか。」  
継続

9 2006 8 

学校選択制による通学圏が拡大したことに伴う登下校班の

解消に関して、「通学路のことなど、子どもの安全を確認す

ることなども理由にすれば保護者の理解も得られやすいの

ではないか。」  

継続

10 2006 9 

学校運営協議会主催の発表会に関して、その反省を言い合う

中で、「保護者の意識変化に関してだが、年度末懇談会とそ

れに引き続き茶話会があったのだが、驚くことに茶話会にな

ると帰ってしまう保護者が多く見られた。今回も電話連絡網

や保護者会での担任からの呼びかけをしたが、保護者の意識

に何か質的な変化が起こっていることを感じる。」  

継続

11 2006 9 

文部科学省の研究において、誰が保護者側の担当者になるか

を議論する中で、「まったく新しいメンバーといっても難か

しい。コミュニティ・スクール分科会（ＣＳ）から誰かがチ

ーフになり、新しい人を加えたチームがのぞましいのではな

いか。」  

継続

12 2006 10 

学校の授業サポートを行うボランティアの組織の現状を報

告する中で、「現在のサポーターの方々は全員が顔見知りで、

学校外で会ったときなどにも連絡が頻繁にとれている。組織

化を整備することは将来的に必要になるが、今はサポート内

容の確立が課題になっている。」  

継続
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13 2006 10 
文部科学省の研究において、誰が保護者側の担当者になるか

を議論する中で、「組 織 的 な面 だが、新 研 究 組 織 はどの組 織 に

属 するものなのか、それとも独 立 したものになるのだろうか。」  

継続

14 2006 10 

登下校班の解消に伴って保護者が責任を負うという校長の

言明に対して、「安全登校に対して、1･2 年生保護者は何ら

かの手立てを考えようとしている。5･6 年生の保護者は自主

登校に不安はない。問題は 3･4 年生の保護者が、今後は親が

責任を負っちゃうのという不安に駆られている。」  

継続

15 2007 1 

学校の施設設備に関して、「仮に来年、郷土資料室を転用す

るにしても、ハッピールーム・少人数教室は認められない。

ただ、来年までかけても、どうにもならないだろうという気

がする。」  

継続

16 2007 1 
1 学期の予定に関して、「学校公開の時間帯はどうなります

か。」  
継続

17 2007 2 

授業をめぐる意見交流保護者会の運営の工夫について感想

を出し合う中で、「私も授業診断部会の集計に関わったが、

意見交流集会までによく間に合わせたな、というのが実感だ

った。」  

継続

18 2007 2 

授業をめぐる意見交流保護者会の感想を出し合う中で、「3
年と 5 年の会に参加したが、親は安心しているんだなと感じ

た。先生に対して面と向かって授業内容について話せないと

いう意見もあった。低学年の保護者にとっては、最初からこ

の交流会形式しか経験がなく、このスタイルに慣れてしまっ

ているが、高学年になるとまだ、浸透していない部分もあ

る。」  

継続

19 2007 3 

授業をめぐる意見交流保護者会の感想について感想を出し

合う中で、「いつも集計していて話題になるのだが、こうし

た方に限って名前の記載がない。名前が書かれていなくても

載せるべきなのだろうか。」  

継続

20 2007 3 
学校運営協議会主催の視察に関して、「コミュニティ・スク

ールを区内に広げる、啓蒙活動とまではいかなくても、交流

をかねて視察することはできないだろうか。」  

継続

21 2007 4 
学校運営協議会の研修における講演会の議題に関して、「そ

れをみんなで考えていくというのは有意義ではないか。」  
継続

22 2007 5 

保護者への確認書の内容に関して、「内容の 2･4 項が少し誤

解を招きやすいのでは、と感じます。忘れ物のチェックにし

ても、徐々に学年の発達段階に応じて自分でするものが、保

護者が性急にしてしまう恐れがあるのではないでしょうか。

同様に、4 項の丸付けを待つ間、隣で本を読んでいてあげれ

ば、という表現も分かりやすくしたほうが良いのではないで

しょうか。」  

継続
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 順が逆になるが、まず「発言形式」について見てみると、そのほとんど全て

が「継続」として分類されるものであることが分かる。例外は、チケット代に

関する値段設定について、周囲の保護者から聞かれる見解をもとに意見する場

面（No.3）が新規であったことである（この話題については、次の節でも扱う）。

ほとんどの話題において、第一声ではなく、大部分、保護者委員は第一声を他

の委員に任せ、それを追うように発言している。  

 発言の内容については、個人的な教育観を主張するというよりも、No.3、 5、

9、 12、 14、 18、 22 に見られるように、保護者の実態を伝えながら、保護者委

員としての立場を述べる場合が多い。また、学校運営協議会の方針を大きく変

更させるというよりは、具体的な進め方について案を出しているもの（ 1、4、6、

7、9、11、12、15、20、21）や、単純な疑問（ 8、13、16）が大部分で、他の委

員と意見がかち合うような意見は、No.3 のものだけであった。このように、比

較的発言の多い保護者委員であっても、議事をリードするというよりも、別の

委員が形成した議事の方向性を覆すことのないように継続するという形での発

言に遍していることがわかる。  

 

 

4.4.保護者委員の発言を少なくする制約  

 

 

4.4.1.「当初からの差」の要因  

 

 以上を踏まえ本節では、なぜ保護者委員の発言が少なく、なぜ地域委員が有

力になるのかについて、インタビューと観察記録を中心にその要因を考察して

いく。  

 発言量を規定する要因として、第 2 章でも挙げたディームは、まず属人的要

因を挙げている。ディームらの分析によれば、1988 年の教育改革法直後に権限

や人数の増強された保護者理事の実態を分析したため、議事に不慣れであるこ

ともその要因となると述べていた。しかしこの点についても、2003 年度当初に

おいて、保護者委員と地域委員の間に発言回数の差があるため妥当しないと考

えられる。  

 また、ディームらは、時間・モチベーション・知識等において、理事の社会

属性による差があると指摘している。すなわち、学校の人事・予算・教育課程

に関わる権限を行使することに際して多くの準備が必要となるが、その時間的
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余裕においては所得階層の低い理事においてとりわけ難しいこと、また権限行

使自体について消極的であり、とりわけ人事に対してのモチベーションについ

ては企業出身の理事が優位であり、予算等についてもビジネスで培った知識が

あるなどという点である。しかし、このことは事例東では必ずしも妥当してい

るとは限らない。なぜなら、保護者委員も PTA 役員としてしばしば学校に足を

運ぶなど、教育への関心も高いと考えられ、PTA の組織活動で予算を取り扱う

ことから特段に知識等において劣るわけではないからである。このような結果

は、社会階層要因が必ずしも有意な影響力を持っているとは限らないという第

2 章の分析結果とも合致するものである。  

 ディームらの捉え方は、属性をベースにした資源動員論と言えるが、これに

対しては一定の留保が必要である。すなわち、特定属性が社会的に周縁化され

ていることを所有資源の多寡のみで説明する場合、その属性が固有に持つ「欠

点」が直接的な要因であるかのような言明となり、属性決定論ないしは本質主

義に陥りかねない（Hall, 1996）。特定属性の資源が組織の要求基準に満たない

というよりもむしろ、万人に開かれ中立的に見える組織の要求基準そのものが、

多くの場合マジョリティによって構築された何らかのバイアスを孕んだもので

あり、その結果として特定属性が周縁化されている可能性も視野に入れる必要

がある。どのような関係性がその周縁化をもたらしていくのか、「関係論的把握」

（Hall, 1996： 23-28）が必要になるのである。  

 このような観点から、学校運営協議会内部の社会関係に焦点づけて以下では

分析を行うが、社会関係についてはディームらの研究でも言及があった。すな

わち、社会関係的要因である。従来、学校理事会は、地元の政治家のような父

権的地域代表が占めてきた（Bacon, 1978）ように、地域の権力関係に影響を受

けてきた。さらに 1988 年教育改革法は「学校を公的管理のエートスから経済的

な雰囲気（ atmosphere）に変化させること」（Deem et al . ,  1995：33）を強調する

るものであった。このため、企業代表を父権的地域代表に加えて理事会の中心

的活動家にするという。このように、組織成員が前提として抱いている考え方

が理事の行動様式を規定し、結果的に「ただ保護者であるだけの理事」を消極

的にするのである。そこで、以下では社会関係的要因に着目して、インタビュ

ーや観察記録から見出されたことを論じていこう。  

 

 

①地域の社会関係を反映した議事の雰囲気 

 

 第 1 に見出される保護者の消極性要因には、地域の社会関係を反映した議事
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の雰囲気がある。  

 参与観察によると、事例東の学校運営協議会の議事には次のようなパターン

が見られた。まず、司会を務める協議会長が議題毎に口火を切り、その学校・

行政とのやりとりが議論の方向性を形成していた。それに続けて、協議会長と

近しい意見を地域委員が発言してやりとりを続け、保護者はその後協議会長に

促されて付加的に感想を述べるにとどまるというものであった。このことは、

保護者委員の発言に「継続」が多かったという先の分析とも一致しており、前

掲の図表 4-6 に記載していない 2009 年度の議事においてもこの傾向は観察され

た。  

 その中で保護者委員が地域委員の意向に反する発言をしたことは 1 度のみで

あった。これは、学校のイベントに対する一般保護者の出席状況の悪さが問題

となった時、保護者委員が、参加しない一般保護者の気持ちにも理解できる面

があるとした発言であった（ 2009 年 10 月 27 日）。しかし、その時には、地域

住民委員が、保護者委員の発言を遮断し、これまでいかに熱意を込めて学校運

営協議会が活動してきたか、先進的な取り組みとして注目されているか、にも

かかわらず保護者の出席が悪いことは問題であるなどの説明を加えていた。発

言を中断された保護者委員は聞き手に徹し、諭されるように「はい。はい」と

相槌を打っていた。  

 こうした議事の雰囲気は、学校をめぐる地域の社会関係を反映したものと考

えられる。P9 委員は次のように述べている。  

 

P9： ど う し て も 、 そ こ 〔 学 校 運 営 協 議 会 〕 に 、 学 校 と 保 護 者 と 地 域 の 方 が

入ってくるとなれば、地域の方は、おそらく学校の周りの、〔教育や地

域の在り方について〕一家言ある方々ですね。あまりやる気のない方々

は来ないと思います。そうすると、その方たちに保護者がどうしても萎

縮 し て 物 も 言 え な い と い う こ と は ど こ の 地 域 で も あ る と 思 う ん で す よ

ね。 

 

 地域住民委員は、町内会長として長らく地域自治を担う有力者であった。ま

た、教育への思いも強く、「一家言ある方々」であった。こうした地域住民委員

に対して、保護者は萎縮してしまうのである。  

 こうした関係には、男性を事柄の順序の先に置くというジェンダー化された

価値も影響を与えている。この地域では、学校運営協議会に限らず、組織の長

や意思決定には男性が関与し、女性保護者は（時に自発的に）そこから排除さ

れることが多い。学校運営協議会における女性委員の少なさは先述した通りで
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あるが、例えば PTA でも、この時点で歴代会長 22 名のうち女性は 3 名にとど

まるのに対して、副会長には女性を配する形式が慣例化している。また、地域・

保護者・学校が連携して実施する夏祭り（ 2009.7.26）への参与観察でも、意思

決定段階での女性の消極性が見られた。すなわち、前日から女性保護者は買出

しを担い、当日も料理の仕込みを行うなど、「半分は母親の力」（インフォーマ

ルインタビューにおける母親の発言）と言うほど女性保護者の尽力があった。

しかし、後日行われた売上の使途を巡る議論の場面（ 2009.9.17）における筆者

の観察からは、発言していたのは 8 名で、そのうち現役の女性保護者は 1 名、

しかも 後の方に質問をしていただけであったことが明らかになっている。  

以上のような社会関係を、P4 委員は次のように指摘していた。すなわち、町

内会のトップである男性有力者が学校運営協議会では地域委員に、町内会での

子ども会を担当する 30 代から 40 代の女性が保護者委員に対応すると述べ、「町

会と学校の組織が並行するような形」で地域関係が学校に持ち込まれていると

していた。  

 

P4： そ こ 〔 町 会 〕 に は 婦 人 部 と か 青 少 年 部 と か 、 そ の 中 に 子 ど も 会 が あ っ

て、子どもたちの集まりがあるんです。そこに保護者がいるんです。こ

れが学校に関わってくると、町会の偉い人が学校運営協議会の人〔地域

住民委員〕と重なり、PTA の役員や委員長くらいの人たちは、地域で

何 か あ っ た ら あ の 人 に 頼 め ば 何 と か し て く れ る っ て い う く ら い の お 母

さんたちがなるんです。町会と学校の組織が並行する様な形だったんで

す。何かあったとき、委員長くらいはやってくれるようなお母さんたち。 

 

 このように、地域住民を尊重するという共有された規範が一つの要因となっ

て、保護者の消極性が生み出されているものと考えられる。  

 

 

②保護者の多様性の問題 

 

第 2 は、保護者の多様性の問題である。すなわち、数百名いる保護者の多様

性を統御し、その意見を集約して学校運営協議会に伝えることの困難性がしば

しば聞かれていた。  

議事録では、P3 委員が、すでに 2004 年第 6 回会議（ 2004 年 9 月 24 日）の

段階から次のような発言をしている。 
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P3： 委 員 の 構 成 で 保 護 者 代 表 ・ 地 域 代 表 で あ る と 言 い ま す が 、 私 た ち は 保

護者の意見を取り上げるというのが非常に難しいんです。それを課題と

していかに保護者の意見を吸い上げるか、地域も地域の意見を吸い上げ

て、そしてその代表としてここに来ているという在り方、そういうこと

を考えていかなければいけないと考えている。 

C1：それは東小の学校運営協議会のことですか。 

P3：東小保護者委員として。 

C1：保護者のいろんな意見を吸い上げる努力は PTA でなさっていますね、

それは学校運営協議会が全部やろうというのは不可能です。ですから地

域は地域代表が、保護者は保護者代表がそれぞれの持ち分の中でやって

いただいてそれをこういう場で総合調整します。 

P3：今まではそれができていないと思う。 

C1：是非より一層のご努力をお願いいたします。 

P3： そ れ を 具 体 的 に ど う し て い っ た ら い い の だ ろ う か 、 か け 離 れ て 行 っ て

しまう。 

C1：それはいつでもこういう場で言って下さい。 

P3： そ こ は い つ も 気 を つ け て い か な け れ ば い け な い し 、 た だ 私 た ち が 一 生

懸命やってもただ走っていっているだけではこの地域の代表、保護者の

代表としてはなかなか、違うかなという気がする。 

 

 このやり取りからは、保護者の意見を的確に吸い上げ、議事で反映させるこ

とは当初から課題であることが分かる。P3 の発言では、「いかに保護者の意見

を吸い上げるか」・「今まではそれができていない」・「それを具体的にどうして

いったらいいのだろうか」という疑問や不安が繰り返されている。  

 さらに、「ただ走っていっているだけ」という言葉は、学校運営協議会が保護

者全体と乖離してしまうことへの不安も伝えている。  

 これに対して地域委員である C1 委員は、「保護者のいろんな意見を吸い上げ

る努力は PTA で」してきていると述べる。「是非より一層のご努力をお願いし

ます」・「いつでもこういう場で言って下さい」との発言がなされ、議論は収束

に向かう。またさらに、以上の展開の直後には、C1 委員から次のような発言が

なされ、保護者の代表性については今回の議題ではないとして、別の話題に切

り替わっていった。 

 

C1：今 お 話 し て い る の は 、 わ が 校 の 学 校 運 営 協 議 会 と い う も の を 国 の 新し

い法律であるものに 100%移行しちゃって、今までと違うシステムに
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し て い い か と い う こ と と 、 今 ま で 東 小 学 校 が や っ て き た 方 向 を 残 し な

がらやっていくかという議論をしている。 

 

 この発言は、2004 年度に学校運営協議会が法制化されるにあたって、これま

での経緯をどの程度引き継ぐことができるかを議論していた 中であったため、

P3 委員の発言は流れを乱すものとして扱われたのであろう。  

 同様に、P9 委員へのインタビューでも、保護者委員が背景にしている保護者

全体の多様性の大きさから、自らが十分に代表しているのかわからず、代表性

確保の難しさがあるとの発言がなされた。  

 

P9： 保 護 者 の 方 が 何 を 望 ん で い る の か 、 何 を や っ て ほ し い の か を 分 か り き

れていない。それが発言数の少なさにつながっているように思います。 

 

 興味深いのは、P9 委員がこの引用に続けて述べた以下のような発言である。 

 

P9：地域の代表は、あくまであなたの考えで全て良いよということで任され

て出ているのだと思いますけどね。あと、学校も校長が全権ということ

でいいのかと思いますしね。ただ保護者は、私とそのほかの二人で、保

護者全権だって言われても、そこまで責任持てるかな、っていう気がし

ますけどね。 

筆者：保護者の多様性は、ほかのセクターより大きいということなんですよ

ね。 

P9：そうですね。もちろん、本来は町会が一番多様でしょうけど、町内会の

場合無関係な人は無関係というか。でも保護者は、大きければ数百世帯

の意見で、それを集約して多数意見として持ち込んでいくというところ

の難しさがある。 

 

このやり取りからは、「そこまで責任持てるかな」として、保護者の多様性を十

分に汲むことの難しさを P9 委員が感じていることが分かるが、より重要なの

は「町内会の場合無関係な人は無関係」という部分である。「無関係」という時、

どのようなこととの関係なのかは明言されていないが、学校運営協議会による

決定事項や、具体的な学校支援活動が念頭に置かれているものと想像される。

地域住民は、その大多数は学校の当事者というわけではないし、学校に対する

支援活動などに駆り出されることもないという点で、学校運営協議会の意思決

定と「無関係」な位置にいる。そのため、地域住民委員の場合は、背景に大規
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模で意見の多様性の大きい組織（町内会）を抱えていても、多様な声をいかに

代弁・代表するかという問題が、差し迫ったものになりにくいのである。  

 また教員も、意見の分散は比較的小さく、一応は校長の「全権」を想定でき

る。このことには、校内の意思決定がどのようになされてきたかによっては反

論もあろうが 51、人数が少ない点や、所属する社会階層が同一であることから、

ある程度は首肯できる言明だろう。  

 これに対して保護者は多様であり、なおかつ全員が学校経営の変化の影響を

被りやすい当事者である。それゆえ、意見の一本化が困難なため、「代表」する

自信が持ちにくいとされていると解釈されるのである。  

 観察では、保護者全体の多様性と協議会の方針の間で保護者委員が板ばさみ

になる場面もあった。現在進行中の事柄を含むため具体的には述べられないが、

それは教育委員会の学校管理や、それを受けて学校運営協議会が行っている平

素の学校運営の在り方に対する疑問が一保護者から挙げられ、保護者委員がそ

の案件に関して保護者アンケートを実施しようとしたものであった。しかしな

がら、アンケートを実施すれば協議会決定に反する意向が過半になる可能性も

あり、それが保護者を刺激して事態を複雑化させる可能性もあった。そのため、

地域委員は保護者委員に  

 

C2：学校運営協議会の方針の意義を理解していない保護者がいればそれ

をもっと説明するなり何なりして、十分に認識を深めて説明する立場

じゃないですか。ここにいる一人ひとりが同じ方向を向かなきゃおか

しいじゃないですか。 

 

との意見を厳しく伝え、保護者委員に対して「保護者の代弁者」ではなく「学

校運営協議会の説明者」たることを求めた（ 2009 年度第 3 回）。Vincent（ 1996）

が指摘する通り、保護者委員は協議会の「一部分」（ integral part）と看做され、

選出母体（ constituency）の多様性を統御する困難性を抱えていると考えられる。 

 

 

                                                        
51 学校ガバナンス制度と、学校内の意思形成・意思決定の関連を扱ったのは、

林（ 2000）である。林（ 2000）は、学校評議員を検討しながら、その選出方

法や権限という点において、保護者・地域住民の学校参加を重視するという

より、校長の独任的学校経営を補強するものとして批判している。  
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4.4.2.差異の維持・再生産の契機  

 

③管理職-地域委員間の事前相談過程の重要性とそこへの保護者の非関与 

 

 さて、以上の 2 点は当初から存在していた要因であると考えられるが、デー

タを時系列的に読むと、単に既存の社会関係が流入しているというだけではな

く、上記のような積極性の差を維持・再生産する契機があることも指摘できる

と考えられる。変化の具体は、次章でも改めて論じるが、第 1 に、管理職と地

域委員間の事前相談過程の生成と、そこへの保護者の非関与である。前節で述

べた社会関係に支えられながら、地域委員は、活発な意見交換を通して学校運

営に関する知識や経験を得、管理職にとって重要な相談相手になっていったと

いう。T10 は、ある教育雑誌への寄稿文において、2006 年度の着任以降、地域

委員とは「日頃から連絡をとり、提案事項を提出するときにも、唐突に会議に

持っていくのではなく事前に話をすることを心がけている」と述べている。こ

れは、 2004 年度第 11 回協議会で、地域委員が「協議会と学校との意思疎通に

欠けているところはないか」と記した資料を配布していたことから変化があっ

たことを示している。  

これに対して、保護者委員が事前相談に関与するのは相対的に少なかった。

実際、T10 の寄稿文に挙げられていた事前相談の相手に PTA 会長は挙げられて

いない。また、P9 委員は、  

 

P9：保護者提出議案っていうのが少ない。〔中略〕保護者の方からどうす

るなんて言えないし、してはいない。本来は PTA 運営委員会で意見

を出して、保護者委員として次の協議会に出してみようという形にな

るのかもしれませんが、そういったことが協議会が発足してから行わ

れてきてないんじゃないか 

 

と述べ、その結果、保護者委員にとって「ほとんど審議内容については既定路

線であったりする」というのである。  

 他方、数年前から議事に附されている事項の場合は、数年前からの経緯が前

提として議事に持ち込まれ、いずれにせよ新参者である保護者委員は排除され

がちになる。  

 これは、学校運営協議会による学校運営の特質に関わっている。すなわち学

校運営協議会があることで、校長をはじめとしたメンバーが代わってもぶれる

ことのない学校運営ができるという期待である。次の引用からは、そのことが
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よく伝わってくる。  

 

C2：〔新年度になって〕委員の方々も大きく変わり、新しい体制で新しい方

向性が見出せたら良いと考えています。〔中略〕原点にたちかえり、そ

れを再確認しながら発展をめざしたいと考えています（2008 年度 第 1

回）。 

 

下線部からは、メンバーが代わり、「新しい方向性」を見出そうとはするが、

あくまでそれは「原点」を再確認した「発展」であることが示されていること

が見て取れよう。  

ここでいう「原点」の重視は、以前行った議論の結果の尊重につながる。い

みじくも、協議会長は、 2006 年度第 1 回の就任挨拶で、「作り上げたものを当

たり前のごとく運営するという、いわば第 2 ステップに立った」と述べ、従前

の決定の「運用」を旨とした新たな段階への移行を示唆していた。実際 2004

年度から毎年取り上げられている次年度教育課程に関する議論における発言回

数の推移を示した図表 4-7 からは、年度が下るにつれ教育課程に関する議論が

少なくなる傾向が看取される。「原点」として大筋が決定されている議題は、可

変性が少ないものとして提議されるのである。  

 

図表  4-7 次年度教育課程に関する議事の総発言回数  

開催年月日  回数  

2005 年 1 月 11 日・ 2 月 15 日・ 3 月 9 日  112 

2006 年 2 月 21 日・ 3 月 15 日  51 

2007 年 1 月 22 日・ 2 月 7 日  21 

2008 年 2 月 7 日  9 

2009 年 2 月 22 日  17 

 

 こうした中、保護者委員の入れ替わりの激しさは大きな意味を持つ。先述の

通り、保護者委員は新規参入の場合が多いが、それによる知識・経験の乏しさ

は前決定過程への参加を難しくする。他方、既定事項の議論時間の減少は新参

者の委員にとって学校運営に関する知識を得る機会の減少を意味する。  

 知識の差は、例えば次のように発言量に影響を与える。2009 年度第 3 回会議

では、前年度決算・本年度予算について議論が行われたことがあった。その際、

協議会長は「以前はこうだったのですが、その辺のことを知らないと予算に関

しては非常に分かりづらいですね」と述べ、質問があれば会議後に学校に伝え
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るよう促していた。これは、「以前はこうだった」ということを知らない委員が

いるとした上で、意見や質問が出ない前提の議事進行をしていたものと考えら

れる。こうして保護者委員は、積極性を獲得することのないまま任を降りると

いう差異の再生産スパイラルが生じていると考えられる。  

 

 

④ 熱心な学校支援の対価としての地域委員への価値づけ 

 

 第 2 に、熱心な学校支援を背景とする地域委員への価値づけがある。  

 地域委員にとって、学校運営協議会による学校改革は、自らの努力と意見で

学校が変わる実感をもたらすものであった。彼らは、地域を上げて行われる様々

な事業・イベントに積極的に参加したり、朝の交通当番を担ったりするなど、

熱心な学校支援者となっていった。そのことは保護者の目からも明らかであっ

た。P4 委員は、次のように述べている。  

 

P4： 地 域 の 方 た ち は 本 当 に 手 弁 当 で 、 子 ど も も 、 お 孫 さ ん だ っ て 〔 学 校 に

通って〕いないのに〔学校への支援活動を〕やってるんです。雨が降っ

てもヤリが降っても学校で安全管理してて、雨が降るときこそ子どもが

危ないんだっていうんです。〔中略〕年配の方は経済的に安定している

し、ボランティア精神にも富んでるし、精神の若々しさっていうんです

か？パワーがありますよね。 

 

他方、保護者による学校支援は相対的に「非協力的」であった。ここで「非

協力的」というのは、協力をしないという意味ではない。地域住民ほどは積極

的でない、ということである。P4 委員は先の発言に続けて以下のように述べる。 

 

P4：PTA というのは常にやる気に乏しいんです。子どものご飯作る時に是

非とも美味しいご飯を毎回毎回作ろうと思う母親はいないですが、それ

と同じで子どもを学校に通わせている以上、お手伝いするのは当然のこ

とだからやってるんです。だから PTA が組織としてやる気をそれほど

キープしてはいなくて「なまくら」だったわけです。生活の全部を捧げ

られるわけではなく、「お世話になってはいるから」程度で煮え切らな

い。でも、私たちは、朝子どもを送り出して、パートもして、家の片付

けも掃除も洗濯もある。その中で学校がちょっとあって。生活の中の一

個ですからやる気満々とはいかないんです。 
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これらの引用からは、地域住民委員と保護者（委員）の間にある違いがくっき

りと浮かび上がってくる。  

 違いの第一は、地域住民による学校支援と保護者によるそれの質が違うとい

うことである。P4 によれば、地域住民の学校支援は、「雨が降ってもヤリが降

っても」遂行され、「ボランティア精神にも富」み、「精神の若々しさ」や「パ

ワー」を感じさせるものである。これに対し、保護者のそれは「やる気満々と

は行かない」「なまくら」なものだという。  

 第二は、その差が生まれる規定因についてである。P4 によれば、保護者の学

校支援が「なまくら」な背景には「生活」の制約がある。保護者には、仕事や

子育ての現役世代として、時間的な制約が多い。しかもその負担は継続的なも

ので、常に欠かすことができない分、毎回ベストを尽くすわけにもいかない。

学校支援はその中の一つとしてなされており、one of them の扱いにならざるを

えない。それは、「ご飯作る時に是非とも美味しいご飯を毎回毎回作ろうと思う

母親はいない」ようにである。これに対して年配の地域住民委員は子育ての現

役を退いている。また、「経済的に安定している」ため、おそらく時間的にも余

裕があるのだろう。このような「生活」負担の軽重から、学校支援の熱意が規

定されているのである 52。  

 第三は、ジェンダーの差である。P4 の発言には、「朝子どもを送り出して、

パートもして、家の片付けも掃除も洗濯もある」とある。ここからは、仕事を

していても家事・育児の負担が女性によって担われているという性別役割分業

の影響を見て取ることができる。地域住民委員は主に男性であり、家庭負担の

軽重も対比的であると考えられる。  

 こうした違いは、小さなものに見えるかもしれないが、長期的に学校支援が

要求される中にあっては大きな意味を持つ。「生活の中の一個」としての保護者

による学校支援と、「やる気満々」の地域委員の学校支援の差異は顕在化し、保

護者は相対的に非協力的と位置づけられるのである 53。  

 このような活動性の差は、議事における消極性と無関係ではない。次の発言

                                                        
52 P4 の発言では言及されていないが、第 3 章で示した PTA との二重負担問題

も、女性保護者の学校支援を「なまくら」にする要因であると推察される。 
53 議事前後に行われる他選出区分とのインフォーマルな交流も保護者委員は

あまり密でない。保護者委員はいずれも仕事を終えてから来場するため到着

が開始直前になったり、協議会終了後は同時間帯に別室で会議を行っている

PTA の委員会に駆けつけようと直ぐに退席していた。  
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を見てみよう。  

 

P４：ここがボランテ ィアの難し いところで 、〔事業を〕「やるよ」 って 言 っ

た人が一番なんですよ。〔その人がやらなければ〕じゃあ一体、他に誰

が や っ て く れ る ん で し ょ う ？ 〔 と い う こ と に な る 。〕 も っ と 言 っ た ら 、

私が保護者の立場だけれども、仕事も何もやめて、「私がやります」と、

も し 言 っ た ら 、 そ し た ら 私 が 強 く な り ま す 。 で も そ う は 言 え な い 。 そ

れ〔＝「私がやります」〕を言ってくれる人が強くなるんです。 

 

 この引用が意味するのは次のようなことである。「開かれた学校づくり」を推

進する同校では、学校支援の諸事業が多い。学校支援が続く以上、それを誰か

が担わなければならない。現状、その活動は、地域住民が中心的に担い、大き

な支援を行っている。そのため、仮に保護者委員が議事に上った活動方針に疑

問を持ったとしても、彼らに対して対案を出すためには、「私がやります」と言

わなければならない。  

 しかし、先述したような「生活の中の一個」としての制約もある。そのため、

他の保護者を動員しながら対案を出し、それを実施することは、保護者委員自

身にとって難しいと認識されている。こうして彼／女らは沈黙しながら「同意」

するものと考えられる。  

 

 

4.5.おわりに  

 

 本章では、事例東の学校ガバナンスにおける保護者委員の位置を捉えるため

に、学校運営協議会における選出区分による発言回数の差、特に保護者委員の

劣位性を確認した上で、保護者の消極性の要因並びにそれが維持・再生産され

るプロセスについて考察を行ってきた。  

 まず、学校運営協議会の議事録を検討し、議事における発言量の差を明らか

にした。具体的には発言回数を委員ごとに分析し、その多寡から「無言委員」

とも言うべき発言の少ない委員の所在と、その保護者委員への偏在が確認され

た。それを踏まえ、保護者委員の発言の少なさの理由を観察記録やインタビュ

ーデータから考察した。それによれば、①地域の社会関係を反映した議事の雰

囲気、②保護者の多様性の問題が一貫して存在するとともに、③管理職と地域

委員の事前相談過程の重要性とそこへの保護者の非関与、さらには④熱心な学

校支援の対価としての地域委員への価値づけが、地域委員と保護者委員の間に
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ある差異を維持・再生産していることを指摘した。  

 ここからは、学校を取り巻く社会関係の重要性、すなわち議事の「雰囲気」

が既存のミクロ社会関係に規定されながら説明力を有していたことが示される。

学校ガバナンスにおける保護者の位置は、当人自身の意思や能力だけに規定さ

れるのではなく、ローカルな関係性を背景とした学校をめぐるミクロ社会関係

に影響されながら定まっていく可能性が見出される。しかし、こうした社会関

係的要因は維持再生産されるが、その際に、時間・金銭的余裕や、知識の差と

いった属人的要因が、委員交代の長短という制度運用上の要因とも関わって影

響を与えていたことも重要である。つまり、Deem et al.（ 1995）が述べた雰囲

気及び属人的要因は、並列的に存在するのではなく、相乗的に作用する可能性

を指摘したい。  

 こうして考えてくると、この学校を取り巻く社会関係の特性をより一層詳細

に把握する必要性があるということが分かる。すでに指摘した地域住民の有力

性や管理職と地域委員の事前相談過程の生成、熱心な学校支援が求められる気

風などはどのようなプロセスで生じたのか。そしてそれらを背景に、学校運営

協議会の議事における保護者の劣位性が非委員保護者の経験にとってどのよう

な意味を持つのか。  

 次章では、2003 年の改革当初にさかのぼって、その経緯と具体を明らかにす

ることとする。  
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第5章 事例東の学校運営協議会における社会関係の  
構造と変容  

 

 

 

5.1.はじめに  

 

 前章で見てきたのは、学校運営協議会における「議事の構造」とその要因で

あった。具体的には、保護者委員の劣位性を確認した上で、その要因について

検討し、「管理職 -地域委員間の事前相談過程の重要性とそこからの保護者委員

の排除」や「熱心な学校支援の対価としての地域委員への価値づけ」を分析概

念としてあげた。  

 本章では、前章で行った「議事の構造」の分析を踏まえ、学校運営協議会に

おける「議事の内容と展開」を記述する。これは言い換えれば、学校運営協議

会が行う改革の内容と展開を記述することでもあろう。改革の内容と展開につ

いては、すでに、P4 委員や P9 委員のインタビューを以って論じた（第 4 章）

が、あえて章を改めて論じる理由は、以下の 2 点である。1 つは、「熱心な学校

支援の対価としての地域委員への価値づけ」という分析概念が示すように、学

校運営協議会が主導する学校支援活動等の改革内容をいかに遂行するかという

ことが、議事の積極性と関係すると考えられることである。もう 1 つは、学校

運営協議会活動の帰結を「対外経営」に即して明らかにする目的への基礎作業

として、具体的な改革内容と展開を把握しておく必要があることである。  

 

 

5.2.改革を導く地域委員の有力性  

 

専科 教諭 ：〔初代 〕 会 長さ んを ど うや って 納 得さ せる か って いう そ れだ けな

んです。この指定研究は。すべてそこだった。他の委員は、全然普通だ

ったんです。そこだけだったんです、ネックは。彼は、オンリーワンじ

ゃなくて、ナンバーワンじゃなくてはいけない人なんですよね。どこで

もナンバーワン。「王さま」です。首長までなれそうな人だったらしい人

だから。すべての面でトップを走ってきた人だったんです。今でも有力

者だしね。絶対的な。〔その人に対しては〕上も〔＝行政も〕ノーとは言

えない。地域もノーとは言わない。学校はましてノーとは言えない。締

め付けは強かったわけです。〔学校運営に地域住民・保護者を参加させる〕
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この〔指定〕研究も〔全国的に〕初めてだから、全国でナンバーワンに

なるように何とかシステムを〔ナンバーワンになるよう変えていく〕。ま

ずシステムありきで、それにいかに学校を追いつかせるか、ってことだ

ったんですね。 

（インタビュー） 

 

 この発言は、2007 年度に筆者が行ったある教員へのインタビューからの引用

である。2003 年度に学校運営協議会の会長を担った地域委員について、当時を

振り返りながら語っている。  

 言及されている会長は地域住民委員の一人であり、前章では C1 とされてい

る。引用に示されるように、彼は「王様」とも呼ばれるほど地域において大き

な影響力を持っていた。加えて、「ナンバーワン」を目指す志向性が強く、自ら

が学校運営協議会長の役割を引き受けたからには、それを全国的に発信できる

成果に結びつけようとする気概の持ち主であったという。インタビュイーが語

るところによれば、学校に対する「締め付けは強」く、学校運営協議会がシス

テムを構築したうえで、それに「いかに学校を追いつかせるか」が課題となる

ような改革先導者であった。  

 こうした改革に対して、当時の教職員の受け止めは、好意的ではなかった。

先の引用における「締め付け」という言葉が象徴的だが、地域住民委員は、教

員の実践が自らの意に沿うよう強い力で方向付けていた。だが、締め付けがあ

ったということは、見方を変えれば、そのような締め付けが必要となる状況、

すなわち、改革の方向性から教員が逸脱する場面があったということになる。

実際、同じ教員からは、次のような発言もなされていた。  

 

専科教諭： 初は、ネックは、この人〔＝初代会長〕があまりに力がありす

ぎたので、この方の意向に全て走ってきたような状況だったのね。それ

に学校がついて行けなかった。というより、ついて行かなかったのかな。

結局そこら辺の溝があまりに大きくて、えーまたあんなこと言い出して、

っていう風に思った先生が多かった。 

（インタビュー） 

 

 この引用における「学校がついて行けなかった。というより、ついて行かな

かった」という表現に見られるように、改革課題に対して学校を挙げた協力体

制が構築されたわけではなかったのである。  

 以上からは、「保護者が劣位」で「地域住民委員が優位」という前章で述べた
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構図だけでなく
、、、、、

、地域住民委員が上に立ち、教職員に対しても強い要求が向け

られているという構図が見て取れる。前章で、2003 年度当初、保護者委員の発

言が少なかったと述べた（図表 4-2 を参照されたい）が、このことの一つの要

因は、保護者委員の劣位性だけに見出されるのではなかったことも分かる。す

なわち、改革の矢面に立たされた管理職・教員側と地域住民委員とのやりとり

が頻繁だったためとも言えるのである。  

 実は、この構図は後に変質するのであるが、改革のベクトルが教職員に向か

っていたという初期状態をまずは押さえておきたい。  

 では、学校を対象とした改革がどのようなものであり、上の引用に示した教

職員の「対応」はより具体的にどのようなものであったのだろうか。そして、

それはどのように変質していったのだろうか。節を改めて論じていこう。  

 

 

5.3.学校運営協議会による学校改革  

 

 事例東の学校運営協議会が取り上げた改革課題には、次の 2 つの事柄があっ

た。一つは学力の向上であり、もう一つは地域を挙げて行う事業への参加であ

る。  

 

 

5.3.1.学力向上課題と当初の教員の対応  

 

 第 1 に取り沙汰されたのは、「学力の向上」と、それに付随する諸課題であっ

た。当時の学校運営協議会長は、「ゆとり教育の弊害」という言葉を用いて、「学

力低下」がこの学校でも起こっているという認識を持っていた。そのため、ペ

ーパーテストで測定しうる「学力」の向上を重視し、その実現のために学校を

挙げた取り組みを求めた。  

 C1 をはじめ、当時の学校運営協議会委員が問題としたのは、たとえば、「宿

題を出さない」や、「できるまで待つ」というような教員の姿勢であった。事例

東が行った研究指定の報告書には、こう記載されている。  

 

C1：書物などを通してゆとり教育の弊害について勉強しましたが、「東」小

の先生方の話に、「できるまで待ちます」「できるだけ宿題を出さない」

など、その例がよく見受けられました。 

（事例東, 2004a:4） 
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 このような教員の対応は、競争を否定する「誤った児童中心主義」とも評さ

れていた。そしてその系として授業前後に挨拶をしないことに象徴される教師 -

児童関係の在り方も、教員の指導力の低落の結果と憶断され、学校運営協議会

の場面において度々問題とされた。例えば以下の通りである。  

 

C1：私たちが一番望むことは子どもたちがより高い学力を持つこと、より

豊かな心を持つ子どもに育ってほしいこと。これは永遠のテーマとは思

うが〔学校・保護者・地域が〕三位一体となって努力を重ねていきたい。

その成果が、一年一年、目に見えて出ていくような成果が得られること

が責務と考えている。 

（2003 年 1 月 27 日学校運営協議会議事録） 

 

C2：望まれる学校像の中でも一番が学力アップになっている。 

C1：めざす学校の中に掲げている中に、学力を上げるということを掲げて

いる。東小の子供
ﾏ ﾏ

たちのレベルに危機感を持っている… 

（2003 年 5 月 12 日学校運営協議会議事録） 

 

C1：学校運営協議会は創設以来基礎基本の練習というのは 1 番強く打ち出

してきたわけです。… 

（2005 年 2 月 15 日学校運営協議会議事録） 

 

C1：〔小学校英語の議論において〕小学校というのは、私はあくまで基礎基

本を習得するところだと思うんです。 

（2005 年 3 月 9 日学校運営協議会議事録） 

 

 このように度重なる学力問題への言及からは、学力をいかに向上させるかが

学校運営協議会の重要テーマであったことを見て取れよう。  

 なお、「ゆとり」・「誤った児童中心主義」への批判的態度も確認しておきたい。

ここからは、事例東で重視された学力が、教師の指導性に裏付けられた基礎基

本重視のそれであることも推察される 54。こうした発言がなされていた 2000 年

                                                        
54 後述する「めざせスーパーティーチャー」の冒頭に「基礎・基本の定着をめ

ざした教育指導」があることからも、基礎基本の重視が掲げられていたこと

が分かる。  
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代初頭は、いうまでもなく、学力低下論が巷間に取り沙汰されていた時代であ

る。すなわち、当時、高等教育における基礎学力の問題に単を発した学力低下

論が、学習指導要領における内容削減に対するセンセーショナルな批判に媒介

されて初等中等教育に議論の対象を拡張していた 55。学力低下や学級崩壊が問

題とされ、教師の指導力に対する批判的な眼差しが広がっていた当時の社会心

理がここでの議論に影響していなかったとは言い切れない。会長が「ゆとり教

育の弊害」という問題に言及した時、「書物などを通して」知ったとしているこ

とがそれを例証している。  

 ともあれ、このような「問題」とされる現状認識に基づき、「地域の意向によ

る教育活動」を実現するため、学校運営協議会は次のような対教員ポリシーを

提示した。すなわち、「めざせスーパーティーチャー」という表題のもと、「望

む教師像」という 5 項目を提示したのである（事例東 ,  2004a）。  

 基礎・基本の定着をめざした教育指導  

 意識と技術をもった教員  

 心の教育の実践とカウンセリングマインド  

 自己啓発の実践  

 「東小学校」との
ﾏ ﾏ

アイデンティティ  

その詳細は、以下の通りである。  

 

１．基礎・基本の定着をめざした教育指導  

 児童・保護者や地域との信頼関係の上に、明確な教育観をもち、粘り強く基

礎・基本を習熟させる熱意と、「生きる力」をはぐくむ教育活動を展開し、子

どもを心から愛する豊かな人間性と専門的な知識・能力や幅広い教養を基盤と

する実践的な指導力をもつ教師  

 

２．意識と技術をもった教員  

 校長の方針を良く理解し、協調性や協働意識をもち、授業研究・授業診断を

通して自らの課題を認識し、その解決に向け日々自己研鑚に努めるとともに、

学校全体の教育活動のレベルの向上を図りながら、保護者や地域の信頼に応え

るためのコミュニケ－ションを計る教師  

 

３．心の教育の実践とカウンセリングマインド  

 自他を尊重する態度と、優しさ・思いやりの気持ち等、豊かな人間性をはぐ

                                                        
55 学力低下論争については、市川（ 2002）、佐藤（ 2006）等を参照。  
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くむ「心の教育」と、人に迷惑をかけないという社会のル－ルを理解させなが

ら、広い心で一人ひとりの児童を受容し、その悩み等の解決に努力するカウン

セリングマインドをもち、かつ実践する教師  

 

４．自己啓発の実践  

 国際化や情報化などの現代的な課題に対応しつつ、教科指導や生活指導、学

級経営などの実践的指導力を高めるため、「自らも学び、自らも考える」教師

を心掛けるとともに、変わらぬ輝きを保ちながら、柔軟な教師観・教育観を常

に志向することをめざす気概のある教師  

 

５．東小との
ﾏ ﾏ

アイデンティティ  

 歴史と伝統のある東小学校や地域に愛着を感じながらとけ込もうと行動し、

「めざす学校像」に賛同しつつ、学校運営協議会の意向に基づき地域や保護者

と共感し、積極的に対話しながら、情熱をもって職務に精励する教師  

（事例東 ,  2004a）  

 

これが出されたのは、改革当初の 2002 年度のことであった。教員の指導力を心

の教育にも求め（第 3 項目関連）、また地域との連携（第 5 項目関連）を盛り込

むなど、全方位的な要求がなされていることも特徴的だが、要求の筆頭に「基

礎・基本の定着」が来ていることに、事例東の学校改革における学力問題の重

要性が示されていることを確認したい。  

 なお、事例東では「望む校長像」・「望む学校像」・「望まれる家庭像」・「望ま

れる児童像」も作成されている。「望まれる家庭像」は、次章で「対外経営」の

実相を描く際にも重要になるが、ここではすべてのアクターに何らかの要求が

なされていたことを確認するに留めたい。  

 学校運営協議会は「望む教師像」に基づき、具体的な改革課題を設定してい

くわけだが、とりわけ焦点となったのは、教育内容や指導法の問題であった。  

 事例東で行うべき教育課題を設定していくにあたり、学校運営協議会の何人

かの委員は、学力向上において名を馳せる尾道市立土堂小学校 56に研修訪問を

したり（ 2003 年 12 月 21～ 22 日）、書物を通して勉強した。研修成果は学校運

                                                        
56 当時、陰山英男氏が校長に着任し、百ます計算などの反復学習や漢字の前倒

し学習、家庭学習の改善等による学力向上で名を馳せていた（陰山・山崎 ,  

2004）。  
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営協議会にも報告され、さらなる議論が行われた。その結果導入された教育内

容や指導法に関わる改革は様々あるが、主要なものとして次の 3 つを取り上げ

ておこう。第 1 に、当時流行していた「陰山流」の教育方法、すなわち「百マ

ス計算」の実施や漢字の前倒し・繰り返し学習であり、第 2 に公開授業におけ

る授業評価の実施、第 3 に宿題の強化がある。これらの実施にあたり学校運営

協議会が要求した水準は、各教員が適宜取り入れる
、、、、、、、

程度にとどまらず、学校を
、、、

挙げて組織的に
、、、、、、、

行うべき指導法として学校に要求していったのであった。  

 第 1 について学校を挙げて行う具体的な取り組みとして、朝や昼休み前後の

時間を使ったモジュールタイムがある。授業時程表にも明記されたこの時間は、

全教員が、土堂小学校の「陰山式」でマス計算や漢字の繰り返し学習、その他

音読などの諸活動を行うものとされた。  

 第 2 については、公開授業日において、保護者に授業評価シートを渡し、教

員の授業の在り方について評価を得る機会を設けた。この後には、保護者と教

員の意見交換会を設けるなどし、振り返りをする機会を設けている。  

 第 3 に挙げた宿題の強化について、当時、学校では、宿題は同じ学年内でも

異なる内容が出されていたり、学校運営協議会長が「問題」としたように宿題

を出さない教室もあったようであった。そのため学校運営協議会からは、組織

的に、すなわち学年で統一し、毎日計画的な宿題を出すことが要求された。  

 2003 年 2 月 1 日の学校運営協議会議事録には、次のようにある。  

 

C1：宿題を出してもらいたい。東小学校は宿題が少ない。家庭の教育力向上

のためには学校の宿題が出ないと子どもは勉強をしない。 

T3：2 学期後半から家庭学習カードを配布して、毎日提出をさせている。自

分の課題を見つけて家庭学習に取り組ませている。高学年は特に自ら取

り組む学習の体制づくりが必要だと考えている。 

C1：小学校は教えこみでいい。 

（2003 年 2 月 1 日学校運営協議会議事録） 

 

 一連のやりとりからは、この時点ですでに組織的な宿題に向けた「家庭学習

カード」というものが実施されていたことがわかる。これは 2 学期後半から始

められたもので、学校運営協議会の要望に沿って宿題を増やしていた結果であ

ったことが伺われる。しかしそれでもまだ「東小学校は宿題が少ない」とされ

ている。これに対し、T3 は単に量的に増やすだけでなく、特に高学年では自主

的な取り組みを促す必要を提起したが、「教えこみでいい」と返されている。こ
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こからは、まずは質より量に力点が置かれていたことも見て取れる 57。  

 

 しかし、このような学校運営協議会による介入的改革は、必ずしも教員の受

容するところとならなかった。  

 その背景には、「素人」による教育への介入を忌避する考え方があったことは

言うまでもない。しかし、筆者のインタビューに教員が答えて語るところによ

れば、個々の教員の個性や、児童の状況を鑑みたとき、一律の教育指導法を適

用することが困難であるというのが、主な理由であったようである。たとえば、

「学校をあげての採用」が必要であることの根拠を、学校運営協議会は教師に

よる「当たり外れ」があることとしていた。この「当たり外れ」という表現は、

も教員から反発を呼んだ言葉の一つである。  

 

学年 主任 ：「子ど も は 先生 を選 べ ない わけ で すか ら」 … …こ れは 言 葉ど おり

に言われたんですけど、どの先生に当たったとしても、当たり外れの無

いようにして欲しい。 

（インタビュー） 

 

専科 教諭 ：「先生 に よ って 当た り 外れ があ っ ては 困る 」 って いう こ とで 。そ

のセリフは、この仕事をやっていると、えっ！？って思う一言ではある

んじゃないかな。自分が「外れ」だって言われたら誰だって嫌。その子

たちに合わせて色々やっているのに、それが理解されないで文句を言わ

れたら、反発になっていくのかな。 

（インタビュー） 

 

 このように、一律の動きを求めることについて、それが実践の多様性やその

背景にある児童の多様性に配慮しない発言であるとして、「反発」となったので

ある。なお、ここに直接引用はしないが、事例東の児童の家庭背景は多様であ

り、就学援助率も低いとは言えない状況であるため、学年や学級の個性は強い。

にも関わらず問題を教員にのみ帰すような態度を向けられたことにも理不尽さ

                                                        
57 宿題に関しては、学年内のクラスで宿題が異なることへの疑義も呈されてい

たようである。その結果、算数と国語を両面それぞれに配した通称「両面プ

リント」という形で形式化されたものが毎日の宿題に用いられるようになっ

た。筆者が調査を行っていた 2008 年度時点でこれは定着し、毎日出されて

いた。加えて、音読やドリルは「家庭学習カード」に項目化されている。  
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が感じられていたようである。  

 さらに、外部の指導法を一方的に移入するよう要求されたことについても、

批判がなされていた。たとえば次のようにである。  

 

専科教諭：私たちはね、なにも百マスをやってなかったわけじゃなかったん

です。足し算とか引き算とかやったりすると、ちゃんと百マスやってい

たわけですよ。でも、「モジュールタイムで必ず百マス計算をやって欲し

い！」って来たのです。それは、あの頃、陰山さんのことを本を読んだ

か何かで、とにかくそれ一辺倒だったんです。もう「それをやらないと

大変だ」っていうくらい。私たちはそんな必要だったらやってるよって

思うくらいでしたが、言われたから朝のモジュールタイムを設定してや

るわけですよ。でも、そのやり方に対して、学校運営協議会の人は何年

もやってる人のと比べて、「そのやり方じゃ違う」、「もっとタイムを計っ

て」…ってジャンジャン要求がくるんですよ。もう、教育現場じゃない

人が、あるところのを見てマネッコをして同じふうにやって欲しいって

言ったわけです。私たちはその都度考えてやっていくのに、そのたびに、

言われると変えたりして、言われた通りやりました。でも違うって言わ

れました。そして学校運営協議会の委員の人たちが教室を回ってやるん

です。私たちは、言われたことはそれなりに受け止めてやるわけです。

でも同じにやって欲しいって言うわけです。 

（インタビュー） 

 

 以上から、当時教員側にあった反発が見て取れよう。その結果、学校運営協

議会からの要求に対しても、統一して実施と言うには程遠い状況であった。こ

の不統一性は地域住民の知るところとなり、「すれ違い」として認識されるに至

る。  

 

C1：「モジュールタイムに関して〔…中略…〕学校運営協議会との共通理解」

と あ る 。 学 校 運 営 協 議 会 は 繰 り 返 し 学 習 が 重 要 と 言 っ て い る 。 こ れ に

対 し て 、 進 め 方 等 に つ い て 学 校 運 営 協 議 会 と の 共 通 の 理 解 を 持 つ よ う

な 、 具 体 的 な も の が な い 。 教 員 と の 意 見 交 換 の 場 が あ れ ば い い 。 我 々

は 一 貫 し て 、 土 堂 小 学 校 の 件 を 例 に 出 し て 提 案 し て い る が 、 学 校 側 か

らのメッセージが返ってこない。その辺の共通理解が欲しい。 

（2004 年 6 月 18 日学校運営協議会議事録） 
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C1: モジュールタイムは陰山先生等のもとで行うことは決定事項であり、勝

手に覆すことはできない。実際に学校側が行えないのであれば説明が

必要である。 

（2005 年 7 月 14 日学校運営協議会議事録） 

 

これらは 2004・2005 年度の会議議事録からの引用である。1 つ目の中には、「一

貫して、土堂小学校の例を出して提案している」のに、学校側から「共通の理

解を持つような、具体的なものがない」・「メッセージが返ってこない」とある。

同様に 2 つ目の議事録でも「実際に学校側が行えないのであれば説明が必要で

ある」として、「メッセージ」を求めている。このような「すれ違い」 -「共通

理解」問題は、少なくとも 2005 年度中までは、学校運営協議会の主な議題の一

つとして引き継がれていった。  

 

 

5.3.2.地域を挙げて行う事業への参加  

 

 

 もう一つの教員への要求は、地域を挙げて行う事業への積極的参加であった。 

 前々章で検討したように、多くのコミュニティ・スクールでは、地域住民の

力を得て様々な行事が行われていたが、事例東も例外ではなかった。学校運営

協議会の年度報告書を見ると、他校と同様に事例東でも様々な行事が行われて

いることがわかる。具体的には土曜授業、夏祭り、学校参観などがそれに該当

し、非常に大きな規模での実施がなされていた。たとえば土曜授業について、

報告書には次のような記述がある。  

 

「子供たち
マ マ

1,116 名、保護者サポーター241 名、先生・事務局 72 名、

アドバイザー132 名で、総数 1,561 名と昨年より増加しました」 

（事例東, 2008：81） 

 

このように数値で成果を表示し、「昨年より増加し」たことに言及する書きぶり

からは、人数の多さとその拡大傾向を誇る考え方、第 3 章でいう拡張性の規範

が、事例東にもあったことを示している。  

 事例東における地域行事として特に重要なのは、2005 年度から実施されてい

る「夏祭り」である。これは、校庭を借りて行い、地域と教員・子どもが交流

する地域連携の祭りである。数年の経過の中で次第に規模を拡大して実施され
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ているものである。たとえば同報告書には、2007 年度の第 5 回の人数と売上が

紹介されている。  

 

600 名の方が参加、お手伝いして下さり、皆さんの協力により、「すべて

は子どもたちのために」の活動資金として、約 39 万円の収益金が得られ

ました。 

（事例東, 2008：81） 

 

確認したいのは、 600 人という参加者数や、 39 万円という純益金の大きさであ

る。こうした事業規模は、2007 年度だけのことではない。上に引用した報告書

には、その前年度の実績も参考として記載されているが、やはり 600 名の参加

があり、売上は約 87 万円、純益が 45 万円であったとされている（事例東 ,  2008：

81）。  

 なお、引用にある「『すべては子どもたちのために』の活動予算」という表現

はわかりにくいが、子どもに還元される物品購入資金に収益金を充てるという

意味である。「夏祭り」は学校と地域の紐帯を確認する象徴的な意味合いととも

に、一種のファンドレイジング機能も有する重要事業と位置づけられているの

である。なお、「すべては子どもたちのために」とは、事例東における学校運営

協議会のスローガンである。しかし、この言葉は活動の正統性を主張するマジ

ックワードでもある。事業の実施、参加の要請、収益の確保、収益金の支出先

などを論じる際には、たびたび「すべては子どもたちのために」という言葉が

出てきていた。  

 しかし、以下に示した学校運営協議会の議事録を見ると、地域の注力にもか

かわらず、学校側は距離を置いており、そのことが問題視されていたことがわ

かる。 2005 年 9 月のことであった。  

 

C3：…7 月の夏祭りに先生方の協力が得られなかった。このようなチャン

スは大切にしてほしい。 

C2：ど の よ う な 意 識 を 持 っ て い る の か 、 新 し い 先 生 方 を 含 め 東 小 学 校 にた

ま た ま 赴 任 し て き た の か は 知 り ま せ ん が 、 学 校 運 営 協 議 会 と し て は 管

理職にしっかり指導して欲しいと思っている。 

T8： 学 校 運 営 協 議 会 と の 関 係 が 薄 く な っ て し ま っ た こ と を 反 省 し て い る 。

夏 祭 り の 件 に 関 し て は 校 内 で 意 識 の 統 一 は で き て い な か っ た 。 必 要 な

会 で あ る の か を 厳 選 し て い た だ け な い か 。 学 校 運 営 協 議 会 の 方 針 を 無

視 し て 学 校 主 導 で 動 い て い る と 思 っ て い な い 。 校 長 を 見 て も 学 校 運 営



- 157 - 
 

協議会をとても気にしている。先生も、年間 7、8 回土曜日に参加して

い る 。 こ れ は 強 制 で は な く 自 分 の 意 志 で 参 加 し て い る と い う こ と だ け

わ か っ て い た だ き た い 。 ま た 、 モ ジ ュ ー ル タ イ ム も 管 理 職 を 通 す と 伝

わ ら な い こ と も あ る 。 先 生 方 に 直 接 思 い を 伝 え て ほ し い 。 道 徳 も 人 材

活 用 だ け で は ク リ ア で き な い 側 面 も あ る 。 ね ら い 、 カ リ キ ュ ラ ム の 中

であてはまるところを考え努力していきたい。 

（2005 年 9 月 5 日学校運営協議会議事録） 

 

 この引用は、夏祭りだけでなく、モジュールタイムにおける教員のバラツキ

に対する問題意識を含めて、教員側の対応全般について疑義を呈するものであ

った。  

 議論を整理すると、次のとおりである。まず、 2 人の地域委員から、夏祭り

に教員の出席が悪かったことへの問題提起がなされる。  

 これに対し、教員委員から「反省」という言葉が述べられる。そして、「学校

運営協議会の方針を無視して」はいないという弁明もなされている。しかし同

時に、土日も含めた行事への参加を「自分の意志で」既に教員が一定数行って

いることへの理解も求めている。この発言は、地域行事の多さと、休日返上で

それに出席せねばならないことへの批判が教員側にあったことをも想像させる。

おそらくそのため、T8 は「必要な会であるのかを厳選していただけないか」と

も発言し、地域行事の多さへの批判を匂わせた 58。  

 T8 委員の弁明とも取れる発言に対しては、しかし、次のような地域委員の発

言があり、校長（T7）を加えてやりとりが交わされた。  

 

C2：重 要 な 事 を 行 っ て い る 。 必 要 で な け れ ば や っ て い な い 。 出 て い ら っし

ゃらないならば通らないのもおかしい 59。地域立である。 

                                                        
58 T8 の発言に、前項で言及したモジュールタイムへの言及があることも確認

しておきたい。ここからは、 2005 年度も「すれ違い」 -「共通理解」問題解

決が存在していたことが確認されよう。そのうえで T8 委員は、解決のため

の方法論として、「先生方に直接思いを伝えてほしい」として、学校運営協

議会委員が教員に直に意図するところの説明を行うことを提案している。学

力向上課題と、地域を挙げる事業への参加いずれにおいても、教員との「す

れ違い」が感じられ、不可分に論じられていたことが見て取れる。  
59 「出ていらっしゃらなくても通用するのはおかしい」は、議事録では「出て

いらっしゃらないならば通らないのもおかしい」であった。直後で「地域立
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T7：地区の納涼会は初めてのことであったのでは。 

C2：花火を見ながら 1 杯という流れからできた。 

T7： 臨 海 学 園 の 後 と い う の も 原 因 で は 。 職 員 が 一 人 一 回 ず つ は 参 加 し よ う

という表には入っていなかった。 

C2：ラ ジ オ 体 操 に も 先 生 が 出 て き て い な い と い う 声 が い っ ぱ い 入 っ て きて

いる。 

T7：基本的に勤務時間以外 60は働かないということはない。 

（2005 年 9 月 5 日学校運営協議会議事録） 

 

 このやりとりでは、再度、夏祭りへの出席が悪いことが問題とされた。校長

（T7）は、「初めてのこと」であることや、「臨海学園の後」というタイミング

上の制約を示して理解を求めた。さらに「職員が一人一回ずつは参加しようと

いう表には入っていなかった」という形で、参加率の悪さの原因が説明される

とともに、「一人一回ずつ」のノルマを課して地域行事への参加促進がなされ

ていることも暗に伝えられた。だが、こうした弁明に対して、C2 は「ラジオ

体操にも先生が出てこない」という別の不満を追加的に投げかけたため、学校

側の守勢は変わらないままであった。そうした結果として、校長は勤務時間以

外にも地域活動をするという宣言をするに至った。  

 この校長の発言によって、若干流れが変わった。さらに続きを引用する。  

 

C２：このままでは協力を御願いするしかできなくなる。進まなくなってし

まう。今年度になってそんな風潮がひとり歩きしている。 

C3：地 域 の 人 も 見 る 目 が 厳 し く な っ て い る 。 自 分 た ち だ け 協 力 し て い る。

同 じ だ け 協 力 し て ほ し い 。 東 小 学 校 に 来 て い る 先 生 は が ん ば っ て い る

と思うが。 

T7：負のスパイラルである。良い学校を作ろうという気持ちは同じである。

正のスパイラルにしたい。 

C2：学校運営協議会に教師の参加を。コミュニケーションは大切である。 

T8：協力体制は全部が参加しなければならないのではない。 

                                                                                                                                                                       

である」という念押しがなされている文脈を考慮し、修正を施した。  
60 「勤務時間以外は働かない」は、議事録では「勤務時間は働かない」となっ

ていたが、次ページにある「勤務時間以外は働かないなどと思っていないこ

とも、やはり聞くまではわからなかった。」という C1 委員の発言を考慮し、

修正を施した。  
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C3：そう思う。ベースになるのは信頼関係である。 

T8： 地 域 が い な い と 授 業 が で き な い 。 教 師 が い な い と 何 か が で き な い の で

はないと思う。信頼を深めていきたい。 

P2： ラ ジ オ 体 操 の 件 は た ま た ま だ っ た か も し れ な い 。 負 の イ メ ー ジ を 持 つ

人 へ 、 学 校 運 営 協 議 会 か ら も 正 へ と 変 え て い く よ う に 発 信 し て い く こ

と も 大 切 で は な い か 。 学 校 側 は 学 校 運 営 協 議 会 の イ メ ー ジ を や は り 同

じくしていくので信頼関係はあると思う。 

C2：昨 年 度 と 違 っ て き て い る 。 勤 務 時 間 以 外 は 働 か な い な ど と 思 っ て いな

い こ と も 、 や は り 聞 く ま で は わ か ら な か っ た 。 良 く な い 流 れ を つ く ら

ないようにしていきたい。 

（2005 年 9 月 5 日学校運営協議会議事録） 

 

校長の発言を受け、地域住民委員は、教員側に協力する気がないわけではない

ことを確認し、校長に念を押すような発言をしている。すなわち「このままで

は協力を御願いするしかできなくなる」とした上で、「地域の人もみる目が厳

しくなっている。自分たちだけ協力している。同じだけ協力してほしい」と述

べた。そして、「負のスパイラル」を脱せねばならないという T7 の発言を受け、

「信頼関係」の重要性が語られる。P2 によって「ラジオ体操の件はたまたま

だったかもしれない」というフォローも入り、 終的に C2 によって「昨年度

と違ってきている。勤務時間以外は働かないなどと思っていないことも、やは

り聞くまではわからなかった。」として、引き取られた。  

 以上、長めにやりとりを引用したが、教員による協力の調達は重要な問題で

ありながら、長らく膠着し、懸案とされ続けてきたことが、ここから確認され

るのである。  

 

 

5.4.学校 -地域の良好な関係の生成  

 

 

5.4.1. 管理職のリーダーシップと夏祭りの全員参加  

 

 

 前項で述べたような構図は概ね 2005 年度までは続いていた。しかし、 2005

年度は変化の始まる年にもなった。そのきっかけは、様々ある。たとえば、2004

年度をもって、研究指定が終了したことがある。学校運営協議会の仕組みに関
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する報告書と、学校運営協議会の提言によって行われた授業や学校組織内部の

改革に関する報告書の 2 分冊（事例東 ,  2004a・ 2004b）が調えられ、報告会も

行われた。それにともない、影響力の強い会長（C1）は、「顧問」という位置

づけで一線を退いた。2005 年度、事例東の学校運営協議会は、第 2 期に入った

とも言える。  

 第 2 期の開始に際し新たに会長になる C2 委員は、従前の教員 -地域住民間の

関係性を改善するために懇談会を設け、教員が感じていることを聞き取ること

としたという（C2 委員インタビュー）。懇談会がどのように持たれたかについ

ては調査が十分でないため詳述できない。しかしインタビューにおいてこの会

について幾人かの教員が言及していたことから、関係改善を期する地域住民委

員のスタンスが伝わっていたことは少なくともわかる。  

 本論文で注目したいのは、変化がより本格化した 2006 年以降である。この年

には新たな副校長（前章における T10）が赴任した。その後の変化のキーパー

ソンとなる彼がどのようなリーダー行動をとったのかに照射して、以下論じて

いく。  

 着任時、彼は、前項までに述べてきたような「すれ違い」状況について問題

意識を持つとともに、地域住民を味方にすることが学校運営の要であることを

察知した。  

 

T10：〔この学校に着任する前に自分は〕行政から言われました。「溝がある

から。地域と一緒に先生の力が発揮できないでいる。地域との関係を

うまくやってくれ」と言われたんです。来てみたらやっぱその通りだ

と思いました。たとえば、夏祭りがありましたが、1 年目は教員で参

加した人が 0 人。職員室で仕事してる人はいました。それなのに、私

が着任した年は全員参加。もうこのことで地域からの評価は OK にな

りました。 

（2007 年 7 月 27 日インタビュー） 

 

彼は、当時の状況を学校と地域との「溝」という言葉で表現している。象徴的

な出来事として、前節で言及した夏祭りに教員の参加がゼロであったことが挙

げられている。しかし、「私が着任した年は全員参加」となり、「地域からの評

価」が「OK」に転じたと述べている。「溝」と喩えられる状況は前節で述べた

ことと変わらない。問うべきは、変化がいかに生まれたかである。  

 インタビューにおいて T10 は、自らが学校の教員と地域住民の間をつなぐた

めに多様な取り組みを行ってきたと述べる。その一例として頻繁に言及された
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のは、地域住民を交えた飲み会に積極的に参加し、インフォーマルな社交を行

ったことである。  

 

T10：たとえば、着任してすぐ、学期が始まる前に花見がありました。その

日、夜に出なければいけない会合があって、どうしようということに

な り ま し た 。 学 校 運 営 協 議 会 長 は 来 て 欲 し い 〔 と 思 っ て い る 〕。 私 も

そういう飲み会は出るタイプで、教員の時もそういう活動には全部出

ていた人間です。 

それで、会合が終わった後で、「OK です。行きます行きます」って〔電

話で伝えて〕ダッシュで行ったのです。前と現の学校運営協議会長や、

地域の人が 10 数人いるところでした。そこに行ったら、「こんな管

理職いない」って、みんなとても喜んだ。これができるかできないか

で 、 こ ん な 違 う 。 絶 対 行 か な け れ ば い け な い 会 合 で は な い か ら 、〔 行

か な く て も 〕 マ イ ナ ス 評 価 に は な り ま せ ん が 、「 よ く 来 て く れ て 」 っ

て 言 わ れ て さ 。 こ ち ら と し て は 飲 み に 行 っ た だ け な の に （ 笑 ）、 そ し

たら、そこで、入学式で代表として壇上に上がっている来賓、みんな

顔が分かったのです。 

 

この言及からは、学校から来賓扱いされる地域有力者は、一緒に花見をするよ

うな仲の良い関係にあることが分かる。先に、地域の紐帯の強い地域であると

述べたが、筆者が学校訪問した時も、夜の会議の後は必ずと言って良いほど学

校近隣の料理屋や居酒屋で地域住民が懇親を行っていた。強い紐帯の中で日常

的に結ばれた地域のメンバーは、学校の式典の時には来賓として壇上に席が設

けられる人物と重複していることが、上の引用の末尾から分かる。  

 このように、頻繁に行われる地域の懇親会は、T10 にとってはチャンスであ

った。他の用事があってもそこに顔出しすることで、「こんな管理職いない」と

いう高評価につながったのである。地域住民がインフォーマルに行っている社

交の中に積極的に入っていくことが、この副校長の特徴であった。  

 さらに彼は、自らが開発した人間関係を拡張することで、地域住民と教員の

関係を強めていった。そのプロセスは次のようなものである。  

 

T10：若い教員にまず声をかけて、会議に出てもらいました。あと〔教員が

参加する〕スポーツの応援に、「来てよ」って地域の人に頼んだら、〔地

域 の 人 が 来 て く れ た 。 そ の 時 に は 〕「 先 生 も こ ん な に ス ポ ー ツ が で き

て、熱くなったりとか、燃えてるんだとわかってよかった」と言って



- 162 - 
 

もらいました。 

その時は運良く勝てたので、飲み会やったのですが、そこに学校運営

協議会長をお呼びした。みなが暖かく迎えて、グチャグチャになって

盛り上がった。これが大成功でした。そこでできた関係をもとに〔教

員 が 揃 っ て 〕 夏 祭 り に 出 よ う と い う 話 を 進 め た の で す 。「 出 よ う 出 よ

う 」 と 言 っ て 全 員 で 出 た 。 そ れ を 地 域 の 人 が 見 て 、「 本 当 に 一 生 懸 命

よくやってくれたよね」って俺にはプラスの評価が来る、教員が出た

こ と に よ っ て 地 域 委 員 た ち は 喜 ぶ 、 逆 に 教 員 は 地 域 委 員 た ち を 見 て

「こんなに一生懸命やってくれてるんだ」って、こう会話をするよう

になって、歯車が二回転くらい回りました。 

 

 上の引用では、「若い教員」を会議に出して議事場面の様子を知ってもらった

ことが語られている。前節の引用（ p.152）に「学校運営協議会に教師の参加を。

コミュニケーションは大切である。」という地域住民委員（C2）の要望があっ

たことに対応した取り組みであると想像される。 

 さらに、教員のスポーツ大会に地域住民委員の応援を依頼し、祝勝会にも招

待してインフォーマルな交流を促したことが挙げられている。こうしてお互い

の関係が強化された流れを背景に、課題となっていた「夏祭り」への教員参加

を呼びかけていったところ、教員の積極的対応を調達でき、「全員」参加を実現

した。末尾にある「歯車が二回転くらい回」ったという比喩は、学校と地域住

民にある「歯車」が、これまで脱連結・膠着状態にあったこと、そしてその状

態が変化し、双方が機能的なサイクルに入ったことを喩えている。 

 インフォーマルな関係性が広がっていったということは、次の発言からも分

かる。「くだらない飲み会から、開かれてきた」という発言が象徴的であろう。 

 

T10：飲み会にしてもバレーにしても、仲良くなって、飲み会のときは、「お

いお前来いよ、紹介するからさ」って地域委員とか紹介して、顔つな

ぎして、そういうことを繰り返してやって、先生と学校運営協議会と

上手く回るようになって、先生たちが夏祭り出て、その後も飲み会に

行 っ た 。 そ う す れ ば 、 今 度 イ ベ ン ト が あ っ て 来 て よ っ て 言 わ れ た ら 、

もう、そうなりゃ俺だけじゃない、地域の人だって声をかけるように

なる。そうしたら出るようになるじゃない。今度、親父の会の会もあ

るけど、教員だけで 10 何人出る。半分以上出る。くだらない飲み会

から、開かれてきた。 
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 なお、こうした変化の背景について、飲み会の効果が際立って象徴的に語ら

れてはいるものの、当然ながらそれだけではない。飲み会をはじめとした
、、、、、、

イン

フォーマルな場（ゴルフなど）での意見交換や信頼構築を前提に、議事やその

他の様々な場面で情報を密に交換していったのである。  

 さて、「夏祭りの全員参加」は、「②地域を挙げる事業への参加」に関わる事

柄であったが、もう一つの課題である「①学力向上課題」への対応も、T10 に

よって様々に調整がなされていった。  

 まず挙げられるのは、地域住民との良好な関係を基盤に、教員側の利害を代

弁することで、発想や決定の変更を促していったことである。前章で述べたよ

うに、一律の教授法が移入されるなどの学校運営協議会からのプレッシャーが

教員には感じられていた。これに対し、  

 

T10：「教員たちはこういうふうに思ってますよ」と言った。で、「私も教員

の意見と同感です」っていうようなことは言った。 

 

というように、T10 は会議等の場面で、教員の意見を代弁していったようであ

る。と同時に、会議の場で教員の意見を伝えている事実を教員に広めもした。

次の引用を見てみよう。  

 

T10：〔教員には〕「〔学校運営協議会に関しての否定的な捉え方は事実と〕

違うぞ、誤解してるんじゃないの？」ということを、ことあるごとに

言っていた。言ってるほどではないよね、違うよねって言ってたわけ。

理解を示した人間に、部会とか出ろとか言った。〔学校運営協議会で〕

ここ変えてよ、って言ってる姿を俺が見せたわけ。そうすると、その

教員は「あ、ホントだ」って言う。そうしたら俺は「おかしいから変

えてくれ、このままじゃ教員は納得しないから」って言ってる。そう

す る と 、 職 員 は 、 あ あ ホ ン ト に や っ て く れ て る ん だ っ て 思 っ て い く 。

そ れ に 方 向 性 も 基 本 的 に は そ う 違 っ て な い こ と も だ ん だ ん 分 か る わ

け。 

 

 「違うぞ。誤解してるんじゃないの？」というのは、教員に対して発した言

葉である。学校運営協議会についての誤解とは、「言ってるほどではないよね、

違うよね」という部分から推測するに、「一方的である」とか「学校側の意見を

聞かない」といった「誤解」であろう。それだけでなく T10 は、「誤解」を解

く意味を込めて教員を学校運営協議会の部会に呼んだ。そして、T10 が教員た



- 164 - 
 

ちの思いを自らの思いと重ねて議事場面で発言し、教員を代弁する姿を見せた

としている。議事にオブザーバーとして参加し、T10 の姿勢を見ることで、大

筋の方向性において共有できる部分を見て取った教員もいたという。教員が参

加したり、T10 が意見を述べたりした諸会議は、学校運営協議会にとどまらな

い。「部会とかに出ろ」とは、学校支援活動を行う地域組織や、PTA の運営委

員会・各種部会を示していると考えられる。  

 別のインタビューで T10 が語るところによれば、教員の意向から改善された

具体的な事柄として、授業公開の時間の縮小、授業公開時に保護者から取る評

価アンケートの内容変更などがあったという。授業公開で行われる評価につい

ては、匿名のもと根拠のない批判を行う参加者もあるようで、教員からは問題

視されていた。その時間を縮小し、アンケート内容を精選することで、評価結

果をもとに後日行われる意見交換をより集中した意見交換とするねらいもあっ

たようである。  

 

 

5.4.2.モジュールタイムの成果：「統一感」「基礎学力の向上」  

 

 前項で述べたような管理職を中心とした調整と同時に、モジュールタイムの

問題についても「改善」が進められていった。これは、教員による自主的な取

り組みの成果でもある。 もわかりやすいことは、年度が重なる中で、教材や

年間計画が揃ってきたため、足並みを揃え取り組みが容易になったということ

である。教務主幹のインタビューによれば、2004 年度をもっての研究指定終了

に伴う報告書に、モジュールタイムの計画をまとめ直したことで、一つの型が

できたとされていた。  

 しかしそれだけではない。次の引用からは、以前のような厳密性が求められ

なくなっていったということもまた見て取れる。  

 

学年 主任 ： 今は ちょ っ と、 ゆる や かな 感じ な んで す。〔 モジ ュー ル ・タ イム

について〕学年の年間計画はあるけれど、行事が近くなれば、その時間

は「運用」で、迫る行事に当てたりするってことはあります。こう、行

事一週間前になると、結局時間割を〔学年で〕そろえられない現状があ

るんですね、うちの学校の良くないところというか、仕方ないところな

んだけど。算数の少人数が入って、国語の少人数やってて、専科は国語

に図工に音楽にと入っていて、もちろん体育もあるしってなると、この

学年で一緒にやりましょうっていうことができなくなっているんですよ。
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下手すると 6 時間あるのに、こっちのクラスは専科で分かれるとか、戻

ってきたら今度は別のクラスが専科とかなるとか。で、結局朝しかでき

ない。そうすると朝〔＝モジュールタイムを使って〕やりましょう、っ

てなって。授業もあまりつぶせない〔中で、実際に〕遠足だったかな？

体育館に集まって〔事前指導を〕やったりしたけど。誤差が出てはいけ

ないですよね。できるだけ一箇所に集めて、一人が言う方がニュアンス

がブレないからね。そうして、朝〔のモジュールタイムを〕使う。今は

厳しく固められてない。良い方に使えるようになっていますね。 

（2007 年 10 月 19 日インタビュー）  

 

 冒頭には「ゆるやかな感じ」とあり、末尾にも「厳しく固められてない」と

あることからわかるように、統制が和らいできたことが分かる。  

 「ゆるやか」さの背景には様々な事柄がある。第 1 に、学校と地域との関係

改善である。インタビューの別の部分では、地域が望む指導法の徹底実施を求

める前会長の個人的要因が大きかったが、会長の交代によってその程度が弱ま

ったという。また、前述した T10 氏による教員の代弁も影響を与えていよう。 

 しかし、重要なのは次の第 2 の点、すなわち教員がモジュールタイムを「活

用」するようになったことである。 2 つ前の引用からは、学級をまたいで同時

に行われる共通時間であるというモジュールタイムの特質に教員が積極的な意

味を見出していることがわかる。すなわち、小学校では少人数指導や専科の都

合上、複数学級が同時に用いることのできる時間が少ない。しかし、学年行事

など、学年統一の指示・確認が必要な事項を扱うときには、共通時間が必要で

ある。統制の「ゆるやか」さを前提に、モジュールタイムは、学年共通時間と

して「転用」（ appropriate）しうるものとしても定着していった。  

 第 3 に、学力の成果が可視化されたことも「ゆるやか」さの一因と考えられ

る。東小の作成した研究報告書には、2004 年度の学力テストの成績について言

及がある。ここには、「国語と算数の領域ごとの達成率の結果」について、区の

学力テスト結果が示されている。それによると、国語では次のような状況であ

るという。  

 

・すべての領域で区の平均より 5～ 12％上回っている。  

・合計得点の達成率は区の 63.5％に対して 75.9％と高い。  

・「話す力・聞く力」「基礎」は、 75％以上の達成率がある。  

・「文字や言葉の知識」は 67.0％で、領域の中で も低い達成率である。  
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また、算数では次のようにある。  

 

・すべての領域で区の平均より 12～ 16％上回っている。  

・合計得点の達成率は、区が 59.0％に対して本校は 73.5％と高い。  

・「数や形についての知識」が 67.0％とやや劣るが他の領域はどれも 75%近

くの達成率がありバランスがとれている  

 

とされているのである。  

 また、学校運営協議会の席上でも、校長から学力の向上について報告がなさ

れた。以下は自治体実施の学力テストにおいて、自治体平均を「基礎基本」に

おいて上回ったことの報告である。  

 

T5：〔学力テスト結果を説明し、算数の線や形、国語の読み書き等において、

自 治 体 平 均 を 大 幅 に 上 回 っ て い る こ と を 説 明 し た 上 で 〕 学 校 運 営 協 議

会 の 方 か ら 再 三 基 礎 基 本 の 力 を つ け て く れ と い う ご 要 望 を い た だ い て

い ま し た 。 そ れ を 実 現 す べ く 色 々 取 組 を し て き ま し た が 、 少 な く と も

今 回 の も の で は 形 と し て 見 せ ら れ る 形 と な っ て い る か と 見 て お り ま す

〔 中 略 〕 基 礎 基 本 の 部 分 は 自 治 体 の ス コ ア を 相 当 上 回 っ て い る と 考 え

ら れ ま す が 、 し か し な が ら 学 び の 基 礎 力 、 つ ま り 学 び 方 と か 学 び の 学

習 の 意 欲 と か に 関 し て は 平 均 レ ベ ル な の で 、 そ こ を 上 げ て い く と と も

に 学 校 運 営 協 議 会 か ら の 要 請 、 願 い と し て 基 礎 力 を 付 け て や っ て く れ

という部分に関してもなお一層徹底し、9 月以降もやっていくという事

を 先 般 ご 報 告 致 し ま し た 方 針 に 基 づ い て 展 開 し て い き た い と 思 っ て お

ります。 

（2004 年 8 月 24 日 学校運営協議会議事録） 

 

 「学校運営協議会の方から再三基礎基本の力をつけてくれ」という要望があ

ったことは既述の通りであるが、これに対して「形として見せられる形となっ

ている」ことを報告した。T5 が、学校運営協議会の方針に則って教育活動を行

った結果としての向上であるという述べ方をしているのはある種のリップサー

ビスも含まれようが、いずれにせよこの結果は、地域住民を大いに喜ばせるも

のであった 61。  

                                                        
61 学校運営協議会の地域委員は、自らが先導してきた「改革」の成果は学力テ

スト結果で確認できると考えていた。後のことになるが、全国学力・学習状
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 なお、こうした「改善」の背景には、勤務時間外の事業にも積極的で、指導

力の高い教員が集まっていたことも関係していると思われる。T10 は次のよう

に述べる。  

 

T10：『残しても残さなくても同じ』から下のレベルは、出せる時代なんだ

よ 。〔 … 〕 究 極 は 人 で す 。 金 で も な い し 、 設 備 で も な い し 、 い い 人 間

を 集 め る っ て こ と で す 。 や る 気 が あ る や つ 、 遅 く な っ て も い い や つ 、

休みの日に来いって言ってもいいやつ、前向きなヤツ、こんな人間を

10 人くらい集めたら、すぐ良くなる。10 点の教員が出て、8 点の教

員が来たら、それは損。普通の学校は 5 点の教員が出たら、5 点がく

る。この学校は、5 点の教員がいなくなったら、8 点の教員が来る。

それで持ってる。  

 

この学校は、文部科学省の研究指定を受けていたこともあって、教育委員会か

ら人事上の配慮を受けていたことも推察される。  

 

 

5.5.「保護者問題」の浮上と地域住民との共同対応  

 

 

5.5.1.「保護者問題」の浮上  

 

 容易に想像されることとして、教職員と地域住民の関係変化は、ただ「 2 者

関係」の変化だけではなく、学校運営協議会における学校・地域住民・保護者

という「 3 者の関係構造」の変化と相関している。  

 この間、保護者というアクターはどのように位置づいていったのだろうか。

それを検討するにあたって押さえておきたいことは、教職員だけでなく保護者

もまた、学校改革に向けた協力行動を求められていたということである。その

内容は、教員に対する要求と同様である。すなわち①学力向上と②地域を挙げ

ての学校行事の成功という課題への協力である。  

                                                                                                                                                                       

況調査が悉皆でなくなったことが話題に出た際、地域住民委員は自分たちの

「改革」によって上がった成果を確認できなくなると嘆き、自治体による学

力テスト結果については協議会内限りにおいて順位を知りたいと学校に求

めた（ 2010.01.28 FLN）。  
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 より具体的に見てみよう。まず①学力向上課題に関しては、「宿題」が重視さ

れていった。学力向上のためには学校での授業だけでなく、児童の学習習慣を

支える「家庭の教育力」もまた重要であるとの考えからである。  

 これに関して、学校運営協議会の議事でも取り上げられている。早くも 2003

年度 2 月 1 日の議事において、行政担当委員から、「基礎学力を徹底的に身につ

けて欲しいと思っている。学校はそれに対して具体的な方策を明確にしていく。」

という方向性が示された際、その具体策として「例えば、家庭の教育力の重要

性について、手段・方法・仕組みを具体的に出していく等」と述べている。す

なわち学力向上のための有力な方法として「宿題を出させる」ことが提起され

ているのである。  

 ②地域を挙げる事業への参加も重要であった。事例東では、「地域に支えられ

る学校」・「地域・保護者との連携による開かれた学校」として、保護者の協力

行動を必要としていた。朝の旗当番、土曜授業の講師や手伝い、学外授業での

見守り、運動会の補助、夏祭りの手伝い、学校運営協議会の報告会での補助な

ど、保護者の参加を求める学校支援活動は枚挙にいとまがない。もちろんその

中には他校でも保護者に求められているものもあるが、東小ではその種類・数

が多いとのことである。  

 こうした中、学校運営協議会の保護者委員は、PTA 役員でもあるためにそれ

らの諸業務を担うとともに、他の保護者の参加を調達する役割も担うことにな

った。組織的に多くの保護者を動員するべく始められたのは、「一家庭一ボラン

ティア」という取り組みである。これは、「学校支援カード」と呼ばれる用紙を

保護者に配布して、全家庭が一年間に一回、学校行事のお手伝いか、PTA 活動

に参加することを促す活動であり、2004 年度から始められている。交通ボラン

ティアや校庭開放、放課後や土曜の事業などのメニューが用意され、協力が募

られている。  

 これら 2 つの要求は、「望む教師像」と同時に作成された「望まれる保護者像」

として明文化されている。具体的な内容は次の通りである。  
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１．学 力 づくりの基 礎 である、生 活 リズム・健 康 づくりのできる保 護 者  

・家庭で毎日学習する習慣をしっかりつけ、勉強に自信がもてる子となるよ

う保護者もサポートする。 

・朝食をしっかりとる、睡眠時間を確保する、テレビやゲ－ムなどを見る時

間をできるだけ減らすなどの生活サイクルを整える。 

・外で遊ぶ、体を鍛えるなどを大事にし、子どもの体の健康づくりに心がけ

る。 

・子どもが自立する心を育てるとともに、過保護にならないように気をつけ

る。 

２．家 庭 、学 校 、社 会 のそれぞれのル－ルを守 らせその「しつけ」ができる保 護 者  

・「 おは よ うご ざ い ます 。」「 あり が と うご ざ い まし た 。」 など の 挨 拶の 基 本

をしっかり身につけさせる。 

・「東小よいこの一日」を理解し、人との約束や人に迷惑をかけてはいけな

いという社会のル－ルを覚えさせる。 

・良いことは「ほめ」、悪いことは「しかる」という、けじめをはっきりす

る。 

・家事の手伝いやお使いなど、家族の一員としての役割をもたせる。 

３．安 らぎのある楽 しい家 庭 づくりに努める保 護 者  

・家族団らんの機会を増やし、楽しく温かい家庭をつくる。 

・ 家 族 と の コ ミュ ニ ケ －シ ョ ン を大 切 に し、 子 ど もと 将 来 の夢 に つ い て 語

り合えるよう努める。 

・ 親 自 身 も 子 育て を 通 して 学 び 、ボ ラ ン ティ ア 活 動な ど 、 子ど も の 手 本 と

なるよう努める。 

・ 隣 近 所 と の つき あ い を大 切 に し、 地 域 や自 分 の 家の 伝 統 的な 習 慣 や 年 中

行事等を大事にする。 

４．ふるさとを子 どもとともに愛 し、学 校 ・地 域 づくりに参 加 する保 護 者  

・ 地 域 の 行 事 など に 積 極的 に 参 加し 、 子 ども に と って 健 全 で安 全 な ま ち で

あるよう心がける。 

・保護者も常に、「学ぶ、スポ－ツに参加する」などの大切さを行動や態度

で子どもに見せる。 

・保護者会をはじめ、学校や PTA 行事に参加して子どもたちの課題を理解し、

保護者の役割を自覚して、学校と連携した子育てをめざす。  
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見て分かるように、冒頭には「学力づくりの基礎」として家庭の「生活リズム・

健康づくり」が示されている。また、「ふるさとを子どもとともに愛し、学校・

地域づくりに参加する保護者」の項目においては、「地域の行事などに積極的に

参加」や、「保護者会をはじめ、学校や PTA 行事に参加して子どもたちの課題

を理解し、保護者の役割を自覚して、学校と連携した子育てをめざす」など、

学校に積極的に協力することが保護者に対しても要求されていたことがわかる。 

 このように、開かれた学校として保護者に協力的な対学校行動を組織的に求

める背景には、保護者を協力させる体制が不十分であるという認識があったこ

とが推察される。次のやり取りを参照したい。  

 

C1：宿 題 を 出 し て も ら い た い 。 東 小 学 校 は 宿 題 が 少 な い 。 家 庭 の 教 育 力向

上のためには学校の宿題が出ないと子どもは勉強をしない。 

T3：2 学期後半から家庭学習カードを配布して、毎日提出をさせている。

自分の課題を見つけて家庭学習に取り組ませている。高学年は特に自ら

取り組む学習の体制づくりが必要だと考えている。 

C1：小学校は教えこみでいい。 

（ 2003 年 2 月 1 日学校運営協議会議事録 62）  

 

T2： 宿 題 の 丸 付 け で 授 業 の 時 間 を さ く こ と は で き な い の で 、 そ こ で 家 庭 と

の連携が必要だと思う。これらの取り組みは学校全体として一貫したも

のでないと意味がない。 

C1：コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ス ク ー ル 専 門 委 員 会 で 作 成 す る 「 望 ま れ る 家 庭 像 」の

中で家庭学習の必要性を打ち出している。保護者と学校との徹底的なコ

ミュニケーションが必要だと考えている。 

（ 2003 年 2 月 27 日学校運営協議会議事録）  

 

上のやり取りは再掲である。あえて再掲したのは、地域住民によってなされた

宿題の強化要求の意味を再確認するためである。宿題強化要求は、学年で歩調

を合わせ、学力向上に向けた組織的対応を行うという学校に対しての要求だけ

でなく、毎日の実施を通して「家庭の教育力向上」をさせようとする取り組み

でもあったのである。いいかえれば、宿題が組織的に出されるようになってき

たことの反照として、保護者もそれの監督を通した「家庭の教育力向上」に協

力させられていったのである。  

                                                        
62 この引用は先に一度掲載している。  
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 しかし、言うまでもないことだが、保護者は多様であり、必ずしも学校運営

協議会の求める通りに協力をできる／するとは限らない。学校運営協議会の議

事録の中では、散発的ながら保護者の多様性について議論されていた。学校側

からの問題視と、保護者委員からの配慮が交錯する場面があった。以下は、2003

年 12 月 1 日における議事の抜粋である。  

 

T1：家庭の協力が得られないところもある、個人面談で聞いたところによ

る と 、 や ら な い ん で す よ ね と か 、 早 く 寝 な さ い と 言 っ て も 聞 か な い、

先生何とかして下さいというご家庭もあると聞いているので、学校で

は親御さんを教育していくのは非常に難しい、学校でも個別の指導は

努力しますが、学校も悩んでいる。 

P3：働いているから丸付けとかを止めてくれと言う人もいるのですが。 

T1：止めてくれというよりはやらない、してくれないというのはある。 

P2：子が 2～3 人いる人は負担との話も聞いている、特に高学年は計算が

難しくなってきているから親が頭抱えている事もある、その辺いい方

法で親が取り組めるように学校運営協議会、PTA 会長の方からでも。 

（2003 年 12 月 1 日学校運営協議会議事録） 

 

ここでは、校長（T1）から、「家 庭 の 協 力 が 得 ら れ な い」として、保護者の状

況に問題が提起されていた。それに対しては、P3 から「働いているから丸付け

とかを止めてくれと言う人もいる」、あるいは P2 から「子が 2～3 人いる人は

負担との話も聞いている」・「特に高学年は計算が難しくなってきているから親

が頭抱えている」として、保護者から上がっている声が代弁されている。P2 は、

続けて「その辺いい方法で親が取り組めるように」として、解決に向けた動き

を求めている。  

 この議論は、以下のように続いている。  

 

T1：生活アンケートを見ると傾向がわかると思う、どうしても 5･6 年生

は宿題忘れる率が多い。就寝時間も遅い傾向があったり、テレビやテ

レビゲームをやる時間が 5･6 年生は多くなっている。生活の乱れもあ

るので学校でも課題かなと思う。 

P3：そういうところも示し、ただやって下さいでは、宿題をやっている子

は伸びているというのを示せば、親は誰でも子どもができるようにな

ってほしいという気持ちはあり真剣になってくると思う、そういう情

報をもっとどんどん出せばいいのでは。 
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C1：学校から、学校運営協議会からと色々な角度から家庭学習、宿題をや

る、やらないというのが数字に跳ね返ってきていますよと言う、メッ

セージとして保護者に示してあげた方がわかりいいでしょうね、親の

励みという意味でもあった方がいいと思う。 

T1：5 年生は、3 から 6 年生までの中で読書量が一番少ない、こういうこ

とも学力に関係してくるのかなと思うし、いろいろなことが見えてく

る、これも 1 年後にアンケートを取り、比較することは親御さんの努

力がどこまでと
ﾏ ﾏ

。 

P2：生活アンケートのまとめで家庭との連携だけでは弱いと思うので、危

機感のある数字を示した方が、学年により定着率が違うというのもよ

いのではないか。 

（2003 年 12 月 1 日） 

 

このやり取りでは、宿題実施率や家庭学習習慣・生活習慣が学年によって異な

ることを示し、それらの違いが成績に結びついていることを示せば、保護者へ

の動機づけとなるのではないかという議論がなされている。より踏み込んだ表

現では、学年による定着度の違いを明示することで「危 機 感」（ P2）を与える

という解決策も提示されている。  

 

 保護者に対する問題視が輪郭を濃くして現れてくるのは 2005 年前後になっ

てからである。特に 2006 年以降学校と地域委員が関係を濃くしてからは、学校

側によって保護者の「問題性」について盛んに言説が供給されていった。  

 たとえば、2005 年 11 月の学校運営協議会における議論（ 2005 年 11 月 11 日）

では、保護者問題が集中的に取り上げられている。  

 

T9：今 6 年生は、副担任の自分が丸つけをして対応している。6 年では 5

時までの予定なのに面談を 6 時にしてくれ、又は返事がない家庭もあ

る。宿題が家庭でできないので学校でやらせてくださいという家庭 63

もある。家庭も協力をお願いしたい。学校運営協議会からも啓蒙を宜

しくお願いします。 

C2：教師が困る状況に関してのミーティングの場をも持ちたいと思います。

困ったことがあれば言って下さい。 

                                                        
63 議事録中では、「学校でやらせてくださいと家庭」だったが、文脈上修正し

た。  
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 この引用からは興味深いことが分かる。先述のように、宿題を組織的に出し、

保護者が丸付けをするということは、学校運営協議会の発意によって追加され

た取り組みであった。しかし、2005 年の段階になると、宿題の実施と丸付けが

学校運営協議会によって新たに増やされた負担であるという認識は消え、丸付

けは保護者の当然の役割とみなされていることがわかる。「宿題が家庭でできな

いので学校でやらせてくださいという家庭」の存在を呆れたように紹介する発

言がそのことを示している。  

 その上で、保護者を「啓蒙」すべきとする学校側の問題提起がなされ、この

提案に応ずる形で学校運営協議会長（C2）から「教師が困る状況に関してのミ

ーティングの場」を持つことが示されている。  

 

 こうして「保護者問題」に関する言説が説得力を持つうえで、管理職らが地

域委員と良好な関係を作っていったことは重要である。繰り返しになるが、こ

の間着任した管理職は、自ら地域行事への出席・協力をするだけでなく、地域

と情報共有や信頼関係を構築するため、会議後の懇親会も含めたインフォーマ

ルなコミュニケーションを行っていったのである。先述のように、T10 は懇親

会などに一般教員を誘い、積極的に教員と地域代表とをつなげていった。実際

観察によれば、各種会議の後はほぼ毎回行きつけの居酒屋に地域代表が集まり、

そこに教員も加わって、酒を酌み交わしながら学校運営に関する議論を行って

いた。こうした場において、校長は、保護者の態度について｢教員はここが不満

です、とか、こんなことで困ってますという情報・本音も積極的に出し｣（T10）

ていったという。管理職・教員が地域委員を学校の味方としていったことは「保

護者問題」を浮上させる一因であったと考えられる。  

 

 

5.5.2.地域住民との共同対応  

 

 さて、地域住民委員との緊密な連携のもと、「保護者問題」が共有された問題

意識となっていった結果、東小学校では、苦情対応に地域住民委員が同席する

までになった。この学校では 2003 年頃から保護者の苦情対応が問題とされてい

たが、地域住民と共同で実際の対応が行われ始めるのは 2008 年頃である。  

 この間の変化を振り返っておこう。すでに 2003 年度の第 5 回学校運営協議会

では次のように、保護者からの意見・苦情に対して学校運営協議会に持ち込む

ように促す議論がなされていた。  
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C2： … 保 護 者 か ら の 話 で 先 生 方 が 悩 ん で い る と い う こ と が あ れ ば 学 校 運営

協議会にお話いただくこともできると思う。地域に御願いしているとい

うことは、学校に全て御願いするな、家庭は家庭の領分をちゃんとやっ

て下さいと発信しているわけですから、お互いに話し合えることができ

れば先生方も今までやっていたことがやらなくて他に時間が使える、何

かそういったような物の見方とか考え方は基本的と思う。今までと違う

ぞという感覚で進んでいただければこの研究いいのかなと思う。 

T1： 個 人 情 報 で こ う い う 問 題 と い う の を 話 し が し た い が 、 公 開 な の で な か

なか難しいところがある、先生方それぞれ悩んでいるが、福祉や、児童

相談所に御願いしているのがたくさんある、本当はそういう部分もタッ

チしていただけると、地域でお子さんを見てどんなフォローができるか

考えていただけるのではないかと思います。是非話し合いをしたいし、

おっしゃるとおりです。 

（2003 年 12 月 1 日学校運営協議会議事録） 

 

このやりとりからは、この頃はまだ学校運営協議会と学校の間での情報共有に

躊躇していることが分かる。「保護者からの話」（おそらく保護者からのクレー

ムを指すものと考えられる）で「先生方が悩んでいるということ」があれば共

同対応してもよいと申し出られた学校側であるが、「個人情報でこういう問題と

いうのを話しがしたいが、公開なのでなかなか難しいところがある」として謝

絶している。続けて T1 は、「福祉や、児童相談所に御願いしているのがたくさ

んある、本当はそういう部分もタッチしていただけると」と発言してもいる。

つまり、保護者対応事例の中には、社会福祉部局との連携を要する家庭環境の

困難さから派生したケースもあったことが推察される。そのことは次のやり取

りからも分かる。  

 

P1： 家 庭 父 兄 に 関 係 す る こ と で 、 問 題 に し な け れ ば な ら な い こ と が 多 数 あ

ると思うが、我々も見えないところがある、個人情報のこともあるが許

される範囲で提示していただければ、我々父兄代表として、PTA とし

て働きかけたい。 

C3： 学 校 の 状 況 で 見 え な い 部 分 が あ る 。 お そ ら く 地 域 ・ 家 庭 が や ら な けれ

ばならないのを全部学校が背負っているのではないかと思う。そういう

のを我々が学校現場に入っていくことにより、交通整理をし、これは地

域でやって下さい、では地域は誰がやるのか、民生委員、保護司とか、
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たくさんの方が地域にいる、学校の状況をもっと、学校が本来やらなけ

ればいけないのが、全部受け入れるばかりで、個人情報ということで外

に出すわけにはいかないということで。我々学校運営協議会の役目とし

て整理をすれば、学校でやらなくても良いことを学校でやっていたわけ

ですから、もっと本来の意味で学校の先生の時間を使う事ができる。で

きればそこまで踏み込めばかなり前進と思います。 

T1： 学 校 運 営 協 議 会 と な る と 公 開 で す か ら 難 し い が 、 委 員 が 来 て 学 校 の 情

報を知ることはできると思います、個人面談で出た話しは深刻な問題も

ありますし、個人名は出さなくても話しはできる。 

A：内容により切り替えて、個人情報の場合は別の場としていただければと

思います。 

C1：課題によりそういう対応をとなる。 

 

ここで「民生委員、保護司」への言及があることから、福祉領域の専門家の力

を借りることが提言されていることがわかる。これに対し、P1 からは「家庭父

兄に関係することで、問題にしなければならないことが多数あると思う」とし

て、福祉的な問題として扱うのではなく、PTA 内部で助言することで対応する

という方向性も示された。ただ、いずれにせよ確認したいのは、具体的対応を

取るのは、PTA や福祉専門職による対応を模索しつつ、地域は「交通整理」を

行うにとどまるとされていたことである。  

 

 これに対し、2008 年の筆者の調査段階では、地域住民委員が学校と共同で保

護者対応をしていた。学校側に立ち、学校とともに自ら対応するに至った背景

には、先述した「教師が困る状況に関してのミーティングの場」が持たれたこ

と、また、管理職・教員と地域住民委員の緊密な関係、さらにはちょうど当時

世間に流布していた「モンスター・ペアレント」言説などの影響が考えられる。  

 以下は、学校に対して苦情を述べてきた保護者に対して、校長だけでなく、

地域住民委員を「介入」させて「問題」を「解決」した事例を回想する校長の

発言である。  

 

T10：入ってもらいました。介入してもらった。あれは助かりました。普通

校長と副校長対応です。揉め事があったとき、普通大変です。それを

学校運営協議会委員に言いました。委員に言えば行政も来る。そうし

たら、校長室のソファのこっちサイドが埋まります。校長・副校長・

学校運営協議会長・行政の代表がいて、副協議会長がいて、それで親
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だと、単純に数でも、夫婦で来たとしても、2 対 1 より強いよ！子ど

もの問題で誤解があって、ご立腹だったときの話です。こうして学校

運営協議会に情報を流していく。そこは先生もわかっていて、困った

ときに学校側を代弁してくれる、味方・応援してくれる人たちだとは

思ってると思います。 

 

ここから分かるのは、地域住民委員が「学校側を代弁してくれる、味方・応援

してくれる人たち」だと認識されていることである。そのため、両親対校長で

あれば「2：1」となるところ、地域住民委員の「代弁」・「応援」を得た学校側

が強化され（この発言通りだと両親：学校側＝ 2：5 になる）、「より強い」状態

になるのである。クレーム対応に立ち会ってもらうという踏み込んだ取り組み

の背景には、「学校運営協議会に情報を流していく」との発言から分かるように、

地域住民との緊密な関係の中で、保護者対応案件についても情報共有がなされ

ていたことがある。先に掲載した引用の中で、保護者対応について「教師が困

る状況に関してのミーティングの場」を持つことが提案されていたが、そのミ

ーティングが実際に持たれ、「困る状況」として保護者対応問題が挙げられてい

ったことが推察される。  

 

 こうして、地域住民と学校との間で保護者問題が共有された認識枠組となり、

共同での対応が開始されてからは、学校運営協議会の場面で保護者委員が問責

される場面も見られるようになった。以下の事例は、学校と地域住民の関係が

良好になってから一定の時間が経った 2009 年、管理職が学校運営協議会の席上

で、保護者の非協力性を印象付け、その「解決」を迫る場面である。ある日の

会議場面で T10 は、学校の主催する講演会や参観への保護者の出席率の低さを

問題提起した。その時彼は、学校公開参加人数の経年変化の表・グラフを作成

して示し、多い時には 700 名を超えた参加者が直前期には 502 名に「低迷」し

たとした。この時は、体力に関する道徳講座を学校公開と同日に催し、学校に

は多くの保護者が来ていたにもかかわらず、講演会になると帰宅するという状

況に対する批判である。そして、コミュニティ・スクールであるにもかかわら

ず参加をしない保護者の意識の低さを印象づけながら、解決を迫ったのである。

その際のやり取りを起こしたフィールドノーツは以下の囲みの通りである

（ 2009.10.27 FLN）。  

 

この回では、学校で行われた講演会への保護者参加人数が少なかったことが

校長によって問題とされた。端緒となった T10 の発言は以下のようなもので
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ある。  

 

T10：PTA でも提案し、学校だよりでも書いたが、地域・保護者に協力

して貰う形での講演会を催したが、400 家庭の内 500 人が校内

に来ていて、にもかかわらず体育館には 70～80 人の保護者しか

来ていない。学校としては HP・お知らせ・チラシ・メール配信な

どあらゆる手を尽くしたが「PTA は何をしてくれたのか」と、PTA

役 員会 で キ ツい 言 葉 を言 っ た 。こ れ か ら何 を 期 待し た ら いい の か

ということを言わせて頂きました。 

 

これに対し、議場には静寂が走った。その中で、C2 は呆れるように、「親っ

て何なのだろうと思う」と述べながら PTA 会長に意見を求める次のような発

言を行った。  

 

C2：いつもこの話になるとこういうことになる。学力もあるが体力の点

で東小の子供たちが良くない状況であると話をしていたが、そのこ

とについて保護者は実感がないのか。そういうことなのに何とも思

わない親って何なのだろうと思う。聞きにも来ないという。PTA 会

長、いかがですか？ 

 

これに対して、PTA 会長である P9 は、  

 

P9：参観が終わった後に帰ってしまう保護者が多いことである。来ても

らってよかったと言ってもらう人もいて、そのような内容だった。

意識が低いと言えばそれまでになるが…。 

 

と言葉をつまらせ、それに対し C2 委員は「なんというか、非常に残念です

としか言い様がない」とされた。  

 

校長はこれに続けて  

 

T10：PTA として縛りをかければ、70～80 人は出られるわけで、そこ

に ア ク シ ョ ン を か け て く れ な い の は ど う い う こ と な ん だ ろ う と 思

っています。 
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と述べ、その態様を再度問題とした。  

 

保護者の参加が少なかったことは事実であり、それが学校側の失望を買ったこ

とも事実であろう。しかし、ここで確認したいのは、学校が開く講座であれば、

人数を揃えるための「動員」を含め、保護者の出席が当然とする前提が存在す

ることである。そして、C2 委員が「いつもこの話になるとこういうことになる」

と述べているように、既に幾度も保護者がこの前提を裏切るものとして問題化

（ problematise）されていることも推察される。  

 以上のように、保護者は、学校運営における「問題」として認識され、学校

と地域住民委員の間で共同での「解決」が図られるプロセスが看取された。  

 

 

5.6.確認書の出現とその論理  

 

5.6.1.確認書の出現  

 

 こうした経緯の中で、学校運営協議会長をはじめとした地域委員は、地域の

指導的名士として、保護者に対する啓発を買って出るようになった。すなわち

「保護者に対して言いたいことがあって言えないっていうなら、学校運営協議

会に持ってきて下さい」（協議会長インタビュー）と学校側に呼びかけるように

なった。  

 そうして生まれたのが、「確認書」である。「確認書」とは、次頁（図表 5-1）

に示した 6 項目を骨子として成り立つ A4 で 1 枚の書面である。特徴的なのは、

これらに対して保護者が「確認」の上、署名を提出させるという点にある。署

名は提出しなかったり、署名内容に反する行為があったりしも、特別処罰規定

が設けられているわけではない。しかし、学校運営協議会は提出率を把握し、

未提出者に対して担任や校長レベルで対応がなされている。  

 これは地域委員と管理職の発意により、協議会として進められたものである。

具体的な取り組みとして現れるのは 2006 年度である。当初は新入学予定児童の

保護者に配布されていた。しかし 2008 年度からは、全保護者に配布されるよう

になっている。内容の骨子は図表 5-1 の 6 点であるが、さらに細かな説明が施

されている。例えば（１）には「多くの人が見ています。子どもがそういう眼

で見られます」というように、保護者の態度が子どもの評価につながるという

脅しを含んでいる。（２）でも「親がチェック。親がチェックを見せる、一緒に

チェックする。子どもがチェックするのを見ていてあげる→一人でチェックす  
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図 表  5-1 事 例 東 における「確 認 書 」  

 学校運営協議会から保護者の方へのお願い   

平成 20 年 4 月

 学校運営協議会長

 

地域立の学校として、学校運営協議会は、子供
マ マ

たちに基礎学力をつけてもらいたいと学校に

強く要望しています。学校もそれに応えてさまざまに努力いただいております。しかしながら、

教育は学校のみで完結するものではありません。望まれる児童を育てていくために、家庭や地

域それぞれが協働していく必要があります。そこで保護者の皆様には、以下に挙げる 6 つを守

る習慣を各家庭においてつけていただきたいのです。学校・地域と共に子供
マ マ

たちの健全な育成

を進めてまいりましょう。つきましては、以下の内容を確認いただき、確認書の提出をお願い

いたします。  

(1) 登 校 時 間 を守 る 

→  徒歩登校が原則です。（車で送る、自転車に乗せるはダメ  →  多くの人が見ています。

子どもがそういう眼で見られます。）  

(2) 忘 れ物 をしないようにする 

→  親がチェック。親がチェックを見せる、一緒にチェックする。子どもがチェックする

のを見ていてあげる  →  一人でチェックする…忘れたら自分が困るということを知ら

しめる  

(3) 礼 儀 やあいさつは、親 が指 導 するのが基 本  

→  これからの世の中を生きていくために必要なコミュニケーション力の基本がきちんと

あいさつができることです。まず家庭であいさつをする習慣をつけてください。  

(4) 東 小 の約 束 ＝○付 けは家 庭 でやる 

→  家庭学習の習慣づけ。親が○をつけてくれることで学習意欲が高まる。子どもの学習

状況が理解でき、担任とも具体的な話し合いができる。「何でできないの？」ではな

く、「どこにつまずいているか、どうしてできないか」考えることで、怒らなくなる。 

(5) 子 どもの話 だけを信 じて学 校 に文 句 を言 う前 に、きちんと状 況 判 断 をする 

→  子どもは前後を端折って都合のいいことを言うものです、それは自然なことで成長と

共になくなっていきます。親が第三者的な視点を持つ余裕が必要です。  

(6) PTA 活 動 に積 極 的 に参 加 し、東 小 の保 護 者 としての責 任 を果 たす 

→  学校は本来、子どもを預ける場ではなく、保護者も学校や地域と一緒になってつくっ

ていくものです。東小学校はコミュニティ・スクールです。地域を上げ
マ マ

て取り組んで

いる教育活動に積極的に参加してください。  
 

ｷﾘﾄﾘ  

確認書  

以上について確認しました。  

  年 組  児童名  

  保護者名  

担任の先生に提出してください。
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る」というように、子どもの自律を促す書き方とともに、「忘れたら自分が困る

ということを知らしめる」という子どもの自己責任を問う考えも標記されてい

る。  

 （６）には、事例東は「コミュニティ・スクールです。地域を上げて
マ マ

取り組

んでいる教育活動に積極的に参加してください」とある。（４）は、宿題の丸付

けを日々保護者に行うことを求めるもので、教員からの聞き取りによれば担任

が宿題チェックをする他校とは異なる際立った特徴を持ち、家庭教育に介入す

る取り組みである。これの補足説明には、親が子のそばで支援することで学習

習慣がつくとともに、学習の様子を親がわかるようになるという効果も記述さ

れていた。  

 また校長インタビューによると（５）の項目は地域委員の素案にはなかった

ものであったという。しかし、「理不尽」な保護者の要求対応のために、学校管

理職らの発意で挿入されたのだという（T10 インタビュー）。このように、地域

委員と管理職の共同で「確認書」の内容が作られてきたことが分かる。  

 学校と地域住民委員が協働でこれを作成したことを端的に例証するのは、前

文である。すなわち、「学校・地域とともに子供たちの健全な育成を進めてまい

りましょう」とあり、地域が学校と共同で保護者を啓発する構図が見られる。

前節で述べたことだが、地域住民と学校が共同で「保護者問題」に当たってい

ることがよく分かる。「開かれた学校づくり」によって、閉鎖的な「学校文化の

社会化」（佐藤 ,  2005a： 19）が起こるとされるが、この学校では地域代表が学

校と発想や問題意識を共有するという意味で、いわば「学校化」したと言うべ

きであろう。  

 

 

5.6.2.「確認書」実践展開の前提：地域委員の二重の立場性の活用
[ a b ] u s e

 

 

 繰り返しになるが、この「確認書」が出されたのは、「保護者問題」に対応す

るための学校と地域住民委員の協働の結果であった。学校運営協議会の保護者

委員だった P4 は、保護者の役割を強調する学校改革の方向性にもかかわらず、

十全にその役割を満たそうとしない保護者に対して、「地 域 の 方 た ち は 、 是 非

〔様々な学校支援をもっと積極的に〕やりなさいよってずっと言われています。

でも〔保護者がその期待に応えなかったため〕業を煮やして、ようやく、確認

書が出されました」と述べている。「保護者問題」に業を煮やした結果、確認書

の全員実施に至ったのである。  

 しかし、「確認書」の文面を見たとき多くの人がある疑問を抱くだろう。それ
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は、家庭教育に関して踏み込んだ内容を提示し、しかも処罰規定が無いとは言

え、署名・提出を求めるという義務性の高い取り組みに対して、どのように正

統化がなしうるのだろうかという疑問である。たしかに私立学校などでは誓約

書という形で同様の取り組みがなされているものの、それを公立学校において

実施することについては難しい問題があるはずである。  

 この問題に「解決」をもたらしているポイントは、確認書が学校運営協議会

長名で出されていることにある。  

 まず、学校運営協議会長が、年配の地域住民委員であることに意味がある。

すなわち、地域住民委員は、保護者にとって地域における先輩格であり、年齢

的に「保護者の保護者」であるという立場性である。仮にこの啓発を保護者ど

うしで行ったとしよう。その場合、ある保護者が言うように「私たちが何か協

力を依頼しても『何よあなたは』っていう顔でカチンと来ているような人はい

ますし、『あなた何様』みたいな顔されること」（ ID0464）につながりかねない。

しかし「保護者の保護者」である地域住民委員名であればそれを避けられるの

である。  

 また、学校運営協議会長が、管理職や教員ではない
、、

ことの意味もある。 2008

年度の副校長が述べるように、確認書の内容は私事に介入する面があり、本来

ならば「学校としては言えない」（T12）ものである。しかし地域住民である学

校運営協議会長が出すことで、「公による私領域への介入」という批判も免れる

ことができる。  

 しかし、学校運営協議会長は単なる一私人ではない。言い換えれば、「先輩保

護者」のような象徴的位置づけだけでなく、学校運営協議会の委員、すなわち

法に規定された権限を持つ組織の一員という公的な立場によって、一定の正統

性をもって保護者啓発の主体たることができるのである。  

 以上をまとめれば、学校ではないという意味で「公の私への介入」批判を免

れるとともに（地域委員  as 地域住民）、単なる先輩保護者ではない「正統性」

を主張できる（地域委員  as 学校運営協議会委員）という〈二重の立場性〉が活用
[ab ] u s e

され、保護者啓発を可能としているのである。  

 

 

5.6.3.保護者啓発の論理：保護者への問責  

 

 これらを前提として丸付けを含めた義務性の強い取り組みが保護者に差し向

                                                        
64 ID に関しては、第 6 章で詳述。  
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けられたわけだが、保護者のリーダー的存在である PTA 役員の一部には、当初

からの学力重視の姿勢や、組織的に宿題を増やすよう求めることについて、多

様な意見があるようであった。特に宿題丸付けについて、当時協議会の保護者

委員でもあった保護者は次のような批判をしている。  

 

P4：我が子のためとなれば誰だってやりたい気持ちはありますよ。でも時間

が割けないあるいは能力がない、そんな要領が良くない、子どもの宿題

1 枚かもしれないけど、やろうと思ってできないことはないかもしれな

いけど、ぱーってできる人もいれば、「あれ？あれ？」って人もいます。

あと外国人の方ですね。やる気の前に、そういう格差の一番小さいとこ

ろですけど、それもあるんです。地域住民は子どもに朝御飯を食べさせ

ろと求めますが、誰だって我が子にてんこもりの朝ご飯食べさせたいで

すよ。わざとじゃないんですよ。でも自分だって食べさせてもらってこ

なかったり、そういうやり方しか知らないという時、朝からこういう朝

ご飯を出せと言われても出せませんよ。それはもう福祉の話と同じよう

なものです。家庭の上にしか子どもは育ちませんから。だから守れない

ときに、守らないうちもあるけど守れないようなうちもあるんです。よ

っぽど明らかな家庭の問題は対処をします。もっと浅いところですが、

丸付けができないっていうレベルにおいても〔家庭の制約は；筆者〕あ

るんです。先生たちはだから、あんまり厳しくは言わないです。 

 

この発言をしている P4 は大卒であり、自らは宿題丸付けを実施するようにす

るのに苦労はなかったという。しかし自らの子育て経験や、PTA 活動の中で知

った周囲の保護者の実態から、全員に遂行させることはできないという配慮を

示している。すなわち、  

 

P4：これは保護者の側から言わせると、反発を招くからやめて欲しい、正直

に言えば。ママたちが学校のことをキライになっちゃう。〔中略〕ＰＴＡ

は、楽しい行事をやったり、楽しい企画を考える、引っ張り出す。その

中で自然に学校のことが好きになって地域の人も好きになって、仲良く

なって、自然にルールも身について欲しいんです。 

 

というスタンスを明確にしている。  

 しかし、「確認書」実施が議論された当時の協議会議事録を見てみると、こう

した保護者の声は上がっていない。事例東の「確認書」を取り挙げたある教育
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雑誌の記事でも、「〔議事において〕確認書の件も、別に意見が大きく割れたわ

けではなかった」とされている。  

 その理由を考えるとき、家庭教育の重要性を強調する風潮の影響は当然あっ

たと言うべきであろう。特に当時、「モンスター・ペアレント」批判や、教育再

生会議による「親学」の提案 65など、家庭の教育責任を強調し、保護者を批判

する社会的言説や政策的関心が台頭していたことは確認されて良い（本田 ,  

2008： 3-18）。「学力もあるが体力の点で東小の子供たちが良くない状況である

と話をしていたが、そのことについて保護者は実感がないのか。そういうこと

な の に 何 と も 思 わ な い 親 っ て 何 な の だ ろ う と 思 う 。」という C1 委員の発言

（ pp.176-178 の囲みから再掲）が象徴するように、保護者であるならば当然か

くあるべきという規範は事例東の関係者に広く流布していた。本田は、「『家庭

が大事だ』という規範は過去から現在にわたって日本社会に根付いたものであ

り、かつ一般論としてのそれを正面から反駁することが難しい」と指摘してい

る（本田 ,  2008： 14）。こうした規範は、それ自体として確認書の正統化論理で

あったと考えられる。  

 しかし、こうした一般的情勢だけでなく、事例東固有の、特に事例東及び B

自治体が採用している政策に影響を受けた「論理」が、確認書のように踏み込

んだ保護者啓発を正統化していたことが重要である。その論理とは、「学力とい

う成果を志向した学校選択制下のコミュニティ・スクール」が用意した「保護

者への問責」というべきものである。以下、順に見ていく。  

 

 

5.6.3.1.学力向上に対する保護者の責任  

 

 保護者に問われていた第一の責任は、学力向上という成果のために協力する

ということである。これが改革当初から強調されてきた学校運営協議会の規範

であったことは先述の通りである。  

 この規範は、時間の経過を経ても維持されている。たとえば、2010 年におい

ても次のような場面が観察されている。校長は、児童が行った通過率テストの

成績が悪かったことを受け、 2010 年 2 月、同一問題を数週間後に再実施した。

これは、第一義的には教員による児童への意識啓発を見直すよう求めるための

ものであったと思われるが、同時に保護者に対しても事前の心構えを説くなど、

家庭の引き締めを図るものでもあった（ 2010.01.28 FLN）。ここからは、テスト

                                                        
65 毎日新聞 2007 年 4 月 26 日付。  
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での高学力を達成するために、事前の心構えをすることも保護者に求められて

いること、いわば「学力向上のための保護者の責任」を問う発想が生成してい

たことが分かる。  

 

 

5.6.3.2.学 校 選 択 の結 果 への責 任  

 

 問責の内容として次に挙げられるのは、「学校選択の結果」への問責である。

すなわち、選んで事例東に入ったのであるから、学校の特色は理解されている

ものと擬制され、その中に含まれる保護者への要求についても選んだ者の責任

として受忍すべきであるという論理が存在していた。議事の具体例から、その

責任論の表れを確認しておこう。  

 すでに 2004 年 12 月の学校運営協議会では、先進校として視察対象ともなっ

ていた土堂小学校が取り上げられている。土堂小学校でそうしているように、

事例東でも学校の教育方針に賛同する保護者だけに来てもらうようにするべき

という趣旨の発言である。  

 

C1：〔 土 堂 小 で は 、 陰 山 先 生 の 名 前 や 学 校 の 名 前 が 知 れ 渡 り 、「 参 同 す る 保

護者だけ学校に来てくださいと言っている」という話を引き合いに出

しながら〕 前校長が地域の学区域内の人は優先ですがそれ以外の人

は抽選ですと言うから、ちょっと待ってください、それは違います〔と

言 っ た 〕、 学 区 域 内 の 方 で も 児 童 像 や 家 庭 像 が 理 解 で き な い と 言 う方

は 本 自 治 体 は 自 由 選 択 制 で す か ら 他 の 学 校 へ い ら し て い た だ い て も

結構ですということはすでに言っている。ほっといても、少々だめだ

といっても、入れてくれというような。要するに、土堂小学校のよう

に手応えが出てくるのはそこの先生方のご奮闘によるものです。 

（2004 年 12 月 6 日学校運営協議会議事録） 

 

この発言がなされたのは、学校側に対して基礎基本的学力の向上を促す一層の

取組みを求める場面での発言であったため、 終的には「先生方のご奮闘によ

るものです」とされている。しかし、学校の方針を理解した保護者だけに入学

を認めるような学校になることへの希望も、ここから見て取ることができるだ

ろう。  

 また、2005 年 1 月の学校運営協議会では、新入学児童の保護者に対する説明

会の進行に関して、次のようなやりとりがなされている。  
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T5：2 月 8 日新 1 年生の保護者会を予定している。希望者 96 名、32 名

が学区外から来るということになる。ついては学校運営協議会からの

発信としてお願いしたい項目がある。①現在集団登校しているが、学

区域外からの児童は 4 月より 1 人で登校しても良いこととしたい。②

自分の名前くらい書けるように、鉛筆の持ち方、正しい書き方等親が

注意し指導してくれると助かる。 

C1：昨 年 、 前 校 長 と こ の こ と に つ い て は 学 校 運 営 協 議 会 の 方 か ら お 話 する

ことに役割分担をキチンとしている。めざす児童像・家庭像について

は新 1 年生にキチッと守ってもらわないと困りますと言うことを、学

校ではそこまではどうもという部分が有るんですよね。去年もそうい

ったことは校長さんから言えない部分を代わりに言いましたが、そう

いった役割分担を今後もしていきたい。 

（2005 年 1 月 11 日学校運営協議会議事録） 

 

この引用から見てわかるように、校長から地域住民委員（C1）に次のような提

案がなされている。すなわち、「①現在集団登校しているが、学区域外からの児

童は 4 月より 1 人で登校しても良いこととしたい。②自分の名前くらい書ける

ように、鉛筆の持ち方、正しい書き方等親が注意し指導してくれると助かる」

という学校の要望を、地域住民委員が「学校運営協議会からの発信」として伝

えるように要求しているのである。これに対し、C1 委員が「去年もそういった

ことは校長さんから言えない部分を代わりに言いました」として、既に 1 年前

から学校の代弁を行っていることに触れつつ、「学校ではそこまではどうも〔言

いにくい〕と言うこと」を、学校の「代わりに」保護者へ伝えることを約束し

ている。こうして、学校を選択したからには、「児童像・家庭像」について「キ

チッと守ってもらいます」ということが保護者に求められ、そうした保護者を

規律付ける学校のエージェントとしての役割を地域住民委員が担っていること

が分かるのである。  

 学校選択制による自己責任論の論理は、学校と地域委員との関係が深まり、

「保護者問題」が浮上してきた後、一層顕在化してくる。入学希望の保護者へ

の確認書配布を目前にした 2005 年 11 月の学校運営協議会における議論である。

ここでは、「保護者問題」が集中的に取り上げられている。この引用の前半部は

以前にも取り上げたが、さらにその先には学校選択制と関わらせた議論が展開

されているので再掲する。  
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T9：今 6 年生は、副担任の自分が丸つけをして対応している。6 年では 5

時までの予定なのに面談を 6 時にしてくれ、又は返事がない家庭もあ

る。宿題が家庭でできないので学校でやらせてくださいと（ママ）家

庭もある。家庭も協力をお願いしたい。理事会からも啓蒙を宜しくお

願いします。 

C2： 教 師 が 困 る状 況 に 関し て の ミー テ ィ ング の 場 を持 ち た いと 思 い ま す 。

困ったことがあれば言って下さい。 

〔中略〕 

C4： 家 庭 で 丸 付け を し てく る こ とも 含 め 、今 家 庭 の基 本 が 低下 し て い る 実

情がある。他の大学でも研修があるが、追い詰めてしまうと保護者が

分離してしまうのではないか。 

T7： 丸 つ け を し な い の は 意 識 の 違 い で は な い か 。 好 き で 入 っ た の で は ない

から…という保護者と今年入学した一年生の保護者は全然違う。 

T9：学校選択制ということも含め、取り組みは定着してきている。 

T5：来年の一年生は 3 クラス。だんだん人数も増え、抽選になっていく。 

C2：好きで入ったのではないという方にもなるべく協力をして貰う形で。 

（2005 年 11 月 11 日学校運営協議会議事録） 

 

 先述したとおり、教員から、保護者の宿題丸付けの実施状況の悪さが指摘さ

れている。宿題丸付けは、これまでになかったものであるにもかかわらず学校

運営協議会の取り組みの中で新たに付加されたものであったが、この段階では

既に宿題丸付けは当然の保護者の役割でありそれを行わないことの問題性が指

摘されている。  

 一連のやり取りの中では、珍しく女性の地域委員（C4）から、「〔確認書によ

って〕追い詰めてしまうと保護者が分離してしまうのではないか」という懸念

も出されている 66。しかしこの発言に対しては、「学校選択制ということも含め、

取 り組 み は 定着 し て きて い る」（T9）、「好き で 入 った の で はな い と いう 方 に も

なる べく 協 力し ても ら う形 で」（C2）という発言がなされ、その提起は大きな

発展がないまま立ち消えていた。教員や地域委員の発言は、裏を返せば学校選

                                                        
66 なお、C4 委員は、 2005 年 1 月 11 日の会議でも、「普通の私立学校と違いま

すから差があるんではないか〔…中略…〕上の方だけ引っ張っていって後で

不満が出たりとか内容に、保護者の声が反映されていくことも必要かなと

〔…中略…〕底上げをしていかないと、保護者の意識が分裂してしまう」と

も述べ、保護者の多様な意見に配慮を示していた。  
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択制によって「好きで」入った保護者は当然の自己責任として学校の要求を受

け入れるべきであり、｢好きで｣入ったのではない保護者にも遂行が求められる

という論理が示されている。ここから想起されるのは、学校選択制によって「学

校の基本方針が『選ばれた』ことが、学校のあり方に対する子どもや親の側の

発言や批判を封じ込めるなら、そうした学校選択制は子どもと親の権利を意識

した制度設計からはむしろ遠ざかる」という西原の指摘である（西原 ,  2009：

166）。好むと好まざるとに関わらず、ともあれ入学したからには選択結果の自

己責任を強調する論理が見て取れる。  

 2007 年 2 月の学校運営協議会では、学校選択制の影響が幅広く論じられた。

たとえば、事例東は「選ばれる学校」になったため、学級数が増加傾向にある

が、それに見合う教室数が不足しているため、学級数の決定を学校運営協議会

で行いたいという議論がなされていた。  

 そして、通学範囲が広まったことを受け、家庭訪問を今後も続けていくかど

うかについても議論がなされた。その際、教員が家庭を訪れ、当該家庭の状況

を知ることが教育上有用だとの議論がなされた。C1 委員は、現在は保護者の意

識が変化しているため、家庭と学校の適切な連携のためにも一層家庭訪問が求

められるとした上で、次のように述べている。  

 

C2： 保 護 者 の 意識 変 化 だが 、 学 校選 択 の 自由 化 を 活用 し て 東小 に 入 学 す る

ものの、あとは学校に全ておまかせという風潮もあると感じている。学

校側として児童を選択することはできないのか。 

A：学校による児童の選択や学校運営協議会による学級数の決定はできない。

コミュニティ・スクールも自治体の制度内で整合性のあるものでなけれ

ばならない。義務教育で学校に入れないという状況が生じることは公教

育制度の根本問題となってしまう。 

〔中略〕 

T10：学校運営協議会として何ができるかを考えたとき、「この学校はすば

らしいけど厳しさもあるね」という保護者意識の改革の必要性を感じる。 

（ 2007 年 2 月 13 日学校運営協議会議事録）  

 

 ここでは、C2 委員の発言がまず注目される。すなわち C2 委員は、「学校選

択の自由化を活用して東小に入学するものの、あとは学校にすべておまかせと

いう風潮」を嘆いている。そして、その後、「学校側として児童を選択すること

はできないのか」と述べ、保護者の選択権ではなく、学校の選択権を強調する

論理を示している。保護者が学校を選ぶのではなく、児童・保護者を選択する
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ものとして、学校選択制の転用可能性が示唆されているのである。  

 これに対して行政委員は、「学校による児童の選択や学校運営協議会による学

級数の決定はできない」旨説明した。すなわち、「義務教育で学校に入れないと

いう状況が生じ」れば「公教育制度の根本問題となってしまう」というのであ

る。こうして C2 委員の発言はたしなめられ、その後、学級数や、学校選択制

とコミュニティ・スクールの不整合などの問題がが論じられていく。しかし、

後に付け加える形で校長は、「保護者意識の改革の必要性」について念を押す

のである。  

 これらの引用からは、学校運営協議会制度が学校選択と整合して捉えられて

いることが分かる。しばしば学校選択制は、保護者の通学区域における結びつ

きを弱め、地域との連携を断ち切ることから、学校参加制度と学校選択制は不

整合な政策であると批判をされてきた。しかし、こうして見ると、学校選択制

と学校参加は、一定の意味において整合する。すなわち、参加が求められてい

る学校を選んだのだから、求めに応じて参加をする自己責任が伴うのだ、とい

うことである。  

 

 

5.6.3.3.学 校 参 加 の結 果 への責 任  

 

 また、「学校参加の結果」への責任も問われていた。すなわち、学校参加が制

度化されている以上、意見反映はなされたのだから、その結果を甘受すべきで

あるという論理である。  

 この論理を積極的に用いていたのは学校側であった。教員は、学校運営協議

会から様々な要求を受ける一方であったためであろう、教員に要求するだけの

努力を求めるという論理を持ったものと考えられる。具体的には、学力問題を

論じたインタビューにおけるある教員の発言を見てみよう。  

 

コミュニティ・スクールっていうのは意見を言う代わりに、自分もやらなき

ゃいけないわけ。それを分かってないんだよ保護者は。 

（主幹インタビュー；T11） 

 

 上の引用から看取されるのは、PTA 等と違い、学校運営協議会は一定の権限

と責任を持って学校運営に意見を述べることができる機関であることである。

そのため、学校が要求を甘受する代わりに、保護者にも一層の責任を要求する

という論理が用意されていった。ここでは学校参加を前提にした保護者への責
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任が問われうるというロジックが見て取れる。  

 しかし、ここで思い出したいのは、学校運営協議会が学力向上を要求してい

たとはいえ、その議事は主に地域住民委員に主導されていたということである。

にもかかわらず T11 の発言で「意見を言う代わりに…」とあることをどのよう

に理解すれば良いだろうか。議事の実際について知らないがゆえとも考えられ

るが、T11 は学校運営協議会委員でもあるため、学校運営協議会内部の社会関

係を意図的に無視し、保護者批判を展開したのかもしれない。いずれであれ、

この言葉からは、次の苅谷の指摘が想起されよう。「参加という形式で、選択の

機会が与えられていることが強調されるようになればなるほど、参加した場合

に個々人がいかなる力能を発揮できるかという問題を離れて、自己責任を問う

舞台は設定されている」（苅谷 ,  2004： 13）。すなわち、意思決定への参加とい

う形式で要望伝達機会の開放性が強調されることで、参加できる／できないを

問題にしないまま、各人の自己責任性を問う「参加者の責任主体論」が成立す

るというのである（苅谷 ,  2004： 12）。  

 

 以上、学校運営協議会によって学力向上という要望が出され、保護者にその

責任が課せられただけでなく、学校側による対応が進められた代わりに保護者

にも学力向上のための責任主体として要求を受け入れるべきという論理が生成

した。さらに、それが学校を選択したことへの自己責任論によって強化されて

いる―このような保護者への責任論が、異なる意見を押さえながら「確認書」

という保護者啓発を可能とする論理となっていったのである。  

 

 

5.7. おわりに  

 

 本章では、インタビュー結果や学校運営協議会の議論内容を素材として用い

ながら、事例校の活動内容を跡づけてきた。その中で、事例の学校運営協議会

が保護者の家庭教育に対して啓発を行う「確認書」が導入されるまでの展開と

論理を分析した。「確認書」は、学校運営協議会が一般の保護者に対して具体的

な行動要請を行う「対外経営」（佐藤［編著］ ,  2010）の典型例である。この導

入過程を把握することは、学校運営協議会が生み出す社会的帰結を検討する前

提的作業であった。  

 以上の分析を踏まえ、前章において明らかにされた「保護者の劣位性」の実

質を再度見てみると、その意味がより良く理解される。すなわち、学校側が改

革の焦点となっていた間は、やりとりが教員と地域住民委員の間で進められる
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一方、保護者は周縁化され発言が少ない状態となっていた。  

 しかし、学校側が地域住民委員と関係を改善し、保護者に改革の焦点が移っ

てからは、学校と地域住民の間で強められた「保護者問題」言説への対応に追

われた。保護者委員は議事において守勢に回り、時には学校側や地域住民側の

批判・問責の矢面に立つ。こうして保護者委員の劣位性が生まれていたのであ

る。  

 また、前章で「管理職 -地域委員間の事前相談過程の重要性とそこへの保護者

の非関与」・「熱心な学校支援の対価としての地域委員への価値づけ」という分

析概念を挙げたが、これらは、学校と地域住民の協働による「確認書」実現と

無関係とは言えない。「熱心な学校支援の対価としての地域委員への価値づけ」

ゆえ、相対的に保護者の協力の「不十分さ」が目立つようになり、学校改革上

の「問題」としての保護者という考え方が現れてきたように思われる。また「管

理職 -地域委員間の事前相談過程の重要性とそこへの保護者の非関与」という概

念は、地域住民委員と学校側が協働で「確認書」の文面を構成したことに見ら

れるように保護者啓発の具体化を促したことにつながっていよう。そして、ほ

ぼ既定化された形で提起される保護者啓発アジェンダは、保護者委員の「無言」

の中で承認されたと考えられる。  
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第6章 対外経営の社会的帰結  
 

 

 

6.1.はじめに  

 

 前章までに示したようなプロセスを経て、学校側、特に管理職の取り組みに

よって学校と地域委員との関係が良好なものに転じていった事例東では、その

反照として保護者の課題性が「問題」として浮上していき、 終的には「確認

書」による保護者啓発が生み出されていった。  

 この取り組みは、学校運営協議会が学校に対する保護者や地域住民の協力的

な関係性を再構築する「対外経営」（佐藤［編著］ ,  2010）機能の一形態と捉え

られよう。「対外経営」機能は、その言葉が示すように、「学校が保護者や地域

などと外部連携を図り、その協力を得るなどの渉外を中心にした対外的な経営

行為」（佐藤［編著］ ,  2010： 45）であり、本来学校運営協議会に期待されてい

た「地域住民や保護者のニーズの把握・反映｣（日高 ,  2007： 202）だけにとど

まらず、逆に学校が保護者・地域住民に学校への支援的な行動や態度を要求す

るという、法に想定されない機能である。1.2.3.で確認したように、先行研究に

おいては、その機能を「期待」する校長は 93.7%、さらに「成果」として捉え

ている校長は 83.8%で、その他の機能よりも突出して高い（佐藤［編著］,  2010）。

「確認書」は、まさに、「対外経営」の典型的な事例であるといえる。  

 前章で論じたのは、この「確認書」実施までの展開と論理であった。本章で

は、この取り組みに対し、非協議会委員の保護者はどう対応していったのかを

検討することで、保護者啓発という対外経営活動が保護者全体に対していかな

る影響を与えているかを、学校運営協議会の社会的帰結として捉え、分析する。  

 検討に際しては次の 2 点に細分化した観点を設定する。  

 まず社会的不均衡の所在である。保護者への啓発については、保護者の階層

的な不均衡を助長するという批判が教育社会学者からなされてきた。｢教師のイ

ニシアチブの下で親を啓蒙｣（山下 ,  2002： 173）するものともされる「パート

ナーシップ」論に対しては、啓発の受容度が家庭背景によって異なるため、階

層的な困難を無視したまま啓発を行うと、結果的には個人の努力のみを強調す

る個人主義（ individualism）に陥り、格差の再強化につながるおそれがあると

いう批判がなされている（Lareau & Shumar, 1996）。特に宿題丸付けなどのよ

うに保護者の生活や子どもの学力に直結する問題については社会的不均衡の観

点から検討しうるものであろう。従って、本論文も学校運営協議会の取り組み
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に対する非委員保護者の見解や対応には家庭背景に応じた差異があると仮説し、

その実態を描く。  

 次に、対立の所在である。広田は、学校レベルでの決定が本格化すると「相

互の意見の対立や意に添わない決定が、親の間の紛争を生む」（広田 ,  2004：67）

と懸念を示している。もちろん対立それ自体が問題であるわけではない。争点

を明確化した対立から、私的利害の分裂や競合だけでなく、公共的関心を形成

する「公的討議」が生まれ学校の民主主義につながる可能性もあろう（山下 ,  

2002）。他方、広田は、紛争が起きないことにも懸念を示し、強者の親が他の親

を圧制している可能性があるとも警告する（広田 ,  2005）。家庭教育の在り方は

それ自体論争的であり（本田 ,  2008）、保護者に特定の振る舞いを要求すること

は対立を生起せしめる可能性を有することから、この家庭教育への介入をめぐ

って、保護者からの反発が起こりえよう。そうした対立の有無やその解決のさ

れ方がどのようなものか、分析を行う。  

 

 方法としては、関係者並びに保護者へのインタビューを行った他、文書資料

の分析、「保護者質問紙調査」分析を組み合わせている。インタビューについて

は、学校を通して依頼文を配布し、応答してくれた人に更に知人の紹介を求め

る形で行い、18 人の保護者の聞き取りを行った。基本属性は図表 6-1 のとおり

である（属性はいずれも当時）。ここでは、第 4・ 5 章で用いた記号と区別する

ため、ID という表記で保護者を示すことにする。なお、この中で、ID2 は第 4・

5 章における P4 と同一、 ID10 は P9 と同一人物である。インタビューは、「確

認書」の中でも特に踏み込んだ取り組みである「一家庭一ボランティア」と「宿

題の丸付け 67」の両者について特に質問を行った。  

 

 

  

                                                        
67 なお、本論文では基本的に「丸付け」という表記を用いるが、保護者質問紙

調査では「確認書」中の表記に倣い「○付け」とした。保護者質問紙調査結

果に触れた図表中で「○付け」という表記がなされているのは、そのためで

ある。  
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図 表  6-1 インタビュイーの基 本 属 性 （学 歴 ･就 労 状 況 順 ；調 査 時 ）  

ID 
本 人  

学 歴  

就 労  

有 無  

東 小 通 学 の  

長 子 の学 年  

兄 姉  

有 無  

就 学 前 妹 弟

の有 無  

学 区

内 外  

1 大学 パート 高 中学生 - 内 

2 

＝P4 
大学 パート 高 高校生 - 内 

3 大学 正社員 高 - - 内 

4 短大 - 低 -  外 

5 短大 - 低 -  内 

6 専門 - 高 社会人 - 内 

7 専門 - 低 -  外 

8 専門 - 高 -  内 

9 専門 正社員 高 - 有 内 

10 

＝P9 
専門 正社員 高 - - 外 

11 専門 正社員 低 - 有 内 

12 高校 - 高 中学生 - 内 

13 高校 - 低 - - 外 

14 高校 - 低 - 有 内  

15 高校 - 低 - 有 内 

16 高校 - 高 -  内 

17 高校 パート 高 社会人 - 内 

18 高校 パート 高 中学生 - 外 

 

 

 

6.2.「一家庭一ボランティア」実施の態様  

 

 まず、「一家庭一ボランティア」について。多くの親は、「一家庭一ボランテ

ィア」を「一人一役」と呼んでおり、これによって多様な取り組みを行うこと

の趣旨に賛成するとともに、「上手い仕組み」と述べていた。  

 その理由の一つは、義務づけをしなければ一部の人間に負担が集中すると考

えるからである。たとえば、PTA 役員を経験したことのある ID9 は、「色々な

行事に参加するのが PTA だったんですよ。〔人の〕数を揃えるために」と負担
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の偏在を指摘した上で、「うち〔の学校〕は上手くやってるのかなぁって。希望

をとって、皆公平に学校に関わらざるを得ない状況がでてくるので」と語って

いる。また、ID1 は「こういうのがあると、『何かあればやるのに』っていう気

持ちのある人たちも参加しやすい」と述べ、潜在的な参加希望を汲み取れると

している。  

 「一家庭一ボランティア」は PTA が所管する事業であるが、PTA 役員・委員

の中にも、その評価について異なる見解があった。「一家庭一ボランティア」は、

先述の通り支援活動への参加者を増やし、負担の不公平を解消することにその

意義が見出されていた。  

 たしかに、一部の保護者は、「毎日、昼夜と学校に〔PTA 関係で学校に〕出

勤する週もある」と言うなど、過負荷を担っていた。しかし、役員・委員の過

負荷は、一般保護者の無関心だけに原因があるのではないことに注意が必要で

ある。第 3 章でも論じたように、PTA 役員・委員をはじめとした保護者は、PTA

の平常業務に加え、「開かれた学校」ゆえに行われる会議・発表会・行事運営へ

の参加が求められており、いわば二重負担状況にある。PTA の役員や各委員長

は、年々仕事が増加しているとの認識を示している。その意味で言えば、 PTA

が担う全業務量の増加自体にも過負荷の一因がある。しかも、「一家庭一ボラン

ティア」を実施するためには、全員に割り振るため敢えて新しい仕事を「作る」

必要もあり、多忙の要因を放置したまま業務を自ら増やしかねない。  

 にもかかわらず、業務量の増加に問題を見出していたのは 2 人であった。 1

人は「いろんな企画を立てるのは良いんです。でも、何でもそうですけど、陽

の 当 ら な い こ ま ご ま と し た 仕 事 は 保 護 者 が や っ て る ん で す」（ ID17）と述べ、

新しい事業企画が業務の増加を必然的に伴うこと、そしてその負担が保護者に

集中することに疑問を呈していた。またもう 1 人も、「排除したい仕事がいっぱ

いありますよ」と、不要な仕事までリストアップしてあることを指摘し、「そう

いうふうに一人一役を作るから保護者を枠にはめちゃった部分もあるんです。

だから保護者がそっぽをむくわけで。枠にはめたらイヤでしょ？強制されるわ

けだから。義務で来て意味が分からないとか、これで人がとられて〔PTA の〕

役員のなり手がなくなっちゃって、逆に大変になる」（ ID6）と述べていた。  

 しかし、大部分の役員・委員は、負担の少ない保護者の仕事を増やすことに

主眼を置いていた。そして、業務量の増加に疑問を呈していた彼女ら自身も、

一般保護者の無関心を放置するわけにもいかなかった。業務の増加を問題視す

る一部の PTA 役員・委員の声や、仕事・子育てとの兼ね合いに苦労を感じる保

護者の声は、それ自体として表に現れず、賛成の声のみ吸いあげられていく構

造となっていた。  
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 しかし、一部には、以下に見るような制約によって遂行に困難を感じる保護

者があり、彼女らは義務づけに対して不満を抱いていた。  

 まず、小さい子どもを抱える親は数十分の仕事を学校で行うことにも困難を

抱えている。 2 歳の弟をあやしながら聞き取りに協力してくれた保護者は、学

校支援のためには子どもを預けねばならないが、それでも「私から離れない時」

があり困難を感じるという（ ID14・ 15）。  

 さらに、専業主婦か否かの層における違いである。次の引用は、フルタイム

で医療技術者をしている ID11 は、子どもが学校に入ったら仕事が減るのかと

期待していたのに、そうではなかったという発言である。  

 

ID11： 始 め は 、 何 だ ろ う 、 学 校 っ て 、 聞 く 人 聞 く 人 違 か っ た ん で す け ど 、

私 の 子は 保 育 園だ っ た んで す ね 。で 、 保 育園 だ か ら預 け ち ゃ え ば 、

結 構 楽だ っ た んだ け ど 、で も う ちの 保 育 園っ て 親 がや る こ と が 多 い

ん で すよ 。 保 育園 の く せに 、 み たい な 。 結構 親 に 何か し て く だ さ い

っ て こと が 多 かっ た り 、集 ま っ たり 、 や っぱ 平 日 何か し た り っ て い

う の が多 く て 、だ か ら 学校 に 入 れば 楽 だ よっ て 言 われ た り と か し て

た ん です ね 。 で、 実 際 そう な の かな っ て 学校 に 入 って み た ら 、 や っ

ぱ り 預け れ ば 預け て る だけ じ ゃ ない で す よっ て 言 われ て る じ ゃ な い

で す か。 だ け ど、 全 然 学校 入 る 前は 、 学 校行 っ て 帰っ て き て 、 学 校

行 か せて そ れ でい い ん だ、 宿 題 やら せ て 、っ て す ごい 安 易 に 考 え て

た ん で。 で 、 実際 、 こ うい う こ とに な っ て、 う わ っめ ん ど く さ い っ

て思った。 

 

ID11 は歯科衛生士で、患者がいる。そのため、歯科医院での仕事の拘束性も高

く、学校から様々な支援が求められることと仕事とのジレンマを感じている。  

 

ID11： だ か ら 大 変 で す よ ね 、 本 当 に 。 学 校 に は こ う や っ て く だ さ い っ て 言

われるけど、やっぱりみんな生活のために働いてるじゃないですか。

だけど、子どものためにやりたいけど、大変だなあって。 

筆者：生活のためと子どものためとの間でジレンマがあるわけですね。 

ID11： で も や っ ぱ り 、 自 分 の 考 え は ち っ ち ゃ い う ち に は 子 ど も の こ と 中 心

に 考 えて あ げ たい っ て 思う け ど 、で も 普 通の パ ー トじ ゃ な い ん で 、

患者さんがいるので。 

 

学校に協力することは、 終的に子どもの利益になることは分かっているのだ



- 196 - 
 

が、それができない苦しさがあるということである。仕事との両立については、

多くの母親たちにとっての懸案であった。  

 自分は問題なく参加できるが、周囲に就労とのバランスで困難を感じる保護

者を知っているというのは、 ID01 である。  

 

ID01： で も 、 大 変 な ん で す よ 。 働 い て い る 方 も 多 い で す よ ね 。 だ か ら 、 昼

間協力できないお母さんもいるし。朝 3 時から仕事に行っているお

母 さ んが い る んで す っ て。 私 の 知り 合 い なん で す 。帰 っ て く る の が

夕方 6 時。すごいでしょ？そういうお母さんは、大変ですよね。学

校 の こと 何 も 分か ら な い。 だ か ら学 校 運 営協 議 会 が何 や っ て る か な

んて、それどころじゃないんですよ、きっと。だって、「私だってで

き れ ば家 に い たい け ど 、働 か な けれ ば や って い か れな い 、 良 い よ ね

ーID01 さんは家にいられて。私も本当は家にいたいんだけど…」。

っ て いう こ と で。 そ う いう 人 は 、学 校 運 営協 議 会 がど う と か じ ゃ な

く て 、学 校 運 営協 議 会 以前 の こ とで 、 自 分の 生 活 が今 大 変 だ か ら 。

自 分 の子 ど も と、 自 分 の家 庭 と 。だ か ら ネッ ト ワ ーク が 弱 い っ て い

っ て も、 そ う いう お 母 さん は 大 変な ん で す。 だ か らそ の 方 は 、 一 緒

に 「 卒対 」 や って る ん です け ど 、そ の 時 期だ け っ てこ と で 。 こ の 学

校 で は、 働 い てい て も 何か や ら なき ゃ い けな い か ら、 一 回 は 役 員 を

や ら なき ゃ い けな い か ら。 で 、 彼女 は 、 後 ま で 残っ て い た の が そ

れ だ った ん で すよ 。 仕 事の 合 間 にお 手 伝 いを で き るの は そ れ だ っ た

か ら それ 、 選 んだ ん で す。 や ろ うと 思 え ばで き る のか な ？ 子 ど も の

ために。 

 

事例東が保護者に対して様々に要求し、学校に対して支援活動を行う回数が他

校より多いということは、地域の噂にもなっているようである。ID06 は以下の

ように述べていた。ID06 の上の子どもが事例東を卒業した後、東自治体で学校

選択制が導入されるとともに、事例東に学校運営協議会が設置された。その間

の変化を踏まえながら、下の子を事例東に入学させるに至った背景を述べてい

る。  

 

ID06： こ う い う 学 校 を 選 ん で 、 学 校 運 営 協 議 会 制 度 〔 を 設 置 し た 学 校 〕 で

すって〔言われていた〕。私は上の子のとき、この学校好きだったん

だ け ど、 そ の 後、 下 の 子が 入 る とき 、 保 育園 で 一 緒だ っ た お 母 さ ん

た ち に「 大 変 だよ 、 入 ると 大 変 だよ 」 っ て聞 か さ れた ん で す 。 下 は
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他 の 学校 に 入 れよ う か と思 い ま した 。 大 変っ て い うの は 、 お 手 伝 い

がたくさんある。一人一個ずつとか支援でやれ〔と言われる〕。親が

ヒ ー フー ハ ー フー 言 う よう に な るよ っ て 。で 、 入 るの を 辞 め よ う か

なと思ったんです。〔でも〕うちの旦那が災害があったとき近いほう

が良いからって言って入ったんです。 

 

この発言から汲み取れるのは、地域の噂の中で学校支援活動が盛んであること

が悪い意味で評判になっているという点だけでない。この保護者は、学校支援

の活発さゆえ、他校を選ぼうとしたが、家との距離で（とりわけ災害があった

時への懸念から）選択している。学校選択制によって、保護者自身が選択した

ことの自己責任を問う論理が生み出されているというのは前章で述べたことだ

が、保護者の選択が、学校の取り組み全てへの白紙委任では決してないことを

示している。  

 さて、ID06 をはじめ、幾人かの保護者インタビュイーは、PTA 役員も兼ねて

いる。PTA 役員が保護者の多様性と学校改革の統一性との間に立ち、ある種の

ジレンマを感じることはこれまでも論じてきたが、ここでもジレンマは看取さ

れた。すなわち、就労の制約を有している保護者がいることを承知しつつ、「一

家庭一ボランティア」を推進しなければいけないジレンマである。  

 以下のやり取りは、保護者の実態と学校運営協議会の理念の間の「ギャップ」

を知っているがゆえの「歯痒さ」について、伝えている。  

 

ID06：だって、学校運営協議会の人たちは子どもはいないし、年配だし、あ

る程度社会的地位はあるのかもしれないし、年齢が若い人間と身近に生

きているわけではないので。ギャップですよ。 

ID17：学校運営協議会の言うことも分かるんです。でもそれが全て保護者に

とって納得できるかといったら、それは違う。もうある程度地位がある

方とか、年配の方がやってますから、昔のその方たちの通りに私たちが

ついていけるかといったら、金銭的・時間的余裕を考えたら、100％求

められることはできません。というのはやはり生活がありますから。生

活重視で。〔もちろん〕子どもを学校に出してますから。全く知らん顔

してるわけじゃないんですよ。〔しかし〕やはり生活があるからそっち

を優先 して 、教育 はそ の次っ てい うのが 保護 者の考 え と し て あ り ま す 。

言って るこ とは、 分か るんで すけ ど、実 際で きない 歯 痒 さ が あ り ま す 。 

 

別のインタビューでも、PTA役員である ID18から、保護者の個別的要求の矢面に
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立たされた経験が言及された。  

 

ID18：提案したものはそれを役立てるのは保護者なんでしょうね。それが役

立ってなければPTAが役立ててないんでしょうね。活用できてないとし

たら、それを下へ持っていけない。ちゃんと土台は与えてもらえている

んだから。活用できていなければPTAの下手さがあるんじゃないですか。

ただ、提案するのは簡単だよ。どんなにやっても、若いお母さんたちが、

昔の人の考え方と同じになるのだろうか、って。〔…中略…〕私たちが

何か協力を依頼しても、「何よあなたは」ってカチンと来ている人はい

ますし 、「 あなた 何様 」みた いな 顔され るこ と？顔 で 分 か り ま す よ ね 。

普通に話していたって。表情で分かります。だから、提案されたものを

いかにこちら側が上手くやっていますよーって言って納得させる必要

があるっていうこともあるんです。〔…中略…〕 PTAがどうやって降

ろしていくかっていうのが大変な制度なんです。 

 

実際、PTA役員をしていない人の話として ID18さんが紹介してくれたのは、以下

のような不満であった。  

 

ID18：クラスごとに〔「一家庭一ボランティア」の割り振り結果を一覧にし

た〕プリントが出てくるじゃないですか。〔それを見た保護者からは〕

「誰々さんは何になった」って〔言われたり〕、「あの人は入ってない

じゃないか」って〔言われたりする。それに対して〕、「あの人は下が

いるじゃないですか」、「家庭数なんで下〔のお子さんの分〕でやりま

す」とか、いちいち説明するのが〔大変です〕。やったら損だみたいな

感じで〔言われるので〕。 

 

この発言を踏まえて、先の引用にある「PTAがどうやって降ろしていくかってい

うのが大変な制度なんです」との発言を見てみると、学校運営協議会が理想とす

るような保護者の積極的支援を調達できないPTA役員の力量不足に対する責任感

があるものと解せる一方で、「大変」という言葉があることから、PTA役員が多

様な保護者の意見の矢面に立たされることへの不満も見て取ることができよう。 

 ID06さんも以下のように不満を語っている。  

 

ID06：一人一役って、本当に必要なのかって思ってるんですよ。本当に必要

なのかな？学校って基本的に生徒がいて、お勉強するのが学校であっ
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て、何をしに保護者がいくのかな？昔は保護者会があって、子どもの

様子を見て、先生が一生懸命やってるんだなぁって思うことでいいと

思うんです。旗当番は当番制でいいし。わざわざ分担を決めるとかし

なくていいし、なぜ学校に目を向けさせるのかなって。支援を作った

人がどう思っているのか分からないけど、そこが分からないから、下

に投げるっていってもうまくできないんですよ。 

ID17：近所の河原の掃除のボランティアとか、そういうのは、学校に依頼が

来ていることを担当つけてるわけですよ。で、今までは一部の役員さ

んだけがやってた。じゃあ全員にお手伝いが行くようにっていうので

…お手伝いを作ったんです。おかしいよね。 

ID06：運動会の手伝いだって、お茶係作るより、自分たちで持ち寄って、テ

ントだけ作ればいいわけだし、一人一役を作ってやる意味を持つもの

って見えないんですよ。必要なものは保護者の当番制でやればいいん

ですよ。あの中には本当に何があるの？これが本当に学校にとって、

子どもにとって必要なのかどうなのか？もう、ホントに何だか？排除

できれば排除したいものが入っているよ。防災係だって当番でOKだし、

イベントは親父の会がやってるのだからそっちでやればいいんだし、

あと、何？そういうふうにカードを作るから保護者を枠にはめちゃっ

たわけでしょ？だから保護者がそっぽをむくわけでしょ？校庭開放な

んてしなくってもその辺で遊べるし！枠にはめたらイヤでしょ？強制

されるわけだから。 

ID17：定着するの3年かかったんですよ。 

ID06：でも、崩れてきてるわけでしょ？来てる人と来ない人は今もいるし、

義務で来て意味が分からないとか、これで人がとられて〔PTAの〕役

員さんがいなくなっちゃって、大変大変が大変を振りまいてるような

ものになってるような気がするのね。わけ分からない。 

 

若干長い引用であるが、このやりとりからは、重要なことならば当番制で義務付

けることもやむを得ないが、他方で仕事の取捨選択が必要であること、そして必

ずしも必要とは言えない仕事までが「一家庭一ボランティア」に紛れ込んでいる

ことが分かる。例えば学校に自治体から降りてくる河川清掃の動員要求、様々な

イベントが増加することに伴う業務の増加などは、見直しの対象なのである。に

もかかわらず、それを全員に均すために「枠」づけたため、結果として個々の保

護者においても、役員においても難しさがある。  
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6.3.宿題丸付け実施の態様  

 

 「一家庭一ボランティア」については、保護者の就労状況や他の保護者との比

較などが複雑に絡み合っている様が見て取れたが、同じような傾向は宿題丸付け

にも観察された。  

 ここからは、確認書の中でも「宿題の○付け」（確認書の (4)）に照射して保護

者の対応を分析する。宿題の丸付けは、日常的な家庭教育に介入するものである

とともに、その遂行状況が学力に結びつく可能性を有する点で社会的不均衡を捉

える好対象であるため、質的検討とともに、事例東で実施した保護者質問紙調査

の結果を示し、詳細に分析する。  

 

 

6.3.1.質的検討  

 

 筆者の聞き取りの中では、「地域が上から押さえつけている」、「ダメ出しをさ

れ て い る み た い で 疑 問」（ ID5･17）など、保護者への問責がなされることに疑

問を述べる保護者はいた。  

 しかし、インタビューによれば、義務を履行していると述べた保護者は、 18

名中 13 名と多数であった（図表 6-2 参照）。たとえば、一緒に勉強するような

形で中学高校まで一緒にやれたら良いと答えた ID10 や、必ず 19 時までに提出

しておくというルールを作っている ID18、宿題監督で学校の様子や理解度が分

かるようになると語る ID13、類題を作ったり解説をしている ID3･8 など、学校

運営協議会が提示した規範を子育ての資源として活用している保護者が多かっ

た。  

 しかし、実施しているとはいえ、実施率やその質は学年が上がるごとに下が

っていく傾向があると多くの教員が述べている（このことは後に記すアンケー

ト結果でも確認されている）。  

 学年進行で実施率が下がることの理由としては、単純に子どもが手を離れる

ということがまず考えられる。  

 

ID2：3 年・4 年になったら、むしろ、子どもは元気に学校に行くから、パ

ー ト に 出 る と か 。 あ と 、 子 ど も に 自 主 性 を 持 た せ た く な る ん で す よ 。

〔中略〕生意気にもなってくるし。いい子にしてるんだったらかわい

がるけど、何だかんだ言ってくるくせに、忘れ物したらあわてて届け
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るとか、何でそんなことママがしなくちゃならないのって。そういう

ところで手が離れてく。 

 

このように子どもの自主性が高まると同時に、保護者においても手を離し、パ

ート等の就労展望を持つ場合もある。保護者と子ども双方における自律化を踏

まえると、宿題実施についても多様な意見が併存する。  

 また、高学年になると、宿題内容の理解に困難が生じる場合がある。以下は、

文章題を解くときに複雑に考え過ぎてしまい、困難が生じるとした例である。  

 

ID10： た だ ち ょ っ と ５ ・ ６ 年 生 の は ち ょ っ と 難 し い ん で ね 、 答 え を 配 っ て

くれっていう要望があって。自分はあの時できたけどってね。結構大

人特有のね、解き方というか文章題の裏を読んじゃうんですよね。単

純に考えればいいんでしょうけど、これはちょっと深い意味があるん

じゃないかって深読みしちゃう。 

 

 また、親自身の学力的制約もある。  

 

ID2：丸付けをしない親の中にはできない親がいますね。それを先生方は分

からないんです。分からないはずがないと思うんです。たかだか 4 年

生って先生は思うんです。でも、もっと言ったら 2 年生でも 8×9=72

とかが、出てこない親だって一杯いるんですよ。漢字のトメハネだっ

て微妙な親なんていっぱいいるんです。書き順に至ってはアウトです。

実はそういう。 

 

おそらく、宿題内容への不安のためであろう、「丸付けは、問題が学年が 上が

るに連れて心配。答えをくれないと困る」（ ID8）という発言もなされていた。 

 さて、以上は丸付けを実施している保護者についての分析であったが、丸付

けを実施していない保護者にはどのような背景があるのだろうか。  

 宿題を実施していないとする保護者のインタビューでは、家庭の状況に応じ

て以下のような両極端な理由が聞かれた。単なる「不履行」としただけでは済

まない内実の違いを以下見ていこう。  

 まず、両親とも大卒である ID1 の母親は、子どもを進学塾に通わせ、私学受

験を目指していた。彼女は、学校に言われるまでもなく勉強はしており、あえ

て履行しないと述べる。すなわち、公立学校への期待は少ないため、それゆえ

宿題という要求に対しても一定程度の距離を置き、プレッシャーを感じずに済
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図 表  6-2 インタビュイーの宿 題 監 督 実 施 状 況 （学 歴 ・就 労 状 況 順 ）  

ID 
本 人

学 歴  

就 労  

状 況  
丸 付 け実 施 状 況  

1 大学 パート
塾で習っており簡単すぎるので本人に丸付けさせてい

る。  
×

2 大学 パート 必ず行うように変化させた。  ○

3 大学 正社員
子どものウィークポイントを知り、自ら例題を作成して

定着を図っている。  
○

4 短大 - 
×をつけると嫌がるので、見守りながら途中で訂正して

いる。 30 分くらいかかる。  
○

5 短大 - 必ずしている。殴り書きのときはやり直させる。  ○

6 専門 - 夜のうちにやっておき、朝丸付けをする。  ○

7 専門 - 
低学年のうちは丁寧にやる。高学年になるとだいたいに

なる。やっていると弱点が見えるのでよい。  
○

8 専門 - 

一緒に見てあげて、終わったら補足のため「授業してし

まう」。40 分～ 1 時間。楽しいように見えるがイラつい

てしまうこともある。  

○

9 専門 正社員 やりはするが「形だけ」。現在は塾で行っている。  ×

10 専門 正社員
一緒に勉強するような形で、中学生・高校生まで一緒に

やれたらいい。  
○

11 専門 正社員
祖母の家で済まさせ、夜丸付けを行う。忙しいがスルー

することは無い。  
○

12 高校 - 
子どもがやらないので、関係悪化を防ぐため答えを見せ

てしまっている。  
×

13 高校 - 
習慣づけになることと、子どもの習得状況が分かるので

行っている。内容はほとんど任せて、丸付けだけ行う。 
○

14 高校 - 必ずしている。  ○

15 高校 - 
丸 付 けはするが、いい加減になることがある、答えがほ

しい。  
△

16 高校 - 必ずしている。補足説明をしたりすることがある。  ○

17 高校 パート 学力の制限と就労による多忙のため行っていない。  ×

18 高校 パート
必ず 19 時までにパソコンの前に提出するというルール

を作っている。  
○
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んでいるのである。  

 

ID1：丸付けもたまにはやりますが、パッとやるだけ。うちの息子にと

ってみたら、学校の宿題なんて簡単なんですよ。パッパッパとやって、

ちょっとミスもあるけどできて当然だから、答えもあるしいちいち私が

一緒にやるほどのものではないかな。学校の宿題が簡単すぎるってこと

です。だから私は任せちゃってますね。 

 

 本人が専門学校卒・夫が大卒である ID9 もまた、現在は塾で宿題をさせてい

る。フルタイムで働いている彼女にとって丸付け実施は非常に困難なものであ

った。仕事を終えて 6 時半に帰宅し、食事・入浴の後で丸付けを行うのだが、

量の多さや、辞書引きなどで子どもが 10 時頃まで手間取ったこともあった。彼

女は、子どもの回答に丁寧なコメントを付けるなどの工夫を行ったこともあっ

たが、時間がかかると、その都度待つことはできず、次第に「形だけ」の丸付

けになっていったという。  

 

ID9：丸付 けるのも親 の仕事なん でって言わ れても、 後の方にな ると 、 本

当に形だけになっちゃったんです。それでどういう結果になったかとい

うと、トメハネとか細かい部分が全然見てあげられなくて、計算も単純

なミスを見つけてあげられなかったんです。学校から〔注意点などの〕

指導があればな、と思いましたね。 

 

 彼女は子どもに「 低限大学は行ってほしい」と語っており、高い教育意識

を持っていた。それゆえ、学力状況の問題を察知するや、塾を利用するように

変えたという。このように、家庭で丸付けをしないとは言いながらも、学習へ

の動機を有し、塾オプションという資源を持つ家庭は、負担を塾に分散してい

ることがわかる。  

 しかし、このようにオプションを活用する保護者ばかりではない。ここで注

目したいのは、両親とも高卒の ID17 のケースである。彼女は、以下のような

複合的な理由によって宿題監督の実施から排除されている。  

 第 1 に就労による多忙である。彼女は、事務経理をフルタイムで担当してい

るため、忙しい時期には丸付けができないとして次のように述べる。  

 

ID17：丸付けっていうのは学校運営協議会と学校の方針だけが書かれてると

思 う ん で す よ 。 家 庭 環 境 の こ と は 考 え ら れ て ま せ ん ね 。 う ち な ん か 、



- 204 - 
 

大概事務所に 7 時 8 時が当たり前で、それから帰ってから丸付けなん

て無理ですし。子どもも宿題やらないし。私も丸付けはできない。 

 

 第 2 に自らの学力の制限である。彼女は、小学校高学年の問題になると解く

ことができない場合があるという。彼女は、「4 年以上くらいかな。文章問題な

んて、読んで考えて解いてなんて、大変なんですよ」と述べ、「確率とか、比率

とか、何対何とかどうのこうのとかって書かれて、それを読んで答えを丸付け

するのは、親は、もう、めんどくささもあって、無理」と述べている。  

 第 3 に、学校支援活動の多忙である。既に繰り返し言及してきたように、事

例東は「開かれた学校」であるがゆえ、地域と連携するための行事が多い。そ

のための準備や会議に出席することが多い彼女は、PTA の業務に加えての多忙

さを抱えており、繁忙期には「子どもを放っておいている」という。以上のよ

うな複合的な理由によって、ID17 は、ID1 や ID9 とは対照的に宿題丸付けは実

施せず、塾を用いるということも考慮に入れていない。  

 

ID17：学校の支援をやって、それでまた会議に出てっていうと、ひどいとき

は 一 週 間 ほ と ん ど 夜 が つ ぶ れ て し ま う っ て い う こ と も あ っ た ん で す 。

活動は子どもたちのためではあるけど、私たちは子どもがいて、家に

いたい時間を割いて会合に行くのは、子どもたちのためにならないっ

て思うんです。 

 

 また高卒の ID12 は、丸付けは不履行であり、塾にも行かせていない。彼女

の場合は、学力や時間的な制約はないというが、過去に子どもが学校に行きし

ぶったことがあると言い、子どもとの関係がこじれることを嫌って宿題を強い

ることはできずにいる。彼女は、自らを「ダメ」と繰り返しながら、子どもの

性質や親子関係は多様であり一律に宿題監督を求められても難しいと述べてい

た。  

 

ID12：みんな何て答えているんだろう…。私ダメな親だから。…毎日だから

ね。お兄ちゃんがいたときは 2 人分ですから。〔中略〕私なんかダメ

だな…ってホント思いますよね。私は〔解答を〕見せちゃってる。 

筆者：それって、協議会から言われることとは違いますよね。 

ID12：答え見せてるなんてとても言えない。でも見せなかったら本人やらな

いんですよね。 
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 このようにして、大部分は求め通り行為を遂行していることや、リソースを

持つ家庭の離脱と、一部の制約条件を負った家庭での不履行が見て取れる。プ

レッシャーを感じながらも不履行にとどまる層と、不履行ながら塾によって学

力達成を志向する層が家庭背景に対応して表れている。啓発においては「学校

地域とともに子供
マ マ

たちの健全な育成を進めてまいりましょう」（確認書前文）と

して、学校を中心としたコミュニティの論理が強調されていたのに対し、その

実施は「やる気」の有無という表現にみるように「個人的」に遂行されるもの

となっていることが分かるだろう。その結果一部の層に不利の集まる社会的不

均衡が見て取れた。  

 

6.3.2.量的検討  

 

 このような学歴・就労状況に応じた差異は、量的にも観察されている。第 1

章で述べたように、筆者は宿題等に対する見解を尋ねるため、事例東における

ケース・スタディの一環として「保護者質問紙調査」を実施した 68。この中で、

宿題実施に関して、学歴や就労状況に応じた差異が見出されていた。  

 「保護者質問紙調査」では、宿題の実施によって保護者が感じている影響を

尋ねた。質問事項は次の 12 項目である。すなわち、「子どもの学習内容が分か

るようになった」、「子どもと勉強の話をすることが増えた」、「先生と具体的な

学習状況について話せるようになった」、「◯付けで気が重い」、「◯付けをする

時間的余裕がないことがある」、「◯付けのために子どもをせかしてしまうこと

がある」、「宿題内容が難しくて丸付けが大変だ」、「学校以外での学習時間が増

えた」、「毎日学習する習慣が身についた」、「学校での授業理解度が良くなった」、

「基礎的な学力が身についた」、「応用的な学力が身についた」という、積極的

側面・消極的側面両面を捉えようとした。これらについて、「全くあてはまらな

い」、「あまりあてはまらない」、「ややあてはまる」、「とてもあてはまる」の 4

件から択一回答を求めた 69。それぞれに 1･2･3･4 点を与え、平均化した。その

結果が図表 6-3 に示されている。  

                                                        
68 質問紙調査の概要は第 1 章、回答者に関する情報は末尾の「補足」を参照さ

れたい。  
69 なお、質問項目のうち、「子どもの学習内容が分かるようになった」、「子ど

もと勉強の話をすることが増えた」、「先生と具体的な学習状況について話せ

るようになった」については、「確認書」の中で謳われている効果内容を踏

まえて作成した項目である。  
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 好意的項目に絞って見てみると、回答が多かった順に「子どもの学習内容が

分かるようになった」、「基礎的な学力が身についた」、「子どもと勉強の話をす

ることが増えた」の順に高く、概ね 3 点台になっている。他方、「先生と具体的

な学習状況について話せるようになった」、「学校以外での学習時間が増えた」

は論理的中間値である 2.5 を下回っている。概して、宿題丸付けについては肯

定的な受け止めがなされている。  

 他方、消極的側面についての認識は、好意的側面のそれよりは低いことがわ

かる。しかし、「○付けをする時間的余裕がないことがある」と「○付けで気が

重い」については、論理的中間値 2.5 を超えている。  

 

図 表  6-3 宿 題 丸 付 けに対 する母 親 の認 識  

母親における あてはまる (4)-やや (3)-あまり (2)- 
全くあてはまらない (1) の平均得点（N）  

 子どもの学習内容が分かるようになった  3.59(194) 

 子どもと勉強の話をすることが増えた  3.12(192) 

 先生と具体的な学習状況について話せるようになった  2.41(195) 

 ○付けで気が重い  2.54(194) 

 ○付けをする時間的余裕が無いことがある  2.67(195) 

 ○付けのために子どもをせかしてしまうことがある  2.24(196) 

 宿題内容が難しくて○付けが大変だ  2.00(196) 

 学校以外での学習時間が増えた  2.51(197) 

 毎日学習する習慣が身についた  2.99(196) 

 学校での授業理解度が良くなった  2.71(194) 

 基礎的な学力が身についた  3.01(196) 

 応用的な学力が身についた  2.30(196) 

（無回答を除く）  

 

 では、上記 12 の変数の親学歴別、親就労時間別の傾向はいかなるものであろ

うか。  

 この検討を行う前提として、変数をまとめるため、因子分析を行った。因子

抽出法は主因子法、意識を含む質問項目なので因子間相関があると想定して斜

行回転（プロマックス）を行った。  

 その結果を図表 6-4 にまとめた。第 1 因子は「学校での授業理解度が良くな

った」「毎日学習する習慣が身についた」等の子どもにおける効果を中心に、好

意的側面が大きく寄与している。これを「学習効果」因子とした。第 2 因子は
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「○付けで気が重い」「○付けをする時間的余裕が無いことがある」等の消極的

側面が大きく寄与している。これを「負担感」因子とした。その両因子得点を

保存した。  

 

図 表  6-4 宿 題 丸 付 けに対 する母 親 の認 識 の因 子 分 析 結 果  

因子負荷量  
学習

効果  
負担

感  

 学校での授業理解度が良くなった  .807 .017

 毎日学習する習慣が身についた  .733 .028

 基礎的な学力が身についた  .677 -.052

 応用的な学力が身についた  .618 .171

 学校以外での学習時間が増えた  .617 .127

 子どもの学習内容が分かるようになった  .579 -.085

 子どもと勉強の話をすることが増えた  .572 -.206

 ○付けで気が重い  .056 .814

 ○付けをする時間的余裕が無いことがある  .004 .782

 ○付けのために子どもをせかしてしまうことがある  .010 .594

 宿題内容が難しくて○付けが大変だ  .139 .570

 先生と具体的な学習状況について話せるようになった  .384 -.005

因子間相関  -.355

※ゴシックは .4 以上（因子負荷量順に項目を並べなおしてある）  

 

 以上の作業を踏まえ、学歴と母親の労働時間ごとに、宿題丸付け実施に対す

る見解を比較していく。  

 まず学歴について、図表 6-5 には、母親の学歴に応じて、宿題に対する対応

状況がいかに異なるかを分析した結果が示されている。  

 上から 2 つは、宿題（「両面プリント」）の実施時間と、丸付け時間である。

ここには、あまり一貫した傾向は認められない。  

 3 つ目にあるのは、「保護者による丸付けはこれからも続けるべきである」に

対する回答として、「とてもあてはまる」に 4 点、「ややあてはまる」に 3 点、

「あまりあてはまらない」に 2 点、「全くあてはまらない」に 1 点を与えた時の

平均値を示してある。これについては、高等専門学校・短期大学以上において、

同意傾向が高まっていることがわかる。  

 4 つ目・5 つ目は、宿題丸付けに関連する学習効果因子と負担感因子それぞれ
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の因子得点である。ここからは、学歴に応じた一貫性のある傾向性は見て取る

ことができない。しかし、「四年制大学・大学院」という も上位の区分だけ見

てみると、負担感の相対的低さ、学習効果の相対的高さが看取される。  

 

図 表  6-5 母 親 学 歴 による差 異  

 母親学歴（ 後に通った学校）  

中学校・  

高等学校  

専修学校･

各種学校  

高等専門学校  

・短期大学  

四年制大学

・大学院  

お子さんの平均的な両

面プリントの実施時間

（日 /分） n.s. 
22.71(43) 21.43(21) 22.12(58) 20.76(42)

お子さんの平均的な両

面プリントの○付け時

間（日 /分） n.s. 
5.95(42) 6.33(21) 6.18(42) 5.17(42)

保護者による◯付けは

これからも続けるべき

で あ る の 平 均 得 点  
p<.026 

2.90(41) 2.90(20) 3.37(57) 3.34(41)

学習効果因子得点 n.s. -.10(42) -.17(21) -.12(54) -.09(39)

負担感因子得点 n.s. .05(42) .39(21) .03(54) -.20(39)

（無回答を除く）  

 

 他方、就労状況に応じた差異は、図表 6-6 にまとめた。母親の労働時間を長・

中・短時間に人数がなるべく等しくなるように分割し、長時間（ 7 時間～）・中

時間（ 4～ 6 時間）・短時間（専業主婦を含む 0～ 3 時間）とした。その結果、長

時間が 53 人、中時間が 57 人、短時間が 56 人となった。  

 以上を踏まえ、労働時間ごとに図表 6-5 と同じ項目について比較した結果が

図表 6-6 である。この中でも、保護者による丸付けを今後続けるべきかに関す

る見解と、負担感の認識については、労働時間が長くなるほどその認識の度合

が高まる形となっており、一貫した傾向性が見て取れた。  
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図 表  6-6 母 親 労 働 時 間 による差 異  

 母親労働時間  

短時間※  

（ 0～ 3 時間）

中時間  

（ 4～ 6 時間）

長時間  

（ 7 時間～）  

お子さんの平均的な両面

プ リ ン ト の 実 施 時 間

（日・分） n.s. 
21.69(55) 21.49(57) 23.08(51) 

平 均 的 な ○ 付 け 時 間

（日・分） n.s. 
5.49(55) 5.92(53) 5.55(51) 

保護者による◯付けはこ

れからも続けるべきであ

るの平均得点  p<.013 
3.42(53) 3.29(56) 2.90(50) 

学習効果因子得点 n.s. .01(53) .14(52) -.17(51) 

負担感因子得点 p<.000 -.30(53) -.02(52) .46(51) 

（無回答を除く）  

（※：専業主婦を算入）  

 

 以上を踏まえ、就労状況と本人学歴を統合してそれぞれの説明力を検討する

ため、下記のような変数設定のもと、母親にケースを絞り、重回帰分析を行っ

た。被説明変数は、宿題丸付けに対する母親の態度と行動である。具体的には

以下を設定する。  

 

・  ｢宿題◯付けを行っている｣の得点（「とてもあてはまる」4 点、「ややあて

はまる」 3 点、「あまりあてはまらない」 2 点、「全くあてはまらない」 1

点）  

・  ｢宿題◯付けをこれからも続けるべきである｣の得点（同上）  

・  学習効果因子得点  

・  負担感因子得点  

 

次に、説明変数を家庭背景とする。具体的には以下を設定する。  

 

・  母親の労働時間  

・  母親の学歴  

 

なお、子どもの学年・子どもの性（ ref:女子）を統制変数として設定する。  
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 各変数の記述統計量は下記の図表 6-7 に示した。  

 

図 表  6-7 重 回 帰 分 析 に用 いた変 数 の記 述 統 計 量  

 記述統計量  

N 小値 大値  平均値  標準偏差

    

被  

説  

明  

変  

数  

◯付けを行っている※  185 1 4 3.49 .885

◯付けをこれからも続ける  
べきである※  

178 1 4 3.20 .921

学習効果因子得点  175 -2.85 1.83 0.00 .931

負担感因子得点  175 -1.81 1.72 0.00 .914
 

 
  

説  

 

明  

 

変  

 

数  

高専・短大ダミー (ref:大卒以上 ) 166 0 1 .35 .478

専門･専修学校ダミー (ref:大卒以上 ) 166 0 1 .13 .340

高卒ダミー (ref:大卒以上 ) 166 0 1 .27 .443

労働時間中時間ダミー (ref:短時間 ) 165 0 1 .35 .477

労働時間長時間ダミー (ref:短時間 ) 165 0 1 .32 .468

高卒×労働時間長時間（交互作用項） 169 0 1 .07 .258
    

統制  
変数  

女子ダミー（ ref：男子）  184 0 1 .49 .501

学年  184 1 6 4.06 1.494
    

※回答は、「とてもあてはまる」 4 点、「ややあてはまる」 3 点、「あまりあてはまらない」

2 点、「全くあてはまらない」 1 点でなされている。  

 

 4 つの被説明変数ごとに 2 つのモデルで分析した結果を示したのが図表 6-8

である。  

 （ 1）「○付けを行っている」について見てみると、まず学年が明確なマイナ

スの影響力を持っている事がわかる。 6.3.1.で示した通り、学年の進行に伴い、

丸付けから離れることがわかる。専門・専修学校ダミーはいずれのモデルでも

負に有意であった。他方、労働時間については有意な変数はなかった。そして、

高卒×労働時間長時間ダミーは負に有意であり、この層において宿題の実施率

が低い傾向が明らかとなった。  

 (2)「○付けをこれからも続けるべきである」という意見に関しては、モデル

1 においては高卒ダミーと労働時間長時間ダミーで負に有意であったが、モデ

ル 2 においてはそれらの交互作用項である高卒×労働時間長時間ダミーが唯一
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有意な変数であり、偏回帰係数が -.217 と、このモデルの中で も大きい絶対値

となった。図表 6-7 によれば、「◯付けをこれからも続けるべきである」の平均

値は 3.20 であり、宿題丸付けの継続に関して全体的には賛成傾向であったが、

この重回帰分析からは、高卒であり労働時間が長時間の保護者において反対と

いう意見傾向が突出して強いことが見て取れる。不利が集中する層の埋もれて

いた反対意見が見出されたものと言えよう。  

 (3)「学習効果因子得点」では、 (1)と同様に学年の影響力が強く、モデル 1･2

いずれにおいても有意であった。また、モデル 2 において交互作用項が負に有

意であった。  

 (4)「負担感因子得点」では、やはり学年がいずれのモデルでも有意であり、

その値が正であることから、学年が上がるにつれ負担感を感じる度合が高まる

ことが分かる。他方、モデル 2 に注目して見てみると労働時間長時間ダミーの

偏回帰係数が も大きくなっており、時間的な負担感が感じられていることが

推察される。また交互作用項も正に有意傾向であり、固有の説明力を持ってい

たことが分かる。  

 このように、高卒以下ダミーが「◯付けを行っている」・「○付けをこれから

も行うべきである」において有意に負の説明力を持っていること、労働時間ダ

ミーが負担感因子得点に対して有意にポジティヴな説明力を持っていることか

ら、労働時間と本人学歴が変数として説明力を有していることが確認される。

そして、全般的傾向として、いずれの分析でもモデル 1 よりモデル 2 の方が調

整済み R2 の値が大きく、しかもモデル 2 における交互作用項がいずれにおいて

も有意または有意傾向になっていることを確認したい。労働時間が長く、かつ

学歴が高卒以下の層に不利が集中する傾向が見出されることがわかる。丸付け

の実施度、今後の継続に関する意見が低く出ているだけでなく、学習効果の突

出した低さ、負担感の突出した高さという形で、不利が集中していることが見

て取れるのである。以上から、宿題実施にまつわる格差が実証されたと言えよ

う。  
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図 表  6-8 宿 題 に対 する保 護 者 の対 応 に関 する重 回 帰 分 析 結 果  

 

（１） （２） （３） （４） 

◯付けを行っている
◯付けをこれからも

続けるべきである
学 習 効 果 因 子 得 点 負 担 感 因 子 得 点  

  モデル 1   モデル 2    モデル 1   モデル 2    モデル 1   モデル 2    モデル 1   モデル 2   

  β   β    β   β    β   β    β   β   

         

学 年  -.487*** -.485*** -.105 -.105 -.305*** -.306*** .218* .219** 

女 子 ダミー（ref：男 子 ）  -.017 -.016 .047 .053 .031 .035 .008 .004 

高 専・短 大ダミー (ref:大 卒 以 上 ) -.144 -.134 -.021 -.007 .073 .088 .111 .099 

専 門 ･専 修 学 校ダミー (ref:大 卒 以 上 ) -.225** -.231 ** -.154 -.142 -.006 -.012 .132 .137 

高 卒ダミー (ref:大 卒 以 上 ) -.222* -.138 .254* -.145 -.075 .040 .140 .043 

労 働 時 間 中 時 間ダミー (ref:短 時 間 ) .000 .001 .024 -.024 .137 .135 .062 .064 

労 働 時 間 長 時 間ダミー (ref:短 時 間 ) -.129 -.055 -.230* -.134 -.012 .089 .308** .224* 

高 卒 ×労 働 時 間 長 時 間 （交 互 作 用 項 ）   -.162†    -.217*  -.223†   .188† 

               

N  158  158  152 152 150  150  150  150 

標 準 誤 差  .778  .772  .899 .888 .960  .888  .866  .856 

調 整 済み R2 .295  .307  .081 .105 .078  .103  .123  .139 

F 値  10.407 9.682  2.895 3.206 2.804  3.132  3.994  4.011 

有 意 確 率  .000  .000  .007 .002 .009  .003  .001  .000 

†：  p < 0.1  *：  p < 0.05  **：  p < 0.01  ***：  p < 0.001 
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6.4.異議申立ての不在：母親の劣位性／人質意識・保護者相互の問責  

 

 さて、学校運営協議会をはじめ学校参加の制度は、学校に対して意見を伝え、

学校を応答的たらしめる回路であるとも言われる（広田 ,  2004）。文部科学副大

臣の立場にあった鈴木も、学校参加と学校選択制を比べ、後者は入学前の 1 度

しか意向を反映できないが、「コミュニティ・スクールは、毎日でも学校に行っ

て校長にここをああしたほうがよいと言えます。 365 日×3 年間、 1,000 回…そ

れがものすごいソーシャル・キャピタルになるし、ものすごくカスタマイズに

プラスになる」 70と述べ、機動的に保護者の意向が反映される仕組みであると

している。だとすれば、先述した保護者の不満は校長や協議会に投げかけられ、

実践の変更につながるのだろうか。  

 結論から言うと、学校運営協議会の取り組みに対して、調査段階で公然とし

た異議申し立ては起こっていない。校長によれば、確認書提出に関するクレー

ムはゼロであったという。  

 葛藤が顕在化しない理由としてすぐに指摘できるのは、大部分の保護者の協

議会に対する無関心である。多くの保護者は、協議会を遠い存在と捉え「よく

わからない」（ ID12・ 9・ 14・15・ 16・7・ 8）と語っていた。取り組みの内容も

厳密には理解されておらず、宿題丸付けを学校が単独で要求していると誤認し

ている保護者が大部分であった。そのため、仮に丸付け履行に困難があった場

合、それへの対応・解決は個人的な形でなされていた。個人的な形での対応・

解決とは、たとえば、担任との直接のやり取りである。次の発言から、学校の

教員が生活上の実情から宿題丸付けを毎日はできない保護者に理解を示し、次

のような発言をしたことがわかる。  

 

ID6：その間〔学校運営協議会と保護者の間〕に挟まって先生が、あるとき

聞 い た ら 、〔 あ る 保 護 者 が 〕 忘 れ ち ゃ い ま し た っ て 言 っ た ら 、「 お 母 さ

ん た ち も 、 働 い て る 人 も い っ ぱ い い る し 、 お う ち の こ と も や ん な き ゃ

い け な い し 、 子 ど も の こ と も 大 変 な ん だ か ら 、 で き な い と き は 、 私 た

ち は 、 別 に つ い て よ う が 、 つ い て な く て も 、 別 に や れ と は 言 い ま せ ん

か ら 、 ど う ぞ で き な い と き は 、 い い ん で す よ 」 っ て 〔 言 っ た ら し い の

                                                        
70 日本学習社会第 5 回研究会  シンポジウムにおける発言（日本学習社会学会 ,  

2010： 30-31）  
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です〕。 

 

 しかしながら、データの吟味からは、無関心とそれによる個人的解決の存在

とは別に、地域のローカルな関係性が、集合的異議申立てを阻害していること

が見て取れる。  

 以下 3 つに分節化して、見ていく。  

 

 

6.4.1.母親の劣位性  

 

 その一つは「母親の劣位性」である。ある保護者は、学校運営協議会の代表

を務めている地域委員と一般の母親との関係を、「お舅」と「嫁」と（ ID7）と

表現し、また別の保護者は「お父さん」と「末っ子」（ ID5･6）と述べた。 ID18

も「お父さんと子ども」と述べ、次のように地域住民と保護者の位置関係を論

じている。  

 

ID18：ちょっとね、〔地域住民の皆さんには〕見下ろされちゃってる〔…中

略…〕一つの課題の…議題が出てその話し合いをすると、保護者はこ

ういう風に思ってるんですけれど、って言うけれど、だけど「俺たち

はこうだから」・「〔あなたたちも〕このように思ってたほうがいいよ」

みたいな〔感じで言われてしまう〕…要するに、家族の中のお父さん

と子ども。 

 

これらの比喩は、学校運営協議会という組織や、そこのオピニオンリーダーと

なっている有力男性地域住民を家父長的な組織の権力者と捉え、彼らが母親ら

を一方的な影響力下に置くという非対称的な権力関係を示している。学校運営

協議会が決めた方針に対して母親らが公然と異議申し立てを行うことはできな

いし、その可能性を想起することもないとされていた。 

 なお、 ID6 らは、学校を、家父長制における強者と弱者の間に立つ「お姉さ

んかお兄さん」とも表現している。これは、先に述べたように、中には宿題の

丸付けをできない保護者がいることを知っている学校教員は、宿題丸付け不履

行に対して寛容な態度をとっていることに由来していよう。 

 

ID6：その間にいるお姉さんか何かが学校かなぁっていう感じの…。〔中略〕

お姉さんとかお兄さんという感じ。要するに子ども、要するに兄弟を
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守るみたいな…。でもお父さんにも逆らえないでしょ。ね。  

 

 なお、このように「お姉さんかお兄さん」とされる教員ではあるが、保護者

は先述のように個人的な不満を述べるにとどまる。言い換えれば、教員に対し

ても公然と全体の方針の変化を求める意見は伝えられないのである。  

 こうした家父長的な権力関係と密接に関係するのは、ジェンダーの問題であ

る。「学校のことをしなくちゃいけないのは女性なんですよね。昼間学校にいら

れるのは女なんですよ（ID6）」と言うように、学校支援や丸付けの主力を担う

のは母親である。しかし、彼女らが男性の地域委員に、実体験に即した労苦を

直接伝えることは困難である。以下の引用を参照したい。  

 

ID6：教員 と地域の人 は男性で、 女性と違っ て会議の時 間にとらわ れず コ ミ

ュニケーションできるわけです。主婦は、会議が終われば子どもがいる

のですぐ家に帰るでしょ？あたしらは急いで家帰って、風呂入れて、次

の日子どもが遅刻しないように、宿題やらせて寝かすわけです。〔男性

の〕PTA 会長も懇親会に行くけど、保護者という立場上、腹を割った

話は中々できないでしょ？私たち〔女性〕は行けないし言えない。 

 

 この発言は、保護者／地域住民という本論文が強調してきた断線に、ジェン

ダーという要素も複雑に絡んでいることを改めて想起させるものとして重要で

ある。彼女の説明によれば、地域住民委員や管理職らは男性であるため、家事・

育児の負担が軽い。そのため、会議が何時に終わろうと、「会議の時間にとらわ

れずコミュニケーションできる」。他方女性らは、子どもの面倒をみるために、

会議終了後はすぐ帰らなければならない。先述のように、学校管理職や地域委

員は会議後懇親会に繰り出し、インフォーマルなコミュニケーションも含めて

関係を強め、問題意識を共有してきたが、保護者は「腹を割った話は中々でき」

ず、まして母親は懇親会にも行けないため意見を伝達する機会から排除されが

ちなのである。母親の劣位性は、異議申立てが学校や学校運営協議会に向けら

れにくくなっているそもそもの文脈的前提であると解釈される。  

 しかし、こうした学校や地域住民との関係における劣位性というものだけで

なく、保護者内部にもその要因があることも重要である。それは「人質意識」

とさらには「保護者相互の問責」と言うべきものである。以下、それぞれを見

ていこう。  
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6.4.2.人質意識  

 

 まず「人質意識」については、子どもが学校に通っており、そこに不利益が

生じることを恐れる意識である。次の発言は、特に低学年の子どもは周りと異

なることを嫌うため子どものクラスでの人間関係を心配して必死に丸付けをす

るとの趣旨である。  

 

ID2：たとえば子どもが「宿題やってこない子は、何々ちゃんだけだったよ」

な ん て 言 お う も の な ら 我 が 子 が ク ラ ス の 中 で 浮 い ち ゃ っ た ら 大 変 っ

て思って、是が非でも丸付けちゃいますね。中にはキレイに丸付けて、

お 花 も 付 け て 、 か わ い い ハ ン コ も 付 け て 、『 良 く で き ま し た 』 と か っ

て書くママもいるんですよ。そういうのを見てる子がいて「ママ、何々

ち ゃ ん は こ ん な な ん だ よ 」 な ん て 言 わ れ た ら 、「 私 も ち ゃ ん と し な く

ちゃー」って変わるお母さんもいるんです。 

 

「我が子がクラスの中で浮いちゃったら大変」という言葉が端的に示すのは、

学級での人間関係が子どもの生活において極めて重要であり、学級の圏外化が

子どもにとって致命的だと捉えられているということである。しかも、学級で

の子どもの位置と保護者の振る舞いが相関するがゆえ、保護者は学校運営協議

会の要求を無化することはできない。仮に保護者に生活上の都合で宿題丸付け

が困難であった場合、当面の子どもの利益との間で板挟みになることを予想さ

せる発言でもある。  

 また、自らが協議会の求める啓発から逸脱することによる失点への恐れもあ

る。  

 

ID9：〔宿 題を〕やら ないと、〔 子どもが〕 校長室に呼 ばれるとか 、そういう

話は子どもから聞きました。誰々はまた副校長先生のところ呼ばれて、

何でやらないのって訊かれたとか。あと、前の校長先生は、家庭訪問

をしたらしいんです。噂ですけど。宿題やらない子のおうちに行って、

やらせてくださいと。 

 

本論文の関心にとって、校長の家庭訪問や、校長室に呼んでの叱責という事実

があったかどうかは重要でない。学校が日常的に児童の評価を行う機関である

ことを意識している保護者が、自らの振る舞いによってわが子の学校生活が左

右されることを恐れていることを、この引用から確認しておきたい。つまり、
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ID2 や ID9 の発言例からは、集合的な異議申し立て以前に、学校と地域の連携

によって義務付けという形態をまとった特定の価値が、地域というミクロな場

であるがゆえの相互比較と、学校であるがゆえ強められた人質意識という形で

保護者に内在している様子が看取されるのである。  

 

 

6.4.3.保護者相互の問責  

 

 次に「保護者相互の問責」については、もともと保護者が他の保護者に対し

て抱いていた不満が、コミュニティ・スクールという制度や確認書という実践

によって正統化されて語られる場面に見出せた。次の発言は、学校選択制によ

って東小に入学したにもかかわらず不満を言う親に対して、「こういうシステム

になっているから」として批判するものである。  

 

ID5：この 学校に入っ たからには 、こういう システムに なってるか らや ら な

きゃいけないっていうのをもっと根づかせれば解消されるのかな。うち

は こ う だ か ら で き な い っ て い う の を 言 え な い 状 況 を 作 っ て い か な き ゃ

いけないのかな。 

 

 同様に、宿題の丸付けについて、小 4 の子を持つ大卒保護者の ID3 は、宿題

を「決して難しいことではない」としながら、不履行は自らがその責めを負う

べきというロジックを語っている。小 4 の算数にも困難を感じる ID17 と対照

的であろう。  

 

ID3：この 学校が学力 を重視して いるという ことは分か って入って いる わ け

ですし、それを親は求めてもいるわけです。その結果求められていると

いうのだからやればいい。決して難しいことではないし、やらなくて、

学校のせいだっていうのは違うと言いたいですね。 

 

 ID5 や ID3 の発言例からは、確認書出現の論理であった問責ロジックを、保

護者自身が他の保護者に語りうるようになっていることが見て取れる。もちろ

ん、保護者間の批判は学校運営協議会下でなくとも存在していたであろう。し

かし、制度や学校の取り組みによって自説を正統化させている保護者がいると

いうことを確認したい。「母親の劣位性」だけでなく、互いの意思や行動を感得

しうるローカルな関係性の中での「人質意識」や「保護者相互の問責」という
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保護者内部の要因が加わり、不満は顕在化していない。そして 終的には、先

に引用した ID12 が自分を「ダメな親」と述べていたように、他者ではなく自

らに責任を差し向ける心理にもつながっていくと考えられる。  

 

 

6.5.おわりに  

 

 前章では、もっぱら学校と地域委員の間で成立した密接な関係を背景に「保

護者問題」の浮上が見られた。そして問題への対応として保護者に対して特定

の行為を求める施策が展開されるようになったこと、その際には、地域住民委

員が、「保護者の保護者」的立場、および、公と私の中間的立場という「二重の

立場性」を意図的に活用してきたことが分かる。そうしたことを条件として、

学校選択や学校参加の結果、さらには学力向上のための保護者責任を問う問責

が保護者啓発の論理として用意されていった。  

 本章では、対外経営が保護者全体にもたらす影響を、社会的帰結として検討

してきた。  

 その結果、階層上位の保護者が、啓発内容を資源として何らかの対応を行っ

ていた一方、階層低位の保護者に不利が集中していたということが、保護者へ

のインタビューからも、質問紙調査の結果からも、一貫して確認された。特定

の保護者像を押し付けることで、その像を受け入れうるか否かにおいて保護

者・子どもの格差が生じかねないとするラローらの指摘したパートナーシップ

実践への批判と相同的な状況が見出された。  

 ただし、このような保護者の不満や不均衡があっても、それが学校運営協議

会に対する明確な対立としては生起せず、それを公的な場で集合的な声として

提示し解決を求める動きは、政策担当者の説と異なり、学校運営協議会内部の

母親の劣位性と、人質意識や保護者相互の問責という保護者側の要因によって、

先鋭化を阻まれていた。すなわち、保護者が他保護者に責を問い、さらには自

らにそれを差し向けるような側面もあったのである。  

 さて、こうした保護者全体に問責が行き渡り、義務性の強い保護者啓発が実

現するというプロセス全体の中で、保護者委員の劣位性がどのような意味を持

っていただろうか。事例東では、既存の地域社会関係の結果としてそもそも保

護者委員の劣位性があった。しかし、学校改革の成果のための責任論を通して、

責を負わされた保護者委員はますます劣位になった。そしてその劣位性ゆえ保

護者全体に啓発を行うということが不可避となった。さらに、保護者委員の劣

位性は、異議申立てを押さえこむ機能を有していた。学校が切実に成果を求め
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られるという潮流の中で、学校の関係者が成果への責を問い合ったとき、保護

者委員の劣位性は問責のベクトルを保護者全体に照準させ、そのベクトルの反

転を不可能にする「弁」のような効果を持っていたといえよう。  
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終章 結論  

 

 

 終章では、本論文の知見をまとめ、そこから得られるインプリケーションと

今後の課題を述べる。  

 本論文では、 2 部 6 章にわたり、学校運営協議会における社会属性による活

動特性の差異、とりわけ保護者委員の劣位性を解明するという第 1 の課題と、

学校運営協議会による学校支援の社会的帰結の一端を、保護者委員の劣位性と

関連付けて理解するという第 2 の課題を、検討してきた。  

 以下、それぞれについて、知見を振り返る。  

 

 

知見のまとめ  

 

 第 1 に取り組んだのは、学校運営協議会における保護者委員の位置を知るこ

とであった。  

 第 2 章では、全国質問紙調査結果を分析した。まず見えてきたのは、学校運

営協議会には学校を取り巻くさまざまな関係者が集まっているが、そこには属

性的な偏りがあったということである。すなわち、所得・学歴という観点で委

員の社会階層を把握したところ、いずれも全国的な平均水準より高いこと、ジ

ェンダーの点で男性が過剰代表になっていること、大部分が地域住民という選

出区分に属していること、などが明らかになった。これは、選出区分の割合規

定が設けられていないことに対する批判（窪田 ,  2004）や、代表性について投

げかけられていた懸念の妥当性を実証するものであった。  

 学校運営協議会の議事は、その内容からいって、学校支援や地域での活動に

焦点が当てられており、教員任用に対する「意見」の提出や、学校運営方針の

「承認」等、法律で認められている権限の行使を充分に行っているとは言いが

たい。この点、佐藤［編著］（ 2010）の知見と相同的な結果であり、現状の学校

運営協議会の機能を「学校支援型」と分析する岩永（ 2011）の見解に呼応して

いる。  

 しかし、法に定められた権限を行使しておらず、「学校支援型」に特化した運

営を行っているとはいえ、組織として何らかの決定がなされている可能性はあ

る。また、現在は権限を行使していないとはいえ、今後行使可能性があること

を考えれば、学校運営協議会の議事自体を軽視することはできない。特に、英

米の先行研究では、学校ガバナンス機関内部での活動特性に、社会属性による
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差異があることが指摘されてきた。こうした観点から学校運営協議会内部の社

会属性による活動特性や意識の差異を検討した。  

 その結果、いくつかの点で属性による差があることを明らかにした。特に説

明力の高かった変数はジェンダーと選出区分である。これは、英国の学校理事

会で明らかにされていた知見と重なるものである（Deem et al.,  1995）。同時に

重要なのは、学歴や世帯年収に一貫した説明力が確認できず、むしろジェンダ

ーと選出区分という変数の影響力が大きいということであった。  

 第 2 章で見出された女性・保護者委員の劣位性は、この論文の前提となる事

実である。第 3 章以降では、この女性・保護者の劣位性がいかに生み出され、

学校改革の中でどのような社会的帰結を生み出しているかについて分析が進め

られる。第 3 章以降の知見については、概念間関係を図表  終 -1 に示してある

ので、以降の記述については適宜それを参照されたい。  

 第 3 章では、女性・保護者委員の劣位性がいかにして生じているのか、その

背景説明を試みるため、 4 ケースのケース・スタディを行った。その結果、次

の事柄が明らかになった。  

 第 2 章で示したように、多くの学校運営協議会は学校支援型コミュニティ・

スクールというべきものであり、法に想定された権限に関してはあまり議事に

取り上げられておらず、むしろ学校支援を重視していた。そのため、学校支援

ボランティアを拡大しようとする自治体教育政策の方向性にも促され、各学校

運営協議会では新規性や拡張性に重きを置く規範が影響力を持っていた。  

 こうした新規事業には、既存組織で活動していたという理由で女性充て職委

員の協力が求められる他、「子どもがお世話になっている」女性保護者の協力が

当然視されていた。しかし、PTA をはじめとした学校を取り巻く既存組織は、

従前より、女性による日常的労力提供を当然とするジェンダー化された状況に

あり、学校運営協議会の導入によってもそれは変わっていなかった。そのため、

既存学校関連組織から充て職で学校運営協議会に出ている女性委員は、既存組

織の事業と新規事業の二重負担を課せられ、それとともに、既存組織の役員の

なり手を減らさないようにするなど組織を背負うがゆえの制約を負っていた。

また、女性が主に担ってきた既存組織の活動に対する価値づけが薄らいでいる

こと、女性保護者による新規事業への参加が少なかったり不首尾があったりす

ると批判されることも女性の積極性をくじくものであった。このように、 PTA

等の既存組織にジェンダー規範が埋め込まれているという従来的在り方を問い

直さないまま、新規事業を重んじる「システム内在的差別」が見出された。  

 第 2 部では、学校運営協議会による学校支援の社会的帰結の一端を、保護者

委員の劣位性と関連付けて理解しようとしてきた。  
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 第 4 章では、事例東のケース・スタディを行い、学校運営協議会の議事にお

ける積極性の差を実際の議事録をもとに確認した上で、保護者の劣位性がいか

に生じているか、固有の要因を探った。事例東は、学校運営協議会が学校運営

の方針について実質的な議論を行っている例であり、その議事の特質を描くこ

とは重要な課題である。  

 その結果、第 3 章で見られたような学校支援活動と既存組織の二重負担問題

だけでなく、次のような要因が見られた。すなわち、地域の名士である有力地

域住民を尊重するという地域の社会関係が議事に反映していること、保護者全

体（ parent body）の多様性が大きいためそれを「代表」する自信が持てないと

いうことがあった。これらは一貫して存在していた要因である。  

 加えて、熱心に学校支援を行うことで地域住民委員が価値づけられ、発言力

を増すというプロセスもあった。夏祭りの盛況さなどは、報告書にも載せられ

る重要な成果とされ、それを成功させた立役者として地域住民の評価は高まっ

ていった。  

 それに対して保護者の場合は、その学校支援が当然視されているため、学校

支援を行うことで発言力が認められるということが起こりにくいという問題も

あった。また、地域住民の提案に対して異見があっても、対案を提示し、自ら

保護者を動員しながらそれを実行していくことは難しい。こうして地域住民委

員が学校運営協議会の実質的主導者の位置を確立していくにつれ、管理職は事

前相談を行うようになり、その過程への関与の薄い保護者委員はますます疎外

されていった。  

 以上のように、時系列に沿って格差の存続とその拡大をもたらす諸要因が見

出されたが、それは、地域においてもともとあった地域住民を優位とし、女性・

保護者を劣位とする規範が直接的に学校運営協議会に流入している面とともに、

成果を重視する組織規範があり、成果に貢献する男性地域住民への価値づけや

PTA 等の二重負担で積極的になりきれない女性・保護者の周縁化を通して、影

響を与えているというものであった。  

 第 5・6 章では、事例東において行われている「対外経営」に着目した。より

詳細には、宿題丸付けの義務付けに代表される保護者への要求を、「確認書」と

いう踏み込んだ形式で実施していることに注目し、保護者啓発をめぐる対立や

格差の諸側面を検討した。さらに、そうした社会的帰結を見通す上で、学校運

営協議会における「保護者委員の劣位性」が、どのような意味を持っているの

かも検討した。  

 まず、第 5 章では、事例東が踏み込んだ「対外経営」活動を行うに至る論理

や展開を確認した。事例東では、学力向上課題と、地域を挙げて行われる事業
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の成功という 2 つの課題が学校運営協議会によって示され、学校改革が進めら

れていった。当初は、教員サイドにおける改革の不徹底さが問題とされていた。

そのため、学校運営協議会におけるやりとりも教員と地域住民委員の間で進め

られるため、保護者委員の発言が少ない状態となっていた。  

 しかし、管理職を中心とした学校サイドの改革が進むと共に、地域住民と教

員の関係が密になった。このことは同時に、保護者の「不努力」を問題として

浮上させることになった。保護者に改革の焦点が移ってからは、保護者委員は

学校と地域住民の間で強められた「保護者問題」言説への対応に追われ、議事

において守勢に回り、時には学校側や地域住民側の批判・問責の矢面に立つ。

こうして保護者委員の劣位性が生まれていたのである。  

 その結果、保護者からのクレーム対応に地域住民委員が協力する体制が出来

上がり、全保護者を対象にした「確認書」実践までもが実施されるに至る。そ

の背景には、地域委員という問責される立場に立たされない委員の影響力が強

い地域性や、それを巧みに利用した校長ら学校側の掛け引き（maneuvering）と

いった、個々の特性や能力に起因するところも大きい。たとえば、管理職を中

心に、保護者の問題性を論ずる言説が供給され、他の保護者全体を統括できな

い保護者委員が非難にさらされる場面が思い出されよう。ここには管理職や地

域住民の個人的特性が見て取れる。  

 しかし、問責の照準が保護者に向いたことについて、校長等の個人特性に還

元できないある種の必然性を見て取ることも不可能ではない。  

 その一つは、事例東に見られた徹底した成果志向である。当初は改革のベク

トルが教職員側に向かい、その後ベクトルは保護者に向いた。成果が強く問わ

れることで、学校を取り巻く諸アクターが成果に向けた責任主体となり、問責

サイクルが回りだしていたといえよう。そして、学力向上に対する保護者の責

任、学校選択の結果への責任、学校参加の結果への責任という言説に促され、

問責のベクトルが保護者に照準していった。  

 さらに、こうした言説をリードした地域住民の発言力の強さと、保護者の劣

位性という関係構造、そして第 3 章の知見と重なるが、保護者による学校支援

を当然視する規範も、問責を保護者に照準させる重要な条件であったことは言

うまでもない。  

 第 6 章では、「確認書」実施の態様、特に格差や葛藤の諸相を、インタビュー

とアンケートによって捉えようとした。  

 その結果明らかになったことは、階層上位の保護者が啓発内容を資源として

何らかの対応を行っていた一方で、階層低位の保護者に不利が集中していたこ

とだった。ただし、このような不満や不均衡があっても、学校運営協議会に対
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する明確な対立としては生起せず、それを公的な場で集合的な声として提示し

解決を求める動きは先鋭化を阻まれていた。その背景には、学校運営協議会内

部における母親の劣位性や、一般保護者の人質意識があった。さらに、学校運

営協議会が提示する保護者像にもとづいて保護者相互・自身の問責が生じるに

至っている。  

 事例東では、既存の地域社会関係の結果として、そもそも保護者委員の劣位

性があった。しかし、学校改革の成果のための責任論を通して、責を負わされ

た保護者委員はますます劣位になったばかりでなく、その劣位性ゆえ保護者全

体に啓発を行うということが不可避となった。さらに、保護者委員の劣位性は、

異議申立てを押さえこむ機能を有していた。学校が切実に成果を求められると

いう潮流の中で、学校の関係者が成果への責を問い合ったとき、保護者委員の

劣位性は問責のベクトルを保護者全体に照準させ、そのベクトルの反転を不可

能にしている。いわば、「問責を保護者に向ける弁」と言うべき機能を持ちうる

といえよう。  

 

 以上は、リサーチ・クエスチョンに対する回答であった。これらの知見にお

いては、数量的な全国的傾向把握から得られたものもあるが、第 3 章は事例数

が限定的であり、また第 2 部の知見は 1 事例の特性記述的研究であった。しか

し、これら知見を、現代の教育政策や理論状況の中に置き直した時、考えられ

ることはある。次節では、直接論証したわけではないが、以上の知見を踏まえ

てどのようなことが考えられるか、あるいは以上の知見が政策や理論の中でど

のような意味を持つのか、すなわちインプリケーションについて論じる。  

 

 

インプリケーション  

 

 インプリケーションの第 1 は、学校参加と、学校選択等との関係性について

である。  

 学校運営協議会をはじめとした地域ベースの参加型教育改革と、学校選択制

とは趣を異にするものと見られてきた。すなわち、学校選択制は、旧来からあ

った学校と保護者との信頼関係や地域性などの人間関係的要素を無視して、成

果に基づく個人の選択を強調する。各人はアトム化され、人々の関係性を破壊

する点で、地域ベースの教育とは矛盾するという考え方である。  

 しかし、第 3 章や第 2 部で見たように、「地域の人間関係」はある意味におい
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図 表  終 -1 概 念 間 関 係 図  
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て壊れていない。すなわち、女性・保護者を劣位に置き、彼／女らを学校支援

者として位置づける旧来からの社会規範や、地域のローカルな相互監視自体は

壊れていない。そればかりか、選択に耐えうる向成果的組織に保護者を再編す

るために、旧来からの「地域」が媒介的に機能していると言えないだろうか。

「おらが学校」意識に立ち、華々しい成果を求める地域住民は、もともと持つ

地域での権力を活用し、「保護者の保護者」として保護者問題を糾す存在として

自らを規定していく。  

 こうなったとき、保護者は、選択論が単純に想定するようなアトム化された

存在とは言えなくなる。すなわち、保護者は、学校の成果のために然るべき行

動をとるかどうかがより強く問われる倫理的な空間の中に埋め込まれる。さら

に、塾オプションをとれるような市場強者は、こうした軛を簡単に飛び越えら

れる（第 6 章）。軛を脱し、市場を活用できる一部の保護者がいる一方、そうし

たオプションへのアクセスを持たない多くの保護者は、選択結果の自己責任と

して学校支援を要求される。こうして、学校選択制とコミュニティ・スクール

とは矛盾なく共存しうるのである。  

 しかし他方、学校運営協議会においては社会的要因への顧慮を剥ぎ取られ、

個人の意志や責任が強く問われるという意味では、保護者の存在はアトム化さ

れている。この論文で一貫して指摘してきた選出区分やジェンダーの規定力は、

リアルな認識に基づいて顧慮され、改善の対象となってもおかしくないもので

ある。また、第 6 章で見たような宿題実施に対する保護者の就労状況や学歴等

の社会的制約は、単なる個人の意志だけで乗り越えられないものであろう。し

かし、こうしたことへの抜本的解決への志向性は見られない。むしろ｢やる気 ｣

（ ID2）という言葉にあるように、社会的要因への顧慮を剥ぎ取られ、個人の

意志や責任を保護者自身が問う状況にある。社会的要素への顧慮を後退させな

がら国家が後退し、市場主義的な社会編成が勝っていくとき、同時に個人の倫

理を直接的に統治する新たな主体としてコミュニティが立ち上がるという社会

学者ローズ（N.Rose）の見立てを想起したい（Rose, 1996・1999、勝野 ,  2007）。

学校を取り囲む人間関係を利用して、学校選択制等の成果主義的な教育システ

ム改革を強めうるところに、学校運営協議会の意図せざる機能を理解すること

ができる。  

 第 2 に、学校参加に対して期待されることの多い専門的指導性と民衆統制と

の拮抗関係とその調整問題（大桃 ,  2000、 2005）について、本論文の知見はど

う位置づくか検討する。  

 大桃（ 2000：294）は、地方への権限移動や行政改革の中で、官僚制と専門性

に根ざした学校の意思決定が変容し、「教師の専門的判断と親や住民の要求とが
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直接的な緊張関係に置かれることになる。地域社会への説明責任や、親・住民

の教育要求に対する応答責任、さらに親や住民の参加の拡大の中で、教師は専

門的知識技術に裏付けられた普遍的真理の代理人から、親や地域住民の個別の

要求にも応えうる専門家への転換が求められる」と述べる。  

 たしかに、学校運営協議会の設置によって、地域住民や保護者と学校が接触

する場面は増えているだろうし、説明責任の向上も見て取れる。  

 しかし、第 2 章で見たように、大部分の議事は、校長が優勢な中で進行して

おり、学識経験者の存在感も含めた専門家の優位に特徴づけられていた。  

 重要なのは、こうした専門家の優位が、専門家  対  レイマンの対立関係にお

いて、前者が一方的に後者への専制を奮っているのでは必ずしも無いというこ

とである。地域住民や保護者が積極的に進める学校改革（第 3 章における拡張

性・新規性、第 4～ 6 章における保護者啓発）は、「地域に開かれた特色ある学

校づくり」であったり「学力の向上」を求めるという国が進める教育改革に総

体として沿うものである。その意味で、レイマン自らが官僚制 -専門家と同じ方

向性を向いていると言えなくもない。  

 また、第 4～ 6 章で取り上げた事例東では、学校と連携して保護者を啓発する

という関係性の構造が見られ、その意味では、専門家の補完勢力として（一部

の）レイマンが振る舞うこともありえるともいえる。「民衆統制との調和」の衣

をかぶった「専門的指導性の貫徹」が実現しうるのである。  

 ただし、このような過程が、学校運営協議会が自動的に生み出す帰結である

とまでは言い切れない。本論文の知見によれば、学校支援を推進し当然視する

政策動向が、一部レイマンの補完勢力化を促していることが推察されるからで

ある。先述のように、教育基本法は「学校、家庭及び地域住民その他の関係者

は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び

協力に努めるものとする。」（第 13 条）と規定し、学習指導要領にも「学校がそ

の目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協力

を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること」（中学校・総則）との規定が

見られる。また、国レベルだけでなく、事例北・西・南を所管する A 自治体が、

行政評価の成果指標として「学校支援ボランティアの参加者数」を取り上げて

いたこと、事例東を所管する B 自治体が 2000 年代初頭から学校支援委員会を

全校に立ち上げる等、学校に対するボランティアを促していたという地方レベ

ルの要因もある。こうした潮流を察知しつつ、「おらが学校」意識に立つ地域住

民が学校支援に動機づけられていき、学校の補完勢力的な振る舞いに至った可

能性が否定できない。  

 学校運営協議会制度が、大桃の言う「親や地域住民の個別の要求にも応えう
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る専門家への転換」に寄与するためには、上記した政策のトレンドを見直すこ

とが少なくとも必要条件になってくるだろう。  

 第 3 に、地方分権や自律的学校運営の一層の進行の中で、学校運営協議会の

位置づけはいかなるものかという政策的な意味についてである。  

 ①まず、たとえ「学校支援型」コミュニティ・スクールであっても、学校レ

ベルにおけるポリティクスの生起を避けがたいものとして認識する必要を指摘

したい。すなわち、地域を含んだ学校組織の方向性をいかに規定し、その中で

ある人がいかなる役割を担い、いかに振る舞うべきかを意味付けるポリティク

スであり、それが、非対称な権力の付置に媒介されているというものであった。  

 たしかに、第 2 章で述べたように、学校運営協議会は法に規定された事項の

権限行使をあまり行っていない。先に引用したとおり、岩永は、学校運営協議

会の現状を「学校支援型」と捉えた上で、今後の展望として学校優位を脱し、

保護者・地域住民と対等な意見交換と決定を行う「共同決定型」への移行を展

望している（岩永 ,  2011： 51-52）。  

 しかし、本研究から見えてきたのは、「学校支援型」と「共同決定」を対置す

ることの難しさであるともいえる。いかに権限行使が未達であったとしても、

学校運営協議会において、ポリティクス―本論文で言えば、保護者の学校支援

の在り方や学校成果への責任をめぐるポリティクス―が発生していることもま

た事実だからである。端的には事例東の例に見られるが、「学校支援」に徹底的

に特化しつつ、学校と地域住民は対等に意見交換と決定を行い、保護者啓発の

開始という「決定」を行っている。その意味で、法に想定された権限が空洞化

されていることを以て、直ちに学校運営協議会が意思決定と無関係とは言えな

い。本論文で明らかになったのは、学校支援に特化した学校運営協議会が、学

校支援や成果に対する責任をめぐるポリティクスを展開していた実態であった。

「拡張性」・「新規性」に傾斜した第 3 章の事例も、保護者を巻き込んで学校支

援を行う第 4 章以降の事例も、現状の権限配分の中である意味極めて自律的な

学校改革を成し遂げている。だとすれば、学校運営協議会が活発な活動を行お

うとすればするほど、学校の在り方・目指す方向性や、学校を取り巻くアクタ

ーが学校にいかに関わるべきか、をめぐってのポリティクスが生起しうること

が確認されてよい。それは、今後一層分権が進行すればなおさらだろう。  

 ②にもかかわらず、学校運営協議会の法的規定が脆弱であることも改めて指

摘される。既に、教育行政学の諸論において、選出区分の規定が不十分であり、

教員や子どもという重要な選出区分の未記載であることが指摘されてきたが、

本論文の観点からは、保護者の位置づけへの配慮の必要性を主張して良いだろ

う。既に岩永は、学校分権を受け止める保護者個々人のレディネスには差があ
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るとし（岩永 ,  2008）、保護者の学校理解やレディネスを高めるため、たとえ「学

校支援型」であっても活動を続け、「共同決定型」に移行するという道筋を描い

ている（岩永 ,  2011）。しかし、個人のレディネスや能力が高まったとしても、

本論文が述べてきた地域における様々な人間関係や越えがたい秩序があること

もまた事実である。当事者性が薄いにもかかわらず地域住民が優勢であること

は、社会に埋め込まれた家父長制的規範に根ざしており、一朝一夕に変容しな

い可能性が高いが、だからこそ当事者性の高い保護者委員の劣位性を克服する

ための制度的担保が必要となる。たとえば保護者委員の入れ替わりの頻度につ

いて任期の長期化を促すこと、地域住民委員の割合に上限を設けるなど、制度

的に対応可能な事項は考慮されてよいと考えられる。  

 ③ 後に、学校分権と同時に、行政による学校の支援の責任を問うていかね

ばならないことも確認したい。  

 一般に、現場レベルの運営主体への分権が進むほど、その主体の自己責任論

も高まるとされ、英国の自律化政策をめぐっても同様の観察がなされている（末

松 ,  2011）。学校の自律化促進と自己責任論の台頭という文脈の中に本論文の知

見を位置づけると、学校運営協議会の逆機能が見えてくる。  

 本論文で観察した学校も、基本的には成果を上げている学校の部類に入るだ

ろう。しかし、事例東で見たように、成果に向けた問責がある時は教員に向き、

またある時は保護者に向くという問責のサイクルがあった。第 6 章では、問責

のベクトルを保護者に照準させ、その反転を難しくする弁としての学校運営協

議会の機能を仮説的に提示したところである。  

 問題なのは、学校・地域レベルで問責サイクルが回り出せば、学校や保護者

を支援する行政の責任が没問題化していきかねないということである。教育シ

ステムにおいて分権は一層進んでいくと思われるが、制度的担保なしに学校改

革に対する責任論を学校・地域内に遮蔽させる方向に、学校運営協議会が寄与

する危惧がある。  

 第 1 の点で触れたこととも重なることだが、今後はむしろ、学校運営協議会

の方向性の中に行政責任の論理や社会的要因への顧慮を取り戻す必要があるだ

ろう。繰り返しになるが、学校支援型のコミュニティ・スクールは、学校の不

足を補うという意味において、そもそも行政による条件整備の不足を問題視せ

ず、それを学校レベル（地域レベル）でいかに補完するかという論理に立つも

のである。しかし、学校を取り巻く保護者も、格差や貧困などの問題に直面し

ている。このような中で、保護者からの学校支援調達を無限定に期待するのは

ふさわしくない。事例東の分析からは、教育責任の問責を保護者に照準し、そ

の反転を許さない弁として学校運営協議会が機能する可能性が示唆された。だ
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が、このように地域の顔役を利用して学校を支援させる対象としてコミュニテ

ィを捉えるのではなく、別様の方向性を目指していく必要がある。  

 その在り方として以上の考察から見えてくるのは、「保護者を支援する」形の

地域連携である。たとえば福祉や医療等の専門職（スクールソーシャルワーカ

ーや児童相談所相談員など）との連携も含めて保護者を支援するネットワーク

形成の場として学校運営協議会を組み替えることがありえるだろう。また、保

護者の経済状況への配慮から、学校納入金の額やその使い道について再吟味す

る場を学校運営協議会で設けるなどし、それをきっかけに教育課程や授業の在

り方、副教材の選定等についての議論を導き、教育における私費負担を問い直

す等の道筋も考えられよう（制度研 ,  2011）。要するに、学校を取り巻く社会的

要因への顧慮と、それに関わる行政責任を議論の中にもう一度取り戻すことが

必要なのである。  

 

 

今後の課題  

 

 後に、本論文が到達し得なかった今後の課題について触れておきたい。  

 第 1 に、事例における長期的な変化を捉えきれていないことである。事例東

においては、比較的長期の展開をフォローできたが、それでも 7 年程度である。

学校運営をより長期的な時間軸で見た時、保護者の位置に変化はあるのか。あ

るとすればそれはいかなる機制によるものなのかを知る必要がある。  

 第 2 に、今回の研究対象、特にケース・スタディの対象事例が限られていた

ということである。事例校はいずれも東京都内に所在し、比較的周辺地域の安

定性のある学校だった。しかし、現今の日本には、東日本大震災の被災や過疎

などで地域自体の行方が不透明な学校や、貧困によって子どもの発達により切

実な課題を抱えている地域もある。唯一、事例東における保護者の階層構成が

やや低いという特徴はあったが、全国的にはより一層の困難を抱える学校があ

るだろう。そうした学校では、いかに地域における各主体（たとえば福祉や発

達支援関連の専門職）と連携して教育を進めるのか、いかに地域をあげて保護

者を支援するのか、というような、前節で述べたようなオルタナティヴがある

可能性もある。それを開拓し、支援することも重要な課題である。  

 第 3 に、第 1・2 の点と関わってくることだが、学校運営協議会の問題点を軽

減するために可能な行政的支援のあり方を考えることである。次々に打ち出さ

れる教育改革の中でも、学校 -地域連携を推進するという方向性は、変わること

がなく続いている。学校運営協議会の設置数はますます増えていくだろう。こ
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うした中、既存事例における課題をいかに認識し、その解決をどのように期し

ているのかなどを明らかにする必要がある。これは、学校運営協議会による「学

校ガバナンス」の質をいかに調整していくかという、ガバナンスのガバナンス

（メタ・ガバナンス）（大桃 ,  2005）を把握することでもある。  

 第 4 に、今後、学校運営協議会の新規指定がますます増え、「普及期」に入っ

ていくと考えられる中、「普及期」固有の課題を明らかにする必要がある。「普

及期」に入るということは 2 つのことを意味する。一つは、当初は「先進的」

な教育委員会・学校・地域が指定されていたが、より「普通」の教育委員会・

学校・地域における指定も進んでいくということである。こうした「後発」教

育委員会・学校・地域がいかなる方向で組織を構築し、活動や年間計画を作成

していくのか。特に、「先進事例」の知識ベースが厚みを増しており、さらに、

文部科学省は毎年複数回、学校運営協議会の取り組みを広めるためのフォーラ

ムを実施し、そこでは効果的な取り組みを行う先進教育委員会の特色事例が報

告される他、今後指定を考えている関係者等を交えた熟議が展開されている 71。

これを通していわゆる「グッドプラクティス」が拡散している中、事例間の相

互参照や、後発校の有力事例への類似化が生じる可能性もあるだろう。このこ

とは、学校間の知識交流ネットワークを通じた創発を促しているとも解釈でき

る一方、オルタナティヴの生起を阻害することにもつながりうる。分権改革の

結果多様な実践が行われるようになったとしても、先進事例が確立された「型」

となり、後発校がその「型」に収斂していくとすれば、一旦は実践の全国的多

様性が増していたとしても、その分散は再び小さくなるだろう 72。分権改革の

理解を深める意味で、こうした仮説を持って実態を明らかにする作業が必要と

なる。  

 「普及期」問題のもう一つは、数が増え、複数の学校運営協議会設置校を所

管する自治体が出てくることである。同一自治体内で複数の学校運営協議会が

あった場合、たとえば、自治体内での活動の浅深といった格差をいかに調整す

るのか。人手の取り合い、教員の取り合い等の問題をいかに解決するのか。こ

うした課題も、普及期ならではの学校運営協議会の研究課題である。  

 いずれにせよ、学校運営協議会は、分権改革、地域連携による自律的学校運

                                                        
71 2012 年度からは「地域とともにある学校づくり」推進フォーラムと呼ばれ、

一年に複数箇所で開催されている。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/com

munity/suishin/detail/1334950.htm（ 2013 年 12 月 3 日訪問）  
72 青木純一が、構造改革特区を検討対象に、全国的な取り組みに「規格化」が

見られるとしている点に着想を得ている（青木純一 ,  2011）。  
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営、専門的指導性と民衆統制の調整問題、参加、社会属性による格差やポリテ

ィクス等の問題の積集合領域に位置づく、重要な研究対象であり続けるだろう。

引き続き、学校運営協議会を通して上記諸問題への探究を深めていきたい。  
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補足 事例東における保護者質問紙調査の概要  

 

 

 ここでは、事例東のケース・スタディで行った保護者質問紙調査について、

回答者やそのお子さんの状況や、宿題丸付けの実施状況についての基本情報を

述べる。  

 

基本情報  

 

①回答者の基本属性  

 

 まずは、宿題丸付けに対する保護者の実施の態様を、アンケート結果によっ

て把握しておきたい。分析の理解を促すため、アンケートの概観をしておきた

い。まず、このアンケートに答えてくれたのは、こちらから指定はしなかった

ものの、大部分が母親であった（図表 0-1）。子育てに関しては母親の役割にな

っているというジェンダー化された実態がここから明らかになる。  

 

図 表  0-1 回 答 者 の属 性  

 

（無回答を除く）  

 

 回答者本人の特性と家庭の状況についてまとめたのは、図表 0-2～ 0-5 である。 

 学歴は図表 0-2 に示した。高等専門学校・短期大学、高等学校、四年制大学

の順になっている。本人の就業形態については、常勤が 20 数％、非常勤が 40

数%であるが、専業主婦も 20 数%いる（図表 0-3）。一日の平均的な労働時間は

女性で 4 時間台、男性で 10 時間台である（図表 0-4）。世帯年収は 400～ 1000

万程度に大半が含まれている（図表 0-5）。  

 

 

 

 

 

実数 ％

父親  9 4.5

母親  195 95.0

祖父  1 0.5
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図 表  0-2 回 答 者 の学 歴  

実数 ％  

高等学校  47 26.6

専修学校・各種学校  23 13.0

高等専門学校・短期大学  59 33.3

四年制大学  46 26.0

大学院  2 1.1

（無回答を除く）  

 

 

図 表  0-3 回 答 者 の就 業 形 態  

実数 ％

常勤  46 24.9

非常勤  74 40.0

求職中・休職中  11 6.0

専業主婦（夫）  50 27.0

その他  4 2.2

（無回答を除く）  

 

図 表  0-4 保 護 者 の一 日 の平 均 的 仕 事 時 間  

時間

女性保護者  4.6

男性保護者  10.6

（無回答を除く。専業主婦については  
0 時間として平均値を産出）  

 

図 表  0-5 回 答 者 の家 庭 の世 帯 年 収  

実数 ％  

200 万円未満  6 3.77 

200 万円以上 400 万円未満  13 8.18 

400 万円以上 600 万円未満  39 24.53 

600 万円以上 800 万円未満  34 21.38 

800 万円以上 1,000 万円未満 38 23.90 

1,000 万円以上  29 18.24 

（無回答を除く）  
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②子どもの状況  

 

 また、このアンケートでは、事例東に通う子どもが二人以上いる場合、一番

上のお子さんについて回答を求めた。その結果として得られた子どもの特性は、

次の図表 0-6～図表 0-9 にまとめたとおりである。  

 お子さんの入学がかつての通学区域の内外いずれか（加えて転校しての入学

かも）を問うたところ、学区内が 106 人で過半数であった（図表 0-6）。  

 

 

 

図 表  0-6 お子 さんの入 学  

実数 ％

通学区域内  106 36.3

通学区域外  177 60.6

転校  9 3.1

（無回答を除く）  

 

 お子さんの「授業理解度」「成績」を全般的に問うた結果は図表 0-7 に示され

ている。まず、授業理解度は、「まあ良い」を 頻とし、「良い」「普通」が続い

ている。成績も「中くらい」を 頻とし、「中の上」「上の方」が続いている。  

 

図 表  0-7 お子 さんの授 業 理 解 度 と成 績  

授業理解度  実数 % 成績  実数  ％

良くない  0 0.0 下の方  3 1.5

あまり良くない  12 6.2 中の下  9 4.6

普通  52 26.7 中くらい  73 37.2

まあ良い  74 38.0 中の上  58 29.6

良い  57 29.2 上の方  53 27.0

（無回答を除く）  

 

 他方、塾での学習は、半々となっている（図表 0-8）。保護者が自分の子ども

に対して有する達成希望の学校段階については、四年制大学との回答が 136 人

と圧倒的であり、高等専門学校・短期大学をあわせて、高卒超の学歴を獲得す

ることを希望する保護者は有効回答の 8 割を超えている（図表 0-9）。  
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図 表  0-8 お子 さんの通 塾 有 無  

実数 ％

無し  99 50.3

有り  98 49.7

（無回答を除く）  

 

図 表  0-9 お子 さんの学 歴 期 待  

実数 ％  

高等学校  13 6.8

専修学校・各種学校  10 5.3

高等専門学校・短期大学  25 13.2

四年制大学  136 71.6

大学院  6 3.2

（無回答を除く）  

 

宿題実施状況の単純集計  

 

 さて、実際の宿題の丸付けはどの程度実施されているのであろうか。単純集

計より把握したい。なお、事例東において、宿題は、国語と算数を両面に印刷

した「両面プリント」という名で通称されている。そのため、質問紙でも「両

面プリント」の実施という文言を用いた。  

 まず、子ども自身の毎日の宿題実施状況は、実に 85%以上の大部分が「とて

もあてはまる」と回答している（図表 0-10）。しかし、丸付けとなると、「とて

もあてはまる」が 70%弱に下がり、さらに「ややあてはまる」をあわせても 85%

を下回っている（図表 0-11）。  

 その実施時間を訊ねた結果によると、子どもによる宿題の実施時間は 大値

が一日平均 60 分、保護者による丸付けの実施時間は 大値で一日平均 20 分で

あった（図表 0-12）。  

 今後も保護者による宿題の丸付けを続けるべきであるかどうかという意見を

聞き、基本的なスタンスをも回答を求めた結果、「ややあてはまる」「あてはま

る」が 8 割程度となっている（図表 0-13）。  
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図 表  0-10 お子 さんは毎 日 両 面 プリントを実 施 しているに対 する回 答  

実数 ％  

全くあてはまらない  1 0.5

あまりあてはまらない  7 3.5

ややあてはまる  19 9.6

とてもあてはまる  171 86.4

（無回答を除く）  

 

図 表  0-11 あなたは毎 日 両 面 プリントの丸 付 けを行 っているに対 する回 答  

実数 ％  

全くあてはまらない  10 5.1

あまりあてはまらない  22 11.1

ややあてはまる  30 15.2

とてもあてはまる  136 68.7

（無回答を除く）  

 

図表 0-12 両面プリント実施時間 

時間（一日何分） 

お子さんの平均的な両面プリントの実施時間  22.2 

あなたの平均的な両面プリントの○付け時間  6.2 

（無回答を除く）  

 

図 表  0-13 保 護 者 による丸 付 けはこれからも続 けるべきであるに対 する回 答  

実数 ％  

全くあてはまらない  12 6.3

あまりあてはまらない  25 13.1

ややあてはまる  64 33.5

とてもあてはまる  90 47.1

（無回答を除く）  
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＜全国質問紙調査＞  
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＜事例東における質問紙調査調査票＞  
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